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○ 大学の概要

（１）現況
① 大学名

国立大学法人山形大学

② 所在地
キャンパス名 所在地 学部等名

小白川キャンパス 山形県山形市 事務局、人文学部、地域教育文化
学部、理学部、附属図書館、保健
管理センター、学術情報基盤セン
ター、高等教育研究企画センター、
留学生センター、教職研究総合セ
ンター、附属博物館、放射性同位
元素総合実験室

飯田キャンパス 山形県山形市 医学部、医学部附属病院、遺伝子
実験施設、環境保全センター、附
属養護学校

米沢キャンパス 山形県米沢市 工学部、地域共同研究センター、
大学院ﾍﾞﾝﾁｬｰ･ﾋﾞｼﾞﾈｽ･ﾗﾎﾞﾗﾄﾘｰ

鶴岡キャンパス 山形県鶴岡市 農学部
松波キャンパス 山形県山形市 附属小学校、附属中学校、附属幼

稚園

③ 役員の状況
学長名 仙道 富士郎（平成17年９月１日～平成19年８月31日）
理事数 ５人（うち非常勤１人）
監事数 ２人（うち非常勤１人）

④ 学部等の構成
人文学部

学 地域教育文化学部(*1)
理学部

部 医学部
工学部
農学部

研 社会文化システム研究科
教育学研究科

究 医学系研究科
理工学研究科

科 農学研究科
岩手大学大学院連合農学研究科(*2)

そ 附属図書館、医学部附属病院、保健管理センター、地域共同
研究センター、学術情報基盤センター、遺伝子実験施設、高

の 等教育研究企画センター、留学生センター、教職研究総合セ
ンター、附属博物館、放射性同位元素総合実験室、環境保全

他 センター、大学院ﾍﾞﾝﾁｬｰ･ﾋﾞｼﾞﾈｽ･ﾗﾎﾞﾗﾄﾘｰ、附属小学校、附属
中学校、附属養護学校、附属幼稚園

(*1) 平成17年４月１日に教育学部を改組して設置。
なお、教育学部は平成17年４月から学生募集を停止し、在学生の

卒業を待って廃止。
(*2) 岩手大学を基幹大学とし、山形大学、弘前大学及び帯広畜産大学

を参加大学とする連合大学院。

⑤ 学生数及び教職員数（平成18年５月１日現在）
学生数 ９，５５１人（うち留学生数１５８人）

学 部 ８，１３８人
（うち夜間主コース６０７人）

大学院 １，２８７人
修士課程 ９９０人
博士課程 ２９７人

別 科 ４０人
科目等履修生等 ８６人

附属学校児童・生徒等数 １，４１１人
教員数（本務者） ８５４人
職員数（本務者） ９２２人

（２）大学の基本的な目標等
（中期目標の前文）

大学の理念：
「自然と人間の共生」を21世紀のテーマとし、教育・研究・地域貢献

に真摯に取り組み、次世代を担う人材の育成、知の探求・継承・発展、
及び豊かな地域社会の実現に努め、もって人類全体の幸福と国際社会の
平和的・持続的発展に貢献する。

大学の使命：
１．学部（学士課程）教育を重視した人材養成

学部教育を重視した人材養成を最優先の使命と捉え、教養教育で
は幅広く創造的な知性と豊かな人間性を必須の素養として育み、専
門教育では大学院教育との接続も見据え、優れた専門性を養うとと
もに、特に課題発見・解決能力に優れた人材を養成する。さらに大
学院では、実践面を重視した教育課程により、専門分野に強いスペ
シャリストを養成する。

２．総合大学の利点を活かした研究の推進
先端的研究については重点的に取り組み、世界水準の研究推進と

それに支えられた先端的大学院プログラムを展開するとともに、長
期的・基礎的研究分野の持続的発展を図る。

３．開かれた学術・教育の地域拠点の形成
東北地区有数の総合大学として、地域や社会に広く門戸を開放し、

様々な学習機会の提供、社会人・留学生の積極的な受け入れ、産官
民との広範な連携を推進するとともに、アジアと日本を結ぶ教育・
研究の拠点として学術・文化の発信、及び国際交流の充実・強化を
図る。

（３）大学の機構図
※次頁に添付
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山 形 大 学 教 育 ・ 研 究 機 構 図

（ 平 成 １ ７ 年 度 ） （ 平 成 １ ８ 年 度 ）

学 部 ・ 研 究 科 ・ 別 科 学 部 ・ 研 究 科 ・ 別 科

山形大学 人 文 学 部 山形大学 人 文 学 部
社 会 文 化 シ ス テ ム 研 究 科 社 会 文 化 シ ス テ ム 研 究 科

地 域 教 育 文 化 学 部 地 域 教 育 文 化 学 部
教 育 学 研 究 科 教 育 学 研 究 科

理 学 部 理 学 部
理 工 学 研 究 科 （ 理 学 系 ） 理 工 学 研 究 科 （ 理 学 系 ）

医 学 部 附 属 病 院 医 学 部 附 属 病 院
が ん 臨 床 セ ン タ ー

附 属 動 物 実 験 施 設 附 属 動 物 実 験 施 設
附 属 実 験 実 習 機 器 セ ン タ ー 附 属 実 験 実 習 機 器 セ ン タ ー

医 学 系 研 究 科 医 学 系 研 究 科 が ん セ ン タ ー

工 学 部 工 学 部
理 工 学 研 究 科 （ 工 学 系 ） 理 工 学 研 究 科 （ 工 学 系 ）

農 学 部 附 属 農 場 農 学 部 附属やまがたフィールド科学センター
附 属 演 習 林

農 学 研 究 科 農 学 研 究 科
岩 手 大 学 大 学 院 連 合 農 学 研 究 科 ( * 1 ) 岩 手 大 学 大 学 院 連 合 農 学 研 究 科 ( * 1 )

養 護 教 諭 特 別 別 科 養 護 教 諭 特 別 別 科

全 学 施 設 等 全 学 施 設 等

附 属 図 書 館 医 学 部 分 館 附 属 図 書 館 医 学 部 分 館
工 学 部 分 館 工 学 部 分 館
農 学 部 分 館 農 学 部 分 館

保 健 管 理 セ ン タ ー 保 健 管 理 セ ン タ ー

学 内 共 同 教 育 研 究 施 設 学 内 共 同 教 育 研 究 施 設
地 域 共 同 研 究 セ ン タ ー 地 域 共 同 研 究 セ ン タ ー
学 術 情 報 基 盤 セ ン タ ー 学 術 情 報 基 盤 セ ン タ ー
遺 伝 子 実 験 施 設 遺 伝 子 実 験 施 設
高 等 教 育 研 究 企 画 セ ン タ ー 高 等 教 育 研 究 企 画 セ ン タ ー
留 学 生 セ ン タ ー 留 学 生 セ ン タ ー
教 職 研 究 総 合 セ ン タ ー 教 職 研 究 総 合 セ ン タ ー

学 内 共 同 利 用 施 設 学 内 共 同 利 用 施 設
附 属 博 物 館 附 属 博 物 館
放 射 性 同 位 元 素 総 合 実 験 室 放 射 性 同 位 元 素 総 合 実 験 室
環 境 保 全 セ ン タ ー 環 境 保 全 セ ン タ ー
大 学 院 ベ ン チ ャ ー ・ ビ ジ ネ ス ・ ラ ボ ラ ト リ ー 大 学 院 ベ ン チ ャ ー ・ ビ ジ ネ ス ・ ラ ボ ラ ト リ ー

附 属 学 校 附 属 学 校
附 属 小 学 校 附 属 小 学 校
附 属 中 学 校 附 属 中 学 校
附 属 養 護 学 校 附 属 養 護 学 校
附 属 幼 稚 園 附 属 幼 稚 園

( *１ )岩 手 大 学 を 基 幹 大 学 と し 、 山 形 大 学 、 弘 前 大 学 及 び 帯 広 畜 産 大 学 を 参 加 大 学 と す る 連 合 大 学 院 。

山形大学
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山 形 大 学 事 務 組 織 図
（ 平 成 １ ７ 年 度 ） （ 平 成 １ ８ 年 度 ）

学 長 監 査 室 学 長 監 査 室
エンロールメント・マネジメント室

理 事 総 務 部 総 務 課 総 務 係 理 事 総 務 部 総務ユニット 総 務 チ ー ム
(５ 人 ) 秘 書 係 (５ 人 ) 人事ユニット 人 事 チ ー ム

法 規 係 労務ユニット 労 務 チ ー ム
文 書 係 広報ユニット 広 報 チ ー ム
情 報 企 画 係 附属学校事務ユニット 附 属 学 校 チ ー ム
情 報 シ ス テ ム 係
附 属 学 校 第 一 係
附 属 学 校 第 二 係 企 画 部 経営企画ユニット 企 画 ・ 評 価 チ ー ム

研究支援ユニット 研 究 支 援 チ ー ム
企 画 課 企 画 分 析 係 社会連携ユニット 社 会 連 携 チ ー ム

大 学 評 価 係

人 事 課 任 用 係 財 務 部 財務ユニット 総 務 照 査 チ ー ム
給 与 係 予 算 決 算 チ ー ム
労 務 係 経理ユニット 経 理 チ ー ム
福 利 厚 生 係 契約ユニット 調 達 チ ー ム
共 済 組 合 係 契 約 チ ー ム

財務分析ユニット 財 務 分 析 チ ー ム

社 会 連 携 課 社 会 連 携 係
研 究 支 援 係 学術情報部 学術情報ユニット 総 務 チ ー ム

図 書 情 報 チ ー ム
広 報 室 情報サービスユニット 利 用 者 サ ー ビ ス チ ー ム

情報企画ユニット 情 報 推 進 チ ー ム
財 務 部 財 務 課 総 務 企 画 係

経 理 照 査 係
予 算 係 学 務 部 教育企画ユニット 総 括 調 整 チ ー ム
決 算 係 教 育 企 画 チ ー ム

修学支援ユニット 全 学 教 育 チ ー ム
経 理 課 資 金 管 理 係 教 務 チ ー ム

出 納 係 学生支援ユニット 学 生 生 活 支 援 チ ー ム
学 生 交 流 支 援 チ ー ム

契 約 課 経 理 係 就職支援ユニット 就 職 支 援 チ ー ム
契 約 第 一 係 入試ユニット 調 査 情 報 チ ー ム
契 約 第 二 係 入 試 実 施 チ ー ム

国際交流ユニット 国 際 交 流 チ ー ム
学 務 部 教 務 課 総 務 係

教 育 企 画 係
教 養 教 育 担 当 係 施 設 部 施設企画ユニット 施設マネージメントチーム
人 文 学 部 担 当 係 資 産 運 営 チ ー ム
地域教育文化学部担当係 施設管理ユニット 施 設 整 備 チ ー ム
理 学 部 担 当 係 施 設 管 理 チ ー ム
免 許 ・ 資 格 係 安全管理ユニット 安 全 管 理 チ ー ム

学生サービス課 学 生 企 画 係
課 外 活 動 係
寮 務 係
奨 学 支 援 係

就 職 課 就 職 支 援 係

入 試 課 調 査 情 報 係
入 学 試 験 係
企 画 広 報 係

留 学 生 課 留 学 生 係

施 設 部 施 設 企 画 課 施 設 企 画 係
工 事 経 理 係
施 設 運 用 係
資 産 管 理 係

施設環境管理課 施 設 整 備 係
施 設 支 援 係
環 境 保 全 第 一 係
環 境 保 全 第 二 係
環 境 保 全 第 三 係
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（ 平 成 １ ７ 年 度 ） （ 平 成 １ ８ 年 度 ）

人 文 学 部 総 務 係 人 文 学 部 事務ユニット 総 務 チ ー ム

地域教育文化学部 総 務 係 地域教育文化学部 事務ユニット 総 務 チ ー ム

理 学 部 総 務 係 理 学 部 事務ユニット 総 務 チ ー ム

医 学 部 総 務 課 庶 務 係 医 学 部 事 務 部 総務ユニット 総 務 管 理 チ ー ム
広 報 企 画 係 人 事 管 理 チ ー ム
人 事 係 附属病院 企画管理ユニット 総 務 チ ー ム
職 員 係 病 院 再 整 備 チ ー ム

施 設 チ ー ム
管 理 課 総 務 係 調達ユニット 調 達 チ ー ム

経 理 係 学務ユニット 学 務 チ ー ム
契 約 係 医事ユニット 医 事 総 務 チ ー ム
調 達 係 医 療 情 報 チ ー ム
予 算 企 画 係 診療報酬ユニット 診 療 報 酬 チ ー ム
経 営 企 画 係
施 設 管 理 係 栄養管理ユニット
設 備 係

工 学 部 事務ユニット 企 画 総 務 チ ー ム
学 務 課 学 生 総 務 係 研 究 支 援 チ ー ム

大 学 院 教 育 支 援 係 財 務 会 計 チ ー ム
医 学 科 教 育 支 援 係 学 生 サ ポ ー ト チ ー ム
看 護 学 科 教 育 支 援 係
学 生 生 活 支 援 係 農 学 部 事務ユニット 総 務 チ ー ム
入 試 係 附 属 施 設 チ ー ム
研 究 支 援 対 策 係 学 務 チ ー ム
看 護 学 科 事 務 室

医 事 課 医 事 係
医 療 訟 務 係
病 歴 管 理 係
患 者 サ ー ビ ス 係
情 報 処 理 第 一 係
情 報 処 理 第 二 係
収 納 係
医 療 債 権 係
外 来 係
入 院 係
診 療 報 酬 第 一 係
診 療 報 酬 第 二 係
栄 養 管 理 室

工 学 部 企 画 係
研 究 支 援 係
会 計 係
学 生 支 援 係
入 試 広 報 係
教 育 支 援 係

農 学 部 庶 務 係
会 計 係
学 務 係
業 務 係

附 属 図 書 館 情 報 管 理 課 総 務 係
目 録 情 報 係

情報サービス課 閲 覧 係
学 術 情 報 係

医 学 部 分 館 図 書 係
工 学 部 分 館 図 書 係
農 学 部 分 館 図 書 係

山形大学
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全 体 的 な 状 況

山形大学は、その理念である「自然と人間の共生」の具現化を目指して中期 点としての機能を効果的に果たすため、「分散キャンパス問題懇談会」を設
計画を設定し、過去２年にわたり種々の課題に取り組んできた。中期計画３年 置し、「地域連携の拡充」「集権と分権の融合策」の観点から具体的に方策
目となる平成18年度は、中期計画期間前半の中間まとめとして捉え、これまで を検討した。
準備・推進してきた活動を組織的に機能させることを主たる目標として年度計 (7) 評価結果のフィードバック
画を作成した。これに基づき、理念の具現化の基礎となる人材育成の推進、社 学生生活実態調査、卒業生等に対するアンケート調査、平成17年度法人
会との連携強化、評価結果の活用、事務機構改革等の展開を始めとして、以下 評価委員会評価結果及び監事監査結果から抽出・整理した課題について、
に示すように種々の取組を推進した。 必要なものは予算化し教育研究活動、管理運営及び社会貢献の改善に反映

させた。また、取組結果を取りまとめ、全学生及び全教職員に周知した。

１ 本学の先進的な取組 ２ 業務運営

(1) 「自然と人間の共生」の理念の具現化 戦略的かつ柔軟な運営体制を確立するため、組織の企画・立案機能の強化を
①公募した「自然と人間の共生」プロジェクトに全世界から応募があり、 図るとともに、個々の職員の資質向上を図った。

最優秀として採択した「草木塔（草や木の霊に対する鎮魂等を表す全国 (1) 平成18年７月１日付けで事務組織にユニット制を導入し、企画部、学術
でも珍しい石碑）プロジェクト」を本学事業として草木塔分布図の作成、 情報部を設置し、学長・理事と直結して大学運営を直接支える専門職能集
草木塔ネットワークの構築等の取組を推進した。 団を再構築した。

②「環境報告書」をＷｅｂ上で公開した。この取組と情報公開に対する姿 また、ユニット制の導入に合わせて、学長直属組織「エンロールメン
勢が評価され、「環境goo大賞2006奨励賞」を受賞した。 ト・マネジメント室（入学前から卒業後に至るまでの一貫したサポート体

③国立大学法人では初めて「ＥＳＣＯ事業」の導入について、平成18年度 制）」を設置した。
エネルギー使用合理化事業者支援事業の採択を受けた。 (2) 「事務系職員の評価制度」を構築し、これに基づき２事務部門において

④本学独自の方式である「エコキャンパス整備支援事業」によって自然共 試行を行った。平成19年度に全事務部門で試行を実施することを決定した。
生型キャンパスの整備を促進した。 (3) 新たに構築した「ジョブローテーション制度」に基づき、職員の専門的

(2) 中・長期的行動指針の策定 な知識、技能及び資質を十分考慮した人員配置を行った。
仙道マニフェストの重点施策の一つとして、中期目標・中期計画及び中 (4) 新たに構築した「キャリアアップ制度」に基づき、新規採用者研修、

央教育審議会答申「我が国の高等教育の将来像」を踏まえ、「山形大学行 ＳＤ研修、管理職員研修等を実施した。
動指針」を策定した。 (5) 平成17年度に制定した「個別契約任期付教員に関する規則」に基づき、

(3) 学生支援システム「ＹＵサポーティングシステム」の整備・充実 任期付き教員を採用した。
平成16年度に始動した「ＹＵサポーティングシステム」の点検・評価を (6) 全学各種委員会の統廃合（３委員会廃止、９委員会を４委員会へ統合）

行い、就職指導・個人情報保護についての増補を行うことで、指導内容の を実施し、新規に設置する全学各種委員会等については、時限付きの委員
充実・改善を図った。 会とし、効率的かつ機動的な運営を進めた。

(4) 「エリアキャンパスもがみ」の新たな展開
「エリアキャンパスもがみ」の地域活性化に活躍する人たちに学ぶ現地 ３ 財務内容の改善

体験型授業「フィールドワーク 共生の森もがみ」を開始した。これまで
の諸活動が認められ、「日本計画行政学会第11回計画賞」の最優秀賞に選 研究資金確保、資金運用の効率化など多様な側面からの財務内容の改善を図
ばれた。また、本プロジェクトは平成18年度「現代ＧＰ」に採択された。 るため、以下の取組を推進した。

(5) がんセンターの整備と重粒子線治療センターの設置準備 (1) ｢研究プロジェクト戦略室｣を活用し、科学研究費補助金や公募型研究助
①平成17年度に設置した「医学部がんセンター」を全学組織の中に正式に 成金等の公募情報等の収集に努めた。

位置付けた。 また、産学官民連携を推進し、外部資金獲得に向けた申請促進を図った。
②がん患者登録システムを構築するとともに、「がん化学療法センター」 その結果、全学で998件、1,185,083千円の外部資金（受託研究・共同研
に放射線治療を専門とする教授を迎え、がん診療のレベルアップを図っ 究・奨学寄附金）を獲得した(前年度比:金額で16.8％増）。
た。 (2) 人件費と物件費の積算額を総枠として配分し、各セグメントにおいて、

③重粒子線治療装置の導入に向けて、医学部がんセンターに「重粒子線治 合規性、合理性を踏まえた弾力的な執行を可能とした。
療装置設置推進室」を発足させ、導入準備を進めた。 (3) 平成17年度に策定した「中期財政計画」の改定を行い、平成18年度予算

(6) 分散キャンパスのメリット化 編成方針において、収入予算と支出予算項目の関連付けを強め、次のとお
分散キャンパスの特性を活かし、各キャンパスが地域における大学の拠 りインセンティブを付与する仕組みを取り入れた。

①実定員数・退学者防止状況を勘案したインセンティブ付与

山形大学



- 6 -

②収入予算の増減を支出予算に反映させる仕組み (3) 「環境報告書」をＷｅｂ上で公開した。この取組と情報公開に対する姿
(4) 効率化減に対応した年次計画に基づき、教員４人、事務職員４人、専門 勢が評価され、環境goo大賞2006奨励賞を受賞した。

職員１人の合計９人の定員を削減し、６％の人件費を削減した。 (4) 地域住民の憩いの場となっている散策動線「大学せせらぎ水路散歩道」
また、役員の基本給月額を７％以上引き下げた。（現給補償なし） の自然環境保全に努めた結果、水路に清流の指標とされる梅花藻やホタル

(5) 平成17年度の財務状況について、わかり易く解説を加えた｢財務レポー の生息が確認された。
ト2006｣を作成し、ホームページ上で公表するとともに、学生にも配布し (5) 事故情報をまとめ、各事業場へ報告するとともに｢ヒヤリハット｣の事例
た。 を収集の上、各事業場に周知し、事故発生の防止を図った。

(6) 余裕資金の安定的運用・管理を行うとともに、運用額の拡大を図り、平 (6) 附属病院では、｢医療事故防止マニュアル｣の改訂を行うとともに相互点
成18年度の運用益は15,605千円となり、前年度の1,838千円から大幅増と 検機能を強化した。
なった。 (7) 山形地区及び鶴岡地区事業場において、全面禁煙実施（平成19年4月～）

(7) 目的積立金活用の一環として、｢学内設備バンク｣を創設し、部局へ学内 に向けた検討を行い、周知・公表を行った。
設備購入資金を貸し付ける制度を開始した。 (8) リスクマネジメントの一環として「研究活動における行動規範に関する

規則」を制定した。さらに、研究費不正使用の防止対策について、学内説
４ 評価制度の充実と情報提供の推進 明会を通じ全教職員に周知徹底を図ることとした。

昨年度までの検討・試行等を踏まえ、組織・教職員の評価制度と、それに基 ６ 教育活動
づく資源配分を含む総合的なシステム整備を推進し、評価結果の大学運営への
フィードバックを推進するとともに、広報担当学長特別補佐の任命等広報体制 本学の使命である「学部（学士課程）教育を重視した人材養成」を遂行する
を一層充実し、大学情報の効果的な発信を図った。 ため、その実質化に向けた教育推進・改善、学生支援の充実に取り組んだ。大
(1) 専任教員を配置した「評価分析室」において、中期目標、中期計画、年 学院については、教育研究の高度化を目指して組織改革を検討・推進した。

度計画の達成状況の点検・分析・評価を行うとともに、次年度の年度計画 (1) 「高等教育研究企画センター」の教育評価分析部門に新たに専任教員１
の策定を行った。 人を配置するとともに、平成19年度から「ＦＤ・授業支援クリニック部門」

(2) 全学的な自己点検・評価を実施し、大学評価・学位授与機構による認証 を設置することを決定した。
評価の審査を受けた。全ての基準において「基準を満たしている」との評 (2) 教育委員会の検討結果を踏まえ、英語教育及び初修外国語教育を中心的
価を得た。 に担当する新たな組織として「外国語教育センター」を平成19年度に設置

(3) 基本構想委員会において策定した「教員の個人評価指針」に基づき、平 することを決定した。
成17年度の全学的試行を踏まえ、全部局で本格的に実施した。 (3) 学生主体の問題解決型授業を増やす方向で、教育委員会で検討し、「エリ

(4) 平成17年度に構築した本学独自のシステムに基づき、経営協議会学外委 アキャンパスもがみ」において新たに「フィールドワーク 共生の森もが
員による評価を取り入れた「組織評価」を実施し、評価結果に基づき学内 み」を開講するなど、充実を図った。
予算の傾斜配分を行った。 (4) 大学院課程では、平成19年度特別教育研究事業「再チャレンジ支援経費」

(5) 広報担当の学長特別補佐を任命し、学長定例記者会見の企画・運営、「ま に採択された４つのプログラムを準備し、学習意欲のある社会人のニーズ
ちなかサテライト」による広報活動など広報機能の更なる強化を図った。 に応えた。なお、社会人入学者は、前年の59人（社会人入学者比率11％）

(6) 学生の視点から見た学内情報をホームページに掲載するため、広報委員 から94人（同比率17％）に増加した。
会において「学生広報部」（仮称）の設置を決定した。 (5) 地域ネットワークＦＤ「樹氷」（現代ＧＰ採択）において、授業評価の活

用を推進するため学生モニターによる「大学生ＦＤ会議」を実施した。
５ 施設設備の充実、安全管理の推進 (6) １年次学生からのキャリア教育に力を入れ、教養教育における授業科目

の拡充を図った。また平成18年度「現代ＧＰ」のテーマである「実践的総
施設設備については、既存施設の有効活用推進、ＥＳＣＯ事業の導入を始め 合キャリア教育の推進」に工学部の取組が採択された。

とする省エネ設備導入促進等を行うとともに、安全性・ユニバーサルデザイン (7) 成績優秀な入学者に対し入学料及び授業料を全額免除するとともに、月
重視の施設改修、地域住民の利用も考慮したキャンパス内環境整備等を推進し 額５万円の奨学金を給付（奨学生１人当たり480万円相当、医学部医学科学
た。 生は710万円相当）する制度「山形俊才育成プロジェクト」を創設し、平成
(1) 山形大学独自の方式として、部局予算による省エネ事業等に対し全学予 19年度の募集を開始した。

算から補助金を交付する「エコキャンパス整備支援事業」によって自然共 また、「学生支援基金奨学金」を創設し、上限30万円を貸与する制度を平
生型キャンパスの整備を促進した。 成19年度から開始することとした。

(2) 耐震改修促進法の改正をうけ、学内全施設の耐震診断の実施を早め、法 (8) 学生による大学活性化を目指して立ち上げた「山形大学・元気プロジェ
対象外建物を含む49棟の耐震診断を実施した。 クト」に附属病院でのハートフルコンサートの公演など５件を採択し、各

また、地域住民の避難場所としての機能確保を考慮して耐震性能の確保 プロジェクトを実施した。
が必要と判断した施設について、当初計画にはなかった耐震改修工事を計
画・実施した。

山形大学
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７ 研究活動 ９ 附属病院に関する取組

萌芽的研究、先進的研究の支援及びその成果の社会還元を推進するとともに、 安定した病院経営を維持するために、経営データ分析等を継続するとともに、
学際的課題発掘及び学内研究連携を推進した。 高度な医療を地域に提供するために、以下の取組を推進した。
(1) 若手教員を海外の大学・研究機関に派遣する「ＹＵ海外研究グローイン (1) 急性期病院としての機能を積極的に高め、かつ患者中心の質の高い医療

グアッププログラム」を構築し、平成19年度から実施することとした。 を提供するため病院再整備事業を推進した。
(2) 「研究プロジェクト戦略室」に専任教員を配置するとともに、「先端的研 (2) 「総合医学教育センター」において、文部科学省教育GPによる支援を受

究支援のための教員配置に伴うプロジェクト」に、外部評価委員を含むヒ け、地域医療の実態調査・分析を通して「医療グランドデザイン」を医師
アリングによる学内審査を経て３件を採択した。 育成の観点から分析し、今後の戦略策定を行った。

(3) 21世紀ＣＯＥプログラム「地域特性を生かした分子疫学研究」の研究成 (3) 平成17年度に設立した「医学部がんセンター」において、がん患者登録
果の応用・実用化等を目指し、ベンチャー企業を通じ、民間企業とパーキ システムを構築するとともに、「がん化学療法センター」に放射線治療を専
ンソン病治療に関する共同研究を実施した。 門とする教授を迎え、がん診療のレベルアップを図った。

(4) 理・医・工・農の４学部連携による「生命・環境科学交流セミナー」を さらに、重粒子線治療装置の導入に向けて、「重粒子線治療装置設置推進
平成18年度は２回開催した。 室」を発足させ、導入準備を進めた。

(5) 社会的ニーズに適応する共同研究を積極的に推進し｢白色光有機ＥＬパネ (4) 東北地区のがん医療の均てん化を推進するため、平成19年度に「東北が
ル｣｢衝撃プラスチック｣の発明に成功し、商品化に向けて開発を進めた。 ん診療連携ネットワーク（仮称）」を設立することを目指し、準備を進めた。

(6) ｢核子の構造研究｣が、文部科学省科学研究費補助金の｢特別推進研究｣に (5) 平成17年度に生体肝移植に係る院内体制を整備し、脳死臓器移植に対応
採択された。 するためのマニュアルを改訂した。これを基に以下の医療を行った。

(7) 新たな｢ナスカの地上絵｣の発見、がん細胞増殖の機序解明、抗ガン剤創 ①平成18年２月に、日本国内では第二番目となる幹細胞移植を行った。
製につながる菌類特有の遺伝子の発見などの世界的研究については、報道 ②県内初となる生体肝移植を成功させた。
会見を通じて積極的に研究成果を発信した。 ③角膜移植を推進するために山形県アイバンク事業を積極的に支援すると

とともに、角膜移植・羊膜移植を行った。
８ 社会連携と国際交流 (6) 救急部機能充実の一環として、救急科を創設し、中毒・重症やけどを治

療対象として診療の高度化を図った。
分散キャンパスの利点を活かして県内全域での社会連携活動を推進するとと (7) 予防医療における「遺伝子診断」を実用化することを目指す「21世紀

もに、国際的な大学間連携体制を構築し、以下のような取組を行った。 ＣＯＥ」の成果を学術専門誌に発表した。さらに、特許申請、臨床現場へ
(1) 地域に根ざしたプロジェクト型共同研究を推進した結果、山形県との包 の応用を目指したベンチャー企業を設立し活動した。

括協定に基づいた最上地区をフィールドとする「食農の匠」育成プログラ (8) 患者アメニティーの改善のため、院内の売店及び喫茶コーナーについて、
ムが科学技術振興調整費に採択された。 企業の参入など民間資金導入による24時間コンビニ、コーヒーショップの

(2) 「エリアキャンパスもがみ」の活動が認められ、「日本計画行政学会第11 整備を行い稼働させた。
回計画賞の最優秀賞」に選ばれた。また、本プロジェクトは平成18年度「現 (9) 24時間保育できる保育所「すくすく」を開設・運用を開始した。
代ＧＰ」に採択された。

(3) 出張講義を延べ81校において実施した。また、高校生に開放したトワイ
ライト講義及びサイエンスセミナーを実施した。

(4) 「エリアキャンパスもがみ」で「もがみ広域圏連携タウンミーティング」
を開催し、最上地方の活性化や産業育成について提言を行った。

(5) ｢大学コンソーシアムやまがた｣参加機関の学術情報を一元的に蓄積し、
情報を発信するシステム｢学術成果発信システムやまがた（ゆうキャンパス
リポジトリ）｣を構築し、公開した。

(6) 新たに５大学と大学間交流協定を締結し、本学の大学間交流協定は11大
学となり、中期計画を達成した。

(7) 協定校への短期派遣留学制度により平成19年度から３カ国４大学へ７人
の学生を派遣することを決定した。また、ＹＵ－ＳＵＮＹ特別プロジェク
トによる「Japan Studies Program」として、英語による授業プログラムを
開発し、平成19年度後期から実施することとした。
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項 目 別 の 状 況

Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況
(1) 業務運営の改善及び効率化
① 運営体制の改善に関する目標

中 １．役員会、経営協議会及び教育研究評議会の効果的な運営を基礎に、学長を中心とした戦略的かつ機動的な大学運営を推進する。
期 ２．開かれた大学を目指し、地域社会の意見を積極的に反映させる大学運営を推進する。
目 ３．大学運営の適切な評価に基づき、学内資源の効果的な活用を推進する。
標

進行 ウェ
中期計画 年度計画 判断理由（計画の実施状況等）

状況 イト

Ⅱ 業務運営の改善及び効率化に
関する目標を達成するためにとる
べき措置
１ 運営体制の改善に関する目標
を達成するための措置
【1-1】 【1-1】

学長の補佐体制を整備し、大学 ・企画部を新設し、企画機能の更なる充実を図る。 Ⅳ ・平成18年７月１日に経営企画、研究支援及び社会連携から
運営の戦略的な企画・立案機能の ・学長特別補佐の役員会参加などにより、学長を なる企画部を新設し、企画機能の充実を図った。
向上を図る。 中心とした大学運営の戦略的な企画・立案機能の また、組織のフラット化、専門家及び柔軟化を目指し、従

向上を図る。 来の縦割りの組織構造をユニットとチームの２レベルに単純
・各部局においても、実情に応じて副部局長制を 化し、従来の係間の垣根を超えた柔軟な業務運営が可能とな
設けるなど戦略的な運営体制を推進する。 る事務体制「ＹＵユニット」制を導入し、学長・理事と直結

して大学運営を直接支える専門職能集団として再構築した。
・事務体制「ＹＵユニット」制の導入に合わせて、学長直属
の組織「エンロールメント・マネジメント（入学前から卒業
後に至るまでの一貫したサポート体制）室」を新設した。

また、同室に、平成16年度に制定した「国立大学法人山形
大学における教員の任期に関する規則」による任期付教員を
採用することを決定した。
・学長専任教員の配置、学長特別補佐を役員会に出席させる
ことにした。また、広報関係を強化するために広報担当の学
長特別補佐を新たに任命した。
・学長の諮問機関である｢山大プロジェクトチーム｣において
公募を行った山形大学｢自然と人間の共生｣プロジェクトにつ
いて、海外からの11件を含む83件の応募があり、学内・学外
の審査を経て６件を採択した。
・学長の下に｢ＧＰ獲得戦略室会議｣を設置し、全学的に積極
的取組を行った結果、文部科学省｢現代的教育ニーズ取組支援
プログラム｣に２件採択された。

山形大学
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・全学部において、学部長及び副学部長からなる学部運営執
行体制を整備し、学部運営会議や各種委員会と有機的に結び
付け、学部長の執行機能の強化を図った。

【1-2】 【1-2】
全学各種委員会を全面的に見直 ・全学各種委員会見直しワーキンググループを設 Ⅲ ・全学各種委員会見直しワーキンググループにおいて検討の

し、統廃合を積極的に進めるとと けて全学各種委員会を見直し、時限を付すことや 結果、全学各種委員会の統廃合（３委員会廃止、９委員会を
もに、担当役員を中心とした機動 統廃合を進めるとともに、担当役員を中心とした ４委員会へ統合）を実施し、役員会と全学各種委員会の連携
的な運営を図る。 効率的かつ機動的な運営を更に進める。 を図り、経営企画、財務等の全学的観点からの戦略的企画・

立案に取り組み、効率的かつ機動的な運営を進めた。
・また、新規に設置する全学各種委員会等については、時限
付きの委員会とし、効率的かつ機動的な運営を進めた。
・各プロジェクトに応じたワーキンググループを設置し、担
当役員を中心とした効率的かつ機動的な運営を進めた。

【1-3】 【1-3】
大学運営全般に係る業務処理の ・事務機構の改革により事務組織の大幅見直しを Ⅳ ・平成18年７月１日付けで、組織のフラット化、専門化及び

見直しを行い、迅速かつ効率的な 図り、外部委託等を含め、業務の合理化や電子化 柔軟化を目指し、従来の縦割りの組織構造をユニットとチー
運営体制の整備を図る。 を促進し、運営体制の更なる整備を進める。 ムの２レベルに単純化し、従来の係間の垣根を超えた柔軟な

業務運営が可能となる事務体制｢ＹＵユニット｣制を導入し、
企画部、学術情報部を新設し、学長・理事と直結して大学運
営を直接支える専門職能集団として再構築した。
・事務体制｢ＹＵユニット｣制の導入に合わせて、学長直属の
組織「エンロールメント・マネジメント室」を新設した。
・業務処理の見直し及びアウトソーシングに関する学内機構
の整備を含め、小白川キャンパス３学部の事務組織の見直し
について、平成19年度実施に向けて具体的に検討を行った。
・業務の合理化及び電子化を進め、教員が直接発注できる仕
組みを構築した。
・人事管理業務の合理化（人事異動時期の７月化、兼業承認
の部局委任）を図った。

【1-4】 【1-4】
教員と事務職員等とが一体とな ・山形大学プロジェクトチームや全学各種委員会 Ⅲ ・教員と事務職員等が一体となって構成する委員会体制を拡

った運営体制を構築し、大学運営 に事務職員を加えるなど、教員と事務職員等とが 充した。教員と事務職員等との合議制及び作業分担を円滑に
に係る戦略的企画力の向上を図る。一体となった運営体制を構築し、戦略的企画力・ 行い、委員会の目的達成までの共通理解を得ることにより、

実行力の向上に努める。 意思決定と実行の迅速化を図った。
・各部局において、教員とともに事務職員等が必要に応じて
各種委員会に参加した。また、事務職員等に対する意識改革
及び実務研修を行った。

【2-1】 【2-1】
分散キャンパスの特性を積極的 ・農学部における山形在来作物研究会の主催な Ⅳ ・山形在来作物研究会の協力を得て在来作物「温海カブ」を

に活かした運営システムを構築す ど、地域における教育研究活動の拠点として各キ 利用した「温海カブの葉の新しい食品素材への応用に関する
る。 ャンパスの窓口機能の更なる充実を図る。 研究（温海カブパウダー）」の成果に基づく食品としての試作

品講習会を開催した。
・分散キャンパス問題懇談会を設置し、分散キャンパスにお
けるメリット化について「地域連携の拡充」「集権と分権の融
合」の観点から検討を行った。これを受け、基本構想委員会
で実施策の検討に入った。
・地域共同研究センターでは、新たに山形県庄内総合支庁内

山形大学
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に「庄内サテライト」、首都圏に「大田サテライト」を設置し、
窓口機能を充実した。
・地域共同研究センター及びベンチャー・ビジネス・ラボラ
トリーを中心として構成する「産学連携横町（産学連携リエ
ゾンオフィス）」を活用し、市民、企業等からの各種相談など
の窓口機能の充実を図った。

【2-2】 【2-2】
教育・研究、組織運営、人事及 ・ホームページや広報誌を拡充し、大学運営全般 Ⅲ ・教育・研究、組織運営、人事及び財務など大学運営全般の

び財務など大学運営全般にわたっ にわたる情報の公開を更に推進する。 情報をホームページ、インフォメーションセンター、大学広
て情報を公開し、社会、とりわけ ・分散キャンパスの特性を活かして広範な地域か 報誌、学長定例記者会見などにより積極的に発信した。
地域社会からの意見を大学運営に ら意見を汲み上げて大学運営に反映させる。 ・地域共同研究センター、各サテライト及び「産学連携横町
反映させるシステムを構築する。 ・産業界等からの意見を取り入れるシステムを構 （産学連携リエゾンオフィス）」の窓口機能を活用し、地域か

築する。 らの意見を汲み上げ、大学運営の検討に反映させた。
また、地域共同研究センターでは、平成19年度に福島県喜

多方市に「喜多方サテライト」を設置することとした。
・学長自ら企業を訪問し、企業経営者と意見交換を行った。
・企業説明会の開催を活用して、インターンシップ及び大学
運営に関して意見交換を行った。
・地域へ大学情報を発信・提供する窓口として小白川キャン
パスに設置した「インフォメーションセンター」の更なる充
実を図るため、「ネット・インフォメーションセンター」構想
に着手した。

【3-1】 【3-1】
大学運営の適切な評価システム ・基本構想委員会において策定した各学部の教育 Ⅳ ・新たに構築した組織評価システムに基づき、各部局におけ

を構築し、これに基づく効果的な 研究活動等を評価するシステムを活用し、人員、 る教育、研究、社会連携、国際交流、業務運営等の諸活動に
組織運営や戦略的な学内資源の活 予算などの学内資源の傾斜的配分を行う。 ついて、役員会が点検・評価を実施した。
用を推進する。 その結果に基づき、本学の教育研究活動の活性化を図る目

的で学内資源の傾斜配分を実施した。
・平成18年度組織評価の実施状況を検証し、平成19年度実施
に向け、評価項目及び評価基準を再構築した。
・平成17年度に策定した中期財政計画について、次のように
２回の改定を行い、経営協議会へも報告した。

①運営費交付金に係る効率化係数、総人件費改革等経営課
題への対応の検証

②附属病院再整備における附属病院収入見込の検証
③学内における中期計画期間中の数値目標達成の検証

・平成18年度予算編成方針において、各部局の収入予算と支
出予算項目の関連付けを強め、次のとおりインセンティブを
付与する仕組みを取り入れた。
①実定員・退学者防止状況を勘案したインセンティブ付与
②収入予算の増減を支出予算に反映させる仕組み

・目的積立金の有効活用及び教育研究活動の充実のために、
｢学内設備バンク｣を創設し、学内設備購入資金を貸し付ける
制度を開始した。

ウェイト小計
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Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況
(1) 業務運営の改善及び効率化
② 教育研究組織の見直しに関する目標

中 １．教育・研究の進展状況や社会的要請あるいは種々の評価を踏まえ、教育研究組織の在り方を見直す。
期
目
標

進行 ウェ
中期計画 年度計画 判断理由（計画の実施状況等）

状況 イト

２ 教育研究組織の見直しに関す
る目標を達成するための措置
【1-1】 【1-1】

新たな組織体制（「高等教育研究 ・高等教育研究企画センターと教育委員会が連携 Ⅳ ・高等教育研究企画センター教育評価分析部門に専任教員１
企画センター」）の下、関係委員会 して、引き続き、教養教育の見直し、ＩＴを活用 人を新たに配置し体制を強化した。また、平成19年度に「Ｆ
と連携し、大学教育やＦＤ活動の した授業の配信など、教育体制の充実発展のため Ｄ・授業支援クリニック部門」を新設することとした。
推進・支援・評価を踏まえ、本学 の改善を推進する。 ・高等教育研究企画センターの部門長が教育委員会、教育方
における教育体制の改善・充実を 法等改善委員会等の委員として参画する体制が既に構築して
図る。 いる。これらの密接な連携の下で教育体制の充実・発展のた

めの見直しを行い、平成19年度から教養セミナーの開講コマ
数を増加するなどの充実策を決定した。
・高等教育研究企画センターの学外連携推進部門にe－ラーニ
ング推進室を設置し、e－ラーニング活用についての新体制を
整備した。一般教育科目で前期５コマ、後期６コマの授業を
配信した。
・ホームページに、新たに「オンラインキャンパス」のコン
テンツを設けｅ－ラーニングに関する情報を掲載することと
した。

【1-2】 【1-2】
学問の動向や新たな社会的要請 ・「山形大学教育研究組織改編等に関する規則」 Ⅲ ・人文学部の総合政策科学科を「法経政策学科」に改組し、

に適切に対応するために、既存の （平成17年11月30日制定）に基づき、各部局等の カリキュラムの改編を行った。
学問分野を基盤に、学部・学科や 組織改編に向けた取組を行う。 ・「教育研究組織改編等に関する規則」に基づき、以下の組織
研究科・専攻を横断した柔軟な教 改編に取り組んだ。
育研究組織が編成できる仕組みを ①「農学部附属やまがたフィールド科学センター」（旧：附
構築する。 属農場、演習林）を設置した。

②「医学部がんセンター」を全学組織の中に正式に位置付
け、専任教員１人を配置し充実を図った。

③英語教育及び初修外国語教育の充実を図るため平成19年
度に「外国語教育センター」の設置を決定した。

④教育面における国際交流、研究面における交流活動支援
の拡大を図るため、平成19年度に「留学生センター」を
「国際センター」へ改組することを決定した。
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【1-3】 【1-3】
新たな時代に要請される包括的 ・「山形大学教育研究組織改編等に関する規則」 Ⅲ ・平成17年度に設置した医学系研究科生命環境医科学専攻（独

な地域医療システムを構築するた （平成17年11月30日制定）に基づき、各研究科の 立専攻）の教育課程等を検証した結果、平成19年度から講座
め、大学院の教育・研究課程の高 組織改編に向けた取組を行う。 名と授与学位名を変更することとした。
度化を図る。また、他の教育研究 ・「教育研究組織改編等に関する規則」に基づき、医学系研究
分野においても、新たな時代に要 科看護学専攻博士後期課程の設置構想案及び理工学研究科（先
請される高度職業人等を養成する 端材料デバイス工学専攻（博士前期・後期課程）の設置、も
ため、大学院の教育・研究課程の のづくり技術経営学専攻（博士後期課程）の設置及び工学部
高度化を推進する。 所属教員の研究科所属への配置換）の改組案を策定し、平成

19年度から行うことを決定した。
・基本構想委員会において、中央教育審議会答申（平成17年
９月）を踏まえ、小白川地区における大学院の検証と今後の
構想について検討を開始した。

【1-4】 【1-4】
教育・研究活動全般にわたる高 ・ＩＴ戦略会議において、予算措置も含め、サイ Ⅳ ・ＩＴ関連概算要求事項として予算措置が認められ、サイ

度情報化とネットワーク化された バーキャンパス樹立に向けた取組を行う。 バーキャンパス樹立に向けて具体的取組を行った。
サイバーキャンパスを実現するた ・担当理事を中心に附属図書館と学術情報基盤セ ・総務部の事務情報化推進室と図書館事務部を一体化した学
め、情報メディア基盤の整備・充 ンターが一体化する仕組みを構築し、それに伴い 術情報部を新設し、学術情報の集中管理を図った。
実を図る。また、附属図書館や既 「学術情報部」を新設するなど、附属図書館や既 ・ネットワーク対応電子資料（官報情報検索サービス）を導
存の学内共同教育研究施設及び学 存の学内共同教育研究施設及び学内共同利用施設 入した。
内共同利用施設等の整備・充実も 等の整備・充実を図る。 ・電子図書館機能及び学内研究情報の発信機能を強化するた
併せて進める。 めに学術情報基盤センターと連携して図書館情報システムの

更新を行った（平成19年２月）。
・学術情報基盤センターでは、各部門がその研究成果を情報
メディア基盤の整備に関する業務及び機種更新の検討に反映
させて、大学全体のバーチャルな統合を推進した。
・博物館では、博物館所蔵の学術資料データベース化を推進
するとともに、美術分野のデータベースをホームページにお
いて全面公開した。

【1-5】 【1-5】
学内共同教育研究施設教員の学 ・教養教育や学部・大学院教育に学内共同教育研 Ⅲ ・学内共同教育研究施設等教員の更なる授業参画を図り、授

部・大学院教育への積極的参加を 究施設等の教員の参加を更に進め、教育組織の充 業回数は前年と比較して増加した。
すすめ、教育組織の充実を図る。 実を図る。 ・教職研究総合センター等学内共同教育研究施設及び学内共

同利用施設等教員の今年度における教養教育、学部専門教育
及び大学院教育の授業担当状況(年間総授業回数)は、2,122
回であった。

【1-6】 【1-6】
平成17年4月から、「教育学部」 ・地域教育学科においては、「学士（教育学）」の Ⅲ ・平成17年４月に教育学部を地域教育文化学部に改組した。

を「地域教育文化学部（地域教育 学位、文化創造学科及び生活総合学科においては ・地域教育学科においては、「学士（教育学）」の学位、文化
学科、文化創造学科、生活総合学 「学士（学術）」の学位を授与するための専門授 創造学科及び生活総合学科においては「学士（学術）」の学位
科）」に改組する。 業科目を開講する。 を授与するための教育プログラムに基づく専門科目を開講し
地域教育学科においては、「学士 た。

（教育学）」の学位、文化創造学科
及び生活総合学科においては「学
士（学術）」の学位を授与する。

ウェイト小計
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Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況
(1) 業務運営の改善及び効率化
③ 人事の適正化に関する目標

中 （１）教員について
期 １）人事方針
目 １．教員の人事に当たっては、水準の高い教育研究活動の推進や社会貢献を果たすため、多彩な人材が確保できる人事制度を構築する。
標 ２）評価体制

１．教員の教育・研究活動を適切に評価する体制を整備し、教員の能力や業績が適正に反映される給与制度を検討する。
（２）事務職員等について

１）人事方針
１．事務職員等の採用に当たっては、広く人材を求め、採用の公平性が保たれる人事制度を構築する。

２）評価体制
１．事務職員等の業務遂行能力を適切に評価する体制を整備し、事務職員等の能力や業務実績が適正に反映される給与制度を検討する。

３）交流と育成
１．事務職員等の専門性等を向上させるため、必要な研修機会を確保するとともに、他大学等との人事交流に配慮する。

進行 ウェ
中期計画 年度計画 判断理由（計画の実施状況等）

状況 イト

３ 教職員の人事の適正化に関す
る目標を達成するための措置
（１）教員について
1)人事方針
【1-1】 【1-1】

各学部それぞれの学問領域の特 ・各学問領域の特徴に配慮するとともに、新た Ⅲ ・各部局において教員評価基準の策定に着手し、学問領域の
徴に配慮した上で、優秀な人材を に策定した教員の個人評価指針を踏まえ、各部局 特徴に応じた人事制度の設計を具体的に検討した。
確保する人事制度を構築する。 の特性・方針に応じた人事制度の設計を検討す ・各部局において「教員の個人評価指針」に基づき「教育」「研

る。 究」「社会連携」「管理運営」のそれぞれの領域における業績
を評価するとともに、プレゼンテーション及び面接を行い、
各部局・分野に即した教員採用を実施した。
・各部局教員の定員管理について、部局配分給与総額（人件
費）による定員管理の検討を開始した。
・学校教育法の一部改正に基づき、本学の教員組織を検討し、
教授、准教授、講師、助教及び助手で構成することとした。
助教の適用については、学位の有無、業務内容、本人の希望
等を総合的に判断した。
平成19年４月１日現在の状況は、助教190人、助手６人であ

る。

【1-2】 【1-2】
人事制度を構築するに当たって ・教員の選考過程の透明性をより一層高めるた Ⅲ ・教員選考に当たっての公平性・透明性を確保するため、選

は、教員選考の公平性・透明性を め、選考基準及び選考結果をホームページにより 考基準・結果をホームページに公表した。
確保する。 学内外に公表する。

・以下に各学部における公平性を確保するための選考方法を
例示する。
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①医学部では、教授選考においてプレゼンテーションを実
施し、研究業績に加え教育その他の活動についての考え
方と取組の抱負等及び専門分野の第三者の意見を聴取し、
選考の重要な判断材料としている。

②工学部では、教育・研究等の業績のほか、プレゼンテー
ション及び面接における専門分野の教員の意見等を強く
選考に反映させた。

【1-3】 【1-3】
教員の流動性を向上させるため、・引き続き公募制を原則とした教員選考を行う。 Ⅲ ・「国立大学法人山形大学教員選考基準」に則り、全学部、学

公募制を原則とした教員選考を行 内共同教育研究施設において、公募制を原則として流動性の
う。 促進を図った。

・インターネットを活用した公募先の拡大等により大学研究
機関以外からの採用が増えた。

【1-4】 【1-4】
教員構成の多様化を推進するた ・各部局の適切な教員配置構想に基づき、外国人 Ⅲ ・教員構成の多様化を図り、専門分野の実質化を図るため、

め、外国人・女性等の積極的な採 ・女性等の積極的な採用や実務家教員の登用を進 実務家教員の積極的採用等を行った。
用や実務家教員の登用の在り方に める。 ・「研究プロジェクト戦略室」に教員を配置し、行政経験者の
ついて検討し実現を図る。 教授を採用した。

学部における取組例
・人文学部では、行政経験者の教授を採用した。
・地域教育文化学部では、博物館長経験者を採用した。
・工学部では、工学系以外の専門的知識と経験を有する教員
として、ものづくり技術経営、キャンパスハラスメントなど
を専門とする客員教授を採用した。また、技術者倫理を担当
する非常勤講師及びキャリア教育担当教員の採用を決定した。
・女性教員及び外国人教員の積極的採用等については、各部
局が引き続き取組を進めた。
各部局の平成18年度の採用実績は、次のとおりである。

女性教員：医学部９人、留学生センター１人（計10人）
外国人教員：工学部１人

（平成17年度採用実績：女性教員12人、外国人教員１人）

【1-5】 【1-5】
教員に関する任期制については、・既に任期制を導入している部局では、効果的な Ⅲ ・既に任期制度を導入している医学部では、平成18年度から

教育研究の活性化等の観点から、 運用を図るとともに、任期制未導入の部局に対し 中間審査を開始した。
学問分野に応じ効果的な運用を図 任期制の導入の検討を促す。また、個別の契約に ・評価分析室及び高等教育研究企画センターに対して任期制
る。 より任期を定めて雇用する教員を採用する。 を導入するとともに、任期制未導入の部局においては任期制

導入の具体的検討を促した。
・平成17年度に制定した「個別契約任期付教員に関する規則」
により、任期付教員２人を採用した。
・「エンロールメント・マネジメント室」及び平成19年度設置
予定の「国際センター」において、平成16年度に制定した「教
員の任期に関する規則」による任期付教員を採用することを
決定した。

・理学部では、平成19年度に個別契約任期付教員２人を採用
することを決定した。

2)評価体制
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【1-1】 【1-1】
人事評価は、各部局が行うこと ・全学で構築した教員の個人評価指針に基づき、 Ⅲ ・基本構想委員会で平成17年度に策定した「教員の個人評価

を基本とする。 各部局において教員の個人評価を実施する。 指針」に基づき、平成18年度から全部局において教員の自己
点検・評価を実施した。

【1-2】 【1-2】
人事評価のために、各学部にお ・多面的かつ公正な評価体制の構築と教員の特性 Ⅲ ・「教員の個人評価指針」は、「教育」「研究」「社会連携」「管

ける教員の多様な教育研究活動に に基づいた柔軟な評価基準の策定に着手する。 理運営」の４領域(医学部臨床部門は｢診療｣を加えた５領域)
対応した多面的かつ公正な評価体 の活動を対象とした公正な評価システムとして機能するよう
制の構築と評価基準の策定を行う。 工夫されている。これに基づき、各部局において、組織的に

評価を行うための教員評価基準の策定に着手した。

【1-3】 【1-3】
評価の結果を教職員の昇進・昇 ・各部局で実施する教員の個人評価結果を給与に Ⅳ ・教員の昇進に当たっては、従来から教育・研究業績、管理

格に反映させるとともに、本人の 適正に反映させる制度を検討する。 運営への貢献について審査を行っている。
能力評価や業績評価が給与に適正 また、各部局では、勤勉手当の成績優秀者の選考を行うに当
に反映される制度について具体化 たり、これらの業績を反映させる措置を採った。
を図る。 ・「教員の個人評価指針」に基づいた教員の自己点検・評価を

平成18年度から本格実施した。さらに、１年経過後の状況を
踏まえ、評価結果を給与に適正に反映させる制度の具体的検
討のため「教員の個人評価検証ワーキンググループ」の設置
を決定した。

（２）事務職員等について
1)人事方針
【1-1】 【1-1】

事務職員等の採用に当たっては、・東北地区国立大学法人等職員採用試験実施委員 Ⅲ ・東北地区国立大学法人等職員採用試験実施委員会による統
国立大学協会で実施する統一試験 会による統一採用試験を基本として、事務系職員 一採用試験合格者からの採用を継続して行った。
を基本としつつも、医療、情報及 の採用を継続する。 ・図書館業務の専門的知識を有する者１人を公募制により選
び国際交流等の専門性を要する事 ・医療、情報及び国際交流等の専門性を要する事 考採用した。
務系及び技術系職員については、 務系及び技術系職員については、既に実施してい ・医学部医療系技術職員及び工学部技術職員については公募
選考採用も活用し必要な人材を確 る選考採用も活用し、公募制により必要な人材を により専門的職務に精通した人材登用を行った。
保する。 登用する。

2)評価体制
【1-1】 【1-1】

人事評価を行うに当たっては、 ・各部署における事務職員等の多様な業務活動に Ⅳ ・平成17年度に職員の能力評価や業績評価を給与に適正に反
各部署における事務職員等の多様 対応した多面的かつ公正な評価体制の構築と評価 映する評価制度システムを構築した。
な業務活動に対応した多面的かつ 基準を策定する。 ・平成18年度に２事務部門において試行を行った。
公正な評価体制の構築と評価基準 ・この結果を踏まえ、平成19年度に全事務部門で試行を実施
を策定する。 し、職員の業務遂行能力及び業務活動を公平かつ適正に評価

する体制及び評価基準の策定に資することとした。

【1-2】 【1-2】
評価は定量的に行うこととし、 ・職員の業務遂行能力及び業務活動を公平かつ適 Ⅳ ・平成17年度に職員の能力評価や業績評価を給与に適正に反

この評価の結果を昇進、昇給の際 正に評価する体制並びに評価基準を策定し、その 映する評価制度システムを構築した。
に反映させるシステムを構築する。試行の実施結果に基づき、職員の能力評価や業績 ・平成18年度に２事務部において試行を行った。

評価を給与に適正に反映させる評価システムを策 ・この結果を踏まえ、平成19年度に全事務部で試行を実施し、
定する。 職員の業務遂行能力及び業務活動を公平かつ適正に評価する

体制及び評価基準の策定に資することとした。
・評価制度システムに基づき、管理職員（部長級）を対象に
役員会で管理・説明能力等を高めるプレゼンテーションに基
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づく評価を実施し、給与の特別昇給に反映させた。

3)交流と育成
【1-1】 【1-1】

事務職員等の多様な研修機会を ・大学職員としての基本知識を習得する研修、専 Ⅳ ・学内研修として、「キャリアアップ制度」に基づき新規採用
積極的に活用するとともに、学内 門的な知識を高める研修、接遇研修等職員個々の 者に対する「大学職員としての自覚・啓発や接遇・マナー」
研修制度を整備し、業務について 職務対応能力を高めるため、キャリアアップ制度 等を中心とした研修を実施した。
の専門性の向上を図り、教員との を構築する。 ・事務系職員（中堅事務職員研修）の企画・立案能力を高め
連携を強化する。 ・職種ごとの研修を継続的に実施するとともに、 るため、事務職員の執筆による本の出版をテーマにしたプロ

外部機関が行う研修に積極的に参加することによ ジェクトを企画する「ＳＤ研修」を開催した。
り、業務についての専門性の向上を図り、教員と ・新任管理職員の大学運営能力を高める「管理職員研修」、管
の連携を強化する。 理職員の説明能力等を高める「プレゼンテーション能力向上

講座」を実施した。
・以上の研修を約230人が受講し業務についての専門性の向上
を図り、教員との連携を強化した。
・大学運営能力を高めるため、それぞれの分野における有識
者を講師に招き、幹部教職員を対象とした「ＹＵ大学経営10
回連続セミナー」を実施した。平成18年度は計６回、約470人
が受講した。
・学外研修においては、職務の遂行に必要な知識・能力の向
上を図るため、人事院主催、東北地区国立大学法人等主催及
び国立大学協会主催の研修等に50人が参加した。
・事務職員の専門性向上を図るため、大学経営に関する大学
院に入学した職員に学費（授業料の2/3）を援助した。平成19
年度は３人が入学した。

・各部局においては、専門的知識を高めるため技術職員研修
を実施した。

【1-2】 【1-2】
大学間の人事交流の推進を図る。・ジョブローテーション制度を構築し、専門的知 Ⅲ ・職員の専門的な知識、技能及び資質を十分考慮した配置を

識を有する職員の養成と計画的な人事管理を図 行うための「ジョブローテーション制度」を構築した。
る。また、同制度の一環として、東北地区の大学 ・大学及び教育関係機関等との積極的な人事交流を行い、岩
に限らず、首都圏の大学や地方自治体等の教育関 手大学とはブロックの面接制度に基づかない１対１の課長級
係機関も対象に積極的な人事交流を実施する。 の人事交流、山形県との人事交流では教員と行政実務者によ
・人事交流の意義を深めるため、給与改善等の具 る人事交流を実施した。
体的検討を行う。 ・「キャリアアップ制度」に基づき人事交流者のインセンティ

ブ付与について検討を行った。
《人事交流実績》
・新規 転入４人・転出８人
・継続 転入１人・転出９人

ウェイト小計
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Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況
(1) 業務運営の改善及び効率化
④ 事務等の効率化・合理化に関する目標

中 １．法人化後の大学運営に適切に対応できる事務体制の整備を図る。
期 ２．業務の見直しを推進し、事務の効率化と合理化を図る。
目 ３．効率的かつ機能的な職員配置を行うとともに、事務職員の資質向上を図る。
標

進行 ウェ
中期計画 年度計画 判断理由（計画の実施状況等）

状況 イト

４ 事務等の効率化・合理化に関
する目標を達成するための措置
【1-1】 【1-1】

大学運営の企画立案等に積極的 ・事務体制の再編・合理化を更に進めることによ Ⅳ ・平成18年７月１日付けで、組織のフラット化、専門化及び
に参画し、大学運営組織を直接支 り、大学運営組織を直接支える専門職能集団を構 柔軟化を目指し、従来の縦割りの組織構造をユニットとチー
える専門職能集団として機能する 築する。 ムの２レベルに単純化し、従来の係間の垣根を超えた柔軟な
事務体制を構築する。 業務運営が可能となる事務体制「ＹＵユニット」制を導入し

た。企画部、学術情報部を新設し、学長・理事と直結して大
学運営を直接支える専門職能集団を再構築した。
・事務体制｢ＹＵユニット｣制の導入に合わせて、学長直属の
組織「エンロールメント・マネジメント室」（入学前から卒業
後に至るまでの一貫したサポート体制）を新設した。

・医学部においては、総務ユニットにおいて講座の技術職員
の組織整備に着手した。

【1-2】 【1-2】
分散キャンパス間の連携を密に ・業務に応じた効率的、合理的な組織編成の一元 Ⅲ ・平成18年７月１日付けで事務体制｢ＹＵユニット｣制の導入

する事務機構の一体化を図るとと 化、集中化、関係部署の統合改編等の観点から事 し事務組織の再編統合を行った。
もに、各キャンパスごとの特性を 務組織の見直しを継続して行う。 ・業務処理の見直し及びアウトソーシングに関する学内機構
踏まえた事務体制を構築する。 ・病院事務に関しては、経営管理等を重視した「戦 の整備を含め、小白川キャンパス３学部の事務組織の見直し

なお、附属病院については、病 略的企画部門（経営企画、情報管理等）」と医療 について、平成19年度実施に向けて具体的に検討を行った。
院業務に適した事務体制を整備す の質の確保をサポートする「医療安全管理及び患 ・病院経営の企画・立案を行う部門の強化を図るため、事務
る。 者サービス部門」に係る組織の整備・充実を進め 職員を構成員に加えた経営企画部を設置して機能を充実する

る。 とともに、主に医療安全管理部の整備を行った。
・診療報酬や患者サービス部門を担当する組織の具体的充実
を図った。

【2-1】 【2-1】
各業務の見直しを行うとともに、・外部委託等を含め、業務の一層の合理化や電子 Ⅳ ・事務協議会のワーキンググループで検討したアウトソーシ

業務のアウトソーシングを推進し、化を促進して、事務組織の見直しを継続して行う。 ングに関する学内機構の整備案を踏まえ、小白川キャンパス
事務の効率化、迅速化及び合理化 既に外部委託を実施している業務については一層 ３学部の事務組織の見直しについて、平成19年度実施に向け
を図る。 の効率化を図るとともに、アウトソーシングが可 て検討を行った。

能な業務の積極的な抽出を継続して進める。 ・教員が物品を直接発注できる仕組みを構築し、業務の合理
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化及び電子化を進めた。
・旅費業務の外部委託を平成20年度から実施することを決定
した。

【2-2】 【2-2】
事務の電算化を推進するととも ・統合文書管理システム等の機能を拡充するとと Ⅲ ・統合文書管理システムの利用推進を図るため、平成18年12

に、ＩＴ（情報技術）を活用した もに、電子メール及び電子掲示板等のＩＴを活用 月に広報ユニットと学術情報部が連携し、統合文書管理シス
事務処理の簡素化、迅速化を図る。 して事務処理の簡素化、迅速化を図る。 テム説明会を開催した。また、ＩＴを活用して事務処理の迅
また、平成17年６月29日に各府省 ・主要な業務・システムに関する最適化計画の策 速化等を図った。
情報化統括責任者（ＣＩＯ）連絡 定に向けた検討を行う。 ・分散キャンパスの迅速化を図るため、Ｗｅｂによる会議シ
会議において決定された「独立行 ステムの環境整備・拡充を図った。
政法人等の業務・システム最適化 ・裁量労働制職員が、出退勤時刻等をＷｅｂから登録し勤務
実現方策」を踏まえ、主要な業務 状況を把握できるシステムを構築し、平成19年４月から本稼
・システムの最適化を図る。 働するようにした。

・学術情報基盤センターの情報処理用コンピュータシステム、
医学部附属病院の総合医療情報システムについて、以下の取
組を実施した。

①事務用メールサーバを学術情報基盤センターに集約し、
管理の軽減に努めた。

②人事システムと給与システムを統合した人事・給与シス
テムを平成19年度導入に向けて検討した。

③情報セキュリティ委員会を設置し、情報セキュリティ対
策に関する基本方針、同運用指針及び同対策基準を策定
した。

【3-1】 【3-1】
従来の定期的な人事異動を基本 ・若手職員を多様な分野に配置するとともに、職 Ⅲ ・若手職員を多様な分野に配置するとともに、職員の専門的

に、若手職員には多様な職務経験 員の専門的な知識、技能、資質等を十分発揮させ な知識、技能及び資質を十分考慮した配置を行うため、本学
を積ませ、幅広い視野の涵養を図 るよう、本人の希望をも考慮して適材適所の観点 の実態に即した「ジョブローテーション制度」を構築し、平
る。また、職員配置に当たっては、 からの配置に努め、計画的な人事管理を図る。 成19年４月実施に向け、関係規則等の整備を行った。
適材適所の観点から、各職員の持
つ専門的な知識、技能、職員の意
向、特性等を十分考慮する。

【3-2】 【3-2】
事務職員等に対する研修を推進 ・職員の対応能力を高めるため、基本的知識を習 Ⅳ ・学内研修として「キャリアアップ制度」に基づき新規採用

し、資質の向上を図る。 得する研修、専門的知識を高める研修、接遇研修 者に対する「大学職員としての自覚・啓発や接遇・マナー」
等を継続して計画的に実施する。 等を中心とした研修を実施した。

・事務系職員（中堅事務職員研修）の企画・立案能力を高め
るため、事務職員の執筆による本の出版をテーマにしたプロ
ジェクトを企画する「ＳＤ研修」を開催した。
・新任管理職員の大学運営能力を高める「管理職員研修」及
び管理職員の説明能力等を高める「プレゼンテーション能力
向上講座」を実施した。
・以上の研修に約230人が受講し業務についての専門性の向上
を図り、教員との連携を強化した。
・大学運営能力を高めるため、国内最高レベルの講師による
幹部教職員を対象とした「ＹＵ大学経営10回連続セミナー」
を実施した。平成18年度は計６回、約470人が受講した。
・学外研修においては、職務の遂行に必要な知識・能力の向
上を図るため、人事院主催、東北地区国立大学法人等主催及
び国立大学協会主催の研修等に50人が参加した。
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・事務職員の専門性向上を図るため、大学経営に関する大学
院に入学した職員に学費（授業料の2/3）を援助した。平成19
年度は３人が入学した。

・各部局においては、専門的知識を高めるため技術職員研修
を実施した。

ウェイト小計

ウェイト総計
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（１） 業務運営の改善及び効率化に関する特記事項等

１．特記事項 ３ 人事の活性化
(1) 基本構想委員会において策定した「教員の個人評価指針」に基づき、平

○ 法人化のメリットを活用し、大学運営の活性化などを目指した特色ある 成17年度の全学的試行を踏まえ、平成18年度は全部局で本格実施した。
取り組み (2) 平成18年度に「事務系職員の評価制度」を構築し、平成18年度はこれに

基づき２事務部門において試行を行った。
法人化により組織編成等柔軟な大学運営が可能になったこと、マネジメン また、平成19年度は全事務部門での試行を実施し、平成20年度から全面

ト体制がより重要となったことなどを踏まえ、本学の特徴をより明確にする 的に実施することとした。
ため、平成18年度は以下のような取組を行った。 (3) 「国立大学法人山形大学教員選考基準」に則り、全学部、学内共同教育

研究施設において、公募制を原則として教員の流動性の促進を図った。
１ 地域連携機能の強化 (4) 新たに設置された教育研究施設等教員に対して任期制を導入するととも
(1) 分散キャンパスの特性を活かし、本学の各キャンパスが地域の拠点とし に、任期制未導入の既存部局に対しては、ヒアリングにより任期制導入の

ての機能を効果的に果たすため、分散キャンパス問題懇談会を設置し、「地 検討を促した。
域連携の拡充」について具体的に方策を検討した。 (5) 平成17年度に制定した「個別契約任期付教員に関する規則」に基づき、

その上で、基本構想委員会において、大学本部・各キャンパス間の集 個別契約による任期付き教員を採用した。
権・分権体制の在り方を見直す「集権と分権の融合策」についても方策を
検討した。 ４ 組織評価の導入

(2) 地域共同研究センターは、新たに山形県庄内総合支庁内に「庄内サテラ 平成17年度に構築した「組織評価システム」に基づき、各部局における教
イト」及び首都圏に｢大田サテライト｣を設置した。これにより、地域共同 育、研究、社会連携、国際交流、業務運営等の諸活動について、部局の自己
研究センターをはじめとした県内４箇所及び首都圏２箇所のサテライトに 点検・評価を試行した。これを基に役員会が総合的に評価し、学内資源の傾
において、きめ細かい地域連携を推進する体制が整った。 斜配分を実施した。

また、各サテライト及び「産学連携横町（産学連携リエゾンオフィス）」
を活用し、市民・企業等からの各種相談に対応するとともに、地域の多様 ○ 大学運営を円滑に進めるための様々な工夫
な意見を汲み上げ、大学運営にフィードバックした。

１ 各種調査結果等を大学運営に反映
２ 組織の充実 各種評価結果について、役員会において各々の課題を抽出・整理し、各担
(1) 教育研究組織の充実 当理事が中心となって課題解決に向けた取組を実施した。その結果、｢外国語

①平成17年度に設置した｢医学部がんセンター｣を全学組織の中に正式に位 教育センター｣の設置、図書館サービスの改善など教育研究活動、管理運営及
置付け、専任教員を配置した。 び社会貢献の質の向上に反映させた。

②農学部附属農場及び演習林を改組して、より有機的・統合的活動を可能 また、取組の経過情報を学内ホームページに掲載し構成員の共通理解を図
とする｢農学部附属やまがたフィールド科学センター」を設置した。 るとともに、取組結果を取りまとめ、全学生及び全職員に周知した。

③平成18年度科学技術振興調整費に｢食農の匠｣育成プログラムが採択され 大学運営に活用した各種評価結果は、以下のとおりである。
たことに伴い、理工学研究科ものづくり技術経営学専攻内に食品ＭＯＴ ・学生生活実態調査結果（学部生対象）
コースを設置することとした。 ・教育効果・広報に関するアンケート調査結果（企業・高校生・在学生・

④教育委員会の検討結果を踏まえ、外国人教師制度を見直して、英語教育 卒業生対象）
及び初修外国語教育の中心となる新たな組織として「外国語教育センタ ・監事監査結果
ー」を平成19年度に設置することを決定した。 ・業務実績に関する評価結果

(2) 大学運営組織の充実
①学長直属組織の｢エンロールメント・マネジメント室｣を設置し、入学者 ２ 教職員の資質向上

の調査・分析など学長の特命事項の業務を行った。また、平成19年度か (1) 教員の資質向上について
ら専任教員を配置し、更なる組織の充実を図ることとした。 ①高等教育研究企画センターを中心に、教養教育ワークショップ、教養教

②｢研究プロジェクト戦略室｣｢評価分析室｣及び｢監査室｣へ専任教員・職員 育ＦＤ合宿セミナー、公開授業及び検討会などを実施し、ＦＤの一層の
を配置し、更なる組織の充実を図った。 推進を図った。

また、平成19年度から「ＦＤ・授業支援クリニック部門」を設置し、個
別支援型のＦＤを実施することとした。

山形大学
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(2) 職員の資質向上について 内の主要な会議に出席して意思決定過程を監査した。平成18年度の監事監
①新たに構築した｢ジョブローテーション制度｣の平成19年度実施に向け、 査結果報告書では、意思決定過程に関する指摘事項はない。

関係規則等の整備を行うとともに、事務職員の専門的な知識、技能及び なお、平成19年度から学長直属の組織として、｢業務改善等推進室｣を設
資質を十分考慮した配置を行った。 置し、学内にコンプライアンスを浸透させるための体制をとることとした。

②新たに構築した｢キャリアアップ制度｣に基づき、新規採用者研修、地域
の連携をテーマにしたプロジェクトを企画する「ＳＤ研修」、管理職員 ２ 法人としての総合的な観点から戦略的・効果的な資源配分
の説明能力等を高める「プレゼンテーション能力向上講座」等を実施し (1) 法人の経営戦略に基づく学長裁量経費・人員枠やその他戦略的配分経費
た。 の措置状況

③事務職員の専門性を向上させるため、大学経営に関する大学院に学費（授 ①学長裁量経費として総額82,000千円を予算措置し、「自然と人間の共生プ
業料の2/3）を援助して３人を入学させた。 ロジェクト」、｢１学部・部門１プロジェクト｣等の大学全体で取り組む戦

略的事業に重点配分した。
３ 学内共同教育研究施設所属教員の教育への参画 ②教育研究活動の活性化を図るため学長裁量定員を確保し、今年度新たな

学内共同教育研究施設等の教員が、昨年度以上に教養教育や学部専門教 事項として、評価分析室１名及び個別任期付教員２名を設定し、合計37
育・大学院教育に参加し、教育組織の充実に寄与した。平成18年度の総授業 人を戦略的に取り組む必要のある部局に配置した。
回数は前年度の２倍以上の2,122回であった。 ③平成18年度予算編成方針において、人件費と物件費の積算額を総枠とし

て配分する｢総枠配分方式｣を実施し、各セグメントにおいて、弾力的な
執行を可能とした。

２．共通事項に係る取組状況 ④入試緊急対策を実行するために、平成19年度予算において｢入試緊急対策
経費｣を措置し重点的に使用することを決定した。

○ 業務運営の改善及び効率化 ⑤平成18年度に試行的に実施した｢組織評価｣の部局への傾斜配分を、平成
19年度から増額することとした。

１ 戦略的な法人運営体制の確立と効果的運用 ⑥平成19年度から、現在学内共同利用しているスペースの一部の建物使用
(1) 運営のための企画立案体制の整備状況 に関して、学長裁量スペースとして変更設定することとした。

①学長特別補佐を役員会に出席させた。 (2) 助教制度の活用に向けた検討状況
また、新たに広報担当の学長特別補佐を任命し体制を強化した。 学校教育法の一部改正に基づき、教員組織を検討し、教授、准教授、講

②役員会（含む役員懇談会）を毎週開催し、意思決定の迅速化を図った。 師、助教及び助手で構成することとした。助教の適用については、学位の
③全学部に副学部長を置き、学部運営体制を強化した。 有無、業務内容及び本人の希望等を総合的に判断した。
④階層のフラット化、意思決定の迅速化による効率的運営体制確立のため なお、平成19年４月１日現在の状況は、助教190人、助手６人である。

に｢ＹＵユニット制｣を導入した。 (3) 資源配分による事業の実施状況
⑤新たに｢エンロールメント・マネジメント室｣、｢企画部｣及び｢学術情報 ①学長裁量経費については、教育研究プロジェクト、国際交流の推進事業

部｣を設置し、学長・理事と直結する大学運営を直接支える専門職能集 その他戦略的事業に対して措置した。
団として再構築した。 特に、教育研究プロジェクトについては、本学の理念の一つである｢自然

(2) 企画立案部門の活動状況、具体的検討結果、実施状況 と人間の共生｣を具現化するためのプロジェクトを全世界へ公募し、海外
平成18年７月に事務組織を再編し、経営企画ユニット、研究支援ユニッ からの11件を含む83件の応募があり、学内・学外の審査を経た結果、６

ト及び社会連携ユニットからなる｢企画部｣を新設し、企画立案機能を強化 件を採択した。
した。 ②学長裁量定員については、今年度新たに研究プロジェクト戦略室及び評
①経営企画ユニットは、大学の計画・評価、分散キャンパス問題、小白川 価分析室へ各１人を配置し、大学の研究支援体制及び点検・評価体制を

地区大学院の将来構想などの様々な経営上の課題について、具体的な方 強化した。
策を検討した。 また、先進的研究支援のために学内公募を行い、優れた研究２件へ１人

②研究支援ユニットは、｢研究プロジェクト戦略室｣と連携し、｢先進的研 ずつの学長裁量定員を配置した。
究支援のための教員配置を伴うプロジェクト｣や若手教員等を海外の大 ③組織評価結果をもとに部局に計10,000千円の傾斜配分を行い、部局の教
学等に派遣する｢ＹＵ海外研究グローイングアッププログラム｣など企画 育研究等の諸活動の質の向上を図った。
立案し、研究支援部門の充実を図った。

③社会連携ユニットは、地域共同研究センターと連携し、産学官連携や社 ３ 法人内における資源配分に対する中間評価・事後評価を行い、必要に応じ
会貢献に関する様々な事業について企画立案を行った。 た資源配分
その他の事務部でも、事務組織再編に伴い企画立案部門を整備し、戦略 (1) 法人内における資源配分に関する中間評価・事後評価の実施状況
的な運営体制の確立を図った。 ①平成17年度に構築した「組織評価システム」に基づき、各部局における

(3) 法令や内部規則に基づいた手続に従った意思決定 教育、研究、社会連携、国際交流、業務運営等の諸活動について、部局
役員会等において、手続きに従った意思決定を行った。 の自己点検・評価を実施した。これらを基に役員会が総合的に評価し、
また、監事が、役員会、教育研究評議会、経営協議会をはじめとした学 10,000千円を傾斜配分した。

山形大学
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②平成18年度予算編成において、収入予算の増減を支出予算に反映させる ②新規に設置する全学各種委員会等については、時限付きの委員会とし、
仕組みを取り入れるなど部局への配分方法にインセンティブを付与する 効率的かつ機動的な運営を進めた。
システムを導入した。 ③ＴＶ会議の原則化、Ｗｅｂ会議の活用により、教職員の負担を軽減した。

③他大学に先駆けた独創的な教育・研究を推進するため「１学部・部門１ ④教員と事務職員等が一体となって構成する委員会体制により、連携強
プロジェクト」で採択した12プロジェクトについて、中間評価を行い、 化・意思決定・実行力の迅速化を図った。
研究費の再配分を行った。

④｢先進的研究支援のための教員配置を伴うプロジェクト｣を公募し、３件 ５ 収容定員を適切に充足した教育活動
の教員配置による助成を実施した。 (1) 学士・修士・博士課程ごとに収容定員の85％以上の充足状況
なお、同プロジェクトは、中間評価を実施することとしており、評価実 本学における収容定員の充足率は、学士課程113％・修士課程126％・博
施体制、評価内容について検討し、評価要項を制定した。 士課程132％であり、収容定員の85％以上を充足させている。

(2) 評価結果を踏まえた資源配分の見直しの状況
平成17年度に構築した｢組織評価システム｣に基づき、各部局における教 ６ 外部有識者の積極的活用

育、研究、社会連携、国際交流、業務運営等の諸活動について、部局の自 (1) 外部有識者の活用状況
己点検・評価を実施した。その結果に基づき、役員会が総合的に点検・評 ①本学副学長を委員長とする山形県地域教育推進協議会を１回開催し、山
価することにより、本学の教育研究活動の活性化を図る目的で学内資源の 形県の教員養成及び地域の教育課題等について協議を行った。
傾斜的配分を実施した。 ②教職員の大学運営能力向上のため、それぞれの分野における有識者を講

なお、実施状況を検証し、評価項目及び評価基準を明確にし、評価シス 師に招き｢ＹＵ大学経営10回連続セミナー｣を実施した。
テムを再構築した。 ③山形県知事をはじめとする山形県ゆかりの方々を講師に迎えて公開授業

｢新しい山形を作る人々｣を実施した。
４ 業務運営の効率化 ④ ｢組織評価｣の実施にあたり、公平・公正を期するため、経営協議会の
(1) 事務組織の再編・合理化等、業務運営の合理化に向けた取組状況 外部委員による２次評価を実施した。
［事務組織の再編］ (2) 経営協議会の審議状況及び運営への活用状況

①階層のフラット化、意思決定の迅速化による効率的運営体制確立のため 経営協議会を年５回開催し、学内資源の有効活用方法などについて学外
に｢ＹＵユニット制｣を導入した。 有識者７人の意見を充分に取り入れ、財政基盤の強化を図った。

②学長直属の組織として、｢エンロールメント・マネジメント室｣を設置し、
入学者の調査・分析など学長の特命事項の業務を行った。 ７ 監査機能の充実

③新たに｢企画部｣を新設し、経営企画・研究支援・社会連携部門を強化し (1) 内部監査組織の独立性の担保等、監査体制の整備状況
た。また、事務情報推進室・附属図書館・学術情報センターの３つの事 学長直属の監査室に専任職員を新たに配置し、学内監査体制の強化を図
務部門を統合して｢学術情報部｣を設置し、学術情報の集中化を図った。 った。

④小白川キャンパス３学部の事務組織見直し及び業務処理見直しを含め、 (2) 内部監査の実施状況
アウトソーシングを含めた学内機構の整備について、平成19年度実施に 監査室は、監事監査に協力するとともに学長が指定した事項について監
向けて具体的検討を行った。 査を実施した。

［業務の合理化］ (3) 監事監査、会計監査の実施状況及び監査結果の運営への活用状況
①平成18年度予算編成方針として、人件費と物件費を総枠で配分し、各セ 監事による各部局監査及び役員監査を実施し、学長に対して文書で意見
グメントの合規性、合理性を踏まえた弾力的な執行を可能とした。 表明及び改善点の指摘を行った。

②業務の合理化及び電子化を進め、物品等を教員が直接発注できる仕組み これを受けて、役員会において個々の課題を抽出・整理し各担当理事が
を構築した。 中心となって問題解決に向けた取組を実施した。

③旅費業務のアウトソーシングについて、平成20年度稼働に向けた体制整
備を進めた。

④人事管理業務の合理化（人事異動時期の７月化、兼業承認の部局委任）
を図った。

⑤学内ホームページに、入試状況・外部資金受入状況など本学の運営デー
タを一箇所に収集した｢ファクトブック｣を構築し、大学運営情報の共有
化による効果的な活用を図った。

(2) 各種会議・全学的委員会等の見直し、簡素化による教職員の負担軽減
①全学各種委員会見直しワーキンググループにおける検討結果に基づき、

全学各種委員会を統廃合（３委員会廃止、９委員会を４委員会へ統合）
し、役員会との連携による効率的かつ機動的な運営を進めた。
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Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況
(2) 財務内容の改善
① 外部研究資金その他の自己収入の増加に関する目標

中 本学の自律性を高めるため、一定の自己収入の確保とその増加を図るとともに、予算の効率的な執行に努め、適切な財務内容の実現を図る。
期 なお、適切な財務内容の実現のために、各事業年度ごと、計画的な収支計画を作成し、効率的な運営に努める。
目
標 １．教育・研究・社会貢献・診療等、大学における主要な業務の質の向上と遅滞ない遂行を図るため、一定の自己収入の確保とその増加に努める。

また、科学研究費補助金や、産学官連携の推進に伴う外部資金の獲得に努める。

進行 ウェ
中期計画 年度計画 判断理由（計画の実施状況等）

状況 イト

１ 外部研究資金その他の自己収
入の増加に関する目標を達成する
ための措置
1)入学者選抜方法等の改善を図る
ことにより、学生納付金の確保に
努める。
【1-1】 【1-1】

〔学士課程〕アドミッション・ ・アドミッション・ポリシーをホームページに掲 Ⅲ ・アドミッション・ポリシーの一層の周知を図るため、ホー
ポリシーの一層の周知と入学者選 載し一層の周知を図るとともに、入学者選抜方法 ムページ上での各学部のアドミッション・ポリシー掲載箇所
抜方法の見直しを行い、本学に相 の見直しを行い、本学に相応しい入学者の確保に へのアクセスを容易にした。
応しい入学者の確保に努める。 努める。 ・各学部のミッションを定めて｢山形大学概要｣等に掲載し、

・入試広報を中心とした広報活動等を通して受験 特徴・魅力を学外に積極的にアピールした。
生を確保し、学生納付金による安定的な収入の確 ・｢エンロールメント・マネジメント室｣を設置し、入学者確
保に努める。 保のため、入学者の調査・分析を開始した。

・志願者数の確保のため、｢入試緊急対策本部｣を立ち上げ、
入試緊急対策を学長に答申した。
・授業料の納付について、平成19年度から月払い制度の利用
を可能とし、各人の状況に応じた支払い方法が選択できるよ
うにした。
・工学部では、東海地区からの志願者を確保するために、平
成19年度一般選抜試験会場を名古屋に設置した。

なお、定員を満たす入学者を得て、安定的な収入を確保し
た。

【1-2】 【1-2】
〔大学院課程〕アドミッション・ ・アドミッション・ポリシーや多様な入学者選抜 Ⅳ ・アドミッション・ポリシーや多様な入学者選抜方法などの

ポリシーや多様な入学者選抜方法 方法などの情報をホームページに掲載するととも 情報について、ホームページに最新情報を掲載するとともに、
などの情報について、その周知方 に、企業訪問などにより、学習意欲の高い社会人 マスメディアの利用、研究科説明会・企業訪問時の説明など
法の改善を図り、学習意欲の高い や留学生等の入学者を確保することに努める。 により周知を図った。
社会人や留学生等の入学者の確保 ・平成19年度特別教育研究事業｢再チャレンジ支援経費｣に採
に努める。 択された４つのプログラムを準備し、学習意欲のある社会人

のニーズに応えた。

山形大学
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以上により、社会人入学者は、前年の59人（社会人入学者
比率：11％）から94人（同比率：17％）に増加した。
・特に、本学卒業者の玩具メーカーの創業者（83歳）が、平
成19年度から新設される｢理工学研究科博士後期課程ものづく
り技術経営学専攻｣へ入学することとなり、社会的に注目を集
めた。

2)科学研究費補助金等の外部資金
の増加に努める。
【1-1】 【1-1】

科学研究費補助金や各種研究助 ・新たに専任教員を配置した研究プロジェクト戦 Ⅲ ・「研究プロジェクト戦略室」に専任教員を配置し、各部局と
成金等の公募情報等を、組織とし 略室を中心に、各部局と連携し、科学研究費補助 連携し、科学研究費補助金や各種研究助成金の公募情報等の
て的確かつ迅速に把握・収集し、 金や各種研究助成金等の公募情報、企業等の研究 収集に努めた。
学内への周知を図る。 ニーズに関する情報を積極的に収集・把握し、ホ また、研究助成情報に係るホームページを頻繁にリニュー

ームページ等を活用して学内へ迅速に提供する。 アルし、競争的外部資金一覧の掲載、科学研究費補助金の学
・東京サテライトを活用し、関係省庁及び財団等 内説明会資料の掲載など、研究者への最新情報の提供の充実
から各種助成金等の公募情報等を収集して学内に を図った。
周知する。 ・東京サテライトの常駐職員が、文部科学省、ＪＳＴ、ＮＥ

ＤＯ等の助成金説明会に出席し、公募情報を学内へ周知した。

【1-2】 【1-2】
科学研究費補助金や各種研究助 ・研究支援課を中心に、研究プロジェクト戦略室 Ⅳ ・「研究支援ユニット」（課相当）の設置、「研究プロジェクト

成金等の公募申請に係る書類作成 の専任教員、リエゾン教員、産学連携コーディネ 戦略室」への専任教員配置により、研究支援体制を強化した。
等についての支援体制を構築し、 ーター及び各部局と連携し、科学研究費補助金や ・研究プロジェクト戦略室専任教員を中心に、科学研究費補
適切な助言を行う。 大型の各種研究助成金等への応募・申請書類作成 助金に関する説明会を、頻繁に開催した。新規採用者向け（初

について適切な助言を行う。 めての開催）、一般向けと分けて４回（通常は１回）の学内説
明会を実施した。

また併せて、当該説明会においては、学部毎に当該学部の
教員を講師とし申請書作成に関する説明会を実施し、応募・
申請の促進を図った。
・科学研究費補助金（特別推進研究）、科学技術振興調整費「地
域再生人材創出拠点の形成」及び「現代的教育ニーズ取組支
援プログラム」の採択に向け、役員及び研究プロジェクト戦
略室を中心とした支援体制を構築し、作成資料に関する指導
助言を行った。
・「研究プロジェクト戦略室」において、グローバルＣＯＥプ
ログラムの申請に向け、役員、学外有識者による学内審査体
制を構築した。

【1-3】 【1-3】
科学研究費補助金を始めとする ・各部局間の連携強化により、特色ある研究テー Ⅳ ・「研究プロジェクト戦略室」を中心に、科学研究費補助金の

各種競争的資金に対する申請数の マ等を準備し、科学研究費補助金や公募型研究助 学内説明会の実施、ホームページのリニューアルによる研究
更なる増加に努める。 成金への迅速かつ積極的な応募・申請を促進し、 助成金情報の周知等により応募・申請の促進に努めた。その

応募・申請件数の増加を図る。 結果、平成19年度科学研究費補助金の申請件数は、704件とな
った。
・科学研究費補助金等の各種競争的資金に応募した結果、特
に次の事業の採択を受けた。

①東北地区では、東北大学に次いで２番目となる科学研究
費補助金の｢特別推進研究｣へ採択された。

②山形県と包括協定を締結して初めての連携プロジェクト
である｢『食農の匠』育成プログラム｣が、科学技術振興
調整費｢地域再生人材創出拠点の形成｣事業に採択された。

山形大学
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・平成18年度の競争的研究資金（科学研究費補助金除く。）に
ついて、文部科学省21世紀ＣＯＥ・科学技術振興調整費、厚
生労働科学研究費補助金（研究代表者分）、経済産業省、ＮＥ
ＤＯ、ＪＳＴ及び農林水産省の事業を実施し、前年度比36％
増の合計30件の申請課題が採択され研究を実施した。

3)附属病院における診療等の質の
向上を図ることにより、附属病院
収入の確保、増加に努める。
【1-1】 【1-1】

重粒子線治療装置の導入と既存 ・癌治療への優れた有用性が確立された重粒子線 Ⅳ ・平成18年４月に放射線治療を専門とする教授を迎え、重粒
施設の機能整備及び拡充を図り、 治療装置の速やかな導入を目指し、最先端医療を 子線治療のための医師養成の充実を図った。
高度先進医療を開発、実践する。 一般患者に提供するシステム構築のための体制整 ・医学部がんセンターに「重粒子線治療装置設置推進室」を

備を行う。 発足させ、導入準備を進めた。
・公開講座「がん医療のフロンティア」を開催し、一般市民
への啓発活動を行った。

【1-2】 【1-2】
遺伝子診療、臓器移植の積極的 ・実現可能な遺伝子診療及び臓器移植医療の計画 Ⅳ ・平成17年度に生体肝移植を実施するための院内体制を整備

推進を図る。 的な検討・推進を図る。 し、脳死臓器移植に対応するためのマニュアルを改訂した。
これを基に以下の医療を行った。
①平成18年２月に第２内科において、日本国内では第２番
目となる幹細胞移植を行った。

②第１外科において、県内初となる生体肝移植を成功させ
た。

・角膜移植を推進するために山形県アイバンク事業を積極的
に支援するととともに、角膜移植・羊膜移植を眼科治療の一
環として行った。
・遺伝子治療の臨床実施に向けて、脳外科において基礎的な
研究（虚血性脳血管障害における神経再生の基礎的研究）を
推進した。

【1-3】 【1-3】
健全な病院経営確保の観点から ・医療材料・医療器材等の一元的管理改善の観点 Ⅳ ・「物流センター」を設立し、これまで行われてきた病院職員

の組織改革を進め、病院経営専門 から、病棟再整備の検討に合わせて、物流センタ の物流管理に関する業務の効率化を目指した。
職員（医療事務を含む）を養成す ーについてはハード・ソフトの両面から検討を行 また、現存の関係医療情報システムとのデータ連携、シス
る。 い、ＭＥセンターについてはハード面の整備を進 テム化することにより個別原価管理等を実現し、効率的な物

めるとともに、医療機器管理室を整備・充実する。 品管理の方法により材料費用の節減を図った。
・経営改善ヒアリングと検証を継続しながら、各 ・「ＭＥセンター」（臨床工学技士部門）を設立し、医療機器
部門と協力して業務の合理化を模索・推進する。 管理部門、透析室業務、手術部及び集中治療部の機器の管理
・病院経営専門職員（医療事務を含む）の養成に 補修点検業務を一元化し、高度医療機器管理を効率的に実施
向けて、病院経営に必要な専門研修の充実を図る。 した。
・病歴（カルテ）検証チームによるカルテの定期 ・経営企画部が医療情報部と共同で病院の財務運営状況を把
的チェックを行うシステムを継続する。 握・分析し、４回の経営ヒアリングを行った。その際、現状

分析情報、財務上の問題点の発掘とその対処法を必ず用意し、
診療科・診療部門に提示した。これにより診療単価の上昇、
診療報酬請求額の増加などの効果があった。
・ヒアリングでは各診療科・診療部門からの要望を聞いて、
経営改善の問題点発掘にフィードバックした。
・平成18年度に診療録管理士を配置し、入院患者の診療報酬
請求を分析し、ＤＰＣ請求方法の改善を図った。これにより
診療報酬請求額の増加が見られた。
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・病院経営専門職員の養成のために、民間のコンサルタント
会社主催の病院経営セミナーを２人が受講した。
・医療安全管理部におけるカルテ検証チームによりカルテチ
ェックを行い、その結果により改善策を提示した。このサイ
クルを２回行い、カルテ記載における患者説明内容の向上、
インフォームド・コンセント記載の向上を図り、完全に近い
記述を達成した。

【1-4】 【1-4】
四半期ごとに短期的経営目標の ・稼働率、在院日数、査定率、手術件数等の各事 Ⅳ ・経営企画部は、医療情報部と共同で病院の財務運営状況を

設定を行う。また、３年ごとに診 項における目標値を設定し、院内全体で目標達成 把握・分析し、４回の経営ヒアリングを行った。その際、現
療科の病床数を見直し、その適正 を図る。 状分析情報、財務上の問題点の発掘とその対処法を必ず用意
化を図るシステムを構築する。 ・保険外診療の充実を図る。 して診療科、診療部門に提示した。これにより診療単価の上

・定期的（臨時を含む）に各科等のヒアリング、 昇、診療報酬請求額の増加などの効果があった。
経営分析を行い短期的経営目標の設定及び評価等 なお、短期的経営目標については目標を達成し、特に、平
を行う。 均在院日数（一般）では、1.0日の改善、手術件数は約５％増

加した。
・保険外診療として人間ドック受診者増加を目指し、平成17
年度に比較して45％の増加を達成した。人間ドックのメニ
ューを常時検討し、受診者の満足度を満たし、リピーターの
増加に努めた。経鼻内視鏡の導入により、上部消化器受診者
の苦痛をやわらげる工夫を行い、好評を得た。

4)産学官民連携を推進することに
より、受託研究費や奨学寄附金等
の外部資金の獲得に努める。
【1-1】 【1-1】

公的機関、産業界などからの多 ・研究プロジェクト戦略室及び地域共同研究セン Ⅳ ・研究プロジェクト戦略室、地域共同研究センター及び各部
様な研究資金確保に努め、毎年５ ターと各部局が連携して産学官民連携を促進し、 局が連携して外部資金の獲得に積極的に努めた。
％の増額を目指す。 受託研究費や奨学寄附金等の研究資金の増額を目 その結果、平成18年度は、1,185,083千円（前年度比16.8％

指す。 増）、998件（前年度比1.6％増）の受託研究、共同研究及び奨
・研究プロジェクト戦略室専任教員、リエゾン教 学寄附金を獲得した。
員、産学連携コーディネーター及び東京サテライ ・包括協定を締結した山形県との連携をはじめとし、地方自
ト等を活用し、関係省庁等からの情報収集や企業 治体、山形県産業技術振興機構等との連携を一層深め「地域
との情報交換により産学官民連携を強化し、研究 の農産物に関する研究」「地域環境の調査に関する研究」「地
資金の増額目標の達成を目指す。 域振興計画策定調査研究」など地域のニーズに沿った研究を
・山形県産業技術振興機構、山形県商工労働観光 実施し、外部資金の獲得を推進した。
部並びに各地方自治体との連携を一層深め、外部
資金の獲得を推進する。

【1-2】 【1-2】
インキュベーション施設を利用 ・インキュベーション施設を利用して、地域共同 Ⅲ ・インキュベーション施設利用者（企業２社・研究者３人）

し、研究成果の実用化・製品化に 研究センター及び大学院ベンチャー・ビジネス・ のうち、「地域共同研究センター」を活用しているベンチャー
ついて年１件以上を目指す。 ラボラトリーが中心となって、研究成果の実用化 企業において、１件の製品化（米粉シュークリーム）が実現

・製品化について年１件以上の達成を目指す。 した。

【1-3】 【1-3】
民間企業との共同研究や受託研 ・研究プロジェクト戦略室及び地域共同研究セン Ⅳ ・研究プロジェクト戦略室、地域共同研究センター、東京サ

究を推進し、件数について毎年５ ターと各部局が連携して産学官民連携を促進し、 テライト及び各部局が連携し､共同研究及び受託研究の更なる
％以上の増加を目指す。 共同研究及び受託研究等の件数について５％以上 推進に努めた。

の増加の達成を目指す。 ・平成18年度の受入件数は、240件（受託研究 126件、共同研
・地域にある民間企業等との共同研究を積極的に 究 114件）であり、前年度に比較して8.1％増加した。
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推進するとともに、受託研究や奨学寄附金の件数
の増加を図る。

【1-4】 【1-4】
コーディネーターを配置した「産 ・産学連携コーディネーターが中心となり、地域 Ⅲ ・地域共同研究センターは、「庄内サテライト」を設置すると

学連携リエゾンオフィス」の設置 共同研究センターのリエゾン教員、東京サテライ ともに、首都圏に新たに「大田サテライト」を新設した。
とそれを活用した産学連携のプロ ト等を活用した産学官民連携プログラムの推進を また、金融機関との協定に基づき店舗窓口を利用した技術
グラムについて検討する。 図る。 相談窓口の設置等による充実を図った。

・リエゾン教員及び産学官連携コーディネーターが中心とな
って、本学に寄せられる技術相談を総括・把握し、共同研究
等の企業に訪問して研究内容の詳細を打ち合せ、共同・受託
研究等を立ち上げた。

【1-5】 【1-5】
治験管理センターの機能的管理 ・治験受託研究件数の確保と実施率の向上を図る。 Ⅲ ・契約症例数の確保及び実施率向上のため、治験手続の迅速

運営による新薬開発と臨床研究の ・セミナー等の開催により治験に関する教育・広 化を図るとともに、治験を担当する医師へのインセンティブ
活性化を推進する。 報活動を強化する。 向上に努めた。平成18年度は、受入件数28件、受入症例数136

件、実施数84件であった。
・治験に関する教育・広報活動を強化するため、ホームペー
ジの改訂を行った。

また、セミナー開催による教育・広報活動の継続と更なる
向上を図っている。

ウェイト小計
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Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況
(2) 財務内容の改善
② 経費の抑制に関する目標

中 本学の自律性を高めるため、一定の自己収入の確保とその増加を図るとともに、予算の効率的な執行に努め、適切な財務内容の実現を図る。
期 なお、適切な財務内容の実現のために、各事業年度ごと、計画的な収支計画を作成し、効率的な運営に努める。
目
標 １．教育や研究、診療等の充実に留意しながら、業務運営の改善及び効率化を図り、経費の節減に努める。

進行 ウェ
中期計画 年度計画 判断理由（計画の実施状況等）

状況 イト

２ 経費の抑制に関する目標を達
成するための措置
1)「行政改革の重要方針」（平成17
年12月24日閣議決定）に示された
総人件費改革の実行計画を踏まえ、
平成21年度までにおおむね４％の
人件費の削減に努める。
【1-1】 【1-1】

人件費の所要額を見直し、中期 ・効率化減に対応した基本構想委員会の検討結果 Ⅳ ・効率化減に対応した年次計画に基づき、教員４人、事務職
的な人件費の削減計画を策定する。を踏まえ、年次計画に基づき１％以上の定員削減 員４人、専門職員１人合計９人の定員を削減し、６％の人件

を伴う人件費削減を実施する。 費を削減した。
・山形大学の実情を踏まえた給与制度の検討を行 ・｢非常勤講師在り方ワーキンググループ｣の検討結果を踏ま
う。 え、①非常勤講師単価の均一化、②削減目標の設定を行った。

その結果、平成18年度は非常勤教員給与を前年度に比較して
約800万円（5.4％）削減した。
・本学の実情を踏まえた給与制度の検討を行い、医師等の処
遇改善のための規則改正等を行った。

また、平成19年４月から公立学校から異動する附属学校教
諭の給与格差の解消を図ることを決定した。

【1-2】 【1-2】
給与制度を見直し、給与水準の ・給与制度の見直しを行い、給与水準の適切性を Ⅲ ・給与水準の適切性を保持しつつ、全俸給表の基本給月額を

適切性を保持するとともに、人件 保持しつつ基本給月額を引き下げ、法人業務の実 引き下げ、社会一般の情勢に適合するよう人件費の削減を図
費の削減を図る。 績を考慮し、かつ、社会一般の情勢に適合するよ った。

う人件費の削減を図る。

【1-3】 【1-3】
役員報酬の基本給月額を見直し、・役員の基本給月額を７％引き下げ、人件費の削 Ⅳ ・役員の基本給月額を７％以上引き下げ（現給補償なし）、人

人件費の削減を図る。 減を図る。 件費の削減を図った。

2)業務運営の改善及び効率化を図
ることにより、経費の抑制に努め
る。
【1-1】 【1-1】
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大学運営全般に係る業務処理の ・全学各種委員会見直しワーキンググループを設 Ⅳ ・「全学各種委員会見直しワーキンググループ」の答申を受け
見直しを行い、迅速かつ効率的な けて全学各種委員会を見直すなどの大学運営全般 て、以下のとおり全学各種委員会における意思決定方法の合
運営体制の整備を図る。 に係る業務処理の見直しを行うとともに、ＹＵユ 理化、教職員の負担軽減を行い会議に係る経費の抑制に努め

ニット制の導入、階層のフラット化などの事務組 た。
織改革を行い、迅速かつ効率的な運営体制の整備 ①委員会の統廃合（３委員会廃止、９委員会を４委員会 へ
を図ることにより、経費の抑制に努める。 統合）

②会議開催方法の工夫（ＴＶ会議の原則化、Ｗｅｂ会議の
活用）

③委員会の終期の設定
④議事次第の工夫
また、事務協議会において会議事務の実質化、経費節約の

観点から、会議事務に要する業務量の20％以上の改善を行う
ことを決定した。
・平成18年７月に、階層のフラット化、意思決定の迅速化に
よる効率的運営体制確立のために、事務機構を再編し｢ＹＵユ
ニット制｣を導入した。
・さらに、小白川キャンパスにある人文・地域教育文化・理
学部の一体的事務体制構築の検討を開始した。

【1-2】 【1-2】
各業務の見直しを行うとともに、・出張命令の簡素化など、各種業務の見直しを行 Ⅳ ・各種業務の見直しを行い、以下の取組による業務の効率

業務のアウトソーシングを推進し、うとともに、業務のアウトソーシングを推進し、 化・合理化を図った。
事務の効率化、迅速化及び合理化 事務の効率化、迅速化及び合理化を図る。既に外 ①小額物品(20万円以下）の教員発注
を図る。 部委託を実施している業務については、一層の効 ②国内旅費の日当・宿泊料の均一化、県内日帰出張の日当

率化を図るとともに、アウトソーシングが可能な 廃止
業務の抽出を継続して進める。 ③電子メールによる旅費支払いの確認通知

④人事管理業務の合理化（人事異動を７月中心に実施、兼
業承認の部局委任）

⑤事務用メールサーバの集約
・定型的業務を中心に、アウトソーシングに関する学内機構
の整備について検討を行った。
・旅費業務のアウトソーシングの平成20年度稼働に向けた体
制整備を進めた。

【1-3】 【1-3】
施設設備のエネルギー経費の抑 ・山形大学省エネ支援事業等により、設備機器の Ⅳ ・｢山形大学エコキャンパス整備支援事業｣（従来の｢省エネ支

制をトップマネジメントの一環と 設置や更新時に省エネルギー機器の採用を促進す 援事業｣に加え、緑地等の環境整備事業に対しても補助金を交
して位置付け、エネルギー管理体 るとともに、エネルギー管理体制を構築し、省エ 付する大学独自の制度）によって、既存建物への照明用自動
制を構築し、省エネルギーに対す ネルギーに対する有効かつ継続的な改善の推進を センサー・窓用遮光フィルター・省エネ型エアコン・トイレ
る有効かつ継続的な改善の推進を 図る。 節水用擬音装置・風力太陽光発電装置などの省エネ機器の設
図る。 置及び省エネ診断を実施した。

・エネルギー管理規則や「エネルギーの使用の合理化に関す
る法律」（省エネ法）に基づくエネルギー管理標準（省エネ基
準）を定め、学内のエネルギー管理体制を明確化した。
・ＥＳＣＯ（Energy Servise Company）事業の導入について、
独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の「平成
18年度エネルギー使用合理化事業者支援事業」の採択を受け
た。
・省エネ法に基づいて行われた経済産業省による省エネ現地
調査において、エネルギー管理体制やエネルギー管理の実務
について良好であるとの評価を受けた。
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【1-4】 【1-4】
事務量の軽減化や会議に係る経 ・学内各種委員会や学内事務分掌の見直しを行い、 Ⅳ ・全学各種委員会見直しワーキンググループの答申を受けて、

費の削減を図るため、学内事務分 業務の合理化や電子化を促進して事務処理に係る 全学委員会の統廃合等を実施し、新事務組織｢ＹＵユニット制｣
掌の見直し、会計事務手続きの簡 経費の削減に努める。 の導入とともに学内事務分掌の見直しを行った。
素化、情報ネットワーク化、文書 ・出張命令の簡素化、情報ネットワーク化、文書 ・入試状況・外部資金受入状況をはじめとした本学管理運営
の電子化等を行う。 の電子化などの事務手続きの簡素化を継続して行 用データを一箇所に集約した｢ファクトブック｣、大学に関す

う。 る政府等会議の情報を収集した｢政府等会議情報｣を新たに学
内ホームページに構築し、大学運営情報のネットワーク化を
図った。
・各種業務の見直しを行い、以下の取組による業務の効率
化・合理化を図った。
①小額物品(20万円以下）の教員発注
②国内旅費の日当・宿泊料の均一化、県内日帰出張の日当
廃止

③電子メールによる旅費支払いの確認通知
④人事管理業務の合理化（人事異動を７月中心に実施、兼
業承認の部局委任）

⑤事務用メールサーバの集約

【1-5】 【1-5】
各地区におけるエネルギー使用 ・施設使用者に対するエネルギー使用の情報提供 Ⅳ ・省エネルギーに関する情報提供や啓発のための学内の省エ

状況を一元的に把握・管理し、エ を更に充実させ、省エネルギーへの意識啓発を促 ネルギーに関するホームページを全面改訂した。
ネルギー使用の比較評価、情報公 すことにより、エネルギー経費の節減を推進する。 ・エネルギー使用状況の実状や環境負荷の詳細を記載した｢環
開を行うことにより、使用者のコ 境報告書｣を公開し、環境負荷の低減とともにコスト節減に関
スト縮減に関する意識啓発を促し、 する関心を高めた。
効果的なエネルギー経費の節減を なお、それらを掲載した本学の環境に関するウェブサイト
図る。 が、環境に関する取組と情報公開に関する姿勢が評価され、｢環

境goo大賞2006奨励賞｣（独立行政法人・国立大学法人部門で
唯一の賞）を受賞した。
・省エネルギーへの各種取組みの結果、前年度比で、4.7％、
金額にして約30,000千円のエネルギー削減効果があった。

【1-6】 【1-6】
事務の合理化及び情報化の推進、・事務の合理化や電子化を促進してコストの低廉 Ⅲ ・各種業務の見直しを行い、以下の取組による業務の効率

効率的な施設運営によりコストの 化に努める。 化・合理化を図りコストの低廉化に務めた。
低廉化を図る。 ・Ｗｅｂ等を利用した施設管理など、講義室等施 ①小額物品(20万円以下）の教員発注

設の効率的な運営によりコストの低廉化を図る。 ②国内旅費の日当・宿泊料の均一化、県内日帰出張の日当
廃止

③電子メールによる旅費支払いの確認通知
④人事管理業務の合理化（人事異動を７月中心に実施、兼
業承認の部局委任）

⑤Ｗｅｂ会議の実施
⑥事務用メールサーバの集約

・施設の利用状況を的確かつ迅速に把握するために、Ｗｅｂ
を活用した施設管理システムを導入した。

【1-7】 【1-7】
図書・雑誌の重複購入を抑制す ・図書・雑誌の購入及び配置について継続的に見 Ⅳ ・学生用図書の発注毎に当該図書の所蔵状況を調査し、所蔵

るように努める。 直しを行い、全学的な図書・雑誌の重複購入抑制 している図書160冊（発注図書の約10.5％）の重複購入を抑止
の徹底に努める。 した。

・電子ジャーナルを購読している冊子体の外国雑誌101点（購
読外国雑誌の11.4％）を中止し、購入予算の効率的な執行を
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図った。

【1-8】 【1-8】
電子ジャーナル購入に当たって ・参加している国立大学図書館協会等の電子ジャ Ⅲ ・国立大学図書館協会および日本医学図書館協会の電子ジ

は、他大学とのコンソーシアムを ーナルコンソーシアムを活用し、費用対効果の高 ャーナルコンソーシアムに参加し、現利用10社の有料電子ジ
形成して安価な導入を図る。 い電子ジャーナルの導入に努める。 ャーナルの全タイトル（4,900タイトル）を一般購入価格より

も低い金額で利用を可能とした。

【1-9】 【1-9】
共通的物品の一括購入、廃品の ・共通的物品の一括購入については、一括購入に Ⅳ ・平成18年度から東北大学に呼びかけ、重油の共同購入を実

分別収集の推進により経費の軽減 該当する品目等を継続的に調査し実行する。 施した。
を図る。 ・既に実施している廃品の分別収集を更に推進し、 ・学内共通物品の一括購入については、半期毎に調査し、引

経費の削減を図る。 き続き範囲の拡大を図った。
・農学部では、学生主体でキャンパス内のごみ減量化活動に
取り組み、分別収集の徹底によりごみ処理費用の節減を図っ
た。加えて、分別収集により資源化されたごみを売却し、そ
の売却益を構内の整備費用に充てた。

ウェイト小計
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Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況
(2) 財務内容の改善
③ 資産の運用管理の改善に関する目標

中 本学の自律性を高めるため、一定の自己収入の確保とその増加を図るとともに、予算の効率的な執行に努め、適切な財務内容の実現を図る。
期 なお、適切な財務内容の実現のために、各事業年度ごと、計画的な収支計画を作成し、効率的な運営に努める。
目
標 １．資産の効率的・効果的運用管理を図り、教育や研究、診療等のために、充実したキャンパス環境の整備に努める。

進行 ウェ
中期計画 年度計画 判断理由（計画の実施状況等）

状況 イト

３ 資産の運用管理の改善に関す
る目標を達成するための措置
1)施設等の有効活用及び適切な維
持管理等を行うことにより、資産
の効率的・効果的運用管理を図る。
【1-1】 【1-1】

施設設備の整備や管理・運営に ・新築、改築、改修等の施設整備計画を策定し、 Ⅳ ・平成16年度に策定した「主要４キャンパス（小白川・米
係る方策を全学的・総合的に検討 更に全学的・総合的な管理・運営に係る方策につ 沢・鶴岡・飯田）整備計画」（マスタープラン）に基づき、平
し、キャンパスごとの基本方針等 いて、キャンパスごとの基本方針等を整理する。 成18年度補正予算及び平成19年度予算を組み込んだ施設整備
を整理した整備計画を策定する。 実施計画を策定した。

・大学全体の施設維持管理について、各キャンパス及び部局
ごとの観点から、維持管理経費の最適化・効率化を戦略的に
検討し「施設マネジメント計画」として方針・計画等を定め
た。

【1-2】 【1-2】
ホームページを活用した施設管 ・施設使用者に対する施設保全要領や点検マニュ Ⅲ ・効率的な施設維持管理のために施設使用者に対して「建物

理を行い、施設等の利用状況を的 アル等の学内ホームページの施設管理関連情報を 等を永く安全・快適に使うためのチェックポイント」を作成
確に把握し、効率的に運用する。 更に充実させ、施設運用全般に関する効率化を推 し学内ホームページへ掲載・周知した。

進する。 ・施設使用者の利便性を向上させるため施設使用に関する学
内ホームページを全面改訂した。
・施設の利用状況を的確かつ迅速に把握するため、平成17年
度からＷｅｂを活用した「施設管理システム」を稼働してい
る。

【1-3】 【1-3】
点検・評価に基づく全学的かつ ・定期的な施設点検を内容の改善を図りつつ引き Ⅳ ・昨年度に引き続き施設の総合的な調査・点検及び各部局と

経営的視点に立った計画的・効率 続き実施するとともに、教育・研究の発展の基盤 の施設の整備・維持管理に関する情報交換を実施した。
的な機能保全、維持管理及び予防 となる施設機能の維持と向上を目指した費用対効 それらの結果と建物のライフサイクルコスト（整備費から
的な施設の保守・点検等を実施す 果の高い施設維持管理を行うため、アセットマネ 運営維持管理経費までの施設に関わる全ての経費）の算出等
る。 ジメントの考え方を取り入れた保全計画の見直し のアセットマネジメント手法を取り入れた検討を行い、施設

を図る。 保全に関する「施設マネジメント計画」を策定した。

【1-4】 【1-4】
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ペイオフ対策の充実を図り、安 ・運用資金金利の入札システムを導入することに Ⅳ ・平成16年度に策定した運用資金金利入札システムに基づき、
全確実な利回りの下での外部研究 より、外部資金等の安定的運用・管理を継続して 引き続き外部資金等の安定的運用・管理を行った。
資金等の安定的運用管理を図る。 行う。 また、余裕資金の運用額の拡大を図った結果、平成18年度

の運用益は、15,605千円となり、前年度の1,838千円から大幅
増となった。

ウェイト小計
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（２） 財務内容の改善に関する特記事項等

１．特記事項 ２．共通事項に係る取組状況

○ 法人化のメリットを活用し、大学運営の活性化などを目指した特色ある ○ 財務内容の改善
取り組み

１ 財務内容の改善・充実
１ 授業料等収入の確保・増加 (1) 経費節減、自己収入の増加に向けた取組状況
(1) 志願者数の確保のため「入試緊急対策本部」を設置し、入試緊急対策を [経費節減の取組]

学長に答申した。 ①効率化減に対応した年次計画に基づき、教員４人、事務職員４人、専門
(2) 平成18年７月１日付けで「エンロールメント・マネジメント室」を設置 職員１人の合計９人の定員を削減し、６％の人件費を削減した。
し、入学者確保のために、入学者の調査・分析を開始した。 ②役員の基本給月額を７％以上引き下げた。（現給補償なし）

(3) 大学院課程では、平成19年度特別教育研究事業「再チャレンジ支援経費」 ③全学各種委員会の統廃合、｢ＹＵユニット制｣の導入により、迅速かつ効
に採択された４つのプログラムを準備し、学習意欲のある社会人のニーズ 率的な運営体制を整備した。
に応えた。なお、社会人入学者は、前年の59人（社会人入学者比率11％） ④「山形大学エコキャンパス整備支援事業｣によって省エネ機器の設置及び
から94人（同比率17％）に増加した。 省エネ診断を実施した。

(4) 平成19年度の工学部に係る一般選抜試験会場を名古屋に設置した。 ⑤エネルギー管理規則やエネルギーの使用の合理化に関する法律（省エネ
(5) 平成19年度から授業料の月払い制度を導入することとした。 法）に基づくエネルギー管理標準を定め、学内のエネルギー管理体制を
(6) 平成18年度予算配分において、実定員・退学者防止状況を勘案したイン 明確化した。同法に基づく経済産業省の省エネ現地調査において、エネ

センティブを付与する仕組みを構築した。 ルギー管理体制やエネルギー管理実務が良好との判定を受けた。
⑥ＥＳＣＯ事業の導入について、独立行政法人新エネルギー・産業技術総

２ 戦略的・効果的な予算配分 合開発機構（ＮＥＤＯ）の平成18年度エネルギー使用合理化事業者支援
(1) 平成18年度予算編成方針において、以下の戦略的・効果的予算配分を行 事業に採択された。

った。 ⑦エネルギー使用状況及び環境負荷の詳細を記載した｢環境報告書｣を公開
①人件費と物件費の積算額を総枠として配分し、各セグメントにおいて、 し、環境負荷の低減と共にコスト縮減に関する関心向上を図った。

合規性、合理性を踏まえた弾力的な執行を可能とした。 なお、省エネルギーへの各種取組の結果、前年度比で4.7％、金額にして
・人件費については、①効率化対応方針による定員削減計画、②人事院 約30,000千円のエネルギー削減効果があった。
勧告を踏まえた給与月額の引き下げ、③非常勤給与の見直しを踏まえ ⑧随意契約の適正化に向けた取組みとして、本学会計規則により随意契約
て配分した。 を行う場合であっても、競争性及び透明性を確保する観点から一般競争

・物件費については、経費の目的や性格を勘案した区分整理を行った。 の取扱に準じた｢見積競争方式｣を導入した。その結果、2.2％の経費削減
特に、｢裁量的なもの｣で｢継続性の高いもの｣以外に区分されたものの 効果が上がった。
うち｢年度限りの事業｣及び｢金額の変動が見込まれる事業｣について
は、スクラップ＆ビルドができるように｢見直し事業・新規事業等対 [外部資金の確保]
応経費｣の区分の予算事項を新たに設けた。 ①「研究プロジェクト戦略室」への専任教員配置、研究支援ユニット（課
このことにより、毎事業年度予算の配分見直しを可能とし、それらの 相当）の設置により研究支援体制を強化した。
縮減額を財源とした新規・拡充事業への対応を可能とした。 ②「研究プロジェクト戦略室」を中心に、科学研究費補助金・公募型研究

②各部局の収入・支出予算項目の関連付けを強め、以下のインセンティブ 助成金等の公募情報の収集に務めた。
を付与する仕組みを取り入れた。 また、産学官民連携を推進し、外部資金獲得に積極的に努めた結果、全
・実定員・退学者防止状況を勘案したインセンティブ付与 学で998件・1,185,083千円の外部資金（受託研究・共同研究・奨学寄附
・収入予算の増減を支出予算に反映させる仕組み 金）を獲得した(前年度比:件数で1.6％増、金額で16.8％増）。

(2) 平成19年度予算編成方針及び中期財政計画において、入試緊急対策を実 ③東北地区の大学では、東北大学に次いで２番目となる科学研究費補助金
施するために新たに｢入試緊急対策経費｣の計上、組織評価経費の増額など、 ｢特別推進研究｣に採択された。
大学運営上の課題について戦略的に資源配分をすることとした。 ④山形県と包括協定を締結しての連携プロジェクト｢『食農の匠』育成プロ

グラム｣が、科学技術振興調整費｢地域再生人材創出拠点の形成｣事業に採
択された。

山形大学
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⑤平成18年度の競争的研究資金（科学研究費補助金除く）について、文部 ２ 人件費等の必要額を見通した財政計画の策定や適切な人員管理計画の策定
科学省21世紀ＣＯＥ・科学技術振興調整費、厚生労働科学研究費補助金 等を通じて、人件費削減に向けた取組
（研究代表者分）、経済産業省、ＮＥＤＯ、ＪＳＴ及び農林水産省の事 (1) 中期計画において設定した人件費削減目標の達成に向けた人件費削減の
業を実施し、前年度比36％増の合計30件の課題が採択され研究を実施し 取組状況
た。 ①中期計画における平成21年度までの４％人件費削減、年度計画における

１％以上の定員削減を伴う人件費削減を実行するために、中期財政計画
[附属病院等の自己収入の確保・増加方策] 及び効率化減に対応した年次計画を策定している。
①経営企画部は、医療情報部と共同で病院の財務運営状況を把握・分析し、 平成18年度は、計画を着実に実施し、教員４人、事務職員４人、専門職

４回の経営ヒアリングを行った。その際、現状分析情報、財務上の問題 員１人の合計９人の定員を削減し、6.0％の人件費削減を実施した。
点の発掘、その対処法を必ず用意して診療科・診療部門に提示した。こ ②非常勤教員給与削減のために、①非常勤講師単価の均一化、②削減目標
れにより診療単価の上昇、診療報酬請求額の増加などの効果があった。 の設定を行った結果、前年度に比較して約8,000千円（5.4％）を削減し

②病院経営専門職員養成のため、民間コンサルタント会社主催の病院経営 た。
セミナーを受講した。

③放射線治療を専門とする教授を採用し、重粒子線治療のための医師養成
の充実を図った。
また、医学部がんセンターに「重粒子線治療装置設置推進室」を発足さ
せ、導入準備を進めた。

④平成19年２月に｢物流センター｣を設置し、物流管理に関する業務の効率
化を目指しすとともに、効率的な物品管理の方法により、材料費用の削
減を図った。

⑤医師へのインセンティブ付与を拡大し処遇改善を図った。

[資産運用]
①余裕資金の安定的運用・管理を行うとともに、運用額の拡大を図り、平

成18年度の運用益は15,605千円となり、前年度の1,838千円から大幅増
となった。

②目的積立金の活用の一環として｢学内設備バンク｣を創設し、部局へ学内
設備購入資金を貸し付ける制度を開始した。

(2) 財務情報に基づく取組実績の分析
①平成17年度に経営改革担当理事が中心となって策定した｢中期財政計画｣
について、次の観点から２回の改訂を行った。
・運営費交付金に係る効率化係数、総人件費改革等経営課題への対応の
検証

・附属病院再整備における附属病院収入見込の検証
・学内における中期計画期間中の数値目標達成の検証

②平成18年７月に財務分析ユニットを設置し、本学の財務内容の改善・充
実を目指して、財務状況の分析を開始した。

③財務の安定性や教育研究経費及び管理経費の水準の妥当性を判断するた
めに、本学と同規模の大学（国立大学法人評価委員会における国立大学
法人の財務分析上の分類による｢医科系学部・その他学部で構成される
グループ｣）間の財務データの比較分析を行った。

④財務指標については、経年比較等、財務項目や非財務面から他大学との
比較を行い、本学の特徴的な項目や趨勢について分析を行った。今後は、
趨勢分析に必要な数年分の決算データをもとに、財務の改善を目指すこ
とを検討している。

⑤平成17年度の財務状況について、当該年度に実施した事業内容とあわせ
てわかり易く解説を加えた｢財務レポート2006｣を作成し、ホームページ
上で公表するとともに、学生にも配布した。

山形大学
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Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況
(3) 自己点検・評価及び当該状況に係る情報の提供
① 評価の充実に関する目標

中 国から財源措置を受ける国立大学法人として、総合大学にふさわしい教育・研究を展開して目標を達成し、その達成度を公表することによって社会に対
期 して説明責任を果たす。
目 １）点検と評価
標 １．目標・計画策定及び点検・評価システムを構築する。

２．学識経験者等からなる中立的第三者評価を積極的に受け入れる。
２）公表・説明・発信

１．大学の諸活動及び貢献についての説明責任を具体化するために情報提供を行う。

進行 ウェ
中期計画 年度計画 判断理由（計画の実施状況等）

状況 イト

１ 評価の充実に関する目標を達
成するための措置
1)点検と評価
【1-1】 【1-1】

目標・計画策定及び点検・評価 ・平成17年度に設置した基本構想委員会の実務を Ⅳ ・平成17年度に設置した「評価分析室」に専任教員を配置し
のために、基本構想委員会と自己 担う評価分析室に専任教員を配置し、年度計画の た。
評価委員会を統合して新たな基本 策定及び教育、研究、管理・運営、社会連携等に ・評価分析室において、中期目標、中期計画、年度計画の達
構想委員会に改組し、この下に目 関する自己点検・評価を実施する。 成状況の点検・分析を行うとともに、各部局の取組状況のヒ
標・計画及び大学評価の各専門委 アリングを実施し、点検・評価を行い次年度の年度計画の策
員会を設置する。各専門委員会は、 定を行った。
教育、研究、管理・運営、社会貢 ・（独）大学評価・学位授与機構による機関別認証評価の審査
献等についての目標・計画を策定 を受けるため、11の大学基準と２つの選択的評価事項の自己
し、点検・評価を実施する。 点検・評価を行った。その結果、全ての基準において「基準

を満たしている」との評価を得た。
・基本構想委員会において策定した「教員の個人評価指針」
に基づき、平成17年度の全学的試行を踏まえ、全部局で本格
実施した。

その評価結果を給与に適正に反映させる制度の具体的検討
のため「教員の個人評価検証ワーキンググループ」の設置を
決定した。
・各部局が行う自己点検・評価に基づき、経営協議会学外委
員による評価を取り入れた組織評価を実施した。

【1-2】 【1-2】
点検・評価の結果は、教育・研 ・国立大学法人評価委員会による評価、教員の個 Ⅳ ・次の４つの評価結果等について役員会において個々の課題

究活動、管理・運営並びに社会貢 人評価、組織評価等による点検・評価の結果を教 を抽出・整理し、各担当理事が中心となって課題解決に向け
献の質の向上・改善への取組みに 育、研究活動、管理・運営、社会連携等の質の向 た取組を実施して教育研究活動、管理運営及び社会貢献の質
反映させる。 上に反映させる。 の向上に反映させた。

①平成16年度に実施した学生生活実態調査
②企業、卒業生等に対して行った教育効果・広報に関する
アンケート調査

山形大学
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③平成17年度監事監査結果
④「国立大学法人評価委員会」の平成17年度に係る業務の
実績に関する評価結果について

取組の経過情報を学内ホームページに掲載し構成員の共通
理解を図るとともに、取組結果を取りまとめ、平成19年４月
の入学式及び新学期ガイダンス時に全学生に配付することと
した。
・各部局においては、外部評価など独自に取り組んだ評価結
果を教育・研究活動、部局運営等に反映させた。

【1-3】 【1-3】
目標・計画の策定及び点検・評 ・評価分析室に専任教員を配置し点検・評価体制 Ⅲ ・「評価分析室」に専任教員を配置し体制を強化した。

価を行うために、評価分析室を設 を強化するとともに、目標・計画の策定及び点検 ・基本構想委員会が行う、教育・研究、管理運営、社会連携
置する。 ・評価を的確に実施する。 等の全学的な自己点検・評価並びに中期目標・中期計画・年

度計画の策定に関する原案策定作業を行った。

【2-1】 【2-1】
基本構想委員会が行った調査及 ・自己点検・評価を実施し、その結果を外部評価 Ⅲ ・基本構想委員会において全学的な自己点検・評価を実施し、

び評価の適正さの点検を第三者評 機関による評価に付託する。 大学評価・学位授与機構による認証評価の審査を受けた。
価機関に付託する。 全ての基準において「基準を満たしている」との評価を得

た。

【2-2】 【2-2】
各部局はそれぞれ学外の学識経 ・各部局は学外の学識経験者等からなる中立的第 Ⅲ ・全部局において、大学評価・学位授与機構の認証評価を受

験者等からなる中立的第三者評価 三者評価の導入を推進する。 けるための自己点検・評価を実施した。
の導入を図る。

・人文学部では、外部委員３人による委員会を発足させ、平
成19年３月に教授会構成員に公開で外部評価を受けた。評価
結果は報告書としてとりまとめ、教授会構成員に公表すると
ともに、学部運営委員会等にフィードバックすることとした。
・地域教育文化学部では、自己点検・評価報告書を作成し外
部評価を受けた。
・理学部では、地域貢献委員会で検討し、地域貢献活動に関
して外部評価を導入することを決定した。
・附属病院では、平成19年１月にISO9001（品質マネジメント
システム・平成16年２月認定）の更新審査を受け、更なる維
持向上に努めた。
・病院機能評価（平成15年１月 Ver.4.0認定）の更新審査を
受けるべく受審申込を行い、準備に取りかかった。来年度は、
Ver.5.0の認定を目指す。
・工学部では、外部委員で組織する「運営諮問会議」におい
て自己点検・評価の外部評価を受けた。また、ＪＡＢＥＥに
よる「技術者教育プログラム」の中間審査(１プログラム)を
受けた。
・農学部では、新たに発足させる「地域連携推進協議会」の
点検評価を受けるための具体的な検討を開始した。

2)公表・説明・発信
【1-1】 【1-1】

大学の教育・研究、管理運営及 ・ホームページ、印刷物、地域との懇談会などで Ⅳ ・大学に関する情報をホームページで迅速に公表するととも
び社会貢献の状況を、ホームペー 教育・研究等に関する成果や現状を継続して公開 に、内容の充実を図った。また、学長による定例記者会見（月
ジ、刊行物、地域との懇談会など する。 1回）や各種刊行物、駅構内のポスターによる広報、インフォ

山形大学
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で公開する。 ・各地方自治体等が主宰する各種委員会及び審議 メーションセンター「まちなかサテライト」などの開催等に
会等への教職員の参画状況を調査し、ホームペー より情報公開を推進した。
ジで公開する。 ・インフォメーションセンター固有のホームページの充実を

図るとともに、本学独自の試みとなる「ネット・インフォ
メーションセンター」の実現に向けて設備の充実及びコンテ
ンツの作成を行った。
・各部局では次のような地域との懇談会を開催した。
①山形県地域教育推進協議会(年1回）
②山形大学地域教育文化学部・山形県教育委員会連絡協議
会

③山形大学において教員養成における資質の向上を考える
シンポジウム

④山形県知事・山形大学長と地域教育文化学部学生とのキ
ャンパスミーティング

⑤山形大学蔵王協議会及び山形大学関連病院会
⑥山形県新企業懇話会
⑦山形県商工労働観光部と工学部との懇話会
⑧山形大学農学部・山形県農林水産部連携推進協議会

・各地方自治体等が主宰する各種委員会及び審議会等への教
員等の参画状況を調査し、ホームページで公開した。

【1-2】 【1-2】
大学の知的資源を広く社会に周 ・教員総覧や学部及び大学院のカリキュラムとシ Ⅲ ・カリキュラム及びシラバスは、冊子体、ホームページ等に

知するため、大学の教員総覧や学 ラバスの改善・充実に努め、それらを含む山形大 より引き続き公表した。
部・研究科のカリキュラム及びシ 学の知的資源の公表を推進する。 ・教員総覧は、大学情報データベースシステムを用いて、研
ラバスを公表する。 究者情報として引き続きホームページで公表した。

・研究紀要、修士論文等についても知的資源として引き続き
公表した。

ウェイト小計
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Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況
(3) 自己点検・評価及び当該状況に係る情報の提供
② 情報公開等の推進に関する目標

中 国から財源措置を受ける国立大学法人として、総合大学にふさわしい教育・研究を展開して目標を達成し、その達成度を公表することによって社会に対
期 して説明責任を果たす。
目 １）情報の公開
標 １．国民に支えられる大学として、説明責任を重視した社会に開かれた大学を目指すため、大学運営全般にわたる情報の社会への積極的な提供に努める。

２）情報公開のためのシステムの構築
１．情報の受信・配信体制の整備を図り、大学と地域社会を結ぶ情報メディア基盤を確立する。
２．各種メディアの活用を図る。

進行 ウェ
中期計画 年度計画 判断理由（計画の実施状況等）

状況 イト

２ 情報公開等の推進に関する目
標を達成するための措置
1)情報の公開のための措置
【1-1】 【1-1】

組織運営、人事及び財務など大 ・役員会、経営協議会及び教育研究評議会におけ Ⅲ ・役員会、経営協議会、教育研究評議会の議事要録及び役員
学の運営全般にわたる情報をホー る議事要録を始めとする大学の運営に関する情報 の経歴等をホームページ上で継続して公開し、更なる情報公
ムページ等で公開する。 をホームページ等で継続的に公開する。 開を図った。

・大学運営全般にわたる主な情報をホームページを用いて逐
次発信した。
・平成17年度の財務状況について、当該年度の事業活動とあ
わせて解説を加えた「財務レポート2006｣をホームページ上で
公開するとともに、学生にも配布した。
・教員の専門領域及び研究成果を「研究者情報」（教員紹介）
としてホームページで公開した。

・各部局においては、実施した事業の概要・成果等をきめ細
かくホームページで公開した。

【1-2】 【1-2】
本学の中期目標・中期計画・年 ・本学の中期目標・中期計画・年度計画及びその Ⅲ ・中期目標・中期計画・年度計画をホームページ上で引き続

度計画及びその評価結果を公表す 評価結果を公表する。 き公開するとともに、その評価結果についても公表した。
る。

【1-3】 【1-3】
セクシュアル・ハラスメントや ・キャンパス・ハラスメントの処理を適正に行う Ⅲ ・平成17年７月に制定した「キャンパス・ハラスメントの防

アカデミック・ハラスメントなど ために策定したガイドラインをホームページに掲 止等に関する規則」等に基づき、新規採用者研修会において、
の防止を含め、教職員が遵守すべ 載し、学内外に周知・公表する。 ハラスメント防止の研修を実施し啓発を図った。
き行動規範を定め、学内外に周知 ・教職員に対しては研修等において意識の啓発を ・全学の職員等を対象にした研修会を実施し、意識の高揚を
・公表する。 図り、また、学生に対してはオリエンテーション 図った。

時に緊急時対応カードを配布するなどにより周知 ・学内相談員のための研修会を実施し、資質の向上を図った。
を図る。 ・新入生オリエンテーションにおいて緊急時対応カードを配
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布し、周知を行った。
・キャンパス・ハラスメント防止月間を設置し、ポスター掲
示による周知を行った。

【1-4】 【1-4】
環境負荷削減に積極的に取り組 ・環境マネジメント体制を構築するとともに、環 Ⅳ ・全学委員会として環境マネジメントシステム専門委員会を

み、その結果を学内外に公表する。 境負荷削減のための具体的行動を促し、その結果 設置し、環境マネジメント体制を整備した。
を環境報告書（仮称）を作成することにより学内 ・全学の環境に関する教育や研究の成果、社会への還元など
外に公表する。 の取組をまとめた「環境報告書」を公表した。

・その結果、本学の環境ウェブサイトが、環境に関する取組
と情報公開に対する姿勢が評価され、「環境goo大賞2006奨励
賞」（独立行政法人・国立大学法人部門で唯一の賞）を受賞し
た。

【1-5】 【1-5】
労働安全衛生法等に基づく安全 ・労働安全衛生法その他安全管理に関する諸規則 Ⅲ ・安全衛生委員会の検討内容を各事業場へ周知し、相互理解

管理に関する取り組みについて、 の運用についての具体的取組の状況、結果等を学 を図った。
学内外に周知・公表する。 内外に周知・公表する。 ・全キャンパスに設置したＡＥＤ（自動体外式除細動器）の

講習会を消防署等の協力のもとに実施し、周知を図った。
・防災・防火訓練を消防署等の協力のもとに実施した。
・労働安全衛生法に基づき作業環境測定を実施し、その結果
を周知した。

2)情報公開のためのシステムの構
築
【1-1】 【1-1】

「広報室」を設置し、各部局の ・広報室の体制整備を図り、各部局の広報室等と Ⅳ ・広報担当の学長特別補佐を任命し、広報体制を整備・充実
広報室等と連携を図りながら、学 連携を図りながら、学内情報を機能的に発信する。 した。
内情報を機能的に発信する。 ・学長定例記者会見を実施し、新聞等メディアを利用した広

報活動を展開した。
・各部局での報道発表情報を広報ユニット（旧広報室）で集
約し、プレスリリース情報としてホームページ上に掲載して
機能的に発信した。
・インフォメーションセンターのホームページの充実及び大
学の諸活動をテーマとした特別展の開催等により、同セン
ターへの訪問者が前年比21.4％増の5,364人に達した。
・ホームページについては、これまで迅速な情報公開が評価
されていたのに加えて広報委員会において掲載内容、デザイ
ン等の見直しを行い、ユーザーが利用しやすいホームページ
に一新した。
・駅構内を利用した研究成果に関するパネル展、インフォ
メーションセンター「まちなかサテライト」の開催などによ
り、学内情報を積極的に社会に発信した。

【1-2】 【1-2】
各種広報誌及びホームページ等 ・各種広報誌及びホームページ等の定期的な見直 Ⅲ ・広報誌「みどり樹」については、各部局の情報をバランス

を定期的に見直し、常に内容を充 しを行うとともに、広報の企画・立案に学生委員 よく掲載し、保護者及び企業等（東日本地区）へも配布し、
実し最新情報を発信する。 を加えるなどにより内容の充実を図り、常に最新 大学の最新情報の提供に努めた。

の情報を発信する。 ・ホームページについては、広報委員会において掲載内容、
デザイン等について適宜見直しを図るとともに、ユーザーが
利用しやすい環境設定を行った。更にユーザーの視点に立っ
たホームペー ジを目指し、デザインの改訂、コンテンツの整
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理・統合の作業を行った。
・ホームページに学生の視点から見た学内情報を掲載するた
め、広報委員会において「学生広報部（仮称）」を設置するこ
とを決定した。
・山形大学トップページのアクセス数は、前年度比15％増の
1,141,869件（月平均 95,156件：平成17年度月平均 83,012件）
となった。
・携帯電話サイトによる入試情報のアクセス件数は、118,366
件（17年度：76,449件）であり、特に、一般選抜願書受付期
間中（２週間）は、14,601件（17年度：13,368件）に達した。

【1-3】 【1-3】
広報誌「みどり樹」及び部局刊 ・広報誌編集担当者の研修会を開催し「みどり樹」 Ⅲ ・「みどり樹」を始めとする広報誌について、全学の広報委員

行物の内容を充実させ、地域社会 を始めとする広報誌全般の内容充実と読みやすい 会で掲載内容の充実及び読みやすい掲載方法など、研修も兼
に大学の情報を定期的に配信する。紙面づくりに努め、地域社会に大学の情報を定期 ねて具体的検討を行った。

的に発信する。 ・「みどり樹」については、内容の充実を図るとともに、保護
者に加えて新たに企業（東日本地区）へも配布し、大学の最
新情報を定期的に発信した。

【2-1】 【2-1】
ホームページの活用ルールを構 ・ホームページの活用ルールに則った効率的な情 Ⅲ ・「山形大学ホームページ運営要項」に基づき、全学が同一基

築し、効率的な情報公開を推進す 報公開を推進する。 準の下に活用して積極的に情報公開を行った。
る。 ・学内の催事情報等を「広報ユニット」に集約し、ホーム

ページ上で定期的・機能的に発信した。
・①大学・学部の理念、②アドミッション・ポリシー、③沿
革、④公開講座等の情報は、トップページと部局のページを
リンクさせて効率的・効果的な情報発信を図った。

【2-2】 【2-2】
地域のマスコミを活用した情報 ・学長の記者会見を定期的に行い、マスコミを通 Ⅳ ・学長による定例記者会見（毎月１回）を実施し、本学の教

提供を行う。 じて大学の諸活動についての情報提供を行う。 育・研究、社会連携、国際交流などの諸活動について情報を
発信した。
・大学の重要事項について必要に応じて臨時記者会見を開催
し、地域のマスコミを活用した情報提供の促進を図った。平
成18年度の本学に関する報道件数及び本学職員による掲載記
事の合計は、1,040件であった。

ウェイト小計
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（３） 自己点検・評価及び情報提供に関する特記事項等

１．特記事項 ②学長定例記者会見（毎月１回）を継続実施し、本学の諸活動について情
報発信するとともに、大学の重要事項について臨時記者会見を開催し、

○ 法人化のメリットを活用し、大学運営の活性化などを目指した特色ある取 マスコミ活用による情報提供促進を図った。
り組み ③「みどり樹」を始めとする広報誌について、全学の広報委員会で読みや

すさの観点から編集方針及び記事の具体的検討を行った。また、保護者
１ 評価組織の充実 に加えて主要な東日本地区の企業へ配布した。

「評価分析室」に専任教員を配置し、中期目標、中期計画、年度計画の達 ④教員の専門領域及び研究成果は、研究者情報（教員紹介）としてホーム
成状況の点検・分析・評価を行い次年度の年度計画の策定を行った。 ページで公開した。

２ 組織評価システムの構築 [ホームページを活用した情報公開の推進]
各部局が行う自己点検・評価に基づき、経営協議会の学外委員による外部 ①全学の環境に関する教育・研究成果及び社会還元の取組を纏めた「環境

評価を含めた「組織評価」システムを構築し、平成18年度から実施した。 報告書」をＷｅｂ上で公開した。同サイトの環境に関する取組と情報公
本システムは、各部局における前年度の事業実績等を総合的に評価し、そ 開に対する姿勢が高く評価され、「環境goo大賞2006奨励賞」（独立行

の結果を予算配分に反映させる仕組みとなっており、平成18年度は、各部局 政法人・国立大学法人部門で唯一の賞）を受賞した。
へ計1,000万円を傾斜配分した。 ②独立行政法人等情報公開法第22条に規定する情報及び国立大学法人法に

なお、実施状況を検証し、評価項目及び評価基準を明確にし、評価システ 基づく公表事項、役員会・経営協議会・教育研究評議会の各議事録等の
ムを再構築した。 大学経営関係情報については継続して公開し、更なる充実を図った。

③「大学・学部の理念」「アドミッション・ポリシー」「沿革」「公開講座」
○ 各国立大学法人等の置かれている状況や条件等を踏まえた、大学運営を円 等の情報は大学のトップページと部局のページをリンクさせ効率的・効
滑に進めるための様々な工夫 果的な情報発信を図った。

④ホームページについて、よりユーザーが利用しやすい環境にするために、
１ 教員の個人評価の実施 平成19年度にリニューアルすることとした。

基本構想委員会において策定した「山形大学における教員の個人評価」の
指針に基づき、平成17年度の全学的試行を踏まえ、全部局で本格実施した。 [インフォメーションセンターの活動]

①インフォメーションセンターのホームページを充実させるとともに、学
２ 第三者評価機関への対応 内情報資料の充実を図った。これにより本年度は5,364人（平成17年度

①大学評価・学位授与機構による認証評価の審査を受け、全ての基準にお 比21.4％増）の訪問者を得た。
いて「基準を満たしている」との評価を得た。 ②平成17年度に引き続き、駅構内等を活用してのパネル展示を実施したほ

②附属病院ではISO9001の更新審査を受け、維持・向上に努めた。 か、新たに「まちなかサテライト」を開催し、学内情報を積極的に社会
③工学部ではＪＡＢＥＥ認定の維持・向上を図った。 に発信した。

２ 従前の業務実績の評価結果について運営への活用
２．共通事項に係る取組状況 (1) 評価結果の法人内での共有や活用のための方策

○ 自己点検・評価及び情報提供 [各種評価結果の大学運営への反映と情報共有]
各種評価結果について、役員会において各々の課題を抽出・整理し、各担

１ 情報公開の促進状況 当理事が中心となって課題解決に向けた取組を実施した。その結果、｢外国
(1) 情報発信に向けた取組状況 語教育センター｣の設置、図書館サービスの改善など教育研究活動、管理運

営及び社会連携の質の向上に反映させた。
[情報公開体制の強化] また、取組の経過情報を学内ホームページに掲載し構成員の共通理解を図

①広報担当学長特別補佐を任命し、広報機能の更なる強化を図った。 るとともに取組結果を取りまとめ、全学生及び全職員に周知した。
②広報委員会において｢学生広報部(仮称）｣を設置し、学生の視点から見た 大学運営に活用した各種評価結果は、以下のとおりである。

学内情報をホームページに掲載することを決定した。 ①学生生活実態調査結果（学部生対象）
②教育効果・広報に関するアンケート調査結果（企業・高校生・在学生・

[情報公開の推進] 卒業生対象）
①学内催事情報等を広報ユニットに集約し、最新情報を機能的に発信した。 ③監事監査結果

④業務実績に関する評価結果

山形大学
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(2) 昨年の評価結果に対する改善に向けた取組
①安全衛生管理委員会の下に新たにワーキンググループを設置し、平成19

年９月を目途に自然災害に対する危機管理システムを構築するための作
業スケジュールを作成し、防災規則・組織体制について検討した。

②防災マニュアルについては、作成コンセプトを決め既設学内規則等との
整合を図りながら策定の検討を行った。

③緊急時の対応等を記載した「安全の手引き」の改訂版を策定し、ホーム
ページに掲載した。

④事故情報をまとめ、各事業場へ報告するとともにヒヤリハットの事例を
収集し、事故発生の防止を図った。

⑤平成19年度から学長直属の組織として、｢業務改善等推進室｣を設置し、
関係部門と連絡調整しつつ学長をサポートする危機管理体制をとること
とした。

⑥環境保全センターでは「施設の概要と廃液取扱の手引2006年改訂版」を
配布し、廃液の安全な取扱いを周知・促進した。

⑥学術情報基盤センターと理学部安全衛生委員会が協力し、薬品・廃液管
理のシステム（通称"TULIP"）の試験運用を推進し、本実施の準備を完
了した。

山形大学
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Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況
(4) その他業務運営に関する重要目標
① 施設設備の整備・活用等に関する目標

中 分散キャンパスであることを踏まえ、 総合大学としての特性・機能を最大限に引き出すために、施設設備を有効活用し、機能保全・維持管理を図り、連
期 携の取れた自然共生型のキャンパス環境を整備する。
目 １．キャンパス全体について総合的かつ長期的視点に立った施設マネジメントを導入することにより、学内外に向けてキャンパスの魅力を総合的に向上
標 させる。

２．全学的視野に立った施設設備の有効活用を図るため、施設の使用実態と使用者のニーズを的確に把握し、教育研究活動に応じ弾力的にスペース配分
を行う。

３．教育研究活動の進展に対応した適切な施設水準を確保するため、施設設備を効率的に維持管理し、良好で安全な状態に保つ。

進捗 ウェ
中期計画 年度計画 判断理由（計画の実施状況等）

状況 イト

Ⅴ その他業務運営に関する重要
事項を達成するためにとるべき措
置
１ 施設設備の整備等に関する目
標を達成するための措置
【1-1】 【1-1】

施設設備の整備や管理・運営に ・新築、改築、改修等の施設整備計画を策定し、 Ⅲ ・平成16年度に策定した「主要４キャンパス（小白川・米
係る方策を全学的・総合的に検討 更に全学的・総合的な管理・運営に係る方策につ 沢・鶴岡・飯田）整備計画」（マスタープラン）に基づき、平
し、キャンパスごとの基本方針等 いて、キャンパスごとの基本方針等を整理する。 成18年度補正予算及び平成19年度予算を組み込んだ施設整備
を整理した整備計画を策定する。 実施計画を策定した。

・大学全体の施設維持管理について、各キャンパス及び部局
ごとの観点から、維持管理経費の最適化・効率化を戦略的に
検討し「施設マネジメント計画」として方針・計画等を定め
た。

【1-2】 【1-2】
広場・緑地の確保に努め、豊か ・広場・緑地等の確保等により自然共生型のキャ Ⅳ ・山形大学独自の方式として、部局予算による省エネ事業等

なキャンパスライフや教育研究が ンパス創出を目指し、各キャンパス及び各学部の に対し全学予算から補助金を交付する「エコキャンパス整備
展開される自然共生型の環境を整 特性を活かした整備計画の策定と整備を推進する。 支援事業」によって自然共生型キャンパスの整備を促進した。
備する。 ・農学部における太陽光風力発電装置の導入や理学部中庭及

び人文学部中庭の緑地整備計画の策定と整備を実施した。
・鶴岡キャンパスの屋外環境整備に当たっては、植栽等にお
いて農学部教員の研究内容を活かした整備計画を策定した。
・キャンパスの自然環境保全に努めた結果、キャンパス内を
流れる水路に清流の指標と呼ばれる梅花藻やホタルの生息が
確認された。
・平成19年４月からの小白川・鶴岡キャンパス全面禁煙に向
けて禁煙の広報に努めた。また、希望者に禁煙パッチを処方
し、禁煙の指導・啓発に努めた。

【1-3】 【1-3】

山形大学
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人・車・サービス動線、利便性 ・キャンパスの地域開放に向けたキャンパス・エ Ⅳ ・地域に開かれた大学として、周辺との境界となるキャンパ
及び安全性を検討し、地域住民の ッジの在り方についての検討を開始するとともに、 スエッジの在り方について調査研究資料を作成し検討を行っ
憩いの場としての機能や通行にも 各キャンパスの将来計画及び整備の現状・特性・ た。その結果、地域開放を象徴する取組としてキャンパス
配慮する。 要望を踏まえた動線計画の策定と整備を推進する。 正門の夜間、休日を含めた全面開放を実施した。

・小白川キャンパスにおいては、地域住民への憩いの場とな
っているキャンパス境界に沿った散策動線の「大学せせらぎ
水路散歩道」を、利用者の利便性等を考慮し自治体の協力を
得て更に整備した。
・米沢キャンパスにおいて地域住民から好評を得ていた冬季
キャンパスイルミネーションを小白川キャンパスにおいても
実施した。

【1-4】 【1-4】
キャンパス内は、身体に障害を ・キャンパスの地域開放を促すため、誰もが利用 Ⅳ ・「ユニバーサルデザイン」の導入促進を図るため、キャンパ

有する者や高齢者等にも配慮した できることを想定した施設のユニバーサルデザイ ス内に設置されている身障者が使用可能なトイレや優先駐車
ユニバーサルデザインとする。 ンに沿ったサイン計画及び施設設備の整備を推進 場等の状況調査を行った。

する。 ・施設の地域開放を促すため「バリアフリーマップ」を作成
し公表した。
・附属中学校、工学部４号館の改修事業及びトイレ改修工事
等において、誰もが利用できる快適さを確保した「ユニバー
サルデザイン」の概念を取り入れた設計・サイン計画に従っ
て工事を実施した。

【1-5】 【1-5】
病院施設の機能向上を実現する ・病院施設の機能向上を実現するために、病院再 Ⅲ ・病院施設の機能向上を実現するために「病院再整備計画」

ために、病院再整備計画の推進に 整備計画の推進に努める。 に従って改修に取り組んだ。
努める。

【2-1】 【2-1】
ホームページを活用した施設管 ・学内ホームページ等を利用した施設管理を更に Ⅳ ・昨年度に引き続き、施設の総合的な調査・点検及び各部局

理を行い、施設等の利用状況を的 充実させるとともに、各学部等の状況や要望を引 との施設の整備・維持管理に関する情報交換を実施した。
確に把握することにより、施設等 き続き調査し、全学的に効率的なスペース運用を ・施設使用者に対して「建物等を永く安全・快適に使うため
を効率的に運用する。 促進する。 のチェックポイント」を作成し学内ホームページへ掲載・周

知した。
・施設使用者の利便性を向上させるため施設使用に関する学
内ホームページを全面改訂した。
・施設の利用状況を的確かつ迅速に把握するため、平成17年
度からＷｅｂを活用した「施設管理システム」を稼働してい
る。

【2-2】 【2-2】
施設の整備時に共同利用スペー ・施設の改修時や増築時に各学部等の状況に合わ Ⅲ ・平成18年度補正予算等による「施設整備事業」において、

スを捻出し、流動的・弾力的利用 せた共同利用スペースを捻出し、流動的かつ弾力 当該各キャンパスの現状調査に基づき、スペース共有化への
のできる教育研究スペースを確保 的に利用できる教育研究スペースを確保する。 改修・整備方針及び実施計画を策定した。
する。

・人文学部では、平成17年度に確保した学生用多目的室の拡
充整備に加えて、平成19年４月からの構内全面禁煙措置に対
応して、従来の喫煙室を学生多目的室として全面改修した。
・工学部では、キャンパス整備計画に伴い移転スペースとし
て確保している部屋を「時限付オープンラボ」として引き続
き活用した。

山形大学
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【3-1】 【3-1】
点検・評価に基づく全学的かつ ・施設の定期的な点検・評価を引き続き実施する Ⅲ ・昨年度に引き続き、施設の総合的な調査・点検及び各部局

経営的視点に立った計画的・効率 とともに、教育・研究の発展の基盤となる施設機 との施設の整備・維持管理に関する情報交換を実施した。
的な機能保全、維持管理及び予防 能の維持と向上を目指し、アセットマネジメント ・建物のライフサイクルコスト（整備費から運営維持管理経
的な施設の保守・点検等を実施す の考え方を取り入れた保全計画の見直しを図る。 費までの施設に関わる全ての経費）の算出等のアセットマネ
る。 ジメント手法を取り入れた検討を行い、施設保全に関する施

設マネジメント計画を策定した。

【3-2】 【3-2】
耐震改修促進法に基づき、既存 ・施設の安全・安心の向上を早急に確保するため、 Ⅳ ・耐震改修促進法の改正を受け、学内全施設の耐震診断の実

施設の耐震診断を実施し、耐震性 既存施設の耐震診断の実施を早め、その結果に基 施を早め、法対象外建物を含む49棟の耐震診断を実施し、そ
能の確保を図る。これにより、災 づく整備の推進を図る。 の結果を公表した。
害時における地域の避難場所とし ・耐震診断の結果により、地域住民の避難場所としての機能
ての機能も持たせる。 確保を考慮して耐震性能の確保が必要と判断した以下の施設

について、当初計画にはなかった耐震改修工事を計画・実施
した。
附属中学校、小白川体育館、農学部体育館、工学部４号館、
工学部実験棟、医学部研究棟

ウェイト小計
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Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況
(4) その他業務運営に関する重要目標
② 安全管理に関する目標

中 １． 安全管理の啓発
期 ２． 危機管理システムの構築
目
標

進捗 ウェ
中期計画 年度計画 判断理由（計画の実施状況等）

状況 イト

２ 安全管理に関する目標を達成
するための措置
【1-1】 【1-1】

「安全への手引き」の内容を見 ・「安全への手引き」の改訂版をホームページに掲 Ⅲ ・「安全への手引き」の改訂版をホームページに掲載した。
直し、随時改訂する。学生、職員 載するとともに、更に充実した安全対策を検討し、 ・地震等の緊急時の安全対策を更に充実させるため、安全衛
及び地域住民に配慮し、更に充実 学生、教職員及び地域住民に配慮した危機管理体 生管理委員会の下に新たにワーキンググループを設置した。
した安全対策を検討する。 制の充実に努める。 ワーキンググループでは、平成19年９月を目途に自然災害

に対する危機管理システムを構築するための防災規則・組織
体制について検討した。
・「防災マニュアル」については、作成コンセプト（利用者が
速やかに理解・把握出来る内容）を決め既設学内規則等（防
火管理要領・消防計画）との整合を図りながら策定の検討を
行った。

【1-2】 【1-2】
安全性確保を目的とした実例集 ・安全性確保のためのＱ＆Ａ方式による実例集の Ⅲ ・安全衛生管理委員会の下に設置したワーキンググループで、

をＱ＆Ａ方式で作成する。 作成に向けて作業を推進する。 「安全への手引き」を基にしたＱ＆Ａ方式の実例集を作成す
るための事故事例の収集を行った。
・学生実験での安全性確保の取組として、学生実験での事故
事例を分析し発生原因を明らかにした上で、｢安全への手引き｣
等のマニュアルを用いた安全教育に反映し充実を図った。

【1-3】 【1-3】
教職員及び学生を対象とした危 ・年１回以上、教職員及び学生を対象とした安全 Ⅲ ・教職員及び学生を対象とした「高圧ガス保安講習会」並び

険物取扱や毒劇物に関する講習会 衛生講演会・講習会を実施し、安全管理意識の徹 に「ＡＥＤ（自動体外式除細動器）講習会」（３回）を実施し
を実施し、安全管理意識の徹底を 底を図る。 た。
図る。 ・東北地区国立大学法人等安全管理協議会に各部局の安全管

理担当者が全員参加して安全管理意識の向上を図った。
・該当部局において、化学薬品の取扱いなどの安全教育を実
施した。

【1-4】 【1-4】
医療事故防止対策の相互点検及 ・大学病院間での医療事故防止対策の相互点検を Ⅲ ・附属病院では「医療事故防止対策マニュアル」の改訂を行

び学内各施設の危機管理の相互点 行い、また、学内各施設のリスクマネジメントの うとともに、相互点検機能を強化した。
検を実施し、管理体制を見直す。 相互点検を行い、管理体制を見直す。 ・各施設内の安全な作業環境保持のため定期点検を実施する
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とともに、衛生管理者や産業医などから助言を受け、管理体
制の改善を図った。

【2-1】 【2-1】
労働安全衛生法に基づき、教職 ・労働安全衛生法その他安全管理に関する諸規則 Ⅲ ・毎月、各地区事業場安全衛生委員会を開催し、教職員の安

員の安全教育や健康管理、災害防 に基づき、教職員の安全教育や健康管理・災害防 全管理や健康管理、災害防止体制等について検討を行い、必
止体制の整備を行う。 止体制の整備を行うとともに、対応策の周知・公 要な対応策については速やかに周知・公表した。

表を行う。 ・各地区事業場毎に安全衛生管理体制として総括安全衛生管
理者、安全管理者、衛生管理者及び産業医を配置するととも
に、災害防止活動の一環として巡視点検を行った。
・山形地区及び鶴岡地区事業場において、全面禁煙実施（平
成19年４月～）に向けた検討を行い、周知・公表を行った。

【2-2】 【2-2】
講習会及び相互点検を実施する ・関係法令に熟知した安全管理の専門職員を積極 Ⅲ ・各地区事業場において、衛生管理者など労働安全衛生法に

ため必要となる関係法令に熟知し 的に養成するため、学外講習会に定期的に派遣で 基づく各種免許の試験情報を提供した。
た衛生管理者等の有資格者を養成 きるシステムを構築する。 ・定期的に特定化学物質作業主任者技能講習会や有機溶剤作
するシステムの構築を図る。 業主任者技能講習等へ関係教職員を派遣し、積極的に有資格

者の増員を図った。

【2-3】 【2-3】
種々の事故に関する情報を学内 ・安全衛生管理委員会を中心に、学内で種々の事 Ⅲ ・安全衛生管理委員会において、平成17年度に構築した事故

で共有し、発生防止を図ることを 故に関する情報を共有し、発生防止を図る。 発生の防止を図るシステムに基づき、類似事故の再発防止の
目的としたシステムを構築する。 ため、事故情報を取りまとめて各地区事業場へ報告し、情報

の共有化を図った。
・安全衛生委員会が中心となって、ポスター掲示及びパンフ
レット配布、メール等によって事故防止の啓発を行った。

【2-4】 【2-4】
廃棄物処理や化学物質処理等に ・ＰＲＴＲ制度（環境汚染物質排出・移動登録制 Ⅲ ・安全衛生管理委員会において、半年ごとに「化学薬品使用

対応可能な自主管理・自主監査シ 度）による届出を含め、廃棄物処理や化学物質処 状況調査」を実施し、特定化学物質及び有機溶剤の使用状況
ステムの構築を図る。 理に対応可能な自主管理・自主監査システム(電算 を把握し、作業環境測定を行い、労働安全衛生法に基づき適

システム)を導入する。 切な管理を図った。
・理学部において、新たに「化学薬品管理システム」（電算シ
ステム）の導入を行った。

【2-5】 【2-5】
地震等の自然災害及び教育・研 ・安全衛生管理委員会において、地震等の自然災 Ⅲ ・地震等の緊急時の安全対策を更に充実させるため、安全衛

究・医療の現場における人災・事 害及び教育・研究・医療の現場における人災・事 生管理委員会の下に新たにワーキンググループを設置し、検
故等に対する危機管理システムの 故等に対する危機管理システムを構築する。 討を開始した。
構築を図る。 ・「防災マニュアル」については、作成コンセプト（利用者が

速やかに理解・把握出来る内容）を決め既設学内規則等（防
火管理要領・消防計画）との整合を図りながら策定の検討を
行った。
・各地区事業場において、災害発生時の緊急対応を想定し、
防災・防火訓練を実施した。
・平成19年度に、危機管理、コンプライアンス等を担当する
学長直属の「業務改善等推進室」を設置することを決定した。

ウェイト小計
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（４） その他の業務運営に関する重要事項に関する特記事項等

１．特記事項 (4) 施設維持管理の計画的実施状況（施設維持管理計画等の策定状況）
①平成18年度補正予算及び平成19年度予算による施設整備実施計画を策定

○ 大学運営を円滑に進めるための様々な工夫 した。
②建物のライフサイクルコスト算出等のアセットマネジメント手法を取り

１ 施設整備 入れた検討を行い、施設保全に関する施設マネジメント計画を策定した。
(1) 病院施設の機能向上を実現するため、｢病院再整備計画｣に従って改修に (5) 省エネルギー対策等の推進や温室効果ガス排出削減等の環境保全対策の

取り組んだ。 取組状況
(2) 小白川キャンパスにおいては、地域住民への憩いの場となっているキャ ①ＥＳＣＯ事業（Energy Servise Company事業）の導入について、独立行

ンパス境界に沿った散策動線の「大学せせらぎ水路散歩道」を、利用者の 政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の平成18年度エネルギー使
利便性等を考慮して自治体の協力により更なる整備・充実を図った。自然 用合理化事業者支援事業の採択を受けた。
環境保全に努めた結果、キャンパス内の水路に清流の指標と呼ばれる梅花 ②山形大学独自の方式として、部局予算による省エネ事業等に対し全学予
藻やホタルの生息が確認された。 算から補助金を交付するエコキャンパス整備支援事業によって自然共生

型キャンパスの整備を促進した。
２．共通事項に係る取組状況 ③｢環境報告書｣をＷｅｂ上で公開した。この取組と情報公開に対する姿勢

が評価され、環境goo大賞奨励賞を受賞した。
○ その他の業務運営に関する重要事項の観点

２ 危機管理への対応策状況
１ 施設マネジメント等の取組状況 (1) 災害、事件・事故、薬品管理等に関する危機管理マニュアルの策定等を
(1) 施設マネジメント実施体制及び活動状況 含む学的・総合的な危機管理の態勢の整備状況

①耐震改修促進法の改正をうけ、学内全施設の耐震診断の実施を早め、法 ①地震等の緊急時の安全対策を更に充実させるため、安全衛生管理委員会
対象外建物を含む49棟の耐震診断を実施し、その結果を公表した。 の下のワーキンググループで平成19年９月を目途に自然災害に対する危

②耐震診断の結果により、地域住民の避難場所としての機能確保を考慮し 機管理システムを構築するための防災規則・組織体制について検討した。
て耐震性能の確保が必要と判断した次の施設について、当初計画にはな 防災マニュアルについては、作成コンセプトを決め既設学内規則等（防
かった耐震改修工事を計画・実施した。（附属中学校、小白川体育館、 火管理要領・消防計画）との整合を図りつつ策定の検討を行った。
農学部体育館、工学部４号館、工学部実験棟、医学部研究棟） ②事故情報をまとめ、各事業場へ報告するとともに｢ヒヤリハット｣の事例

③附属中学校、工学部４号館の改修事業及びトイレ改修工事等においては、 を収集の上各事業場に周知し、事故発生の防止を図った。
誰もが利用できる快適さを確保したユニバーサルデザインの概念を取り ③理学部において新たに｢化学薬品管理システム（電算システム）｣を導入
入れた設計・サイン計画に従って工事を実施した。 した。

(2) キャンパスマスタープラン等の策定状況 ④附属病院では、｢医療事故防止マニュアル｣の改訂を行うとともに相互点
既に策定済みである各｢キャンパス整備計画（マスタープラン）｣の実施 検機能を強化した。

と状況の変化による見直しを図った。そのため、昨年度に引き続き、管理 ⑤毎月、各地区事業場安全衛生委員会を開催し、教職員の安全管理や健康
運営に係る方策を検討するための実情調査を推進し、全学の施設点検及び 管理、災害防止体制等に関することについて、検討するとともに、衛生
各部局との情報交換を行った。 管理者や産業医などから助言を受け、管理体制の改善を図った。

(3) 施設・設備の有効活用の取組状況 ⑥各地区事業場において、災害発生時の緊急対応を想定し、防災・防火訓
①共同利用スペースの確保をさらに推進するため、施設の有効利用に関す 練を実施した。

る規則を改正し、①確保面積の明確化や学長が施設使用実態の改善指示 (2) 研究費不正使用防止のための体制・ルール等の整備状況
を部局に対して行うこと、②共同スペースの流動的・弾力的施設利用を ①研究費等の経理管理・監査体制の整備について検討を開始した。
部局の裁量で定めることを可能とした。 ②研究活動の不正行為及び研究費不正使用の防止対策について、学内説明

②平成18年度補正予算等による施設整備事業において、当該各キャンパス 会を通じ教職員に周知徹底を図った。
の現状調査に基づいてスペース共有化への改修・整備方針と実施計画を ③文部科学省不正対策チームの「研究活動の不正行為への対応のガイドラ
策定した。 イン」を受け、学内規程及び委員会の整備を図るとともに、その概要を

③工学部では、整備計画に伴う移転スペースとして確保している部屋を｢時 公表した。
限的オープンラボ｣として流動的・弾力的に利用できる教育研究スペー ④平成19年度から学長直属の組織として｢業務改善等推進室」を設置し、学
スとして確保した。 内にコンプライアンスを浸透させるための体制をとることとした。

④施設の利用状況を的確かつ迅速に把握するためにＷｅｂを活用した｢施
設管理システム｣を導入し稼働させた。
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３ 従前の業務実績の評価結果について運営への活用
(1) 昨年の評価結果に対する改善に向けた取組

①安全衛生管理委員会の下に新たにワーキンググループを設置し、平成19
年９月を目途に自然災害に対する危機管理システムを構築するための作
業スケジュールを作成し、防災規則・組織体制について検討した。

②防災マニュアルについては、作成コンセプトを決め既設学内規則等との
整合を図りながら策定の検討を行った。

③緊急時の対応等を記載した「安全の手引き」の改訂版を策定し、ホーム
ページに掲載した。

④事故情報をまとめ、各事業場へ報告するとともにヒヤリハットの事例を
収集し、事故発生の防止を図った。

⑤平成19年度から学長直属の組織として、｢業務改善等推進室｣を設置し、
関係部門と連絡調整しつつ学長をサポートする危機管理体制をとること
とした。

⑥環境保全センターでは「施設の概要と廃液取扱の手引2006年改訂版」を
配布し、廃液の安全な取扱いを周知・促進した。

⑥学術情報基盤センターと理学部安全衛生委員会が協力し、薬品・廃液管
理のシステム（通称"TULIP"）の試験運用を推進し、本実施の準備を完
了した。

山形大学
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Ⅱ 教育研究等の質の向上の状況
(1) 教育に関する目標

中 （教育目標）
期 １．教養教育と専門教育のカリキュラムの一層の充実を図り、創造性豊かな人間性と優れた専門性を育み、実社会で活躍できる知的・人間的資質を備えた
目 人材の育成を行う。
標 また、多様な研究成果を活かした教育を通じて、持続可能な社会の実現に向けて、地域や国際社会で貢献できる人材を育成する。

中期計画 年度計画 計画の進捗状況等

Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上
に関する目標を達成するためにと
るべき措置
１ 教育に関する目標を達成する
ための措置
（教育目標を達成するための措置）
【1-1】 【1-1】

総合大学としての教育環境、人 ・全学体制の下、総合大学としての教育環境、人的資源 ・全学体制の下、総合大学としての機能を発揮し、教育委員会と高
的資源をトータルに活用し、幅広 をトータルに活用し、教育委員会と高等教育研究企画 等教育研究企画センターとが連携して多様な授業科目を開設して教
い教養教育の展開を図る。 センターが連携して教養教育を実施する。 養教育を実施した。

また、一般教育科目では６領域にわたって多様な授業 ・教養教育の見直しについて教育委員会で検討し、その結果、教養
科目を開設しているが、教育委員会で更にその質的充実 セミナーの開講コマ数を10コマ増加し、新規にスポーツセミナーを
の方策について検討する。学生の専門分野にかかわらず、２コマ開講するなど、質的充実を行うこととした。
キャリア教育等を含めた幅広い学問分野を学ばせること ・キャリア教育として「自分の未来を描いてみる－キャリア形成論
によって、広く文化や社会、自然に対する視野を広げ、 －」「新しい山形を作る人々」を開講した。
学問に対する興味や科学的思考を養成する。 ・教養教育の「総合」領域で各分野の専門家によるチームを編成し
・現代社会の諸問題に関する理解を深めるために、教養 たオムニバス形式の授業「現代社会の諸問題」を開講した。
教育の「総合」領域で各分野の専門家によるチームを編
成し、オムニバス形式の授業を行う。 ・人文学部では、平成18年度から新しいカリキュラムを実施した。

また、「文化・行動」「政経・社会」「外国語科目」の幹事学部とし
て、引き続き教養教育の実施に中心的な役割を果たした。
・地域教育文化学部では、「健康・スポーツ」「総合」「日本語・日
本事情」で、幹事学部として中心的役割を果たした。特に、「総合」
領域では、各分野の専門家によるオムニバス形式の授業を１科目開
講した。
・理学部では、「生命・環境」「数理・物質」「情報」を担当し、幹
事学部として、中心的役割を果たした。

【1-2】 【1-2】
21世紀の諸課題に対応するため、 ・環境問題等、21世紀の諸課題に対応するため、総合 ・環境問題等、21世紀の諸課題に対応するため、各授業担当教員が

新しい視点からの研究成果を活か 大学としての利点を活用し、それぞれの学部での研究成 行っている研究活動の成果を、基礎と応用の両面から引き続き授業
した授業科目を開設する。 果を活かした授業科目が、教養教育の一般教育科目とし 科目に反映させ、学生の基礎学力の向上と授業内容の多様性の拡充

て開講されてきたが、教育委員会で科目の位置付け、 を図った。
充実の方法等について検討する。 ・教育委員会で科目の位置付け、充実の方法等について検討した
・卒業生の質を保証するため、新しい研究成果を盛り 結果、授業区分をより明確にするため、「総合」領域の名称を「学
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込んだ教育プログラムを整備し実践する。 際・総合」領域と改め、授業科目名も「総合」と「学際」に区分
した。
・新しい視点からの授業科目として、「自然と人間の共生」を、ま
た地域づくりなどの課題に対応するため「エリアキャンパスもが
み」（平成18年度「現代ＧＰ」採択）の一環として、地域連携型教
養教育科目「フィールドワーク 共生の森もがみ」を新たに開講
した。

・人文学部では、地域の多様な課題に対応でき、企業、行政、教育
などの分野で中核となりうる人材養成を目指して、平成18年度から
新カリキュラムを実施した。
・地域教育文化学部では、「探求のセミナー（数理科学）・（社会科
学）」「人間と教育」など14コマを必修科目として引き続き開講し
た。
・農学部では、学部共通科目として「地域から学ぶ」「先輩から学
ぶ」などの地域に根ざした授業を開講した。

【1-3】 【1-3】
学生主体の問題解決型の授業を ・教養教育、専門教育とも問題解決型の授業を有効に ・学生主体の問題解決型授業として「フィールドワーク 共生の森

増やす。 取り入れる。 もがみ」（現代ＧＰ)を新たに開講した。
・教養セミナーのアンケートを基に、学生主体の問題解 ・授業担当教員へのアンケート結果を踏まえ、教養セミナーの開講
決型の授業の充実・拡大を目指し、高等教育研究企画セ 数を平成19年度から10コマ増やすこととした。
ンターと教育委員会で研究や事例紹介を行うとともに、 ・教養教育ワークショップ（ＦＤ研修）において研究や事例紹介を
ＦＤ研修にも取り組む。 基にした「学生参加による授業改善」のラウンドテーブルディスカ
・問題発見・解決能力の向上を目指し、また積極性を引 ッションを行った。
き出すための創成科目を開設し、かつプレゼンテーショ
ン能力の養成を図る。 ・人文学部では、教養教育との連携を進め、基礎演習等を含めた

初年次転換教育の一層の改善・充実を図るため、平成18年度から新
カリキュラムを実施した。
・工学部では、自ら問題を提起して問題を解決する目的で、創成科
目やデザイン科目、更にはプレゼンテーションや討論を課すための
科目等、併せて約20コマを開講した。

【1-4】 【1-4】
社会性・国際性をもたせるため ・教養教育における体験型授業・研修の実態を調査し、 ・教養教育科目として 上広域圏でのフィールドワークによる体験

に体験型授業・研修の積極的導入 教養教育ワークショップなどＦＤ研修を通じて、その充 型授業「フィールドワーク 共生の森もがみ」（現代ＧＰ)を新たに
を図る。 実を図る。 開講した。

・全学部を通じ、専門教育においてもフィールドワーク ・新たに専任教員１人を配置した「高等教育研究企画センター」を
による体験型授業を行うとともに、企業や社会でのイン 中心に、教養教育ワークショップ、教養教育ＦＤ合宿セミナー、公
ターンシップ制度を一層充実する。 開授業とその検討会等を実施して、授業方法・授業形態の改善など
・国際性をもたせるためにe－ラーニングの活用、海外 内容の一層の充実と推進を図った。
短期留学の具体的企画を積極的に推進する。 ・医学部を除く各学部でインターンシップを実施した。

・本学と交流協定を締結した外国の大学・短大からの短期留学生の
ための英語による教育コースとしてe－ラーニングを活用した
「Japan Studies Program」の開講を準備し、国際性を高めるため
に「日本文化論」は学部正規学生も受講できることとした。

・工学部では、従来実施していた短期インターンシップに加え、
夜間主コースの学部学生には、３年間で 大６単位を認定できる地
域企業への「就労型長期インターンシップ(就業体験)制度」、そし
て大学院学生には文科省の派遣型高度人材育成プランによる取組支
援を受けた「長期派遣型インターンシップ」制度をスタートさせた。
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平成18年度は、前者に８人、後者に14人の学生が参加した。
・留学生センターでは、大学間交流協定校への短期派遣留学制度を
制定し、第１期の公募を行うための派遣留学説明会を開催し約70人
の学生が参加した。

【1-5】 【1-5】
高校生の志向や社会のニーズに ・高校生や企業に対するアンケート調査の結果を分析 ・高校生に対するアンケート結果を受けて、語学教育を充実するた

機動的に応えることのできる教育 し、それをもとに教育委員会を中心に教育の改善を進 めに、「外国語教育センター」の設置、習熟度別少人数クラスでの
体制を確立する。 める。 英語教育の充実、初修外国語における発展コースの開設などの改善

・高校生の志向に合わせた体験実習教育を継続するとと 策を平成19年度から実施することとした。
もに、高校生、一般市民に講義を公開する。 ・企業に対するアンケート結果を受けて、学生のコミュニケーショ

ン能力の養成のため、教養セミナーの開講コマ数を平成19年度から
10コマ増加することとした。

・人文学部、地域教育文化学部、理学部、教職研究総合センターで
は、高大連携事業の一環として、高校生対象の「トワイライト講座」
を引き続き実施した。
・農学部では、「生物資源学夏期セミナー」として高校生を対象と
した講義と実習を行った。

【1-6】 【1-6】
分散キャンパス間のネットワー ・ＩＴ戦略会議を中心に分散キャンパス間のネットワー ・「分散キャンパスの特性を活かした「21世紀型教養教育への改革」」

ク化を進め、新しいカリキュラム ク化を進め、e－ラーニングの活用など新しいカリキュ として企画し平成19年度概算要求していたプロジェクトが認められ
の創設、教育資源・コンテンツの ラムの創設、教育資源・コンテンツの共有化を図る。 たのを踏まえ、「21世紀型分散キャンパス教育タスクフォース」を
共有化を図る。 設置し、リモート講義システム等の構成の検討を開始した。

・e－ラーニングを活用したカリキュラムを創設し、教養教育科目
で前期５コマ、後期６コマを開講し、学内の他キャンパスにリモー
ト講義方式により配信し、教育資源・コンテンツの共有化を図った。
・ｅ－ラーニングの充実に向けて、ＬＭＳ（授業支援システム＝
Learning Management System）及びコンテンツ作成用スタジオを
整備した。
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Ⅱ 教育研究等の質の向上の状況
(1) 教育に関する目標
① 教育の成果に関する目標

中 １．「幅広い教養と豊かな人間性」、「社会で活躍するために必須の基本的リテラシー（知的技法）」、及び「優れた専門性」を三位一体として培い、課題発
期 見・解決能力等応用力に秀で、社会に貢献できる人材を育成する。
目
標

中期計画 年度計画 計画の進捗状況等

（１）教育の成果に関する目標を
達成するための措置
【1-1】 【1-1】

人間教育重視の観点から、教養 ・人間教育重視の観点から、教養教育と専門教育の一層 ・教育委員会と高等教育研究企画センターとが協力して、人間教育
教育と専門教育を連携させた教育 の連携を図るため、教育委員会と高等教育研究企画セン 重視の観点から、教養教育ワークショップ、教養教育ＦＤ合宿セミ
実施体制を充実させる。 ターとが協力して、授業改善やＦＤ活動の更なる充実を ナー、学生と教員による授業改善アンケート、公開授業・公開検討

図る 会などＦＤ活動を実施した。
・高等教育研究企画センターに、平成19年度から「ＦＤ・授業支援
クリニック部門」を新設し、個々の具体的な授業改善に対するサ
ポートを行うこととした。
・教養教育と専門教育の一層の連携について、教育委員会で検討し
た結果に基づき、一般教育科目として他学部学生が受講可能な専門
教育科目を10コマに拡大し、平成19年度に開講することを決めた。

【1-2】 【1-2】
学生の職業への意識を喚起する ・インターンシップについて全学的取組状況及び成果の ・医学部を除く各学部でインターンシップを実施した。

ため、インターンシップ制度（企 点検・評価を行うとともに、キャリア教育を教養教育科 ・インターンシップに係る点検・評価を基に、教養教育のキャリア
業等の協力による就業体験制度） 目の授業として開講する。 教育科目として平成18年度後期に「自分の未来を描いてみる―キャ
を活用するとともに、１年次から ・各学部が導入しているインターンシップ制度を全学的 リア形成論―」を開講した。履修者は205人であった。
のキャリア教育（職業意識と労働 な観点から支援するとともに、キャリアセンター構築に ・全学的な観点から、就職委員会では、企業訪問（計282社）及び
意欲を啓発する教育）の実施につ 向けた情報収集を推進する。 私立大学への実情視察を通じて、キャリア教育並びにインターンシ
いて検討し、実現を図る。 ップに係る情報収集を行い、各学部への情報提供に努めた。

・地域教育文化学部では、「平成18年度以降のインターンシップ実
施態勢」を策定し、参加申込みのあった13人の学生に対し、各学科
ごとにインターンシップアドバイザーを選出し実施した。
・工学部では、夜間主コースの学部生向けに、３年間で 大６単位
を認定できる地域企業への｢就労型長期インターンシップ｣、大学院
生には、文部科学省の派遣型高度人材育成プラン｢産学連携による
研究開発人材育成プログラム｣（長期インターンシップ）を実施し
た。
・工学部では、「社会で輝くエンジニア」の育成を目指した取組が
認められ平成18年度に「現代的教育ニーズ取組支援プログラム（現
代ＧＰ）」に採択された。従来の学部教育カリキュラムに加え、職
業観形成と意欲向上を図るための教育法を確立することを目指し、
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ソフト開発、インターンシップの充実、「キャリア形成論」の講義
等を有機的に結びつけた教育を実施した。

【1-3】 【1-3】
教育の成果・効果を検証するた ・学生の単位修得状況、ＧＰＡを継続的に調査し、カリ ・各学部において、平成16年度から導入したＧＰＡの分布状況を資

め、ＧＰＡ分布の継続的調査や各 キュラム改善の基礎資料として活用するとともに、その 料とした履修状況の調査分析を引き続き行った。
種検定・資格試験の活用を進める。成果を勉学意欲の向上に役立てる。 その分析結果及び全学的活用方針に基づき、学生の履修計画や学

・ＧＰＡの活用について更なる検討を加える。 習達成目標の指導を行った。
・ＴＯＥＩＣの利用など、各種検定・資格試験の活用を ・教育の成果・効果を検証するため、各種検定・資格試験の活用を
進める。 継続して進めた。

ＴＯＥＩＣ試験は700点以上、ＴＯＥＦＬ試験は500点以上の取得、
英検は準１級以上の取得をもって英語（Ｃ）、英語（Ｒ）の単位認
定を認めている。

・人文学部では、年２回のＴＯＥＩＣ試験を実施した。１年間の英
語学習で全体として成績が30点向上した。

【1-4】 【1-4】
教養教育も含めた教育課程の成 ・在学生及び社会で活躍する卒業生の意見、受け入れ企 ・卒業生と在学生に対するアンケート結果により、外国語教育の授

果について、在学生や社会で活躍 業等に対するアンケート調査結果の分析に基づき、教育 業に対する満足度が専門教育や教養教育の授業に比べ低いことが明
する卒業生及び受け入れ企業等に 委員会を中心に教育改善策を推進する。 らかになった。そのため平成18年度には英語教育において一部習熟
対してアンケート調査を定期的に ・学生による授業評価を実施し、その内容を教員にフィ 度別の少人数(30人未満)クラスでの授業を試行的に実施した。
実施し、教育改善に反映させる。 ードバックし、教育改善に反映させる。 その成果を踏まえ、教育委員会で語学教育の充実についての見直

し案を作成し、「外国語教育センター」の設置、英語教育における
少人数クラスによる開講コマ数増加、初修外国語における発展コー
スの開設などの充実策を平成19年度から実施することとした。
・企業に対するアンケート調査により「教養教育の方向性」につい
て、コミュニケーション重視が56％を占め、実学重視 (67％)に次
ぐ高い割合を占めていることが明らかになった。
これに基づいて、教育委員会で学生のコミュニケーション能力の

養成のための教養セミナーの開講コマ数を増加させる見直し案を作
成し、平成19年度から10コマ増加することとした。
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Ⅱ 教育研究等の質の向上の状況
(1) 教育に関する目標
② 教育内容等に関する目標

中 〔学士課程〕
期 １）アドミッション・ポリシーに関する基本方針
目 １．入学者の選抜方法を含めたアドミッション・ポリシーを明確にし、本学の求める学生の入学を促進するために多様な入学者選抜方法を実施する。
標 ２）教育課程に関する基本方針

１．幅広い教養と豊かな人間性を育み、学問の遂行に必要な基礎リテラシーを養成するため、教養教育の一層の充実を図るとともに、高校教育と大学
教育が円滑に接続するよう、カリキュラムの充実・改善を進める。

２．外国語教育の改革に取り組み、英語については確かな技量の養成を重視、その他の外国語については、語学的訓練を基盤としつつも国際的な文化
理解を重視した内容とする。

３．21世紀の市民に要求される学際的能力と世界観を育む教育課程を充実させる。
４．課題発見・解決能力を有し、大学院においても活躍できる優れた専門性を身に付けた人材の養成を推進する。

３）教育方法に関する基本方針
１．不断のＦＤ活動により質の高い効果的な教育方法の実現と教育の質の向上を図る。
２．他大学との単位互換を積極的に進め、教育課程や教育内容の充実を図る。

４）成績評価に関する基本方針
１．公正かつ厳格で教育効果の高い成績評価の実現を図る。

〔大学院課程〕
１）アドミッション・ポリシーに関する基本方針
１．各研究科の理念・教育目的に沿ったアドミッション・ポリシーを確立し、入学者選抜方法の見直しを図る。
２．社会人や留学生を含めた多様で質の高い入学者を確保する。

２）教育課程に関する基本方針
１．各研究科の教育目的の明確化を図り、入学者のニーズにも合致した教育課程へと改善を進める。

３）教育方法に関する基本方針
１．各研究科の特性に応じて、効果的な教育方法を積極的に導入する。

４）成績評価に関する基本方針
１．公正かつ厳格な成績評価を実施する。

中期計画 年度計画 計画の進捗状況等

（２）教育内容等に関する目標を
達成するための措置
〔学士課程〕
1)アドミッション・ポリシーに関
する具体的方策
【1-1】 【1-1】

本学の求める学生像をａ～ｄの ・各学部のアドミッション・ポリシーを更に明確化し、 ・各学部のアドミッション・ポリシーを更に明確化し、本学が求め
ように捉え、それを基に各学部に 本学が求める学生の確保に努める。 る学生の確保に努めた。それを補完する目的で各学部のミッション
ふさわしいアドミッション・ポリ に関するキャッチフレーズを作成し、大学概要等の広報誌に掲載し
シーを明確にする。 た。

ａ・自ら目標を定め、自ら学ぼ ・工学部では、平成20年度から「山形県内高校生を対象とした地域
うとする意欲を持った人 特別枠ＡＯ入試」を実施することとした。
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ｂ・知的好奇心が旺盛で、新し
い課題に挑戦する意欲のある
人

ｃ・自然と人間の共生を真剣に
考え、実践に移そうとする人

ｄ・人間社会と文化の創造に貢
献したいと考える人

【1-2】 【1-2】
アドミッション・ポリシーを受 ・各学部のアドミッション・ポリシーについて、選抜要 ・各学部のアドミッション・ポリシーを募集要項等に掲載するとと

験生や受験現場に周知徹底し、本 項・募集要項、各種入試関係広報誌等を利用して積極的 もに、ホームページ上の「山形大学アドミッション・ポリシー」か
学に相応しい受験生を掘り起こし、に広報するとともに、ホームページ上に掲載し、入試情 らも検索できるようにした。
本学の求める学生の入学を促進す 報として提供する内容の充実を図る。 ・ホームページ上の「入学案内」には、受験生が関心・興味を持つ
る。 入試に関する 新の情報を提供した。さらに、携帯電話サイトによ

る情報の発信についても充実を図った。

【1-3】 【1-3】
高校との連携を一層強化し、入 ・入学者選抜方法の改善に現場の適切な声を反映させる ・大学内の説明会及びオープンキャンパスにおいて、引率の進路指

学者選抜方法の改善に現場の適切 ため、大学内の説明会やオープンキャンパス、定期的な 導担当教諭等から本学の入試に関する意見を徴した。
な声を反映させる。 高校訪問の他、高校の進路指導担当教諭等との懇談会を ・県内の主な進学校（22校）の進路指導担当教諭との懇談会を開催

実施する。 し、本学の入試に関し意見交換を行った。
・県外における大学説明会を実施する。 ・県外を会場とした大学説明会として「大学コンソーシアムやまが

た」合同の仙台市での大学説明会、「山形大学東京サテライト」で
の同じ建物に入居している他大学との共同による大学説明会を実施
した。

・これまでの情報交換を踏まえ、平成19年度入学者選抜試験におい
ては、以下の改訂を行った。
①一般選抜で課す個別学力検査の教科・科目の見直しを行い、一

般選抜の多様化を図った（人文・地域教育文化・工学部）。
②数学・理科の履修者に限定した新たな推薦枠制度を導入し、推

薦入試の多様化を図った（地域教育文化学部）。
・入学者選抜調査研究専門委員会において、県内外の主な進学校を
訪問（県内16校、県外31校）し各種情報を入手するとともに、入学
後の教育効果と入学者選抜方法との相関関係を検証するなど「多様
化した選抜方法による入学した学生の追跡調査」に取り組んだ。

【1-4】 【1-4】
入学者選抜方法や入学試験問題 ・入学者選抜方法に関する評価や試験問題の評価を行う ・入学試験委員会において、外部委員を含む「山形大学入試評価委

の見直しと改善を図るため、外部 ため、外部委員も参加する組織を構築する。 員会規則」案を作成し、入試緊急対策本部の方針に委ねることにし
委員も参加する評価組織を構築す た。
る。 ・入学試験委員会において、岐阜大学等67大学と共同して「大学過

去問題活用宣言」を行うことを決定し、平成20年度入試から活用す
ることとした。

2)教育課程に関する具体的方策
【1-1】 【1-1】

学習指導要領改訂（平成15年度 ・学習指導要領改訂（平成15年度高校入学生より適用） ・教育委員会における検討の結果、学習指導要領改訂に対応するた
高校入学生より適用）による入学 による教養教育への影響については、各領域・授業科目 め、理系科目に基礎教育的性格を持つ授業を増やすこととした。ま
生への影響について調査・研究し、の担当者を中心に調査･検討を行い、教育内容の必要な た、平成19年度から工学部学生を対象に物理学１科目２単位（力学
教養教育及び専門基礎教育の内容 見直しを進める。その状況を踏まえて教育委員会で教養 の基礎）の履修を推奨することとした。
の必要な見直しを行うとともに、 教育の見直し及び改善策を構築する。
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補習教育の実施方法及び内容の適 ・補習教育については、実施学部において高校での履修 ・補習教育を必要とする理・工・農学部においては、基礎数学・基
正化を図る。 内容の変化に適切に対応する。 礎物理等の補習授業を実施した。

【1-2】 【1-2】
現行の一般教育科目の種類・内 ・教育委員会において開講コマ数の見直しを行うなど、 ・教育委員会において、一般教育科目の前・後期の開講コマ数の比

容・履修の在り方についての見直 一般教育の改善を進める。 率の適正化、非常勤講師による開講コマ数の大幅削減、教養セミ
しを行う。 ナー開講コマ数の増加、スポーツ実技の開講コマ数の削減とスポー

ツセミナーの新規開講についての見直しを行い、いずれも平成19年
度から実施することとした。

【1-3】 【1-3】
情報処理能力、討論・発表・文 ・教養セミナーの転換教育的役割及び量的拡充と質的向 ・教養セミナーの転換教育的役割及び量的拡充と質的向上につい

章作成能力など、基本的なリテラ 上について点検・評価を行い、リテラシー教育の一層の て、教育委員会で点検を行った結果、コマ数を増やしてリテラシー
シーの養成を目的として授業内容 充実を図る。 教育の一層の充実を図ることとした。
を改善し、教育課程を再構築する。 ・学術情報基盤センターと連携して、情報処理教育科目 ・教養教育の「情報教育」を受講生の興味や習熟度に応じて「一般

の教育内容の実態について点検・評価を行い、情報処理 コース」（情報処理教育科目）と「発展コース」（情報処理教育科目）
に関するモラル教育を実施する。 に分けて実施することによって教育内容の整備、充実を図るととも

に、開講形態の一元化を図った。
・情報教育については、統一テキストの見直しを行い情報モラルに
係る内容を組み込んで授業を実施するとともに、各学部学科により
発展コースの内容も含めて受講可能とした。

【1-4】 【1-4】
一般教育科目として他学部学生 ・ＩＴ技術を用い、他学部学生に受講させることのでき ・一般教育科目として他学部学生が受講可能な専門教育科目の数

に受講させることのできる専門科 る専門教育科目について一般教育科目として拡大する。 は、平成18年度の１コマから平成19年度には人文学部６コマ、農学
目を拡大することにより、教養教 部からＩＴを用いて４コマが新規に開講予定であり、計10コマに大
育と専門教育の有機的連携を強め、 幅に増加した。
教養教育の充実を図る。

【2-1】 【2-1】
英語(C)〈コミュニケーション英 ・英語教育検討委員会が策定した能力別教育を目的とし ・英語教育検討委員会が策定した新英語教育案を工学部１年次の３

語〉と英語(R)〈読解〉の趣旨を徹 た新英語教育案の教育効果等を検証するための試行を行 クラスで試行した。その結果を踏まえて、外国語教育センターでは、
底し、英語(C)については少人数の い、その結果について分析し、平成19年度から本格的に ネイティブスピーカーを活用した習熟度別少人数クラスを編成し、
クラスとし、ネイティブスピーカ 実施するための具体的検討を推進する。 ＴＯＥＩＣの活用を核とした、より効果的な英語教育を実施するこ
ーの活用を図る。 ととした。

・平成19年度に「外国語教育センター」を設置し、英語教育及び初
修外国語教育の充実を図ることとした。

【2-2】 【2-2】
Call Lab室のハード・ソフト面 ・Call Lab室における授業、自習のためのＴＡの配置・ ・教養教育、人文学部、医学部及び工学部で個々に導入していた英

の充実を図り、マルチメディアに 教材等を一層充実させ、多面的な語学教育の学習機会を 語教育のe－ラーニングシステムを、平成19年度に学術情報基盤セ
よる多面的な語学教育を提供する 提供する。 ンターのサーバに一元化し、全学的な利活用を図ることとした。
と同時に、学生の自学自習にも供 ・再履修生及び遠隔地キャンパスの学生の自学自習のた ・授業期間中は、毎日２人のＴＡをCall Lab室に配置し、多面的な
する。 めにe－ラーニングの利用を推進する。 語学教育の学習機会を提供した。

・再履修生や遠隔地キャンパスの学生のためのｅ－ラーニングにつ
いては、上記e－ラーニングシステムの一元化を踏まえて検討する
こととした。

・人文学部では、コンピュータ・システム利用による外国語教育を
Call演習室として整備し、実践的外国語教育のための方策を盛り込
んだ新しいカリキュラムを実施した。
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【2-3】 【2-3】
海外での語学研修制度を整備し、・ニューヨーク州立大学を始め、英語圏の複数の大学と ・ニューヨーク州立大学を始め、英語圏の大学間交流協定に基づき、

異文化の中で生きた外国語体験の 語学研修に関する提携を行う。 短期交換留学制度を整備するとともに、短期留学生教育コースとし
機会を提供するとともに、単位認 ・海外での語学研修制度を整備し、異文化の中で生きた て「Japan Studies Program」を平成19年度から開講することとし
定制度を整える。 外国語体験の機会を提供する。 た。

・国際交流協定を締結している機関との交流を充実さ ・大学間交流協定大学への短期留学生派遣を募集し、７人の学生を
せ、学生に外国体験の機会を提供する。 平成19年度から派遣することとした。

・海外での語学研修制度については、派遣大学の該当部門と具体的
検討を進めた。

【2-4】 【2-4】
英語を国際語と捉えた上で、初 ・英語も含めた初修外国語教育において、ＴＯＥＩＣの ・平成19年度から、ＴＯＥＩＣ試験を新入生全員に前・後期１回受

修外国語教育については、教育目 活用や少人数教育など実施体制の見直しを行う。 験させることとし、その結果を成績評価に一定割合で反映させるこ
的を明確化するとともに、選択制 ととした。
による発展コースの開設を図る。 ・初修外国語については、平成19年度から、人文学部で開講する

専門教育科目（独語、仏語、露語、中国語）を「発展コース」と
して開放し、内容の充実を図るとともに、新たに韓国語を初修外
国語として整備することとした。
・「英語教育検討委員会」が策定した新英語教育案を工学部１年次
の３クラスで試行した結果を踏まえ、平成19年度に新設する「外
国語教育センター」で、年間24コマの授業を担当する非常勤講師
３人を採用することにより、約60コマを増加し、習熟度別少人数
クラスを編成することとした。

【3-1】 【3-1】
エネルギー・環境・食料・人口 ・21世紀の諸課題への対応能力を養成するため、学部・ ・21世紀の諸課題への対応能力を養成するものとして、以下の授業

問題等、21世紀の諸課題に対応で 学科の枠を超えたオムニバス形式の学際領域の授業科目 を開講した。
きるよう学際領域の授業科目の充 の充実を図る。 「成せばなる21世紀の大問題」
実を図る。 ・各学部においても、エネルギー・環境・食料・人口問 「現代社会の諸問題」

題等に関する授業科目の充実を図る。 「有機農業の現場で『自然と人間の共生』を考える」
「フィールドワーク－共生の森もがみＡ・Ｂ」
「食料生産と地球環境」
「新しい山形を作る人々」

・人文学部では、「環境と経済」「環境地理学(一)(二)」「地圏環境
論演習」「環境地理学演習」などの授業科目を開講した。
・地域教育文化学部では、1・2年次対象の学科共通科目及び基盤・
専門科目を通じて食関連、住関連等の授業科目を開講した
・理学部では、サイエンスセミナーにおいて「データが語る地球」
「生物の多様性」などの授業科目を開講した。
・工学部では、エネルギー・環境をキーワードとする教養教育科目
として「エネルギーと環境」「環境論」などの授業科目を開講した。
・農学部では、「食料生産と地球環境」「農地と人間」「生物環境論」
などの授業科目を開講した。

【3-2】 【3-2】
高い倫理観・社会意識を育む授 ・山形大学卒業生によるオムニバス方式の講義などを開 ・高い倫理観や社会意識を育むため、学長主催を含む以下の授業を

業科目を設ける。 講し、倫理観、社会意識を育む学際領域の授業科目の 開講した。
充実を図る。 「山大マインド－先輩の話を聞いてみよう－」

「新しい山形を作る人々」
「なぜ人を殺してはいけないのか」
「現代社会の諸問題」
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「有機農業の現場で『自然と人間の共生』を考える」
「フィールドワーク－共生の森もがみＡ・Ｂ」

・医学部医学科では、医学医療原論を開講し、生命倫理を扱う授
業を取りまとめ、倫理教育の充実を図った。
・医学部看護学科では、臨地実習を通した人間関係の形成と信頼
性を培うための指導を本年度も継続・発展させた。
・工学部では、工学倫理に関する授業科目として「情報倫理」「技
術者倫理」等を開講した。
・農学部では、「21世紀における人類の課題と展望－食の安心・安
全と生活環境－」を開講した。

【4-1】 【4-1】
チュートリアル教育の導入など、・課題探求解決能力、コミュニケーション能力、実践力 ・教育委員会で検討を行い、平成19年度から教養セミナーの開講コ

学生参加型授業の充実と質的向上 等の養成のため、教養セミナーの充実などにより少人数 マ数を10コマ増やすこととし、少人数クラスによる課題探求解決能
を図る。 教育の積極的活用を図る。 力、コミュニケーション能力養成の充実を図った。

・野外実習、文献講読等の学生参加型授業を充実する。 ・各学部において、野外実習、文献講読等の少人数セミナー、卒業
研究指導等の授業の中で「課題探求能力」の育成を図ったほか、教
養教育の「フィールドワーク 共生の森もがみ」など学生参加型授
業の充実を図った。

【4-2】 【4-2】
各種資格試験、公務員採用試験 ・各種資格試験、公務員採用試験に対応した授業の実施 ・小白川３学部学生を対象とした公務員講座を開設した。演習科目

に対応した授業を充実する。 状況について点検を行い、充実を図る。 を60数人、講義を約80数人の学生が受講した。
・ＪＡＢＥＥの認定を目指す学部、学科においては、対
応した教育プログラムの実施を図る。 ・人文学部では、公務員採用試験、各種資格試験に対応し得る新し

いカリキュラムを目指してきたが、その一環として平成18年度から
キャリアガイダンスの授業科目を開講した。
・「教職研究総合センター」では、教員採用試験対策講座を開設し、
教員採用試験合格率の向上に努めた。また、教員免許の取得方法を
医学部を除くすべての学部の学生を対象に指導した。
・工学部物質化学科化学専修コースがＪＡＢＥＥ中間審査を受け認
定された。
・農学部では、ＪＡＢＥＥに対応した技術養成のための教育カリキ
ュラムＪＡＢＥＥ委員会を設置し、教育を実施するための条件等の
検討を行った。

【4-3】 【4-3】
単位取得状況、ＧＰＡの分布、 ・ＹＵサポーティングシステムによって学生の履修状況 ・「ＹＵサポーティングシステム」により、履修状況の把握とアド

履修状況、学生に対するアンケー の把握と支援を引き続き行うとともに、授業アンケート バイザーによる１年次からの履修指導及び学習サポートルームによ
ト調査などを踏まえ、教育課程の 調査の結果を分析し、教育課程の改善・充実を図る。 る履修と学習の支援をＧＰＡの分布を踏まえて実施した。
改善・充実を図る。 ・アドバイザー連絡委員会、学習サポートルーム運営委員会、学

務情報システム管理委員会を統合し、より統合的・有機的にＹＵ
サポーティングシステムが機能するよう改善した。
・学生のアンケート調査結果を踏まえ、より実践的な教育への改
善が必要とされる英語教育については、「外国語教育センター」の
設置を決定し、少人数教育の実施、ＴＯＥＩＣ試験の導入等、内
容面での充実を図った。さらに、初修外国語については発展コー
スの授業を設けた。

教養セミナーについてのアンケート調査結果に基づき、講義形
式からセミナー形式への授業形態の転換を図った。
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【4-4】 【4-4】
大学院教育との接続も見据え、 ・学部で完結する専門教育の充実を図るとともに、大学 ・各学部のアドミッション・ポリシーに基づく学士課程の教育の充

専門教育の充実・再構築を図る。 院教育に直接的に接続し、スムーズに移行できる学部専 実を図るとともに、大学院教育へのスムーズな接続を踏まえた専門
門教育カリキュラムを整備する。 教育のカリキュラム編成の見直しを図った。

・人文学部では、平成18年度後期にキャリアガイダンスの授業科目
を設置し、就職、大学院進学を含めた総合的進路指導教育を行った。
・地域教育文化学部では、新学部に接続する大学院修士課程の構想
案を策定した。
・医学部医学科では、優れた臨床医を養成するため、臨床実習にウ
エイトを置いた新カリキュラムを構築中である。
・工学部では、大学院教育との接続を図るため、平成18年度から、
学部４年生の中で進学を確定した学生が大学院授業を受講できる制
度を整備した。

【4-5】 【4-5】
卒業研究等を通して、卒業年次 ・卒業研究等を通して、課題発見・解決能力、コミュニ ・医学部を除く各学部において、卒業年次学生全員を対象とする卒

学生の専門的思考や技術を高める。ケーション能力、技術者倫理等の能力を高める。 業研究や卒業論文の指導を通して、各学部の特性に応じた専門的思
考や技術力の向上を図った。具体的には、
①単独で執筆する「卒業論文」に加え「グループ卒論」の導入
②研究室ごとの少人数による卒業研究
③学科ごとの発表会の実施、技術者倫理教育，自主的・継続的な

学習を通して問題解決能力やコミュニケーション能力を育成
④フィールド型の実験実習・野外演習の導入

の措置を行った。

3)教育方法に関する具体的対策
【1-1】 【1-1】

教育方法の改善のための専門組 ・高等教育研究企画センター及び教育委員会が連携して ・新たに専任教員１人を配置した高等教育研究企画センターを中心
織を設け、教育活動の改善・充実 教育能力の向上と授業方法の改善を推進する。 に、教養教育ワークショップ、教養教育ＦＤ合宿セミナー、公開授
に具体的かつ実践的に取り組む。 ・高等教育研究企画センターを中心に、教育活動及び教 業とその検討会等を実施して、ＦＤの内容の充実化と一層の推進を

育成果の評価・分析に基づく教育方法の改善を図る。 図った。

・各学部においても専門性に合った独自のＦＤが精力的に行われ
た。地域教育文化学部では、学生と教員が「学部授業改善懇談会」
を開催した。

【1-2】 【1-2】
全学部で学生による授業評価を ・全学部で学生による授業評価を実施し公表するととも ・全学部で学生による授業評価を実施・公表するとともに、その結

原則として毎学期行い、評価結果 に、評価結果をＦＤ活動に積極的に活用する。 果を担当教員にフィードバックし授業改善に役立てた。
を教育方法の改善・充実に積極的 ・高等教育研究企画センターにおいて、学生による授業 ・高等教育研究企画センター年報を発行し、教育活動及び教育成果
に活用する。 評価の内容公表と結果に関する分析を継続して行い、教 の評価・分析に関する研究結果を公表した。

育改善に役立てる。

【2-1】 【2-1】
放送大学及び県内高等教育機関 ・既に県内高等教育機関との単位互換を実施している ・山形・群馬・愛媛・徳島・熊本の５大学間で締結している「教育

との単位互換制度を確立し、国内 が、更に国内外の高等教育機関との単位互換を推進する。・研究の交流に関する協定」に基づき、本学工学部の学生が熊本大
外の高等教育機関との単位互換に ・「大学コンソーシアムやまがた」加盟の高等教育機関 学工学部がe-ラーニングで開講している「光電工学」を平成19年
ついても検討する。 との単位互換を実施するとともに、その成果について点 度後期に受講することを決定した。

検を行う。 ・「大学コンソーシアムやまがた」加盟９機関においての単位互換
制度を活発化した。
・大学間交流協定を締結したニューヨーク州立大学との単位互換の
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具体的内容を決定した。

4)成績評価に関する具体的方策
【1-1】 【1-1】

成績評価の基準と方法に関して ・教育委員会及び各学部において、教養教育及び専門教 ・平成16年度から導入したＧＰＡを活用して、授業科目区分や領域
制度上の改善を行う。 育における成績評価の基準をシラバスに明示し、厳格な ごとの成績分布について調査を行い、それを基に、授業方法に応じ

成績評価を実施する制度を確立する。 た適切で厳格な成績評価の基準設定について引き続き調査・研究を
行った。また教員に対して、シラバスに評価の基準と方法を明示す
ることを徹底した。
・教養教育では、授業担当者が自ら適切な成績評価を行うため、教
育目標・カリキュラム・授業実施状況等の点検評価を行う「領域別
授業担当者会議」を設置し、平成19年度から運営することとした。
また、成績評価に関する学生からの質問に適切かつ迅速に対応で

きるシステムを構築し平成19年度から機能するよう準備した。

【1-2】 【1-2】
各授業の到達目標と評価項目及 ・シラバスの記載の在り方の具体的な点検を継続し、改 ・シラバスの記載の在り方について引き続き点検し、授業の到達目

び評価基準をシラバスに明記する。善に努める。 標・評価項目・評価基準等をシラバスに明記することをより徹底し
・科目の学習教育目標の達成に整合性をもつ成績評価方 た。特に、学生からの要望を基に評価基準についてより分かりやす
法と評価基準を設定し、シラバスに記載する。 いものにするよう努めた。

〔大学院課程〕
1)アドミッション・ポリシーに関
する具体的方策
【1-1】 【1-1】

推薦入試の導入を図る。 ・修士課程における推薦入学制度の実施方法を具体的に ・社会文化システム研究科では、現職教員など多様な社会人や外国
検討する。 人留学生の受入れを促進するため、職業経験や研究経歴の評価など
・理工学研究科では、推薦入試においてアドミッション を組み入れた受験資格審査を行うとともに入試方法を多様化を図
・ポリシーに基づいた選抜方法を確立する。 り、新制度として推薦入学制度を導入し、３人の入学者を確保した。

・理工学研究科（工学系）に加え、理工学研究科（理学系）物質生
命科学専攻でも、新たにアドミッション・ポリシーに基づいた推薦
入試を実施した。

【1-2】 【1-2】
志願者との事前相談体制を確立 ・志願者にアドミッション・ポリシーの周知を図るため ・医学系研究科では、医学専攻と生命環境医科学専攻に加え、看護

する。 に事前相談会を開催する。 学専攻も事前相談会を開催した。
・他の研究科においても、ホームページの充実を図るとともに、照
会への対応は、担当教員を中心に迅速に行った。

【1-3】 【1-3】
ホームページを充実し、学生募 ・研究科の入試情報に関するホームページを充実し、公 ・各研究科では、教育・研究内容などをホームページに多くの写真

集要項等、受験に必要な情報をす 開する。 を用いて、更に分かりやすく紹介するとともに、学生に意見を求め、
べて公開する。 受験生が真に必要としている情報の整備・充実を図った。

【2-1】 【2-1】
自治体、企業等を訪問し、社会 ・地方自治体、企業等への計画的な訪問を行い、社会人 ・各研究科では、引き続き地方自治体、企業等への訪問や説明会を

人入学制度の周知を図る。 入学制度の周知を図る。 実施して社会人入学制度の周知に努めた。その結果多くの研究科で
社会人入学者が増加した（94人：前年度比59％増）。
・社会文化システム研究科では、山形県庁への訪問や県内各市町村
への募集要項の郵送を通して社会人入学制度の周知を図った。
・教育学研究科では、山形県教育委員会に募集要項などを持参し、
現職教員向けの入試方法や修学上の特例について説明を行った。そ
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の結果、11人が入学した。
・社会人の学び直しの機会提供を主眼とした再チャレンジ支援経費
として平成19年度特別教育研究経費3,100万円が社会文化システム
研究科、医学系研究科、理工学研究科（工学系）及び農学研究科の
各プログラムに対して措置されることになった。

【2-2】 【2-2】
入学資格審査制度について周知 ・入学資格審査制度の個々の問い合わせに的確に対応す ・各研究科において、ホームページなどを 大限に利用し、広報に

を図る。 るとともに、ホームページでの公開を通じ、広く周知を 努めた。
図る。 また、個々の照会に対して迅速に適確な説明ができるよう担当者

の教育を行った。

【2-3】 【2-3】
日本語に加え英語のホームペー ・英語版ホームページにおける掲載内容の更なる充実を ・英語版ホームページに、学部・研究科の掲載に加えて学内共同教

ジを充実させ、海外への周知を図 図る。 育研究施設、保健管理センター等を追加し充実を図った。
る。 ・外国人留学生向けに入学案内や募集要項などに英語表 ・平成19年度入試に係る、英語版の外国人留学生向け入学案内を作

記を加える。 成し、これをホームページに掲載して内容の周知を図った。

2)教育課程に関する具体的方策
【1-1】 【1-1】

高度職業人養成に必要な実践的、・専攻分野の領域の再構成を含め、高度職業人養成に必 ・理工学研究科では、カリキュラム委員会で中教審答申「新時代の
実務的科目を開講し、社会人の再 要な再教育のカリキュラムを具体的に検討する。 大学院教育」を踏まえた系統的な大学院カリキュラムについて検討
教育、キャリアアップにも対応す を開始した
る。 ・教育学研究科では、現職教員の再教育のコースを継続的に開講し

た。

【1-2】 【1-2】
英語でのプレゼンテーション能 ・英語でのプレゼンテーション能力を向上させるための ・医学研究科では、英語のみで行うセミナーやカンファレンスを継

力の向上を図る。 授業科目を開講する。 続して実施した。
・国際研究集会への参加や海外でのインターンシップ及 ・教育学研究科では、実践的な英会話のコースを開講した。
びフィールドワークなどを活用して英語でのプレゼンテ ・理工学研究科では、学部長裁量経費で海外派遣学生を支援する制
ーション能力の向上を図る。 度を平成17年度から実施している。
・英語圏の国際交流協定締結大学間における単位互換制 ・国際交流協定大学への短期派遣留学制度による平成19年度派遣留
度の活用を推進する。 学説明会を開催し、約70人の学部学生・大学院学生が参加した。

【1-3】 【1-3】
ＲＡ（研究補助者）を活用した ・ＲＡ（研究補助者）を活用した共同研究等を通じて研 ・理工学研究科30人、医学系研究科35人のＲＡを採用し、研究能力

共同研究等を通じて研究能力を養 究能力を高める。 の養成を図った。
成する。

【1-4】 【1-4】
教育課程の成果について、在学 ・学生による授業評価を行い、その結果を教員にフィー ・教育学研究科、医学系研究科及び農学研究科では在学生を対象に、

生や社会で活躍する修了者及び受 ドバックし、授業改善に反映させる。 理工学研究科では卒業生を対象としてアンケート調査を実施し、そ
け入れ企業等に対してアンケート ・卒業生の受け入れ企業等に対して聞き取り調査及びア の結果を教育プログラム改訂などの改善に反映させた。
調査を実施し教育改善に反映させ ンケート調査を実施し、教育改善に役立てる。 また、各研究科では、就職に係る企業訪問の際に教育に係る聞き
る。 取り調査を行い、その結果を教育改善に反映させた。

3)教育方法に関する具体的方策
【1-1】 【1-1】

修士課程（博士前期課程）につ ・修士課程（博士前期課程）の授業シラバスの作成を行 ・社会文化システム研究科、教育学研究科、理工学研究科、農学研
いては、授業シラバスを作成する。 い、教育効果の向上を図る。 究科では、留学生、社会人等多様な大学院学生に配慮したシラバス

・留学生、社会人等多様な大学院学生の学力や研究テー を作成し、教育効果の向上を図った。
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マに合わせたシラバスを構築する。 ・医学系研究科生命環境医科学専攻では、多様な大学院学生に適用
し得る平成19年度の授業シラバス構築に取り組んだ。

【1-2】 【1-2】
ＴＡ（教育補助者）を活用し、 ・大学院学生をＴＡ(教育補助者）として活用し、学部 ・平成18年度に採用したＴＡは、社会文化システム研究科 24人、

学習支援体制を整える。 学生の学習支援を行う。ＴＡの実践を通して、大学院学 教育学研究科 41人、理工学研究科 309人、医学系研究科 53人、農
生自らの教育能力の向上を図る。 学研究科 82人、計 509人であった。大学院生の指導力向上のため

の制度として効果的であり、また、大学院生と学部学生との交流に
大きな役割を果たした。

【1-3】 【1-3】
各研究科間の教育交流や社会と ・理工、医工、医工農セミナー等研究科間のジョイント ・理工学研究科、医学系研究科、農学研究科間で、「生命・環境科

の連携を進める。 セミナーを通して、各研究科間の教育交流の活発化を図 学交流セミナー」を開催し、大学院学生が研究成果を発表すること
る。 により、教育・研究の交流の更なる進展に大きく寄与した。
・社会人の就学と職業の両立の可能性を更に拡大するた ・社会文化システム研究科、理工学研究科、医学系研究科看護学専
めに長期履修制度を導入するとともに、行政担当者等に 攻に加え、医学系研究科医学専攻及び生命環境医科学専攻にも長期
よる講義を継続するなど、社会との連携充実を図る。 履修制度を導入し、社会人の就学と職業の両立に努めた。

・理工学研究科、農学研究科に加え、教育学研究科でも行政担当者
による講義を導入した。

4)成績評価に関する具体的方策
【1-1】 【1-1】

個々の授業・演習ごとに到達度 ・各授業の到達目標を設定し、成績評価基準を明確化し ・社会文化システム研究科、教育学研究科、理工学研究科、農学研
を明示し、成績評価の方法・基準 た厳格な成績評価を行う。 究科ではシラバスの中で当該授業の到達目標と成績評価基準を明記
を策定・実施する。 した。

・学位論文の研究中間発表を実施し、個々の研究進捗度を明らかに
し、到達度の上昇を図った。
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Ⅱ 教育研究等の質の向上の状況
(1) 教育に関する目標
③ 教育の実施体制等に関する目標

中 １．教育目標の達成と教育成果の向上のため、教員の教育業績を適切に評価し、教職員の適正な配置に努力する。
期 ２．教育環境の充実を図るため、教育施設の整備を進める。
目 ３．教育の質の向上を図るため、組織体制の整備と研究活動の充実を図る。
標

中期計画 年度計画 計画の進捗状況等

（３）教育の実施体制等に関する
目標を達成するための措置
【1-1】 【1-1】

教員の教育活動に関する評価手 ・基本構想委員会で策定した教員の個人評価指針により ・基本構想委員会で策定した「教員の個人評価指針」に基づき、平
法の検討を進め、教育業績の正当 各部局ごとに教員の個人評価を実施し、教育効果の向上 成18年度から各部局で教員の自己点検・評価を実施した。
な評価を行うとともに、教育能力 を図り、教育能力に配慮した教員の採用を進める。 ・「教員の個人評価指針」の客観性及び公正性について検証を行い、
に優れた教員の採用を進める。 本人の能力評価や業務評価が給与に適正に反映される方策について

検討するワーキンググループを基本構想委員会の下に設置するこ
とを決定した。
・採用候補者の審査にあたっては、全部局において「研究」業績の
みでなく、「教育」「社会貢献」「管理運営」に関する業績をも考慮
して教育能力に優れた教員の採用に努めた。

【1-2】 【1-2】
総合大学としての総合性を活か ・高等教育研究企画センターと各学部等が連携し、他学 ・各学部、高等教育研究企画センターその他の学内共同教育研究施

し、多様な教員の参加をもって教 部学生に受講させることのできる専門教育科目について 設及び学内共同利用施設の多様な分野の教員が、教養教育を担当し、
育の充実を図る。 一般教育科目として拡大するなど、多様な教員の参加に 各分野での 新の研究成果を生かした教養教育の充実を図った。

より教育を充実させる。 ・一般教育科目として他学部学生に受講させる専門教育科目の数
は、平成18年度の１コマから、平成19年度は人文学部６コマ、農学
部からＩＴを用いて４コマが新規に開講予定であり、計10コマに増
加した。

【2-1】 【2-1】
快適な教育環境の充実を図るた ・教室のエアコン整備、トイレ改修を含めた教育設備の ・教室のエアコン整備、トイレ改修を含めた教育設備の改修を全学

め、教室や教育設備の改修・更新 改修を進め、計画的に快適な教育環境の充実を図る。 的整備計画に基づき、計画的に実施した。
を進める。 ・学生自習室の使用状況を調査し、その在り方を見直す ・留学生の修学環境を改善するため、留学生センターの教室にエア

とともに、学生が利用するネットワーク環境を整備する。コンを設置した。
・英語教育において少人数クラスを編成するため、教養教育３号館
の全教室に視聴覚機器を整備した。
・講義等に対する設備・機器を整備し、ビデオ受信を可能とした。
・ネットワークとコンピュータ環境の維持・管理を行うとともに、
その更新に必要な取組を行った。
・学生の自学自習を促進するため、大学会館、附属図書館、多目的
室等に無線ＬＡＮを整備した。
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・人文学部１号館、医学部臨床研究棟及び医学部会館のトイレ改修
を行った。

【2-2】 【2-2】
学生の自習やグループ学習を進 ・学生の自習やグループ討論・グループ学習のために、 ・平成17年度に構築した教室予約システムを活用し、小白川地区３

めるため、空き教室の活用や自習 自習室・カンファレンスルームの充実を図り、空き教室 学部の教室を一括管理して、空き時間帯に随時自習等に使用できる
室等の整備を図る。 の有効活用を進める。 よう提供した。

・セミナー室を夜間、学生に開放し、学生の自習室、リフレッシュ
ルーム及び談話室などの充実を図った。
・中央図書館の試験期間中の開館時間を、平日は22時まで（通常期
は20時まで）、土日祝日は10時～18時まで(通常期は13時～17時半ま
で)延長し、学生への便宜を図った。
・中央図書館の貸出条件を変更し、貸出冊数・期間を大幅に拡大し
た。

【2-3】 【2-3】
附属図書館における学生自習用 ・学習意欲を向上させる学習環境を提供するため、各学 ・学生用図書購入費により、学生用図書収書基準に基づき、学習用

図書や検索用コンピュータ端末の 部からの予算措置に基づいて学習用図書、教養図書及び 図書5,661冊を新たに購入した。
整備・充実を進める。 専門図書の充実並びに情報検索等の整備を推進する。 ・図書館情報システムを更新し、学生のための情報検索用パソコン

24台を新たに導入した（平成19年２月現在、中央館11台、医学部分
館３台、工学部分館７台、農学部分館３台）。これにより既整備の
パソコンを含めると89台となった。

【2-4】 【2-4】
教育施設の情報化を推進し、Ｉ ・学術情報基盤センターと高等教育研究企画センターが ・高等教育研究企画センターの学外連携推進部門に「e－ラーニン

Ｔ（情報技術）、マルチメディアを 連携して、e－ラーニングシステムの活用による教育・ グ推進室」を設置し、e－ラーニング活用についての新体制を整備
活用した教育手法の研究開発を推 研究環境の充実を図る。 した。また、e－ラーニングの充実に向けて、ＬＭＳ（授業支援シ
進する。 ステム＝Learning Management System）及びコンテンツ作成用スタ

ジオを整備するとともに、e－ラーニング実施に関する学内申し合
わせを策定した。
・一般教育科目で前期５コマ、後期６コマの授業をe－ラーニング
システムを活用して開講した。また、e－ラーニングに関する説明
会・講習会を４回開催した。

【2-5】 【2-5】
分散キャンパス間の高速遠隔授 ・分散キャンパス間のe－ラーニングシステムを導入す ・高等教育研究企画センター学外連携推進部門に「e－ラーニング

業システムを整備する。 る。 推進室」を設置しe－ラーニング活用体制を整備した。
・e－ラーニングを活用した授業として、教養教育科目前期５コマ、
後期６コマを開講し、学内のキャンパスにはリモート講義方式によ
り配信した。
・情報メディア基盤の更なる整備・充実を図るため、「分散キャン
パスの特性を活かした「21世紀型教養教育への改革」」として企画
し平成19年度概算要求していたプロジェクトが採択された。

【3-1】 【3-1】
大学教育の在り方、授業法、Ｆ ・平成16年度に設置した高等教育研究企画センターに専 ・新たに専任教員１人を配置した「高等教育研究企画センター」を

Ｄ、教育評価及び大学と社会との 任教員を配置し、大学教育の在り方、授業法、ＦＤ、教 中心に、教養教育ワークショップ、教養教育ＦＤ合宿セミナー、公
連携教育（社会人教育、生涯学習、 育評価及び大学と社会との連携教育等に係る研究を進め 開授業とその検討会等を実施するなど、ＦＤの内容の充実化と教育
リカレント教育等も含む）等につ る。 方法等改善の研究を継続し、その成果を研究年報で公表した。
いての研究を遂行するために、新 また、平成19年度から新たに｢ＦＤ・授業支援クリニック部門｣を
たな組織体制（「高等教育研究企画 設置することとした。
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センター」）を設置する。

【3-2】 【3-2】
教育の質の改善について、実践 ・授業改善のための研究と実践に関する冊子を年度ごと ・教育方法等改善委員会による「教養教育授業改善の研究と実践（山

や調査研究の成果を定期的に刊行 に作成する。 形大学教養教育改善充実特別事業報告書）」を継続して発行した。
する。 また、平成18年度から新たに高等教育研究企画センターの「研究年

報」及び「ＩＣＴ教育ハンドブック」を発行した。

【3-3】 【3-3】
英語教育を中心とする語学教育 ・平成16年度に発足した英語教育検討委員会において、 ・英語教育検討委員会及び教育委員会の検討結果を踏まえ、英語教

の効果的実施及び研究開発のため 英語教育の一層の充実を図る。 育及び初修外国語教育の中心となる新たな組織「外国語教育センタ
の組織的基盤の確立に向け、全学 ー」を平成19年度に設置することとした。
的な検討委員会を発足させる。

【3-4】 【3-4】
学生による授業評価をＦＤ活動 ・毎年実施している学生による授業評価における学生の ・学部学生・大学院生・教員による授業評価アンケートを実施し、

など教育改善に積極的に結びつけ 意見･要望等を踏まえ、また、「地域ネットワークＦＤ樹 冊子にまとめ公表した。これらの結果を分析・検討することにより
る。 氷」の活動を通して積極的に教育の改善を図る。 教育改善に積極的に結びつける努力を継続的に行った。

・学生モニターによる「大学生ＦＤ会議」を地域ネットワークＦＤ
「樹氷」（平成16年度「現代ＧＰ」に採択）において実施し、授業
評価の活用についての検討を進めた。
・授業改善アンケートの結果は、授業担当者ごとに還元し、自発的
な授業改善を促すとともに、公開授業とその検討会・ワークショッ
プ・ＦＤ合宿研修等で積極的に活用した。

【3-5】 【3-5】
シラバス記載内容の質的改善を ・シラバスの点検・評価を継続的に行い、教育委員会で ・授業の到達目標・評価項目・評価基準等の記載事項ごとにシラバ

図るとともに、授業の特性に合わ 質的な改善充実を図る。 スの点検を継続し、改善を図った。
せたシラバスの在り方を検討し、 ・学生に有用な情報をホームページ等を通じて迅速に提 ・附属図書館では、シラバスに掲載された参考文献（図書）の網羅
学生にとって必要な情報を十分提 供する。 的収集を行い、４館合計で指定数4,997点（延べ点数）に対して、
供できるよう改善する。 89.1％の図書を収集した。また、収集した参考文献（図書）の図書

館での所蔵状況・貸出状況がホームページ等を通じて参照できるシ
ステムを開発し稼働させた。
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Ⅱ 教育研究等の質の向上の状況
(1) 教育に関する目標
④ 学生への支援に関する目標

中 １）学習支援に関する基本方針
期 １．多様な学生一人一人の能力を 大限に伸ばすため、きめ細かな学習支援体制の充実を図る。
目 ２）学生生活支援に関する基本方針
標 １．快適なキャンパス生活を実現するため、施設・環境を整備する。

２．課外活動等の活性化と学生の地域貢献活動の促進を図る。
３．学生相談体制の充実を図る。
４．就職支援体制の一層の整備を図る。

中期計画 年度計画 計画の進捗状況等

（４）学生への支援に関する目標
を達成するための措置
1)学習支援に関する具体的方策
【1-1】 【1-1】

学業・生活・進路などについて ・新たなシステムとして導入したＹＵサポーティングシ ・ＹＵサポーティングシステム内の就職支援情報システムのカスタ
指導・助言を行うアドバイザー教 ステムを活用し、アドバイザー教員による修学支援をよ マイズを行い、学生の就職希望や活動記録、決定（内定）情報を学
員を中心に、学習サポート教員及 り一層充実させる。 生自身が入力することにより、就職担当教員、アドバイザー教員か
び関係する部署が連携して学生の ・ＹＵサポーティングシステム教員マニュアルの内容を らの適切なアドバイスを受けることを可能とした。
修学を支援する新たなシステムを 更新し、ホームページに掲載して教員の利用に資する。 ・ＹＵサポーティングシステムの周知については、特に学習サポー
実施し、目標の実現を図る。 トルームに関して、掲示板や大学ホームページ等における掲載方法

を改善した。
・ＹＵサポーティングシステムの教員マニュアルについては、2006
年版を作成して内容の修正と就職指導・個人情報保護についての増
補を行った。
・アドバイザー教員が中心となって学習サポート教員及び関係する
部署が連携して以下の修学支援を実施した。
①成績不振者については、勉学督励・進路指導の措置を行うとと

もに、ＧＰＡ制度に基づき、特段の個別指導を行った。
②各学部の教育関連委員会に設置した対策部会において成績不振

学生に関して、指導を定期的に行った。
③学期当初に行っているオリエンテーションや懇談会などにおい

てきめ細かな履修支援を行った。
④長期欠席者などの学生の動向を把握し、早期に助言・指導を行

った。
⑤学部編入学生について、教育関連委員会を中心に、学習に関す

る助言体制を整備した。
⑥留学生に対して、留学生センターとの密接な連携のもとに学習

支援を行った。

【1-2】 【1-2】
ＧＰＡを活用した機動的な修学 ・ＧＰＡを活用した修学支援を実践しつつ、個々の学 ・アドバイザー教員を中心に、各学部の指導方針の下で、①修得単
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支援を行う。 生に対応した機動的な修学支援を行う。 位数・ＧＰＡ評価点等を基礎に成績不振者に対する特別の指導を行
った。②ＧＰＡ・ＧＰＳ制度により学生自身による自己点検・評価
システムを運用した。以上のように、ＧＰＡを履修指導上の指標と
して積極的に活用した。

【1-3】 【1-3】
必要に応じて授業ごとにＴＡ（教 ・必要に応じて授業ごとにＴＡを配置するとともに、Ｔ ・教養教育においては、情報教育を中心に、キャンパス間のリモー

育補助者）を配置し、きめ細かな Ａの研修会を実施するなどによりＴＡの資質向上を図 ト講義などでＴＡの活用は不可欠であり、54人の学生がＴＡとして
学習支援を実現する。 り、よりきめ細かな学習支援を行う。 活動した。また、ＴＡの資質向上のために研修会を実施（１回）し

た。

・各学部において、総計509人のＴＡを活用し、学部授業における
学生支援、演習・実習・実験の補助、臨地実習等できめ細やかな学
習支援を実現した。

【1-4】 【1-4】
オフィスアワーの設定及び学習 ・オフィスアワーの設定を促進し、学生に対する相談体 ・オフィスアワー設定を引き続き促進し、教養教育に係る教員のオ

サポートルームの設置により、学 制の更なる充実を図る。 フィスアワーの設定が15％以上向上した。
生に対する相談体制の充実を図る。・学習サポートルームの機能と運営体制について、点検 ・学習サポートルーム（学習サポート教員が16時20分から40分間常

・評価を行い、改善を図る。 時待機する体制）については、相談件数の偏在に対応した運営体制
の構築、学生への周知の徹底などの改善を行った。その結果、平成
18年度の学習サポート教員の延べ人数は95人、相談件数は37件とな
り、昨年から50％以上増加した。また、半期ごとに運営上の点検を
行い、本体制がアドバイザー制度の補完的役割を担っていることを
確認するとともに、制度運営上の改善点を抽出した。

【1-5】 【1-5】
意欲ある学生に対する支援シス ・優秀な学業成績を修めた学生や課外活動において優れ ・平成18年度の学長表彰は、課外活動の全国大会等における入賞者

テムの充実を図る。 た成績を修めた学生団体に対して、学長表彰を継続して ４人及び２団体並びに学術研究における成績優秀者１人の計５人、
行う。 ２団体に対して行った。
・成績優秀者に対し、学資等を免除する制度の導入を検 ・成績優秀な入学者に対し入学料及び授業料を全額免除するととも
討する。 に、月額５万円の奨学金を給付（奨学生１人当たり480万円相当、
・学生支援を充実し、奨学金制度や学生支援基金の創設 医学部医学科学生は710万円相当）する制度「山澤進奨学金『山形
を検討する。 俊才育成プロジェクト』」を創設し、平成19年度の募集を開始した。

・山形大学学生支援基金を基に、「山形大学学生支援基金奨学金」
を創設し、授業料等の支払いが困難な学生に５万円を単位とし上限
30万円を貸与する制度を平成19年度から開始することとした。
・授業料の納付について、平成19年度から月払い制度の利用を可能
とし、各人の状況に応じた支払い方法が選択できるようにした。
・全学を対象とした同窓組織「山形大学校友会」を設置して、学生
生活の全学的な活動の支援と会員相互の親交を図ることとした。

・学部における独自の取組例
①各種活動において優れた実績をあげた学生を表彰する学部長表

彰制度の発足又は継続
②４人の学部卒業生に優等賞（内田賞）を授与

2)学生生活支援に関する具体的方
策
【1-1】 【1-1】

各キャンパスの福利厚生施設、 ・昼食時等の混雑緩和を図るため、食堂業務委託業者の ・大学会館食堂の昼食時等の混雑緩和と食堂の効率的な運用を図る
特に食堂等の整備・充実を図る。 協力を得て、食堂の増床を実現する。 ため、平成19年度に食堂を増築（約100席）することを決定した。
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・学生の要望に応えて、自動販売機の増設を検討する。 ・自動販売機を、理学部棟、大学会館２階ロビー、新サークル棟
南側の３か所に増設した。
・大学会館談話室のロビーチェアー88脚の張替修理を行った。

【1-2】 【1-2】
老朽化した課外活動施設を更新 ・老朽化した課外活動施設の更新を既に実施したが、更 ・平成16年度に策定した「主要４キャンパス（小白川・米沢・鶴

し、サークル部室の新設を図る。 に課外活動施設の改築、改修等の施設整備や管理運営に 岡・飯田）整備計画」（マスタープラン）に基づき、平成18年度は
係る方策を全学的・総合的に検討する。 老朽化が著しい課外活動団体部室１号棟（232㎡）の窓・ドアの改

修と屋根の全面改修工事を実施した。
・夜間の課外活動支援として、陸上競技場に夜間照明設備４基を新
たに設置した。
・学生生活運営委員会の下に「体育施設・課外活動施設専門委員会」
を設置し、課外活動施設の管理運営及び利用方法について、総合的
に検討を行った。

【1-3】 【1-3】
個人ロッカーを整備し修学環境 ・個人ロッカーを整備し、修学環境の改善を進める。 ・教養教育２号館に32個及び３号館に144個のロッカーを増設し、

の改善を図る。 小白川キャンパスのロッカー数は530個となった。
・教育実習の修学アメニティーを図るため、附属学校に個人ロッカ
ーを16個整備した。

【2-1】 【2-1】
「学生生活実態調査」を実施す ・平成16年度に実施した「学生生活実態調査」により得 ・平成16年度に実施した「学生生活実態調査」で得られた課題「学

る。 られた課題について、引き続き改善を図る。 生相談窓口の充実」に対する改善策として、投書箱「みなさんの自
由な声」を平成18年４月に設置した。平成18年度は60件の学生の投
書があり、個別の投書に全て丁寧に回答し、以下のような改善を行
った。
①放置されている自転車及びバイクをリサイクル業者と提携し、

撤去及びリサイクルを実現した。
②教養教育棟の女子トイレに擬音を出す「音姫」を設置した。
③サークル棟の窓枠交換及び屋根の全面改修を実施した。

・大学祭実行委員会主催による特別企画として、学生と学長の対談
を２回行い、学生の声を直に聴取し大学運営の改善に役立てた。

【2-2】 【2-2】
課外活動並びに大学祭等学生の ・学生の課外活動活性化支援事業として、山形大学・元 ・「山形大学・元気プロジェクト」に11件の応募があり、５件を採

諸行事の活性化を促進する。 気プロジェクトを公募し、学生の課外活動の活性化を促 択し、各プロジェクトを実施した。
進する。 ・学生企画による「サークルリーダー研修会」を実施し24サークル
・サークルリーダー研修会を実施するとともに、研修の 43人の参加があった。
実施方法や内容の立案に学生を参画させる。

【2-3】 【2-3】
学生の地域貢献活動の促進を支 ・学生の課外活動活性化支援事業として、山形大学・元 ・「山形大学・元気プロジェクト」に採択された、大学周辺の除雪

援する。 気プロジェクトを公募し、学生の地域貢献活動を支援す 等を行う「つるはし隊」に対して、周辺町内会との連絡・連携等の
る。 支援を行った。
・「エリアキャンパスもがみ」を通じて、学生の地域貢 ・「エリアキャンパスもがみ」の教養教育授業（フィールドワーク
献活動の促進を支援する。 共生の森もがみ）、専門教育（もがみ専門科目）及び課外活動（も
・既に活動している学生ボランティアの現状を把握し、 がみ活性化事業）を通じて地域貢献活動の促進を支援した。
学生ボランティアの組織的な推進を図る。 ・「エリアキャンパスもがみ」の活動の一環として、 上地域で大

学祭を開催し、地域の活性化に貢献した。
・学生中央掲示板にボランティア情報コーナーを設置し、平成18年
度は30件のボランティア関連情報を提供し、積極的なボランティア
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活動を促進した。

【3-1】 【3-1】
カウンセラーの配置による学生 ・各キャンパスにカウンセラーを配置し、保健管理セン ・全キャンパスに10人のカウンセラーを配置し、学生相談に当たっ

相談体制の整備・充実を図る。 ターと連携して学生相談体制の更なる整備・充実を図 ては、保健管理センターと連携して年間5,295件(前年比10％増加)
る。 の相談に対応した。

・学生生活委員会では、保健管理センターから「カウンセリング（学
生相談）の現状と課題」の報告を受け、関係委員会と連携し課題解
決を図った。

【3-2】 【3-2】
学生相談に関わる教職員の研究 ・保健管理センターを中心に、学生相談に関わる教職員 ・保健管理センター主催により「なんでも相談コーナー」担当職員

会・研修会等の実施により、相談 の研究会、研修会等を実施し、相談機能の充実を図る。 の研修会を２回開催した。
機能の充実を図る。 ・全学の教育方法改善委員会が主催するアドバイザー教員、学習サ

ポート教員のためのＹＵサポーティングシステム教員説明会（研修
会）を開催し相談機能の充実を図った。
・「相談対応者としての心構え－カウンセリング・マインドのスス
メ」を作成し、「なんでも相談コーナー」担当職員に配布し、相談
対応者マニュアルとして活用した。

・工学部では、学生相談室主催で「工学系学生に対する学生支援」
と題して教職員向けのカウンセリング講習会を開催した。また、学
務委員会主催で「学生の自殺予防のための講習会」を開催し対策を
協議した。

【4-1】 【4-1】
企業等からの求人情報のデータ ・平成17年度に新設した就職課を中心に、学務情報シス ・就職支援ユニットでは、就職支援情報システムのカスタマイズを

ベース化の充実を図り、ウェブに テムと連携した就職支援情報システムを強化する。 行い、学生の就職希望や活動記録、決定（内定）情報を学生自身が
よる就職情報の提供を促進し、企 ・企業訪問を実施し、採用担当者との面談による企業開 入力することにより、就職担当教員、アドバイザー教員からの適切
業合同説明会等を開催する。 拓を行うとともに、 新の情報を学生に提供する。 なアドバイスを受けることを可能とした。

・平成17年度に東京サテライトで実施したテレビ会議 ・前年度に引き続き、就職委員会委員が主体となって、首都圏、
システムを活用した企業セミナーを含め、学生が直接企 宮城県及び山形県の46社に企業訪問を行い、報告書をＷｅｂ情報と
業の採用担当者から情報を得ることができる企業合同説 して取りまとめ、学生に 新情報として提供した。
明会の機会を引き続き提供する。 ・合同企業説明会については、今年度新たに秋期採用対応の学内説

明会を企画するなど、10月、12月及び平成19年２月に延べ236社の
参加を得て実施した。
・また、東京サテライトからのテレビ会議システムによる企業説明
会を２回実施した。
・求人のための大学案内をリニューアルし、来学した企業リクルー
ターへＰＲするとともに、「東京サテライト」のページを充実し、
サテライトの利用について情報提供を行った。

・学部における取組例
①就職内定者による講習会・個別面談などを多数開催
②卒業生・修了生による説明会を学科毎に開催
③従来冊子で配布していた教育委員会・企業訪問報告書をＷｅｂ

に掲載し情報伝達を迅速化
④就職情報の閲覧コーナーを設置するとともに、専攻指導教員を

中心に学生の進路相談に応じる体制を構築
⑤キャリアサービスセンターを設置し専任教員を配置してキャリ

ア形成の講義を低学年から開講
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【4-2】 【4-2】
就職セミナー、ガイダンス等の ・就職相談員を配置して、相談内容を事前に把握するシ ・昨年に引き続き配置した就職相談員による「就職相談コーナー」

開催、個別の就職相談等の実施に ステムを確立する等相談体制の一層の充実を図る。 は、申込時における相談内容の明確化を図るとともに、回数を増加、
よる学生の就職意識の啓発及び就 ・キャリア教育を単位化するなど、低学年次生に対する 充実させ実施した（平成18年度32回実施）。
職試験に対する実践的な指導を行 就職講演会や業界研究セミナーを企画して、早い時期か ・各界で活躍している本学卒業生を講師に招き、学長とともにディ
い、就職支援の充実を図る。 らの職業意識の啓発を図る。 スカッションを行う教養セミナー「山大マインド」（１年前期）を

開講した。さらに、平成18年度から「自分の未来を描いてみる」（１
年後期）を開講し、低学年学生の更なる職業意識の啓発を図った。
・次のような就職支援の充実・強化を図った。平成18年度卒業生の
就職率は、過去 高の98.6％に向上し、３年連続で全国平均を上回
った。
①「ヤングワークサポートプラザ」の出張所を学内（就職支援室）

に設置し、学生の就職相談に迅速に対応
②１・２年次学生向け教員採用試験対策説明会及び公務員試験対

策説明会を実施
③３・４年次学生に対する就職ガイダンスを全学統一的に実施
④３年次学生向けに、「文系、総合・一般・営業職」と「理系、
技術職」に区別した進路・就職ガイダンスを実施

⑤４年次学生向けの秋期合同企業説明会を実施
⑥教員採用試験の全国・山形県型模試及び解説セミナーを実施
⑦教員向け就職支援セミナーを２回実施
⑧全学統一の就職ハンドブックを作成し、３・４年次学生及び大

学院学生全員に配付

・学部における特徴的取組例
①受入企業との担当者懇談会に加えて、新たな試みとして東京地

区でのインターンシップ実施
②教員・公務員試験模擬試験及び合同企業説明会の実施
③集中講義等による資格取得支援
④講義「キャリア形成論」で中堅企業人を講師とする授業を実施
⑤授業形式の講演会「先輩に学ぶ」及びＯＢによる製品セミ
ナー・会社案内の実施
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Ⅱ 教育研究等の質の向上の状況
(2) 研究に関する目標

① 研究水準及び研究の成果等に関する目標

中 研究活動の成果は、人類の平和的発展や福祉・文化の向上に寄与する一方で、人類のさまざまな営みや世界観に多大な影響を与えることを常に認識し、
期 研究者としての良心と良識とに従って、持続的社会の構築を目指し、社会の信頼と期待に応える研究活動の遂行に努める。
目 １．基礎研究を推進し、独創的で水準の高い研究成果を挙げる。
標 ２．国際的に通用する先端的研究を推進する。

３．地域立脚型の学術研究を推進する。
４．研究水準・成果を検証する。
５．研究成果の社会への発信と還元を図る。
６．知的財産の創出、取得、管理及び活用についての方策について検討する。

中期計画 年度計画 計画の進捗状況等

（１）研究水準及び研究の成果等
に関する目標を達成するための措
置
【1-1】 【1-1】

総合大学の利点を活かし、教育 ・部局横断的プロジェクト研究の推進を図るとと ・部局横断的プロジェクト研究として、｢児童・生徒の健康増進・体力の
テーマも対象とした学部横断的プ もに、研究プロジェクト戦略室を中心に支援制度 強化プログラム｣（地域教育文化学部・医学部）、｢未利用バイオマスエ
ロジェクト研究を推進するための を検討する。 ネルギーの効率的な回収と効果的利用に基づいた資源エネルギー循環型
組織を編成し、１年間で５件以上 ・附属施設、バーチャル研究所等の活用により、 の地域社会の創成｣（農学部・人文学部・工学部）をはじめ計20件が進行
のプロジェクト研究を目指す。 学内外との共同研究を積極的に推進する。 している。地域教育文化学部を始めとする複数学部と附属学校で、21の

共同研究部会を設け、共同研究を引き続き推進した。
・部局横断的プロジェクト研究を支援するために、｢組織評価｣の評価指
標に、新たに｢部局横断的プロジェクト件数｣を加え、インセンティブを
付与することにした。
・９つの研究グループが、バーチャル研究所として認定され、スポーツ
に関わる流体力学現象の解明など学部横断的研究を推進した。
・遺伝子実験施設は、学内から５件のトランスジェニックマウスの作成
を受託した。
・引き続き理・医・工・農の４学部による｢生命・環境科学交流セミナ
ー｣を開催し、学部横断的プロジェクト研究の推進を図った。

【1-2】 【1-2】
優秀な人材を登用するために、 ・教員の個人評価指針及び職員人事規則等を基に、・教員の個人評価指針等を踏まえ、各学部の特性に応じた採用、昇任等

原則として全学部で公募制を実施 採用、昇任等の評価方法の見直しを図り、引き続 の評価方法の見直しを図り、実務経験の重視（人文学部）、教育能力の
する。 き公募による優秀な人材の確保を図る。 重視（地域教育文化学部）、総合評価（医学部・工学部）による選考を

・公募先を拡大するため、インターネットの更な 実施するなど、引き続き公募による優秀な人材の確保を行った。
る活用を図る。 ・ホームページを利用した教員の公募情報発信や科学技術振興機構の

「研究者人材データベース」（JREC-IN）への登録等により、公募先の拡
大を図った。その結果、大学研究機関以外からの採用が増え、教員の流
動性の促進が図られた。

山形大学
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【1-3】 【1-3】
独創的・萌芽的研究テーマ（教 ・学長の下に設置された審査評価委員会において、・独創的・萌芽的研究の推進のために導入した｢１学部・部門１プロジェ

育内容も含む）を公募し、１学部 独創的・萌芽的な研究を採択するとともに、過去 クト｣については、平成17年度に採択した12プロジェクトの成果報告書に
（１部門）１件の採択・推進を図 の採択課題に係る研究の進捗状況を点検・評価す 基づく進捗状況の点検・評価を行い、今年度はその中から８プロジェク
る。 る。 トを採択し、研究の更なる推進を図った。

特に、世界遺産｢ナスカの地上絵｣に関する研究は、研究の過程で新た
な地上絵を発見するなど世界的に注目を集めた。

【1-4】 【1-4】
国内外の機関との共同研究を進 ・各部局の共同研究の状況とニーズを把握分析し、・産学連携コーディネーターによる企業ニーズの調査や｢産学連携推進会

める。 国内５大学間交流協定を始めとする国内外の機関 議｣で情報交換を行うなど共同研究の推進を図った。
との共同研究の推進を図る。 ・山形・群馬・愛媛・徳島・熊本の５大学間で締結している「教育・研

究の交流に関する協定」に基づく共同研究を推進し、新たに３件（工学
部２、医学系研究科１）の共同研究を立ち上げた。
・平成18年度の共同研究受入件数は、前年度比1.8％増の114件であった。
なお、そのうち国外機関との共同研究は６件であり、昨年度から倍増し
た。
・金融機関と産学連携に関する協定を締結し、企業ニーズとのマッチン
グを図った。

【2-1】 【2-1】
重点的に取り組む世界的な研究 ・研究プロジェクト戦略室に専任教員を配置し、 ・「研究プロジェクト戦略室」へ専任教員を配置するとともに｢先進的研

を選定し、学内研究プロジェクト 重点的に取り組む世界的な学内研究を把握・支援 究支援のための教員配置を伴うプロジェクト｣を公募し、３件の教員配置
として全学で支援する制度を整備 する。 による助成、４件の研究費による助成を決定した。
する。 また、研究の着実な充実発展を期するため、前記のプロジェクトにつ

いて中間評価を実施することとし、評価実施体制、評価内容について検
討し、評価要項を制定した。
・戦略的研究プロジェクトに対する任期付教員の支援制度を新設した。

【2-2】 【2-2】
重点研究を推進するための研究 ・重点研究を推進するための研究スペースとして ・平成17年度に全建物面積の5.8％の研究スペースの共有化を達成した

スペースとして全建物面積の５％ 全建物面積の５％の確保を実現したが、更にキャ が、更に共同利用スペースの確保を推進するために、施設の有効利用に
の共有化を目指す。 ンパスごとの基本方針等に基づくスペースの共有 関する規則を改正した。

化と有効活用を推進する。 主な改正点
①確保面積の明確化や学長が施設使用実態の改善指示を直接部局に行

うこととした。
②共同利用スペースの流動的・弾力的施設利用を部局の裁量で定める

ことを可能にした。

【2-3】 【2-3】
国際的に通用するプロジェクト ・各学部における国際的に通用するプロジェクト ・国際的に通用するプロジェクト研究として、｢世界遺産『ナスカ地上絵』

研究について各学部で１件以上の 研究の更なる充実を図る。 に関する学際的研究｣「CERN-COMPASSにおけるハドロン構造の研究」、21
実施を目指す。 世紀ＣＯＥプログラム｢地域特性を生かした分子疫学研究｣｢東アジア圏の

木造文化財建造物の超音波音速ＣＴによる健常度調査｣など、人文学部４
件、地域教育文化学部１件、理学部１件、医学部１件、工学部１件、農
学部１件の計９件が実施されており、その進捗状況に応じた支援策を講
じた。

【3-1】 【3-1】
地域社会が直面している諸課題 ・地域共同研究センター、教職研究総合センター ・地域共同研究センター及び教職研究総合センターが窓口となって、自

について、毎年200件以上の適切な を中心に、大学に対する地域社会の要望を課題別、 治体等の学外からの要望や地域諸課題について、以下の例示のとおり積
提言・助言を行う。 分野別に把握して、適切な提言・助言・協力支援 極的に取り組んだ。

山形大学
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などの多様な取組を行う。 ①山形県村山総合支庁との研究会「山形仙台交流圏研究会」、町役場
・教育委員会との体験型授業、市商工会との３回の後援会

②学校現場からの986件の相談への対応、自治体・教育団体等での審議
会委員や講師派遣176件

③自治体等の審議会委員70件
④地域からの要請に対して「2006ナイスミディのいきいき健康教室」

の開催、県・市・大学合同で「居宅要支援高齢者介護予防排泄モデ
ルの開発」の実施

⑤２回の技術講習会、350件の技術相談、企業との懇談会、セミナー開
催

【3-2】 【3-2】
地域に根ざした研究を通じて、 ・各部局において従来から行われているプロジェ ・地域に根ざしたプロジェクト型共同研究推進を目指して、以下の活動

プロジェクト型共同研究を推進す クト型共同研究を基礎に、地方自治体、教育委員 を実施した。
るとともに、普遍性を有する真理 会、ＮＰＯ、産業界、農業団体などと連携したプ ①最上地区をフィールドとした｢食農の匠｣育成プログラム
の探究を行う。 ロジェクト型共同研究の更なる推進と積極的な支 ②｢山形仙台交流圏研究会｣

援を行う。 ③山形県教育委員会との共同プロジェクト
④21世紀ＣＯＥプログラム｢地域特性を生かした分子疫学研究｣の推進
⑤山形県置賜地区の企業技術調査実施に基づく研究会の立ち上げ
⑥様々な地域資源の利用・開発に関する共同研究

・平成18年度の共同研究の受入件数は、前年度比1.8％増の114件であり、
その中で県内自治体・企業等との共同研究は30件であった。

【4-1】 【4-1】
研究水準を維持するため、研究 ・教員の研究成果に係るホームページサイトを刷 ・平成19年度に｢研究者情報データベース｣の公開サイトを刷新すること

成果を組織として把握し、全教員 新するとともに、教員個々の最新の研究内容を定 とした。
の著書、学術論文、学術賞、特許 期的に更新し、各部局と広報室が連携して全教員 また、研究内容の定期的な更新に加え、データベースの整備促進キャ
等の一覧を定期的に公表する。 の研究成果を継続的に公表する。 ンペーンを実施し、全教員の最新の研究内容を継続的に更新した。

【4-2】 【4-2】
学際領域や研究分野の特性を踏 ・各教員の自己点検に基づく評価を行い、その結 ・平成18年度から実施した「山形大学における教員の個人評価」につい

まえ、学会誌等へ公表する成果の 果を把握し、その適正さを基本構想委員会におい て、評価の客観性及び公正さについて検証を行うために、平成19年度に
努力目標などの自己目標を設定し、て検証する。 基本構想委員会の下にワーキンググループを設置して検証することを決
自己点検・自己評価を進める。さ ・既に構築し稼働している教育、研究、社会連携、 定した。
らに、外部評価及びそれを踏まえ 管理・運営等に関する外部評価結果を改善に反映 ・平成18年度から試行的に実施した｢組織評価｣について、その評価結果
た自己目標への反映システムを構 させるシステムの更なる円滑な運営を推進する。 を踏まえた改善方針を役員会において打ち出すとともに、各部局に対し
築する。 て計10,000千円の傾斜配分を行った。

また、評価基準等を更に適正化するために評価システムの見直しを行
った。

【5-1】 【5-1】
研究成果の実用化・製品化を図 ・地域共同研究センター及び各学部において、社 ・各学部では、社会的ニーズに適応する共同研究を積極的に推進し、新

る。 会的ニーズに適応する共同研究を積極的に推進し、たな分野での研究成果の活用に向け支援した。
更に新たな分野における研究成果の実用化・製品 ①工学部では、｢白色光有機ＥＬパネル｣｢衝撃プラスチック｣の開発に
化に結びつくよう支援する。また、インキュベー 伴う商品化に向けて支援した。また、産学連携コーディネーターと
ション施設及び産学連携コーディネーターの積極 教員との密接な連携によりＪＳＴ公募研究に10件採択された。
的な活用を図る。 ②農学部では、新たに酒米を生産し、地域の酒造企業と連携し「山形

大学ブランド」の日本酒が販売された。
③「地域共同研究センター」では、研究成果の実用化・製品化のため

の支援事業を山形県産業技術振興機構と協同で立ち上げた。また、
金融機関と協同で新事業支援事業（金融商品）を立ち上げた。

④インキュベーション施設を活用しているベンチャー企業において、
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１件の製品化（米粉シュークリーム）が実現した。

【5-2】 【5-2】
自治体等や学協会等の公的活動 ・地方自治体や学協会等の公的活動へ積極的に参 ・地方自治体主催の審議会や学協会等の公的活動へ委員として積極的に

へ積極的に参加し、研究成果に支 加し、研究成果に基づいた専門的貢献を行う。 参加し、専門的貢献を推進した。
えられた専門的貢献を行う。 今年度の参加実績は、854件（人文学部65件、地域教育文化学部96件、

理学部50件、医学部460件、工学部105件、農学部47件、その他31件）で
あった。

なお、｢国際高分子加工学会｣｢日本学術会議東北地区会議｣が山形を会
場として開催され、共催者として運営に当たった。

【5-3】 【5-3】
本学が有する多様な広報媒体を ・学長の定例記者会見や東京サテライトの活用に ・毎月１回定期的に学長記者会見を実施し、さらに、東京サテライトに

通じて、研究成果を学外に発信す より研究業績の社会的周知を図るほか、大学の持 おいてシンポジウム・公開講座を開催するなど、研究成果を積極的に発
るとともに、マスコミ等を活用し つ知的情報のデータベース化を推進し、社会の求 信・公開した。
て卓越した研究業績の社会的周知 めに応じて適切に提供する。 ・特に、「世界遺産『ナスカの地上絵』の新たな地上絵の発見」「がん細
を図る。 胞が酸素を使わずにエネルギーを作り出す理由の解明」「抗ガン剤創製

につながる菌類特有の遺伝子の発見」などの世界的研究については、学
長定例記者会見を通じて積極的に研究成果を発信した。
・「研究者情報データベース」を整備・拡充し、大学が有する知的財産
を常に発信・公開できるようにした。

・各学部ではホームページを充実させ、学部の活動状況等が外部から常
にわかるようにした。

【5-4】 【5-4】
学位論文要旨及び科学研究費補 ・学位論文要旨及び科学研究費補助金報告書の電 ・「機関リポジトリ運用指針」を制定し、本学教員の研究成果を蓄積・

助金報告書を電子化し公開する。 子媒体化を推進する。 公開するための基盤整備を行い、学位論文・科学研究費補助金・紀要論
文等の公開を開始した。
・学内教員の研究成果のみならず、｢大学コンソーシアムやまがた｣参加
機関の学術情報を一元的に蓄積し、情報を発信するシステム｢学術成果発
信システムやまがた（ゆうキャンパスリポジトリ）｣を構築・公開した。
・ホームページから国立情報学研究所の科学研究費補助金採択課題・成
果概要データベースへ直接アクセスできるようにし、研究者への情報提
供を行った。

・各学部では、卒業論文及び修士論文のタイトル及び要旨をホームペー
ジで公開した。

【6-1】 【6-1】
特許取得の推奨並びに取得状況 ・平成16年度に設置した知的財産本部を活用し、 ・知的財産本部において、大学組織及び発明者の利益を守ることを念頭

の把握を行う知的財産本部を設置 知的財産の帰属や評価などの判断を適切に行うこ に、知的財産の帰属等の判断を行った。
し、知的財産権の妥当かつ適切な とにより、大学組織及び発明者の利益を守り、公 今年度の実績は、発明届出79件、うち職務発明43件、大学帰属３件、
管理体制を確立する。 正かつ透明性の高い管理を定常的に行う。 出願３件であった。
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Ⅱ 教育研究等の質の向上の状況
(2) 研究に関する目標

② 研究実施体制等の整備に関する目標

中 研究活動の成果は、人類の平和的発展や福祉・文化の向上に寄与する一方で、人類のさまざまな営みや世界観に多大な影響を与えることを常に認識し、研
期 究者としての良心と良識とに従って、持続的社会の構築を目指し、社会の信頼と期待に応える研究活動の遂行に努める。
目 競争的研究環境を整備し、公正な評価による資源配分の仕組みを検討する。
標 １．機動的な研究組織を構築する。

２．研究支援体制を整備する。
３．研究成果公開体制、自己点検評価体制を整備する。
４．研究資金の配分方法について検討する。

中期計画 年度計画 計画の進捗状況等

（２）研究実施体制等の整備に関
する目標を達成するための措置
【1-1】 【1-1】

プロジェクト研究体制を推進す ・先進的研究を推進するため、研究プロジェクト ・「研究プロジェクト戦略室」に専任教員を配置した。
るため、専任教員を確保し、ポス 戦略室に専任教員を配置するとともに、任期付き ・「先進的研究支援のための教員配置を伴うプロジェクト｣について、
ドク等を積極的に配置する。 教員の採用を図る。また、ポスドク等を積極的に ヒアリングを含む厳正な審査により３件を採択した。

配置し、プロジェクト研究体制を強化する。 ・戦略的研究プロジェクトに対する任期付教員の支援制度を新設した。
・日本学術振興会の特別研究員等のポスドクを17人配置した。（医学部
１人、工学部12人、ＶＢＬ４人）

・各部局では、プロジェクト研究の支援、学内プロジェクトに沿った人
員配置ができる体制の確立、ポスドクの採用、産学連携コーディネー
ター及びリエゾン教員の活用などを行い、特色ある研究の推進体制を整
備した。
・医学部では、製薬会社からの寄附に基づく「眼細胞工学講座」（寄附
講座）を更新し、先進的な眼疾患分子病態の研究を継続するとともに、
眼科疾患医療に貢献する基盤整備を図った。

【2-1】 【2-1】
研究支援部門を充実させ、研究 ・研究支援事務部門を強化するため専任教員を配 ・「研究プロジェクト戦略室」に専任教員を配置するとともに、事務組

支援に携わる専門職員及び若手研 置するとともに「研究支援課」を新設する。 織を再編し、企画部へ研究支援ユニット（課相当）を設置することによ
究者の育成強化を進める。 ・各種団体等が行う助成制度等の説明会に積極的 り、研究支援部門の強化を図った。

に参加し、若手研究者及び研究支援に携わる教職 各部局でも、当該職員の研修支援、人事交流職員の配置、研究支援の
員の育成強化を行う。 ための組織編成などを行い、研究支援部門を強化した。

・新たな分野の競争的研究資金を獲得するために、公募説明会に積極的
に出席し、関係情報を学内に周知した。
・科学研究費補助金に関する説明会を、新規採用者向け（初めての開催）、
一般向けと分けて４回（通常は１回）実施した。
・若手教員が独立して教育研究を行うために必要な能力の向上を図るこ
とを目的として、海外の大学・研究機関に１年以内派遣する「ＹＵ海外
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研究グローイングアッププログラム」を構築し平成19年度から実施する
こととした。

【2-2】 【2-2】 ・学長の私的諮問機関として設置した｢分散キャンパス問題懇談会｣の答
機器分析室を設置し、研究支援 ・共同利用の機器分析室を充実し、積極的に研究 申を受けて、分散キャンパス下における効果的な全学の機器分析室の設

を行う。 支援を行う。 置案を策定した。
また、各学部の機器分析室の機能を持つ「地域共同研究センター」、

医学部の｢実験実習機器センター｣及び農学部の｢大型機器分析室｣におい
て、積極的に教員に対する研究支援を行い、センターとしての機能を果
たした。

【2-3】 【2-3】
教員の国内外における研修や国 ・新たに学長裁量経費による支援体制を構築する ・「ＹＵ海外研究グローイングアッププログラム」を新設し、平成19年

際学会における発表等を支援する とともに、国際交流事業基金による研究者等の招 度から若手教員を海外の大学・研究機関へ派遣して、教育研究能力の向
ための体制を整備する。 へいや教職員の海外派遣についての支援を積極的 上に資することとした。

に行う。 また、｢小嶋国際学術交流基金｣により、平成19年度に２人の教員及び
大学院生１人の海外での学会発表・講演並びに外国人留学生による講演
会１件の支援を行うことを決定した。

【2-4】 【2-4】
産学連携コーディネーター等の ・産学連携コーディネーター及びリエゾン教授等 ・「地域共同研究センター」のリエゾン教員及び産学官連携コーディ

活用により、産学連携型の共同研 の更なる活用を図り、産学連携型の共同研究を推 ネーターを活用し、大学のシーズと企業等のニーズのマッチングを図り、
究を推進する。 進する。 産学官連携の共同研究、受託研究等を推進した。

その結果、平成18年度の受入件数は、240件（受託研究 126件、共同研
究 114件）であり、前年度に比較して8.1％増加した。

【3-1】 【3-1】
大学全体としての自己点検評価 ・評価分析室に専任教員を配置し、教育、研究、 ・「評価分析室」に専任教員を配置し、評価分析室を中心に大学全体の

体制の強化を図り、公正な学内評 社会連携、管理・運営等に関する全学的な自己点 自己評価を行う体制を強化した。
価及び外部評価を行う。 検・評価に基づき、公正な学内評価及び外部評価 ・評価分析室において、中期目標、中期計画、年度計画の達成状況の点

を実施する。 検・分析を行うとともに、各部局の取組状況のヒアリングを実施し、点
検・評価を行い次年度の年度計画の策定を行った。
・（独）大学評価・学位授与機構による機関別認証評価の審査を受ける
ため、11の大学基準と２つの選択的評価事項の自己点検・評価を行った。
その結果、全ての基準において「基準を満たしている」との評価を得た。
・各部局が行う自己点検・評価に基づき、経営協議会学外委員による評
価を取り入れた組織評価を実施した。

【3-2】 【3-2】
研究成果公開のための全学的体 ・研究成果をホームページで発信するとともに、 ・「大学情報データベースシステム」に、各教員の研究領域、テーマ、

制を整備する。 インフォメーションセンターにおける特別展示、 研究成果等の情報を登録し、研究成果の公開システムを充実した。
紀要・研究年報等の刊行物の電子化及び公開、講 ・インフォメーションセンターでの特別展示や｢まちなかサテライト｣で
演会等を活用した研究成果の公開を推進する。 の研究紹介を行い研究成果の公開を促進した。

・研究紹介パネルを電子化しホームページで公開するとともに、紀要等
の刊行物及び講演会等を積極的に活用して全学の研究成果を発信した。
・毎月１回定期的に学長記者会見を実施し、研究成果を積極的に発信し
た。

【3-3】 【3-3】
国際的サイテーションのデータ ・本学の研究成果の国際水準評価及び外部資金の ・既に附属図書館に整備している「国際的サイテーションデータベース」

ベースを整備する。 獲得に向けた基盤整備のため、国際的サイテーシ の更新を図り、平成18年度は1981年から最新分までの26年分を利用可能
ョンのデータベース（全分野をカバー）を全学に とした。
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提供する。 なお、データベースを全キャンパスからオンラインで検索できるよう
にした。

【4-1】 【4-1】
基礎的研究や長期的研究などの ・組織評価の結果に基づき、基盤的研究費に配慮 ・平成18年度に試行的に実施した｢組織評価｣の結果に基づき、各部局に

ために、一定の基盤的研究費が配 しつつ、部局経費の配分を行う。 に対し計10,000千円の傾斜配分を行った。
分できるシステムを構築する。 また、評価項目の追加・評価基準の明確化などにより評価システムの

適正化を図り、平成19年度からは傾斜配分の金額を増加することとした。
・財務会計委員会においては、中・長期の視点に立って策定した「第一
期中期財政計画」に基づき基盤的研究費の配分を実施した。

【4-2】 【4-2】
重点的に取り組む研究について ・１学部・部門１プロジェクトによる研究費配分 ・独創的・萌芽的研究推進のための｢１学部・部門１プロジェクト｣｢先進

は、研究費を重点配分できるシス を行うなど、重点的に取り組む研究に対し、研究 的研究支援のための教員配置を伴うプロジェクト｣及び交流協定を締結し
テムを構築する。 費を重点配分できるシステムを推進する。 ている国内５大学の研究者との共同研究支援に、研究費を重点配分した。

【4-3】 【4-3】
研究費の配分に当たっては、中 ・第三者による評価を取り入れた組織評価及び中 ・評価プロセスに経営協議会の学外委員による評価を取り入れ、試行的

長期的視点に立って、第三者によ 期財政計画を踏まえ、研究費の適切な配分を行う。 に実施した｢組織評価｣の結果に基づき、部局に計10,000千円を傾斜配分
る評価も十分考慮した上、公正か した。
つ妥当で信頼のおける評価システ また、評価項目の追加・評価基準の明確化などにより評価システムの
ムを導入する。 適正化を図り、平成19年度からは傾斜配分の金額を増加することにした。

財務会計委員会においては、中・長期の視点に立って策定した「第一
期中期財政計画」に基づき基盤的研究費の配分を実施した。
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Ⅱ 教育研究等の質の向上の状況
(3) その他の目標
① 社会との連携、国際交流等に関する目標

中 ａ 社会との連携
期 地域に基盤を持つ大学として、地域社会等へ教育・研究成果を積極的に公開するとともに、地域連携窓口を充実させ、地域社会の抱える課題の把握と
目 解決に貢献し、地域社会の発展に貢献する。
標 １）地域文化の振興と発展

１．本学の教育研究活動に関する情報や成果を集積し、積極的に社会に公開・還元する。
２．地域における教育の発展に貢献する。
３．大学の諸施設を開放し、地域の教育・研究や文化活動に貢献する。

２）産学官民連携の推進
１．産学官民連携モデルを策定し、連携の推進を図る。
２．産学官民連携ネットワークを形成する。
３．総合大学の特性を活かし、全学的な地域連携体制を構築する。

３）評価の体制
１．地域貢献を正当に評価するシステムを構築する。

ｂ 国際交流等
教育・研究を通じて国際社会の平和的発展と人類福祉に貢献するとともに、国際交流を促進し、国際的な場で活躍できる人材を育成する。

１）体制の整備
１．国際交流を推進するための体制を整備する。

２）学術交流の推進
１．研究交流の推進を図る。
２．外国人研究者の受入れ体制を整備する。

３）学生交流の推進
１．学生交流の推進と受入れ体制を整備する。
２．留学生支援体制を整備する。

４）国際交流拠点形成
１．アジア地域の国々との交流拠点を形成する。

中期計画 年度計画 計画の進捗状況等

３ その他の目標を達成するため
の措置
（１）社会との連携、国際交流等
に関する目標を達成するための措
置
ａ社会との連携
1)地域文化の振興と発展
【1-1】 【1-1】

本学の持つ知的情報のデータベ ・教員紹介データベースなど、大学の持つ知的情 ・平成17年度に導入した「大学情報データベースシステム」を整備し、
ース化を推進し、大学と社会の間 報のデータベース化を推進し、社会の求めに応じ 教員の入力・公開情報の充実に取り組んだ。
のインターフェース機能を持った て適切に情報を提供する。 ・大学諸施設の開放に関する情報を積極的に提供するとともに、各学部
広報システムの整備を行う。 ・ホームページやインフォメーションセンターの 等に係る教育目標やカリキュラム等をホームページで公表した。

山形大学
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拡充に努めて、大学と社会の間のインターフェー ・平成17年度に実施した学生、卒業生、高校生及び企業へのアンケート
ス機能を持った広報システムの整備を行う。 調査を踏まえて、広報委員会において本学の広報戦略を定めてその実現

を図った。これに基づき、インフォーメーションセンターでは特別企画
として「桜と星展」「パラオ展」「国際交流展」を実施した。センター入
場者は5,364人（前年度は4,419人）で、問い合わせは1,512件であった。
ほかに広報の更なる充実を図るため、ネット・インフォメーションセン
ターの実現に向けて設備の充実及びコンテンツの作成を行った。

・附属博物館では、新たに本学収蔵品のうち美術分野369点をデータベー
ス化し、ホームページで公開した。これにより学内外から附属博物館所
蔵資料の画像と詳しい資料データが閲覧可能となった。

【1-2】 【1-2】
地域の高等教育機関、企業、自 ・「大学コンソーシアムやまがた」及び「地域ネッ ・「大学コンソーシアムやまがた」に「学術情報部会」を新設し、機関

治体等との間で、学術・研究情報 トワークＦＤ樹氷」を活用し、地域の高等教育機 リポジトリ構築事業を開始した。
の共有化を検討する。 関、企業、地方自治体等との間で学術・研究情報 ・これによって参加機関が有する研究論文等をデータベース化すること

を恒常的に交換する。 で共有化が図られ、加えて情報発信を行った。
・平成19年２月に「地域ネットワークＦＤ“樹氷”」シンポジウムを開催
し、参加校による合同ＦＤ研修会を行った。
・高等教育機関と学術・研究情報の共有化を図った。地域ネットワーク
ＦＤ“樹氷”では、今後もネットワークＦＤの進展と、積極的な情報発
信に努めることを確認した。
・企業、地方自治体等に対し、定期的に広報誌の配布及び情報の共有化
を図った。
・「YURNS（Yamagata University Research Network System：山形大学共
同研究組織）」においては、産学官の連携の下に大学の受託研究や共同研
究を推進するため公的機関と「YURNS研究会」の開催や「YURNS研究レポ
ート」を通して、恒常的に学術・研究情報を交換した。

部局における主な措置の例
・山形県村山総合支庁との研究会「山形仙台交流圏研究会」（毎月開催）
において、仙台市民を対象としたアンケート調査を行い、調査結果を
シンポジウムで報告し、意見交換を行った。
・山形県教育委員会と授業分析研究などの共同研究を実施し、授業改善
を図った。
・山形県医療対策協議会を通じて自治体および医師会と情報ネットワー
クを構築するとともに、山形県看護協会において看護研究に関する調査
研究報告書作成に積極的に参画し、レベルアップに貢献した。

【1-3】 【1-3】
本学で発行する大学概要、研究 ・既に実施している大学概要・研究紀要・広報誌 ・大学概要等の主たる広報誌を始め各学部の広報誌についても電子化し、

紀要や広報誌などの刊行物をホー などの刊行物の電子化を更に充実し、ホームペー ホームページにより公開・促進した。
ムページ上で公開する。 ジによる公開を推進する。 ・本学研究紀要（全７編）の平成18年度出版計９冊(55論文、851ページ)

を、新たに附属図書館のホームページからHTML及びPDFファイルで公開し
た。

各部局においても、学部独自の研究紀要や広報誌、学部案内を学部
ホームページにおいて積極的に公開した。

【1-4】 【1-4】
学生の課外活動や社会活動、卒 ・アンケート調査による課題への取組状況など、 ・各種アンケート調査、監事監査、法人年度評価及び認証評価等の評価

業生の就職状況や進学状況及び社 学生の課外活動や社会活動、卒業生の就職状況や を踏まえ、課題への取組状況等を取りまとめた冊子を、入学時のオリエ

山形大学
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会からみた卒業生の評価等、本学 進学状況、及び社会からみた卒業生の評価等につ ンテーション等を通じて入学者・在学者に周知した。
の教育成果を積極的に公表する。 いてホームページなどで公表する。 ・平成16年度に在学生及び卒業生などに対して行った「教育効果・広報

アンケート」調査及び「学生生活実態調査」を踏まえ、そこで問題とさ
れた点への取り組み状況について「評価・調査を生かす改善への取り組
み」（12月）としてまとめ、ホームページ上で公開し、改善を推進した。
・学生の運動部（女子バスケットボール、男子サッカー）及び音楽サー
クル（吹奏楽団、オペラサークル）の全国大会入賞、公演会などの活躍
状況を積極的に公表するとともに、就職支援ユニット及び工学部キャリ
アサービスセンターのホームページを大幅に充実させ、その中で就職・
進学状況等について公表した。

【1-5】 【1-5】
バーチャル研究所を中心に、都 ・本学独自のシステムであるバーチャル研究所を ・バーチャル研究所において以下のような特徴的地域貢献事業を行った。

市づくり、町づくり、そして地域 活用し、都市づくり、町づくり、地域おこしに更 ①「都市・地域学研究所」は、公開講座｢山形の魅力再発見パート４｣
おこしに貢献する。 なる貢献をする。 を開催し、山形の伝統や食文化について現地見学も含めた講義を実

施
②「街づくり研究所」は、定期的に研究会を行うとともに、山形駅前

商店街活性化のための公開講座を合計６回開催し、大学としての方
策を提案

③「ＧＩＳ利活用研究所」は、草木塔地図を作成し、草木塔シンポジ
ウムでコーディネーターを務め、研究成果を公表し地域文化の振興
に貢献

④「地域共育研究所」（新設）は、「エリアキャンパスもがみ」等と連
携して地域貢献のための教育実践研究の拠点を形成し、地域興しに
貢献

【2-1】 【2-1】
高大連携の充実、出前講義等、 ・トワイライト講座、オープンキャンパス、出前 ・高等教育研究企画センターが窓口になって、高等学校等からの出前講

本学の教育能力を最大限に発揮し、講義、公開講座、コンサルテーション等を通じて、 義の依頼に対して積極的に対応した。81校に対して延べ138人の教員が講
地域の初等中等教育の充実・発展 地域の初等中等教育の改善･充実のための活動に更 義し、中等教育の発展に寄与した。
に貢献する。 に積極的に取り組む。 ・全キャンパスでオープン・キャンパスを実施し、高校生を中心に3,241

人の参加があった。
・日本学術振興会が開催する｢ひらめき☆ときめきサイエンス｣に本学の
企画が３件採択され、中・高校生対象に実施した。
・トワイライト講座、教育相談、教員向け講座等を行い、地域の初等・
中等教育の充実に貢献した。代表的な実施状況は次のとおりである。

①自治体と共同して地元小・中・高校生を対象とした「山形大学活性
化プロジェクト企画事業」の開催

②「エリアキャンパスもがみ」による「春と秋の自然塾」（大蔵村）を
開催し、学生も講師として参加。また、「天童桜まつり会場」の「天
童おもしろ山大プロジェクト」（天童市）「行って、見て、体感！山
形大学体験学」(川西町)「スモール・ワールド・フェア2006」（河北
町）を開催

③人文学部、地域教育文化学部、理学部によるトワイライト講座を開
設。37講義に延べ661人の高校生が受講

④教職研究総合センター心理教育相談室では、地域におけるいじめ、
不登校、発達障害などの教育相談に応じ、相談件数は1,180件（利用
延べ人数2,086人）

⑤教育委員会等とともに、小・中学生を対象とした「おもしろ実験教
室」（年間８回）、不登校児童生徒を対象にした「相談教室」（年間12
回）を開催

⑥教育委員会及び県内外の小・中・高等学校主催の研修会等で計176件
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の講演を実施
⑦「大学コンソーシアムやまがた」で、高校・大学の関係者を対象に
「高大連携に関するフォーラム」を開催

・工学部では、理工系分野への興味関心を高めてもらうための｢研究活動
に関する協定｣、相互の教育の活性化のための｢高大融合に関する協定｣を
米沢地区の高等学校と締結した。

また、工学部独自の出前講義を実施しており、14校に対して延べ17人
の教員が講義し、中等教育の発展に寄与した。

【2-2】 【2-2】
公開講座、リカレント教育等、 ・「大学コンソーシアムやまがた」、「エリアキャン ・各部局主催で16件の公開講座を開講し、「大学コンソーシアムやまがた」

多様な学習機会を提供し、社会人 パスもがみ」を活用し、公開講座、リカレント教 主催の公開講演会を加えると計17講座を企画し実施した。
のキャリアアップ支援や生涯教育 育を実施するなど、多様な学習機会を提供し、社 ・「エリアキャンパスもがみ」で「もがみ広域圏連携タウンミーティング」
に貢献する。 会人のキャリアアップ支援や生涯教育に貢献する。を開催し、最上地方の活性化や産業育成について、人文学部、地域教育

文化学部、農学部の教員と高等教育研究企画センター職員が提言を行っ
た。
なお、「エリアキャンパスもがみ」の活動については、国立大学協会が

役員クラスを対象に開催したマネジメントセミナーで、本学学長が事例
報告を行った。

・各部局が行った特徴的なキャリアアップ支援事業の例
①再チャレンジ支援経費「社会人キャリア・アップ支援プログラム」
実施計画を策定

②山形県教育委員会と連携し、「教職10年研修」講座を開講
③現代的教育ニーズ取組支援プログラム「生涯医学教育拠点プログラ

ム―包括的地域医療支援機構総説―」の取組の中で、計６回の生涯
教育セミナーを開講。16人の研修登録医を受入れ

④「先端技術シーズ特論」を10回開講し、企業の技術者等に対する
キャリアアップ支援。毎回15～20人の参加者

【2-3】 【2-3】
ホームページ上に地域貢献のサ ・ホームページ上の地域連携サイトから公開講座 ・ホームページの地域連携サイト「地域の皆様へ」の欄及び「情報カレ

イトを設け、大学主催の催しの案 や出前講義等、学習機会に関わる情報を継続して ンダー」により、公開講座案内、出前講義を始めとする大学の催事等情
内・年間スケジュール等を掲載し、提供し、受付・募集などインターネット上で行え 報を発信した。
受付・募集等をインターネット上 るシステムを推進する。 ・公開講座、講演会などの催事は、学部ホームページからも情報発信す
で行えるシステムを構築する。 るとともに受付・募集などをインターネットで行えるシステムを導入し

た。
・オープンキャンパスの参加受付を、インターネット上で行えるシステ
ムを導入した。

【3-1】 【3-1】
本学の諸施設（体育施設を含む。）・企業等の研究者、技術者のために研究成果発表 ・企業等の研究者、技術者のために夏期休業期間等を利用して、空き教

を開放し、地域の研究機関や企業 の場を提供する。 室等を研究成果発表の場として提供した。
等の研究者、技術者の研究成果の ・地域の健康・スポーツ施設として広く開放し、 ・地域共同研究センターの施設は学外の研究者・技術者によっても利用
発表など種々の文化活動や学習支 地域の教育・研究や文化活動に貢献する。 されている。全体では800件、その中から米粉シュークリームが開発され
援等を通じて地域に貢献する。 ・蔵王山寮のＰＲを積極的に行うとともに、地域 た。

利用促進を図る。 ・「東京サテライト」では、地域教育文化学部美術科卒展、理学展、就職
説明会等を開催し、多くの参加者を得た。
・小白川・飯田・米沢・鶴岡各キャンパスの体育館・グラウンド・プー
ル等を広く一般に開放した。平成18年度は、地域の学外団体による数多
くの催し（計41件）に協力した。
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・蔵王山寮のＰＲのために、学生・学外向けにパンフレットを配布した。
なお、冬季間の利用者はほぼ満員であり、今後はセミナー開催など夏季
利用者の増加を図る方法を検討した。
・医学交流会館を設置し、公開講座・各種講演会・学会等の会場として
活用し、医療情報の共有、地域医療の発展に寄与した。
・ＶＢＬでは、学生が地域の課題を解決するプランを策定し、米沢市の
「米沢観光文化検定」実施に結びつけた。

【3-2】 【3-2】
附属図書館、附属博物館、重要 ・附属図書館の開館時間を延長するなど、附属図 ・附属図書館では、オープンキャンパス時の利用講習会（参加者72人）、

文化財（旧米沢高等工業学校本館） 書館、附属博物館、重要文化財（旧米沢高等工業 高校生向けの利用講習会（参加者23人）を実施した。
等学内施設の公開を更に進め、地 学校本館）等学内施設の公開を促進し、更なる地 ・附属図書館では、引き続き土日開館や夜間開館で一般市民の利用に便
域サービスを充実させる。 域サービスの充実に努める。 宜を図るとともに、市民に対するレファレンスサービスを、図書館ホー

ムページでも開始した。平成18年度の学外利用者は、前年比10％増の延
べ20,053人であった。
・附属図書館工学部分館に放送大学山形学習センターコーナーを新設し
た。また、生涯学習室に放送大学用受信装置を設置し、一般市民も多く
の利用ができるようにした。
・附属図書館では、国立情報学研究所の次世代学術コンテンツ共同構築
事業に応募し採択された、地域連携型リポジトリ「学術成果発信システ
ムやまがた（ゆうキャンパスリポジトリ）」を構築し、公開した。
・附属博物館では、「１学部・部門１プロジェクト」の報告会・特別展と
２回の展覧会を開催するなど学内外から1,000人近い見学者があった。
・附属博物館で「ボランティア受入れ要項」を制定し、平成19年度開始
のボランティア制度の基礎を築いた。
・重要文化財（旧米沢高等工業学校本館）において、「フルートとピアノ
のアンサンブル」（昼夜２回公演）を開催し、220人の市民を無料招待し
た。

2)産学官民連携の推進
【1-1】 【1-1】

シンポジウム、交流会、技術相 ・山形県新企業懇話会など、シンポジウム、交流 ・山形県と「地域の課題に適切に対応し活力ある個性豊かな地域社会の
談会等を積極的に開催し、連携推 会、技術相談会等を積極的に開催するとともに、 形成と発展に寄与する」ことを目的とした包括協定を締結した。
進を図る。 地方自治体との共同事業に積極的に参加し、連携 ・山形県との連携プロジェクトの第一弾として、科学技術振興調整費「地

推進を図る。 域再生人材創出拠点形成」事業において、山形県の地域再生計画と連携
した「『食農の匠』育成プログラム」が採択され、平成19年４月の学生受
入に向けて、県の公設試験研究機関と共同して体制を整備した。
・シンポジウム「草木塔のこころを求めて」を企画し、開催した。地元
の研究家、学芸員などパネラーによる５つの講演が行われ、山形県民の
自然観の歴史について理解を深めた。
・「地域共同研究センター」では、山形県最上総合支庁との共催で「最上
夜学」を６回、「産学官連携やまがたネットワーク（party21）」との共催
で８回の研究交流会を開催し、本学と企業等の研究者による研究交流を
推進した。
・「party21」のメーリングリストを活用し、地域社会に対し産学連携に
関する136件の情報を提供した。

・部局における代表的な取組例
①山形県村山総合支庁と「山形仙台交流圏研究会」を開催
②「学校臨床事例検討会」を開催（５回）
③山形県の高等学校数学教員との「研究交流会」を実施
④山形県知事・山形大学長と地域教育文化学部学生とのキャンパス
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ミーティングを実施
⑤山形県医療対策協議会を通じて、各自治体や医師会との情報交換を
実施

⑥山形大学産業研究所、米沢工業会、米沢電機工業会、Party-21等と
ともに交流会を開催

⑦山形県農林水産部との連携推進協議会を通じて研究情報交換会を２
回開催し学官連携を推進

【1-2】 【1-2】
自治体等の各種審議会等へ積極 ・社会連携を教員の重要な職務として位置付けて ・各部局の教員は専門的知識によって審議会を通じて地方自治体に貢献

的に参加し、政策提言・策定等に 評価を行い、本学理事が山形県総合政策審議会部 した。教員が務めた代表的審議会委員と件数は以下のとおりである。
貢献する。 会長を務めるなど、地方自治体が主宰する各種委 人文学部 65 件(山形県消費生活審議会委員など）

員会や審議会へ積極的に参画し、政策提言・策定 地域教育文化学部 96 件(山形県教育懇話会委員など）
等に貢献する。 理学部 50 件(山形県第10次鳥獣保護事業計画策定検討会委

員など）
医学部 460 件(山形県保健医療推進協議会委員など）
工学部 105 件(山形県循環型産業事業評価委員会委員など）
農学部 47 件(山形県農林水産技術会議委員など）
その他部局 31 件

【1-3】 【1-3】
ベンチャー相談室を設置し、起 ・「産学官連携やまがたネットワーク（party21）」 ・ 平成18年４月にに米沢キャンパス内に、ビジネス・サポート・セン

業を目指す者及びベンチャー企業 やコミュニティビジネス創出支援を目的とするＮ ターである「産学連携横町」（リエゾン・オフィス）を設置し、技術相談
への指導・助言を行う。 ＰＯ法人等との協力体制に基づき、「ビジネス・サ やベンチャービジネスの企業化等の相談に幅広く対応した。

ポート・センター」（仮称）を設置して、市民、企 ・「産学連携横町」は、地域共同研究センター、ベンチャー・ビジネス・
業等からの各種相談などに迅速かつ的確に対応す ラボラトリー、知的財産本部、（財）山形大学産業研究所の職員、自治体
る。 （山形県、喜多方市）・金融機関（荘内銀行、米沢信用金庫等）からの共

同研究員、産学連携コーディネーター等で構成している。
・「産学連携横町」は、山形大学共同研究組織（YURNS）、産学官連携やま
がたネットワーク（Party21）、山形県工業技術センター、山形県産業技
術振興機構やNPO法人山形専門家ネットワークと協力し、各種相談に幅広
く対応した。

【2-1】 【2-1】
産学官民連携の中核として地域 ・地域共同研究センターにおいて、既に配置して ・地域共同研究センターは、「庄内サテライト」を設置するとともに、首

共同研究センターを更に充実させ、いるリエゾン教員と産学連携コーディネーターに 都圏に新たに「大田サテライト」を新設した。また金融機関との協定に
リエゾン教員及び産学連携コーデ よる技術相談窓口を更に充実させ、共同研究を推 基づき店舗窓口を利用した技術相談窓口の設置等による充実を図った。
ィネーターを配置する。 進する。 ・リエゾン教員及び産学官連携コーディネーターが中心となって、本学

に寄せられる技術相談を総括・把握し、共同研究等の実現可能な企業を
訪問して研究内容を摺り合わせ、共同・受託研究等を立ち上げた。
・平成18年度の技術相談件数は350件だった。

【2-2】 【2-2】
地域共同研究センターサテライ ・地域共同研究センターサテライトを中心に、県 ・平成18年10月に山形県庄内総合支庁内に県内４つ目となる新たな地域

トを県内４地域（村山、置賜、庄 内各総合支庁等との連携強化を図る。 共同研究センター「庄内サテライト」を設置し、山形県全域にきめ細か
内及び最上）に設置し、山形県の くサテライトを配置した。
各総合支庁等との連携強化を図る ・地域共同研究センターでは、サテライトを拠点に、山形県の各総合支
ことにより、地域貢献支援センタ 庁とともに各地域で「地域プラットフォーム協議会」を運営し、産学連
ーとして機能させる。 携を推進し技術相談に応じた。

また、最上総合支庁と連携し、地域の産業の活性化を目的とした「最
上夜学」を６回開催した。
・以上の取り組みによって自治体等と連携した結果、県内各地域ごとの
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受託・共同研究は次のとおりとなった。
村山地域：受託 24 件、共同 17 件(前年度：受託 27 件、共同 13 件)
最上地域：受託 1 件、共同 4 件( 〃 ：受託 0 件、共同 0 件)
置賜地域：受託 12 件、共同 8 件( 〃 ：受託 11 件、共同 8 件)
庄内地域：受託 12 件、共同 1 件( 〃 ：受託 11 件、共同 3 件)

【2-3】 【2-3】
社会連携課を設置し地域との窓 ・社会連携課を窓口として、県内の大学、短大、 ・「大学コンソーシアムやまがた」の中核機関（事務局）として、新たに

口を明確にするとともに、「山形大 高専等で組織する「大学コンソーシアムやまがた」 学術情報発信・広報を目的とした部会を設置するとともに、学生募集の
学地域連携推進協議会」の強化を の中核機関として事業を展開し、参加機関相互の 合同説明会、単位互換、公開講座、高大連携、教職員連携交流等に関す
図り、「山形県における地域連携に 連携と交流を推進する。 る事業を実施し、地域との連携を強化した。
関する連絡協議会」、「山形県産業 ・「山形県産業技術振興機構」等の諸組織との連携 ・「大学コンソーシアムやまがた」では、地域活性化に向けた取組として、
技術振興機構」及び「大学コンソ を一層強化し、県内の産業育成及び振興に貢献す 学生活動に関する合宿セミナー、学生交流合宿研修、学生の連携活動の
ーシアムやまがた」との連携を強 る。 の支援を行った。
化する。 ・（財）山形県産業技術推進機構、（財）山形県企業振興公社等と連携し、

「産学官連携推進会議」や「地域プラットフォーム協議会」を開催し、
地域産業の育成・振興に貢献した。
・平成19年度に、地域共同研究センターの新たなサテライトを福島県喜
多方市に設置することを決定した。

【2-4】 【2-4】
地域連携アドバイザー教員制度 ・分散キャンパスの利点を活かして、県内各総合 ・分散キャンパスの利点を活かして、各キャンパスのリエゾン教員及び

を活用した新たな地域連携体制を 支庁や地方自治体等との連携活動を推進するとと 産学官連携コーディネーターが中心となって、本学に寄せられる技術相
構築する。 もに、地域の教育、文化活動に更に積極的に協力 談を総括・把握し、共同研究等の実現可能な企業を訪問して研究内容を

・支援する。 摺り合わせ、共同・受託研究を立ち上げた。
・地元金融機関との協定に基づき金融機関店舗に技術相談窓口を設置し
た。

【2-5】 【2-5】
学術情報基盤センターを地域社 ・学術情報基盤センターにおいて、県内高等教育 ・「大学コンソーシアムやまがた」加盟機関に新たにe-ラーニング講義を

会における情報拠点として、その 機関への遠隔授業の配信と、学術情報に関する総 配信した。
機能を更に充実・発展させる。 合的な情報発信機能（ポータル機能）の実現を推 ・｢大学コンソーシアムやまがた｣参加機関の学術情報を一元的に蓄積し、

進し、地域情報ネットワークとの連携を強化する。 情報を発信するシステム｢学術成果発信システムやまがた（ゆうキャンパ
スリポジトリ）｣を構築し、公開した。
・学術情報に関する総合的な情報発信機能（ポータル機能）の実現を推
進することにより、地域社会に教育・研究情報を提供し、地域情報化へ
の提言を行った。

【2-6】 【2-6】
県・市等との人事交流を推進す ・県と大学との人事交流、客員教授の招聘、地方 ・山形県と事務職員の人事交流を継続し、情報交換を行い連携を強化し

るとともに、地域に密着した研究 自治体・金融機関との共同研究等、地域社会との た。特に山形県との連携強化を通じて文部科学省科学技術振興調整費「『食
テーマの公募と推進を図る。 人的交流を基盤とした連携を強化し、地域に密着 農の匠』育成プログラム」が採択された。

した研究テーマの公募により研究の推進を図る。 ・山形県工業技術センターとの研究者の人事交流を継続し、活発な研究
交流を行い連携を強化した。その結果、山形県から受託研究10件を得た。
・地域密着型の研究テーマを募集を行い、「草木塔プロジェクト」を採択
し、本学事業として推進した。
・工学部では、荘内銀行と山形県内地域の振興と相互の発展を目指し、「連
携協力協定」を締結し、双方が有する様々な情報やノウハウ等を用いて
相互に協力し、互いの発展と地域経済の活性化並びに社会の発展に貢献
する。

【3-1】 【3-1】
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地域分散型総合大学の特色を活 ・分散キャンパスの特性を活かし「人づくりの拠 ・各キャンパスの取組は以下のとおり。
かした学際的な教育・研究及び異 点（小白川キャンパス）」「健康づくりの拠点（飯 ［小白川キャンパス］
分野との連携を促進し、産業・経 田キャンパス）」「ものづくりの拠点（米沢キャン ①「新教育システム開発プログラム」に応募し、「『特別支援教育コー
済、行政を始めとする幅広い社会 パス）」「食づくりの拠点（鶴岡キャンパス）」とし ディネーター』の質保証と新支援システムの構築」と「『地域共育創
の要請に対応する。 て、地域貢献を推進する。 造委員会』による地域の教育力再生」の２件が採択された。

・山形県内で唯一高等教育機関のない最上地域に ②人文学部が村山総合支庁と定期的に「山形仙台交流圏研究会」を開
おいては、「エリアキャンパスもがみ」の機能を活 催した。
かし、学際的な教育・研究及び異分野との連携を ［飯田キャンパス］
促進し、産業・経済、行政を始めとする幅広い社 ①医学部が21世紀ＣＯＥ「地域特性を生かした分子疫学研究」の一環
会的要請に積極的に応える。 として高畠町及び舟形町の住民に対する精度の高い集団検診を実施

した。
［米沢キャンパス］

①工学部が、米沢市、長井市及び福島市において、企業との技術交流
会を開催した。

②産学連携製造中核人材育成事業への協力、委託事業による研究シー
ズの提供や技術相談等において置賜総合支庁との連携を行った。

［鶴岡キャンパス］
①農学部が山形県農林水産部との研究連携協定による情報交換会を通
じ、地域に密着した研究テーマに基づく共同研究を実施した。

②農学部教員が中心となって発足した「山形在来作物研究会」の活動
を推進しダダチャ豆，温海かぶ等地域特産物の多面的利用法の研究
に取り組んだ。

［最上地域（山形県内で唯一高等教育機関のない地域）］
①「エリアキャンパスもがみ」の機能を活かし、最上広域圏の活性化

を目的に大学と地域が交流を行うタウンミーティング「もがみの元
気創出プロジェクト！」を開催した。
最上広域圏住民、官公庁、企業関係者、大学関係者、延べ120人が参
加した。

②「エリアキャンパスもがみ」の「地域大学の新たな連携モデルの構
築＝新構想エリアキャンパスの展開」の取組が認められ、「日本計画
行政学会第11回計画賞」を受賞した。

③科学技術振興調整費「地域再生人材創出拠点形成」事業の「『食農の
匠』育成プログラム」が採択された。これに基づき、県の公設試験
研究機関と協力し、学生受け入れ体制を整備した。

【3-2】 【3-2】
地域の企業、地方自治体及びＮ ・東北電力技術交流会など、地域の企業、地方自 ・山形県との包括協定を始め、銀行、高等学校と協定を締結し地域との

ＰＯ法人等との連携を一層推進し、治体及びＮＰＯ法人と連携し、地域の生活基盤、 連携を推進した。
地域振興に貢献する。 産業基盤等の整備計画に参画し、地域振興に貢献 ・（財）山形県産業技術推進機構、（財）山形県企業振興公社等と連携し、

する。 産学官連携推進会議、東北電力技術交流会、地域プラットフォーム協議
会等を開催し、地域産業の育成・振興に貢献した。
・ＮＰＯ法人との連携により、共同研究を１件立ち上げた。また、農協、
商工会議所等との連携により、受託研究３件を受け入れた。
・平成17年度の「ＳＤ研修」の成果に基づいて、５市町村（天童市、川
西町、河北町、東根市、鶴岡市）と連携した企画事業を実施した。
・地域共同研究センターと工学部及び地元金融機関とが連携して「山形
大学方式」の産学連携イメージを周知するシンポジウムを開催したほか、
民間ＴＶ番組に学長が出演し、上記方式をインフォマーシャルとしてア
ピールした。
・理学部は、ＮＰＯ法人と連携して、「星空案内人（星のソムリエ）」資
格認定制度を設け、最新の天文学研究と市民を結ぶ仲介者となる人材の
養成を開始した。
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【3-3】 【3-3】
県内の高等教育機関と連携する ・山形県基幹高速通信ネットワークと学術情報基 ・山形県基幹高速通信ネットワークと学術情報基盤センターを接続して、

ため、基幹情報ネットワークの活 盤センターを接続し、県内高等教育機関との相互 山形県と協力して構築した「県内学術系ネットワーク」に基づいて、平
用を図る。 ネットワークの強化を図る。 成17年度は回線容量を増強し、平成18年度はこれを活用し、「大学コン

ソーシアムやまがた」の加盟機関に向けてe-ラーニングによる11の講義
を配信した。

3）評価の体制
【1-1】 【1-1】

地域貢献を教員の職務の一つと ・地域社会における教員の活動状況を取りまとめ ・基本構想委員会で「教員の個人評価指針」を策定し、平成17年度の試
して正当に評価するためのシステ るとともに、教員の点検・評価システムにおいて 行を経て平成18年度から本格実施に入り、教員の自己点検・評価を実施
ムを構築する。 社会連携活動の評価に配慮する。 した。この評価項目の中には「社会連携」の領域が設定されており、こ

れに基づき各部局の評価組織が評価を行う。

ｂ国際交流等
1)体制の整備
【1-1】 【1-1】

大学間交流協定を積極的に締結 ・複数の大学と大学間交流協定を締結し、研究交 ・ニューヨーク州立大学コブルスキル校と学生交流協定を締結したほか、
し、研究交流、学生交流を活性化 流、学生交流を活性化する。 河北医科大学、華北煤炭医学院（以上、中国）、仁済大学校（韓国）、ラ
する。そのため、大学間交流協定 トビア大学（ラトビア）、タリン大学（エストニア）の計５大学と大学間
については、６年間で10件以上の 交流協定を締結し、協定校数は11件となった。
締結を目指す。 ・学長、副学長、留学生センター長等がアメリカ、ヨーロッパ、南米、

アジアの協定校を訪問し、講演を通して交流を深めるとともに、今後の
交流推進に向けて意見交換を行った。
・留学生センター教員が、NAFSA（国際教育会議）、EAIE（欧州国際教育
会議）、APAIE（アジア太平洋国際教育会議）に参加し、世界の高等教育
機関の最新情報・知識を得るとともに、参加大学との大学間交流協定締
結の検討を開始した。

・人文学部では、学部間国際交流協定締結校の韓国全南大学校人文大学
と、交換留学生の派遣・受入の協議を行い、2007年度から実施すること
にした。
・工学部では既に締結しているエルランゲンニュールンベルグ大学（ド
イツ）との交流を活発化させ、研究者や学生の交流を行った。

【1-2】 【1-2】
国際交流を推進するために、国 ・学内寄付による国際交流事業基金の充実を図る ・平成17年度に引き続き「山形大学国際交流事業基金」の募金活動を継

際交流基金の整備を図る。 とともに、基金の有効利用を図る。 続するとともに、基金の有効活用の方法として、「留学生救援者費用保険」
に大学として加入し、万一の場合の留学生の遭難や事故等に対応できる
体制を整えた。
・基金の充実を図るため、労使協定の「賃金の口座振込みに関する協定」
に追加して給与からの控除を可能とした。
・留学生が民間アパート等への入居に際して加入する保険である「留学
生住宅総合補償」についての再周知を行い加入を促進するとともに、補
償の範囲を超える事例が生じた場合には上記基金により対応することを
決定した。
・平成18年６月に吾妻連邦で留学生２人の遭難事故があり、その際の捜
索経費を一旦基金から支出し、その後保険金が支払われた。

・学部における主な取組例
①学部間国際交流協定締結校の韓国全南大学校人文大学において「異
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文化間コミュニケーション」実習を実施し、学部国際交流推進基金
から参加学生に対する補助を行った。

②学部国際交流基金制度の運用による平成19年度派遣学生（韓国・仁
済大学校へ）の助成を決定した。

③医学部創立30周年事業後援会から国際交流事業として1,005万円を受
け入れ基金として活用した。

【1-3】 【1-3】
情報発信のため、大学ホームペ ・海外への情報発信のため、留学生センターのホ ・留学生センターホームページ（日本語、英語、中国語、韓国語）の掲

ージの英語版を充実する。 ームページの英語版、中国語版及び韓国語版を充 載情報を更新・修正し更なる充実を図った。
実させる。 ・平成19年度入試に係る英語版の私費外国人留学生向け入学案内を作成
・本学へ入学するための正確な情報の周知を図る し、ホームページに掲載し、内容の周知を図った。
ため、私費外国人留学生選抜に係る入試要項の英 ・各学部においても、学部・学科の英語版ホームページを充実させると
語版を作成し、ホームページに掲載する。 ともに、学部・学科の特色や私費外国人留学生募集要項の情報発信を行

った。

【1-4】 【1-4】
開発途上国への国際協力を推進 ・農学部のミャンマー国稲作技術改善事業など、 ・農学部において、鶴岡市との提携によるＪＩＣＡ（独立行政法人国際

する。 開発途上国への国際協力の具体的方策を検討し、 協力機構）「平成17年度草の根技術協力事業」がミャンマー国稲作技術普
国際協力を推進する。 及事業として予算化され、平成17年度から平成19年度までの３年間の事

業として実施中である。
・農学部では、平成18年度ＪＩＣＡ留学生セミナー（分野別地方研修）
を受託・実施した。
・医学部は、山形県との提携により、平成19年度からのＪＩＣＡ草の根
技術協力事業として、「インドネアシア共和国パプア州地域保健向上協力
事業」の実施機関として参加することが決定した。
・ＪＩＣＡ及び国際協力銀行（ＪＢＩＣ）等の実施する各種セミナーへ
の参加について各学部に呼びかけるとともに、工学部教員及び国際交流
ユニット職員が文部科学省によるセミナーに参加し、情報収集を行った。

2)学術交流の推進
【1-1】 【1-1】

毎年２件以上の国際共同研究の ・大学間学術交流協定をベースに国際共同研究の ・インターネットを通じた国際共同研究の推進のため、東アジアの協定
実施を目指す。 推進を図る。 校５校と本学によるシンポジウムを平成19年６月に山形で開催するため

の準備を進めた。
・大学間学術交流協定を締結している吉林大学、タルカ大学（チリ）等
８大学と８件の共同研究を実施した。

【1-2】 【1-2】
研究者レベルでの研究交流を推 ・個々の研究者の研究交流活動を全学的に掌握し、・研究者の派遣、受入件数、相手国等の詳細な情報を全学的に収集した。

進する。 更なる推進を図る。 ・小嶋国際学術交流基金により、平成19年度に２人の教員及び大学院生
１人の海外での学会発表・講演並びに外国人学者による講演会１件の支
援を行うことを決定した。
・平成19年度大学教育の国際化推進プログラム（海外先進研究実践）へ
の申請により、５人の研究者の派遣が決定した。
・研究者交流の平成18年度実績は次のとおり

受入人数 410 人
派遣人数 37 人

・若手教員（ポストドクター含む）が、独立して教育研究を行うために
必要な能力の向上を図ることを目的として、海外の大学・研究機関に１
年以内の派遣をする｢ＹＵ海外研究グローイングアッププログラム｣を構
築し平成19年度から実施することとした。
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【1-3】 【1-3】
招聘研究者による講演会やシン ・外国大学からの受入れ教員、留学生等を講師と ・コロラド大学ボルダー校（アメリカ）東アジア教育プログラム研修団

ポジウム等を積極的に開催する。 した講演会、シンポジウム等を開催する。 の来学に際してのシンポジウム、大学間協定校であるタリン大学（エス
トニア）学長の日本語による講演会を開催した。
・アジア地域の協定校との間で、地域貢献をテーマにした国際研究ネッ
トワークを構築するため平成19年６月に山形で開催する東アジアの大学
間、学部間協定校５校と本学によるシンポジウムの準備を進めた。
・シンポジウム・講演会の例
（講師招聘シンポジウム）
アテネ大学（ギリシャ）、モスクワ大学（ロシア）

（研究者による講演会）
ロシア海洋生物学研究所（ロシア）、ガジャマダ大学、ランブンマンク

ラート大学（インドネシア）、ユタ州立大学（アメリカ）、トリノ大学（イ
タリア）、北華大学（中国）、ウプサラ大学（スウェーデン）

【2-1】 【2-1】
外国人研究者に対する研究及び ・外国人研究者へ研究施設を提供することや国際 ・国際交流事業基金によって、外国人研究者についても大学として留学

生活面の支援体制を充実させる。 交流事業基金で保険に加入することなどにより、 生救援者費用保険に加入し、万一の遭難や事故等の場合に備えての対応
研究及び生活面の支援を行う。 を行った。

・山形美術館の法人会員となり、海外からの研究者が著名な日本の美術
作品に接する機会を提供し、日本文化の理解を図った。
・各学部における特徴的な取組の例
［研究面］
①客員研究員に研究室・備品等を提供
②姉妹校協定を締結している大学からの学術交流研究者へ研究費（５
万円）を支援

③外国人研究者専用研究室を提供するとともに外国人を含む学外研究
者用の専用ロッカー及び机を準備し、インターネットに接続したパ
ソコンを設置

［生活面］
①姉妹校協定を締結している大学からの学術交流研究者の住居及び光
熱水料費を支援

②米沢国際交流会館に単身者用４戸と夫婦及び家族用を確保

【2-2】 【2-2】
留学生課に国際交流部門を設置 ・教育面における国際交流、研究面における交流 ・平成18年7月に教育・研究面における交流活動の支援の拡大を図るた

して専門スタッフを配置し、留学 活動支援の拡大を図るため、留学生課を国際交流 め、留学生課を国際交流ユニット(課）に改組し、留学生及び研究者交流
生センターと一体となって留学生 課に改組し、併せて留学生センターの国際センタ の支援を更に強化した。
及び研究者交流の支援を強化する。ー（仮称）への改組を進め、留学生及び研究者交 ・国際センターへの改組に向けての検討を進め、平成19年度からの実施

流の支援を強化する。 を決定した。

3)学生交流の推進
【1-1】 【1-1】

短期留学制度等を活用し、留学 ・ニューヨーク州立大学との交流やＵＭＡＰ（Uni ・YU-SUNY特別プロジェクトによる「Japan Studies Program」として、
生の受入れを促進する。 versity Mobility in Asia and the Pacific：ア 英語による短期留学プログラムの開発を進めた。各学部からの授業の提

ジア太平洋大学交流機構）の活用による短期留学 供、規則等の実施体制を整備し、平成19年度後期から学生の受入を開始
生の受入れを推進する。 する。
・留学フェアへの参加により、本学における短期 ・ニューヨーク州立大学コブルスキル校との学生交流協定を締結し，農
留学生制度等の広報を行う。 学部に短期留学生１名を受け入れた。

・各学部においては、中国４人、韓国３人、台湾３人、インドネシア
１人の短期留学生を受入れた。
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・ＵＭＡＰ及びＵＣＴＳの活用による短期留学生の受入れに関する全学
的検討を継続して行った。
・カナダ、韓国、スイス、中国、タイ、ベトナムでの留学フェア及びシ
ンガポールで開催されたアジア太平洋国際教育会議への参加等により、
積極的に広報活動を行った。

【1-2】 【1-2】
学部、研究科の入学者募集要項 ・私費外国人留学生選抜に係る入試要項の英語版 ・平成19年度入試に係る、英語版の私費外国人留学生向け入学案内を作

の外国版を作成し、留学を希望す を作成し、ホームページに掲載して入学試験情報 成するとともに、これをホームページにも掲載し、内容の周知を行った。
る外国人学生等に広く入学試験情 を提供するとともに、留学生受入れの促進を図る。 これにより、平成19年度の留学生数は昨年度より14人増加し177人となっ
報を提供する。これにより留学生 た。
の受入れを増加させる。

【1-3】 【1-3】
学生の外国派遣制度を確立し、 ・英語及び留学希望先の使用言語の運用能力向上 ・英語圏への留学の意欲向上を図るため、大学生協と提携し、TOEFLの団

交流協定大学を始めとする外国の を支援する。 体向けテストプログラムTOEFL試験を２回実施した。
大学への留学を支援する。 ・日本人学生と外国人留学生の更なる交流促進を ・留学希望者に対し語学学習カウンセリングを実施し、語学学習用図書

図る。 の整備を実施した。
・ニューヨーク州立大学への留学を推進するなど、・ニューヨーク州立大学を始めとする協定校への短期派遣留学制度を実
国際交流協定大学を始めとする外国の大学への留 施し、平成19年度から本学学生を派遣すべく準備を進め、３か国４大学
学を支援する。 へ計７人の派遣候補者を決定した。また、候補者の公募に際して開催し

た留学説明会には約70人の参加があった。
・平成17年度に引き続いて来学したコロラド州立大学学生との交流会に
おいて、多数の学生の参加を得て、学生の企画によるイベントを実施し
た。留学生の実地見学旅行への日本人学生の参加、八峰祭での留学生に
よる模擬店への日本人学生の協力等による促進を図った。
・山形県が実施するコロラド・コミュニティ・アクション・プログラム
参加者募集の広報、面接会場の提供を行う等、学生の海外留学意欲向上
に努めた。

【2-1】 【2-1】
地域の国際交流団体との連携を ・山形県留学生交流推進協議会の構成各団体と連 ・山形県留学生交流推進協議会の構成団体である国際コミュニケーショ

強化し、留学生の生活支援体制を 携して、留学生の生活支援体制の充実を図る。 ンレディスクラブ等から本学留学生に対する奨学金の支援を受けた。
充実させる。 ・山形県留学生交流推進協議会において、入国管理局から講師を招いて

の留学生の資格外活動等に係る研修会を実施することとした。
また、留学生懇談会を継続して開催し、留学生と山形県留学生交流推

進協議会構成団体との交流を図った。
・国際理解教育実践活動にかかる支援・連携を考える会（大学、県・市
国際交流協会、JICA東北支部等参加）に参加し機関間の連携を強化した。

【2-2】 【2-2】
チューターマニュアルを作成し、・チューター制度の積極的活用を推進する。 ・「チューターマニュアル」を改編し留学生センターホームページに掲載

チューター制度による留学生への した。
支援を充実させる。 ・チューター報告書の提出時等の機会を活用して、チューターの感想等

を聴取した。また、留学生からは随時、問題点の有無等、感想を聴取し、
チューター業務の改善に反映した。
・年度初めにチューターへのオリエンテーションを開催し、制度の効果
的な活用を図った。

【2-3】 【2-3】
留学生のための学習用資料を充 ・附属図書館において留学生用の英文資料、辞書 ・附属図書館において留学生用図書を104冊購入した。

実させるとともに、英語能力の不 類、パソコン及び学習用資料等の整備・充実を図 ・中央図書館の「国際情報コーナー」に留学生用図書と合わせて、所蔵
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十分な留学生への英語学習支援体 る。 している日本語学習及び本国情報などに関する資料を506冊配架し、留学
制を整備する。 ・英語能力の不十分な留学生に対する英語学習支 生の学習支援を図った。

援の体制について具体的に検討を進める。 ・東南アジア等からの英語を運用できる留学生のために、衛星放送チャ
ンネルによるＣＮＮニュースの視聴設備が附属図書館本館に備えられて
いることを周知した。
・英語能力の不十分な留学生に対して教材提供など、英語学習支援を行
った。また、自分の能力に合わせて学習できるCall演習室を整備しＴＡ
の配置等のサポート体制により、英語未履修留学生の自習も可能にした。

【2-4】 【2-4】
留学生に対する英語による講義 ・ニューヨーク州立大学から受け入れる留学生に ・YU-SUNY特別プロジェクトによる「Japan Studies Program」として、

を実施する。 対して英語による講義を提供するなどの準備を進 英語による短期留学プログラムの開発を進め、各学部からの英語による
める。 授業の提供、規則整備等の実施体制を整え、平成19年度後期から学生の

受入れを開始することとした。

・農学研究科では、大学院修士課程の開講科目について、英語で授業を
実施可能な科目の一覧表を作成し、留学生が当該科目を受講する場合、
希望がある場合には英語での講義を実施した。

【2-5】 【2-5】
留学生に対してインターンシッ ・インターンシップ制度の活用を希望する留学生 ・平成18年８月に山形県が策定した「やまがた東アジア経済戦略」の一

プ制度を活用した就業体験の機会 に対して、就業体験の機会を提供し、留学生の就 環として、山形県との連携により、学部２・３年次及び修士課程１年次
を提供し、留学生の就職支援を図 職支援を図る。 の留学生に対して「卒業後の進路等に関するアンケート調査」を実施し
る。 た。留学生を海外発展のための貴重な即戦力と考えている県内企業との

面談及びインターンシップ受入れについての希望調査を行うことにより、
留学生の県内就職の機会の拡大を図った。

・工学部キャリアサービスセンターに専任教員を配置し、留学生のキャ
リアアップ，フォローアップ体制を整備した。また、留学生のインター
ンシップや就職活動についても、専任教員がビデオ及びガイドブック等
により、きめ細かく対応した。
・各学部とも日本人、外国人の区別なくインターンシップに参加できる
体制を整えた。平成18年度は２人の外国人留学生が参加した。

【2-6】 【2-6】
帰国した外国人留学生との間で ・帰国した外国人留学生から得た情報を活用し、 ・留学生のネットワークを構築するため、帰国後の住所、勤務先、メー

国際交流ネットワークを構築し、 現役留学生向け支援体制の整備を図る。 ルアドレス等の情報を把握するための体制を整備した。
これを活用した現役留学生向け支 ・留学生センター運営委員会等の機会を活用して日本学生支援機構
援体制の整備を図る。 （ＪＡＳＳＯ）で実施している留学生へのフォローアップ事業について

の情報を提供し、制度の活用を図った。
・帰国留学生に対する説明会を開催し、ＪＡＳＳＯによる「帰国外国人
留学生短期研究制度」等のフォローアップ事業等についての説明を行っ
た。

・工学部キャリアサービスセンターに卒業生・修了生の就職先一覧や分
野などの情報を提供した。平成19年度以降はこれらの情報をデータベー
ス化してより使いやすいシステムに改良していくこととした。

【2-7】 【2-7】
日本語教育、日本事情教育の見 ・「日本事情」教育を「多文化交流」教育として教 ・「日本事情」教育を「多文化交流」教育として「学際・総合領域」で開

直しと充実を図る。 養教育の「一般教育科目」（「総合領域」）で開講し、 講し、日本人学生を交えた国際教育を開始した。また、「日本語」の位置
内容の充実を図る。また、「日本語」の授業科目を づけを外国語科目に変更して教養教育の科目構成を整備した。
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外国語科目の区分で開講することについて教育委 また、「日本語」の授業は、「Japan Studies Program」の短期留学生向
員会で検討する。 けに初・中級日本語が履修できるように整備した。

・留学生センターで日本語課外補講の規則を整備し、学外者の受講を可
能にした。

4)国際交流拠点形成
【1-1】 【1-1】

外国人留学生の大半を占めるア ・従来から交流しているアジア地区の大学との国 ・研究交流及び学生交流の拠点形成に向け、平成19年６月に東アジアの
ジア地域の大学や国との交流を積 際協力を一層積極的に進め、研究交流、学生交流 大学間、学部間協定校５校と本学によるシンポジウムを山形で開催する
極的に進め、研究交流、学生交流 の拠点の形成に向けて積極的に取り組む。 ための準備を進めた。
の拠点を形成する。

・学部における代表的な交流活動の例
①学部間国際交流協定締結校の韓国全南大学校人文大学と、交換留学
生の派遣・受入の協議を行い、平成19年度から実施

②学術教育交流協定校の中華民国（台湾）・銘傳大学（応用語文学院）
との交流プログラムを平成19年度から実施（異文化交流コース）

③大邱大学との学部間交流協定を大学間交流協定に昇格させる準備
④平成19年度からのＪＩＣＡ草の根技術協力事業として、山形県との
提携により、「インドネシア共和国パプア州地域保健向上協力事業」
の実施機関として参加

⑤本年度新たにアジア地域の大学と５件の学部間交流協定を締結
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Ⅱ 教育研究等の質の向上の状況
(3) その他の目標
② 附属病院に関する目標

中 １．人間性豊かな信頼の医療を実施する。
期 ２．患者本位の医療を推進する。
目 ３．救急医療体制を推進する。
標 ４．科学的根拠に基づいた医療を実施する。

５．高度先進医療・先端医療を地域へ提供する。
６．学部学生の卒前臨床実習を充実させる。
７．卒後臨床修練を含めた医療従事者の生涯教育を充実させる。
８．臨床研修（基礎研究から高い技術水準の医療の開拓）の質の向上を図る。
９．医療提供機能強化を目指したマネジメントを実施する。
10．患者の立場に立った病院環境を整備・充実させる。
11．地域医療機関等との連携システムを整備・充実させる。
12．地域医療人の生涯教育機会を提供する。
13．病院広報等の充実・強化を図る。
14．社会への説明責任を果たすため、策定した目標等の情報提供を推進する。
15．病院全体に対する評価とその情報提供を推進する。
16．魅力ある病院を目指した人事制度を確立する。
17．国際化への対応と国際的な共同研究等を推進する。
18．病院施設の機能向上の推進を図る。

中期計画 年度計画 計画の進捗状況等

（２）附属病院に関する目標を達
成するための措置
【1-1】 【1-1】

インフォームド・コンセントに ・患者への説明内容を検証し、説明文書の見直し ・平成17年度に、患者への説明内容を検証し、説明文書に盛り込むべき
基づいた患者中心の医療を実施す を適宜行う。 項目（診療内容、患者の利益、患者の危険）のチェックリストを作成し
る。 た。これに基づき、各診療科で相互に説明文書を繰返し読み合わせて検

証し、継続的に改善を図った。
・カルテチェックを定期的に行い、患者への説明が適切に行われている
ことを確認した。

【1-2】 【1-2】
地域に開かれた医療を実施する。・地域医療機関等との連携システムを整備・充実 ・地域医療機関等との連携システムを整備・充実させるため「地域医療

させる。山形大学医学部がんセンターの活動を通 センター」にソーシャルワーカーを配置し陣容を強化した。本センター
して、地域がん医療のレベルアップを図る。 への照会には24時間以内に返書を発送するシステムを構築した。
・地域医療人に生涯教育機会を提供する。総合医 ・平成17年度に設立した「医学部がんセンター」において、地域がん医
学教育センターを軸として、地域医師の診療レベ 療のレベルアップを図るため、がん患者登録システムを構築し、登録を
ルアップを図る。 開始した。

・医療者におけるがん診療レベルアップのためのセミナー、講習会を企
画した。

山形大学
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・地域の関連病院との連絡会を開催し、意見・要望を聴取し、今後の機
構改革の方針策定を行った。
・地域医師の診療レベルアップを図るため、年６回の生涯教育セミナー
を行い、地域医療人に生涯教育の機会を提供した。参加者は医師会の医
師、県の行政官及び大学職員等で、１年間で1,410人（１回平均235人）
の参加があった。
・地域の医師等450人に対して、従来の生涯教育セミナーに対する意見及
び今後のセミナーに対するニーズ調査を行った。これらの結果は、広報
誌「生涯教育と地域医療」の第７号、第８号に掲載し、改善の方向性策
定に資した。
・「総合医学教育センター」に専任教授を配置し、退職医師及び現職の専
門医の中からgeneral physicianとして地域医療に貢献する医師を養成す
る「医学部リフレッシュ教育プログラム」の企画を行い、平成19年度の
特別教育研究経費を獲得した。平成20年度から実施予定であるが平成19
年３月の時点で既に３人の本プログラム参加申込があった。

【1-3】 【1-3】
最高水準の医療を提供する。 ・科学的根拠に基づいた高度先進医療を実施する。・「科学的根拠に基づいた医療」（ＥＢＭ）を実践するために、各診療科、

・高度先進医療・先端医療を地域へ提供する。山 各診療部門でクリニカルパスの作成・運用、エビデンスに基づいた診療
形大学医学部がんセンターの活動を通して、地域 手順の見直し（手術室の衛星管理方針など）を行い、引き続き医療安全
がん医療のレベルアップを図る。 の推進、医療レベルの検証などに役立てた。

・平成17年度に設立した「医学部がんセンター」の活動を通して、地域
の関連病院とのネットワーク化を図り、がん診療の均てん化を目指した。
・がん患者登録を開始し、がん化学療法の安全確保、レベルアップのた
めに設置したがんセンター化学療法室で成果を挙げている。
・厚生労働省がん診療連携拠点病院の指定を受けた。

【1-4】 【1-4】
厳しい倫理観を持った創造的な ・医学部において改革された教育カリキュラム方 ・「総合医学教育センター」において、文部科学省「現代ＧＰ」による支

医療人を育成する。 針に基づいて、学部学生のカリキュラムを改善し、 援を受け、地域医療の実態調査・分析を通して「医療グランドデザイン」
臨床実習中心の卒前臨床教育を実行する。 を医師育成の観点から分析し、今後の戦略の策定を行った。
・県内医療機関との連携により卒後臨床研修の充 ・総合医学教育センター専任教授の下で、医学教育、初期研修医教育の
実（初期及び後期）を図り、合わせて医療従事者 更なる戦略策定を行う体制を整備した。
の生涯教育を充実させる。 ・臨床腫瘍学分野を創設し、腫瘍学講義の充実を図るとともに、臨床感

染症学講義を開講した。
・臨床実習期間を充分にとり、実習中心の教育内容とした。
・文部科学省「現代ＧＰ」による支援を受け、生涯教育セミナーを６回
実施し、地域で活動している医師の生涯教育を行った。
・医学部各分野が中心となり、地域医療人との研究会を通して、最新の
医療の進歩を提示するとともに医療の倫理的な側面を含んだ高度先進医
療の推進に努めた。
・「医学部卒後臨床研修センター」における初期研修医の教育については、
医療安全管理部の参画を得て、県内医療機関のとの連携により、教育カ
リキュラムに医療倫理の面からの教育を含め、その充実を図った。

【2-1】 【2-1】
患者に分かりやすい医療を提供 ・臓器別診療科を標榜するとともに、医療安全管 ・平成17年度から臓器別診療科を創設し、患者にとってわかりやすい診

する。 理の観点からインフォームド・コンセント形式の 療内容の提示に努めるとともに、新たに救急科を創設して診療内容の充
策定を図る。 実を図った。
・患者相談室を活用してきめ細やかな対応を図る ・インフォームド・コンセントの院内相互チェックを行い、その結果に
とともに、患者アンケートを分析検討し、患者に 基づいて診療科ごとにインフォームド・コンセントの内容の変更・改善
より分かりやすい医療を提供する。 を行った。

山形大学
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・附属病院ホームページの診療案内事項の整備・ ・院内のインフォームド・コンセントを院内情報システムにアップロー
充実を図り、患者に最新の医療情報を提供する。 ドするシステムのフォーマット作成を行った。

・「患者相談室」の相談内容の取りまとめと分析を行い、医事業務の改革、
医療安全の対応・対策を行った。
・附属病院ホームページを医学部ホームページとともに改訂し、よりわ
かり易くした。情報のアップデートを頻繁に行った。
・がんセンター広報業務の一環として、ホームページ上にがん診療の内
容・成績を開示した。

【2-2】 【2-2】
患者の個別性を重視した対応を ・患者に対して細心のインフォームド・コンセン ・インフォームド・コンセントの院内相互チェックを行い、その結果に

行う。 トを行うとともに、患者相談室を活用して、患者 基づいて診療科ごとに必要に応じてインフォームド・コンセントの内容
一人一人のニーズ等を尊重した対応を行う。 の変更を行った。

・院内のインフォームド・コンセントを院内情報システムにアップロー
ドするシステムのフォーマット作成を行った。
・患者相談室の相談内容の取りまとめと分析を行い、医事業務の改革、
医療安全のための対応・対策を行った。
・入院中の看護サービスが行き届くよう７：１看護を19年度から実施す
ることとした。

【2-3】 【2-3】
患者本位の医療の実践に向けて、・病棟に診療科の枠を超えた呼吸器センター、循 ・平成17年度に設置した「循環器病センター」「呼吸器病センター」の実

病院再整備計画の推進に努める。 環器センターを設置して患者本位の医療を行うと 務開始以降、稼働率は継続的に上昇している。
ともに、病棟再整備によって、救急部、ＩＣＵ、 ・救急部機能充実の一環として、救急科を創設し、中毒・重症やけどを
ＨＣＵ、手術部等の拡充整備を図る。 治療対象として診療の高度化を図った。今後の病院再整備に伴って、Ｉ
・24時間営業のコンビニやファーストフードを設 ＣＵ（６床）、ＨＣＵ（14床）を確保し、手術部12室と増加することに伴
置して患者アメニティーの改善充実を図る。 う最新の検査機器を導入するスキームの策定を行った。

・24時間コンビニ、コーヒーショップの院内開業を果した。
・24時間保育できる保育所「すくすく」を新設・運用を開始した。
・平成18年度は外来ボランティア12人、看護学科学生による小児科病棟
ボランティア27名を受け入れるなど患者アメニティの充実を図った。

【2-4】 【2-4】
多様化する患者ニーズに応える ・脳卒中相談室、遺伝カウンセリング室、栄養相 ・「脳卒中相談室」を原則月１回（第４土曜）開設し、脳卒中全般にわた

ため、組織体制の整備・充実を図 談室、地域医療連携センター等の機能強化を図る。 る幅広い相談に応じた。
る。 ・「遺伝カウンセリング室」は、遺伝性疾患等に係るカウンセリングや診

断・治療についての情報提供及び臨床遺伝専門医制度研修施設として専
門医の養成を行った。
・遺伝カウンセリング・カンファランス（毎月１回定例）を開催し、遺
伝性疾患その他に関する講演会（勉強会）を実施した。
・「栄養相談室」は、簡単な調理設備を有する相談室において、患者の栄
養相談に応じ、栄養指導及び食事指導を行った。（予約制）
・「地域医療連携センター」は、地域医療機関との連携の状態を調査・検
討した。その結果、紹介数などの長足の増加があり、センター機能が充
実していることが確認された（医事相談1,958件、看護相談1,532件）。
・地域医療機関と連携して療養を行う必要性があるため、ソーシャル
ワーカーを配置した。
・地域医療機関との連携強化を行うため、連携機関をリストアップし、
クリニカルパスの整備を開始するなど、機能強化に努めた。

【2-5】 【2-5】
包括的医療の対応と地域医療と ・経営企画部や医療情報部が連携して、きめ細や ・経営企画部及び医療情報部では、毎月の合同会議を行い、包括的医療
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の連携を図る。 かな包括的医療に対応するとともに、地域医療連 に対応するとともに、附属病院運営状況を検討して、きめ細かな経営分
携センターを中心に地域医療との連携を強化する。析を行った。その成果を年４回の診療科・診療部門ヒアリングにおいて
・附属病院ホームページの診療案内事項の整備・ 伝達し、職員へ情報を提供して診療活動の指針とした。
充実を図り、最新の医療情報を提供する。 ・「地域医療連携センター」では、①地域医療機関との連携強化のための

検討会を開催し、連携の状態を調査・検討した ②その結果、紹介数な
どの長足の増加があり、センター機能の充実が判明した（医事相談1,958
件、看護相談1,532件）。今後、地域医療機関からの紹介受入れと同時に、
急性期医療の経過により地域医療機関と連携して療養を行う必要性があ
ることから、ソーシャルワーカーを配置した。③地域医療機関との連携
強化を行うため連携機関をリストアップし、クリニカルパスの整備を開
始した。
・附属病院ホームページを医学部ホームページとともに改訂し、わかり
易い内容発信に努めた。また、情報のアップデートを頻繁に行った。
・がんセンター広報業務の一環として、ホームページ上にがん診療の内
容・成績を開示した。

【3-1】 【3-1】
急性期医療の中心的役割を担当 ・救急部・手術部機能の強化を図るとともに、山 ・救急部機能強化により、山形県のメディカルコントロールの中心的役

する。 形大学医学部がんセンターの機能整備を図る。 割を果たすとともに、救急救命士の教育実習を行い地域医療に貢献した。
・附属病院ホームページの診療案内事項を充実し、・手術部の年間手術件数は、平成16年度の3,541件から平成17年度の
常時、最新の医療情報を提供する。 3,601件、平成18年度の3,783件と順調に増加した。手術部運営上の以下

の工夫を図った。
①手術患者の入室開始時間を午前8:10からと早め、日勤時間帯をより
有効に活用

②手術後の後始末・清掃業務外注化により、看護師が速やかに次の手
術を準備

③使用済手術器具の洗浄・消毒業務のための要員採用により、看護師
が本来の業務に専念

④手術支援システム導入による、効率的手術スケジュール作成
・「医学部がんセンター」では、診療科の壁を越えてがん診療情報を収集
・分析し、診療レベル向上のための診療情報提供を行った。
・がん診療連携拠点病院機能を充実のため、院内がん患者登録、がん化
学療法室新設を行い、がんセンター病院部門に専任教員を配置した。
・東北地区のがん医療の均てん化を推進するため、平成19年度に「東北
がん診療連携ネットワーク（仮称）」を設立することを目指し、準備を進
めた。
・附属病院ホームページを改訂し、各診療科の診療内容、治療成績など
に加え、大学病院ニュースの掲載、各種外部監査情報の掲載により、大
学病院の統合的取組を明示し、情報アップデートを頻繁に行った。
・がんセンター広報業務の一環として、ホームページ上にがん診療の内
容・成績を開示した。

【3-2】 【3-2】
救命蘇生医療を推進する。 ・地域へのＡＥＤの普及と啓発に努めるとともに、・院内にＡＥＤを設置し、その使い方の講習会及びＢＬＳ心肺蘇生法セ

ＢＬＳ心肺蘇生法の教育セミナーを行う。 ミナー等を開催した。

【4-1】 【4-1】
ＥＢＭ(evidence-based medicine)を ・ＱＯＬが高く、ローリスクで侵襲性の低い安全 ・ＱＯＬが高く、ローリスクで侵襲性の低い安全な医療を積極的に導入

展開する。 な医療を実践する。 ①脳神経外科：覚醒手術
②第１・第２外科・泌尿器科など：内視鏡手術の高度化
③眼科：小切開眼科手術（無縫合で終了できるようなきわめて手術創
の小さな手術法を導入）
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④第１内科：腹膜透析の積極的導入、心臓ＣＴによる冠動脈病変評価
⑤第２内科：消化器腫瘍に対する内視鏡的粘膜下層剥離術、肝癌に対
するラジオ波凝固療法、総胆管結石、膵石に対する内視鏡治療

⑥第３内科：非浸襲的体外呼吸器（NIPPV）による神経難病患者の呼吸
管理、薬物による下垂体腺種の縮小と正常機能回復、末梢血幹細胞
移植による浸襲性の低い骨髄移植治療

⑦皮膚科：手掌・足底の難治性疣贅に対して、疼痛が少なく有効性の
高いビタミンＤ３軟膏＋サリチル酸ワセリン伴そう膏療法

⑧放射線科：動脈瘤などの診断・経過観察に、血管造影に代わるＭＤ
ＣＴ（マルチスライスＣＴ）による３ＤＣＴの積極的な実施

⑨整形外科：各関節、脊椎疾患における鏡視下手術の拡大、人工関節
における皮膚切開・展開の最小化

⑩産婦人科：卵巣良性腫瘍、子宮筋腫などに対する、内視鏡下手術の
高度化

⑪麻酔科：術中にほぼルーチンに脳波測定・解析、適切な麻酔管理、
非癌性陣痛患者にモルヒネはじめオピオイドの内服治療、徹底した
患者教育の実施による疼痛からの解放

⑫歯科口腔外科：咬合再建のための歯牙移植及びインプラント等の局
麻手術

【5-1】 【5-1】
重粒子線治療装置の導入と既存 ・癌治療への優れた有用性が確立された重粒子線 ・平成18年４月に放射線治療を専門とする教授を迎え、重粒子線治療の

施設の機能整備及び拡充を図り、 治療装置の速やかな導入を目指し、最先端医療を ための医師養成の充実を図った。
高度先進医療を実践する。 一般患者に提供するシステム構築のための体制整 ・医学部がんセンターに「重粒子線治療装置設置推進室」を発足させ、

備を行う。 導入準備を進めた。
・公開講座「がん医療のフロンティア」を開催し、一般市民への啓発活
動を行った。

【5-2】 【5-2】
遺伝子診療、臓器移植の積極的 ・実現可能な遺伝子診療及び臓器移植医療の計画 ・平成17年度に生体肝移植を実施するための院内体制を整備し、脳死臓

推進を図る。 的な検討・推進を図る。 器移植に対応するためのマニュアルを改訂した。
これを基に以下の医療を行った。
①平成18年２月に第２内科において、日本国内では第２番目となる幹
細胞移植

②第１外科において、県内初となる生体肝移植成功
・角膜移植を推進するために山形県アイバンク事業を積極的に支援する
ととともに、角膜移植・羊膜移植を眼科診療の一環として行った。
・遺伝子治療の臨床実施に向けて、脳外科において虚血性脳血管障害に
おける神経再生の基礎的研究を推進した。

【5-3】 【5-3】
遠隔医療による地域支援を実施 ・関連医療機関との連絡会を機能的に活用し、遠 ・地域医療連携センターは、地域医療機関との連携の状態を調査・検討

する。 隔医療による地域支援を実施する。 した。
・その結果、紹介数などの長足の増加があり、センター機能が充実して
いることが判明した（医事相談：1,958件(17年度:1,781件)、看護相談：
1,532件(17年度:1,335件)）。

さらに、地域医療機関と連携して療養を行う必要性があるため、ソー
シャルワーカー１人を配置した。
・地域医療機関との連携強化を行うため連携機関をリストアップし、ク
リニカルパスの整備を開始するなどの機能強化に努めた。
・平成16年に県内の遠隔地の医療機関と遠隔医療システムを構築すると
ともに連絡会を設置した。本システムに基づき画像病理診断を継続して
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実施し、更なる充実を図っている。

【6-1】 【6-1】
低年次学生の早期体験学習 ・患者の同意を取り、安全な実習のシステムを構 ・平成16年度から、患者から同意書を得て、低年次学生の早期体験学習

（early exposure）とボランティ 築する。 の充実を図っている。
ア実習の充実を図る。 ・５年次後期から６年次にかけて参加型臨床実習において、患者から同

意を得た上で医学生が診療に参加する実習システムにより臨床実習の充
実を図っている。
・看護学科では、新カリキュラムに基づく臨地実習に取り組むとともに、
より高いレベルの看護実践能力の修得を目指した「統合実習」を今年度
から新たに実施した。

【6-2】 【6-2】
クリニカルクラークシップの検 ・臨床実習を中心とした医学科のカリキュラムに ・クリニカルクラークシップ充実のため５年後期から６年生にかけての

証と充実を図る。 より、クリニカルクラークシップの更なる充実を 参加型臨床実習の期間を４か月から６か月に延長し、以下の方法で臨床
図る。 実習の充実を図った。

①外科系、②内科系、③整形・泌尿器・救急，④放射線・臨床検査・
麻酔、⑤小児・産婦人・精神、⑥眼・耳鼻・皮膚の６コースを設定し、
それぞれのコースで選択を行うことにより満遍なくもれの少ない実習シ
ステムを構築し実施に移した。

【6-3】 【6-3】
モデル・コア・カリキュラムの ・臨床実習の到達点を明らかにして、その到達の ・シラバス（クリニカルクラークシップの手引き）に、実習における行

検証と充実を図る。 ために必要な人材を配置した機能的教育システム 動目標・獲得目標を明示した。
構築の更なる充実を図る。 ・臨床実習は、５年生を見学型、６年生を参加型として、20か月に及ぶ

実習とし、マンツーマンの指導を行った。
・参加型では、指導医の下に医学生が医療行為にかかわるため、患者か
ら同意書を得た上で診療に参加している。

【7-1】 【7-1】
「臨床教育研修センター」構想 ・「山形大学関連病院会」及び「山形大学蔵王協議 ・「臨床教育研修センター」でプログラムを常時見直し、履修内容の強化

を推進する。 会」との連携強化により、卒後臨床研修センター を図った。昨年度から外科系で脳外科を選択できるようにした。
機能を充実する。 また、ルールの中での選択の自由度を増し、より有効な研修が可能に

なるように工夫した。
・各研修医に担当教員を配置し、研修の履修が円滑にそして有効に行え
るようにきめ細かな指導を行い、平成18年度修了予定者は全員が履修を
完了した。
・「山形大学関連病院会」及び「山形大学蔵王協議会」との連携の成果と
して、平成18年度のマッチング（平成19年度から研修開始）では、臨床
研修制度開始以来最高の30人の研修医がマッチした。
・研修期間中のスキルアップのための修練機器を一括して運用し、常時
技術習得ができるような「メディカルスキルアップ・ラボラトリー」新
設を企画し、平成19年度当初から運用開始することとした。
・研修医ルームをさらに快適化するためにより広い部屋の使用を企画し、
平成19年度から利用できるようにした。

【7-2】 【7-2】
医療従事者の計画的な研修体制 ・毎年度当初に、院内の研修・教育・訓練に関す ・院内の年間研修・教育・訓練として、通年で全職員を対象とした14回

の整備を図り、研修機会の拡大と る年間計画を策定し、通年的にスキルアップを主 の講演会、新研修医・新入看護師等を対象としたオリエンテーション及
人材育成を図る。 眼とした研修・説明会を開催する。 び処置・検査、フィジカルアセスメントを実施しスキルアップを図った。

・４月当初に、新規採用職員を対象とした新任研 ・４月当初２日間にわたり新規職員研修を開催した（学部長・病院長講
修会を主催する。 話、各部署における説明会実施）。
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・看護師、検査技師、薬剤師等医療従事職員を積 ・看護部は、認定看護師資格取得を積極的に推奨し、５名が取得した。
極的に学外研修会に派遣し、研修機会を拡大する ・検査技師については、毎年各種大会及び講習会・講演会等に延べ30人
ほか、最新技術の修得に努める。 弱の技師を派遣し（自費参加を除く。）技術修得に努めている。

・薬剤師については、インセクション・コントロール・ドクター（ＩＣ
Ｄ）資格（３人）及び日本臨床薬理学会認定薬剤師資格（１人）を取得
した。

また、がん専門薬剤師研修施設に認定され、研修生を受入れて３月の
研修を実施した。平成19年度は、当院薬剤師のがん専門薬剤師資格確保
に努める。

【8-1】 【8-1】
高度先進医療を開発する。 ・医学系研究科、学内・学外研究機関との連携・ ・「医学系研究科生命環境医科学専攻」（独立専攻）を設置し、医学・工

協力体制の強化充実を図る。 学・人文系の共同研究を推進し、大学院として多くの研究者を育成した
・高度先進医療を推進するチームの設置による高 （修士17人及び博士６人が学位取得、修士課程21人及び博士課程22人が
度先進医療の開発と実用化を図る。 在籍）。
・先端的な基礎医学研究の成果を踏まえた医療技 ・予防医療における遺伝子診療を実際応用することを目指した21世紀Ｃ
術へ展開する臨床研究（トランスレーショナル・ ＯＥの成果を学術専門誌に発表するとともに、特許申請、臨床現場への
リサーチ）を推進する。 応用を目指すベンチャー企業を通して活動し、製薬企業との間に共同研
・中期計画期間中を通じて医療機器の新規開発を 究契約を締結し、パーキンソン病についての共同研究を行った。
推進する。 ・学外との共同研究を数多く行った（受託研究は10件）。

・「遺伝子実験施設」の遺伝子改変マウスの受注は６件であり、日本でも
有数の実績を誇っている。
・平成17年１月に本院の高水準・先進的医療を提供するために、高度先
進医療の開発と実用化推進を目的として、高度先進医療推進プロジェク
トチームを設置し業務に当たっている。現在承認されている先進医療技
術は次のとおりである。

①第３内科：遺伝性コプロポルフィリン症のＤＮＡ診断、神経変性疾
患の遺伝子技術

②眼科：難治性眼疾患に対する羊膜移植術
・脳外科は、ＭＥＧを用いた手術企画、覚醒下手術システムの確立によ
り日本の脳腫瘍治療をリードしている。
・第２内科は肝硬変患者に対する効果的な自家骨髄細胞移植法の開発を
行っている。
・第３内科は、パーキンソン病治療薬の開発を行っている。
・眼科は、地元企業との共同研究で眼底診断装置の開発を行っている。
平成18年度は新しい解析プログラム開発を行った。また、新機種開発を
企画し、今後の眼科医療環境に応じた機種の開発を行っている。

【8-2】 【8-2】
治験管理センターの機能的管理 ・治験受託研究件数の確保と実施率の向上を図る。・契約症例数の確保及び実施率向上のため、治験手続の迅速化を図ると

運営による新薬開発と臨床研究の ・セミナー等の開催により、治験に関する教育・ ともに、治験を担当する医師へのインセンティブ向上に努めた。平成18
活性化を推進し、治験受託研究件 広報活動を強化する。 年度の状況は、受入件数28件、受入症例数136件、実施数84件であった。
数の確保と実施率の向上並びに治 ・治験実施レベル向上のため専任のＣＲＣを配置 ・治験に関する教育・広報活動を強化するため、ホームページの改訂を
験に関する教育・広報活動を強化 し資格取得者数を増加させる。 行った。
する。 また、セミナー開催による教育・広報活動の継続と更なる向上を図っ

た。
・現在、日本臨床薬理学会認定ＣＲＣは２人であり、今後も研修会及び
学会参加を推進し、さらに資格取得者の増加を目指す。また、新たにＣ
ＲＣ２人を配置した。今後は実務経験を蓄積しつつ育成を図る。

【8-3】 【8-3】
民間機関等との産学連携強化策 ・研修支援体制の整備・充実の一環として、資金 ・資金獲得室では情報を学内に周知するために学内広報誌Seeds第３号を
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を構築する。 獲得企画対策室会議を設置して、産学連携の一層 発行するとともに、情報を各教員のメールに随時配信した。
の促進を図るとともに、受託研究受入システムの ・医学部長のもとに、学部をあげて行うプロジェクトを推進し、競争的
改善充実を図る。 資金獲得のためのプロジェクトチームを立ち上げ、申請を積極的に行っ
・治験管理センターの機能強化を図るとともに、 た。（平成18年度受託研究10件、共同研究16件）
それに伴う倫理審査の強化を図る。 ・治験管理センターは、治験コーディネーターの経験を生かし、倫理審

査承認の臨床研究を支援するスタッフ（臨床研究コーディネーター）人
材の育成と教育を進めることにより、センター機能の強化・充実を図っ
た。

【8-4】 【8-4】
研究成果を公表する。 ・ホームページに研究成果を公表する。 ・病院のホームページに講座の紹介とともに研究業績等に登載した。

【8-5】 【8-5】
研究支援体制を充実させる。 ・医療情報部を中心に研究支援体制を充実させる。・医療情報部を中心に研究支援システム端末を病棟のカンファレンス室

に設置した。臨床研究支持のために医療情報部に専任の講師を配置して、
診療システム、ＥＢＭの運用の使い方を提案する体制を整備した。

【9-1】 【9-1】
病院長のリーダーシップを強化 ・医療情報の強化を目指したマネジメントを実施 ・病院運営に係る諸委員会を整理統合し委員会の役割を整理するととも

する。 するために、病院長のリーダーシップを強化する。 に、委員会メンバーを病院長が指名する制度を大幅に取り入れ、リー
ダーシップを発揮できる条件整備を図った。

【9-2】 【9-2】
健全な病院経営確保の観点から ・医療材料・医療器材等の一元的管理改善の観点 ・「物流センター」を新設し、これまで行われてきた病院職員の物流管理

の組織改革を進め、病院経営専門 等から、病棟再整備の検討に合わせて、物流セン に関する業務の効率化を目指した。
職員（医療事務を含む）を養成す ターについてはハード・ソフトの両面から検討を また、現存の関係医療情報システムとのデータ連携、システム化する
る。 行い、ＭＥセンターについてはハード面の整備を ことにより個別原価管理等を実現し、効率的な物品管理の方法により材

進めるとともに、医療機器管理室を充実整備する。 料費用の削減を図った。
・経営改善ヒアリングと検証を継続しながら、各 ・「ＭＥセンター」（臨床工学技士部門）を新設し、医療機器管理部門、
部門と協力して業務の合理化を模索・推進する。 透析室業務、手術部及び集中治療部の機器の管理補修点検業務を効率よ
・病院経営専門職員（医療事務を含む）の養成に く実施し、高度医療機器の管理を一元的に行った。
向けて、病院経営に必要な専門研修の充実を図る。 ・経営企画部は、医療情報部と共同で病院の財務運営状況を把握・分析
・病歴（カルテ）検証チームによるカルテの定期 し、４回の経営ヒアリングを行った。その際、現状分析情報、財務上の
的チェックを行うシステムを継続する。 問題点の発掘とその対処法を必ず用意し、診療科・診療部門に提示した。

これにより診療単価の上昇、診療報酬請求額の増加などの効果があがっ
た。
・ヒアリングでは各診療科・診療部門からの要望を聞いて、経営改善の
問題点を発掘しフィードバックした。
・平成18年度に診療録管理士を配置し、診療報酬請求を入院患者におい
て分析し、ＤＰＣ請求方法の改善を図った。これにより診療報酬請求額
の増加が見られた。
・病院経営専門職員養成のために、民間のコンサルタント会社主催の病
院経営セミナーを数名受講した。
・医療安全管理部におけるカルテ検証チームによりカルテチェックを行
い、その結果により改善策を提示した。このサイクルを２回行い、カル
テ記載における患者説明内容の向上、インフォームド・コンセント記載
の向上を図り、完全に近い記述を達成した。

【9-3】 【9-3】
四半期ごとに短期的経営目標の ・稼働率、在院日数、査定率、手術件数等の各事 ・経営企画部は、医療情報部と共同で病院の財務運営状況を把握・分析

設定を行う。また、３年ごとに診 項における目標値を設定し、院内全体で目標達成 し、４回の経営ヒアリングを行った。その際、現状分析情報、財務上の
療科の病床数を見直し、その適正 を図る。 問題点の発掘とその対処法を必ず用意して診療科・診療部門に提示した。
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化を図るシステムを構築する。 ・保険外診療の充実を図る。 これにより診療単価の上昇、診療報酬請求額の増加などの効果があがっ
・定期的（臨時を含む）に各科等のヒアリング、 た。
経営分析を行い短期的経営目標の設定及び評価等 なお、短期的経営目標については目標を達成し、特に、平均在院日数
を行う。 （一般）では、1.0日の改善、手術件数では約５％件数が増加した。

・保険外診療として人間ドック受診者増加を目指し、平成17年度に比較
して45％の増加を達成した。人間ドックのメニューを常時検討し、受診
者の満足度を満たし、リピーターの増加に努めた。経鼻内視鏡の導入に
より、上部消化器受診者の苦痛をやわらげる工夫を行い、好評を得た。

【9-4】 【9-4】
医療提供機能の充実という観点 ・医療提供機能の改善を図るため、質の向上とし ・平成17年度に設立した医学部がんセンターは、診療内容の分析をより

からの組織改革を実施する。 てがんセンターを設置するとともに、医療安全と 高度化するため、院内情報システムを介する院内がん患者登録を可能に
感染防止体制等を強化する。 した。
・高度先進医療の推進を図るとともに、地域医療 ・インフォームド・コンセントの院内相互チェックを行い、その結果に
連携センターの充実を図り、更には組織の点検・ 基づいてインフォームド・コンセントの内容の変更を診療科ごとに必要
評価を行って改善に努める。 に応じて行った。

・患者相談室の相談内容の取りまとめと分析を行い、医事業務の改革、
医療安全の対応・対策を行った。
・院内感染防御のために感染制御部を設置し、医療安全管理部と協力し
対応した。
・平成17年１月に本院の高水準・先進的医療を提供するために、高度先
進医療の開発と実用化推進を目的として、高度先進医療推進プロジェク
トチームを設置し業務に当たった。現在承認されている先進医療技術は
次のとおりである。

①第３内科：遺伝性コプロポルフィリン症のＤＮＡ診断、神経変性疾
患の遺伝子技術

②眼科：難治性眼疾患に対する羊膜移植術
・「地域医療連携センター」は、①地域医療機関との連携強化のための検
討会を開催し連携の状態を調査・検討した。②その結果、紹介数などの
長足の増加があり、センター機能の充実が判明した（医事相談1,958件、
看護相談1,532件）。今後、地域医療機関からの紹介受入れと同時に、急
性期医療の経過により地域医療機関と療養を連携して行う必要性がある
ことから、ソーシャルワーカーを配置した。③地域医療機関との連携強
化のため連携機関のリストアップをし、クリニカルパスの整備を開始し
た。
・平成19年度から診療従事教員等特別手当及び看護職員教育指導手当を
新設するための調査・分析を行った。

【9-5】 【9-5】
多元的な外部評価を導入し、継 ・ＩＳＯによる定期的な業務監査に適応した組織 ・外部機関（ISO）による定期的な業務監査を受け、病院業務の定期的見

続的な組織の改革を実施する。 活動を継続する。 直しを図った。また、外部評価の結果については、ホームページ等に掲
載し公表した。

【9-6】 【9-6】
患者満足度調査などの診療アウ ・患者満足度調査を定期的に実施する。 ・ISO9001のシステムを使って病院組織改善に利用する満足度調査システ

トカム評価を実施する。 ムを確立した。
・患者満足度調査を12回行い、前年度との比較を行った。その結果、食
事についての満足度が低いことがわかり、限られた経費の中で改善に取
り組んだところ、満足度の改善が見られた。（５点満点中、17年度は3.2
点、18年度は3.6点）

【9-7】 【9-7】
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現在の安全管理体制並びに危機 ・安全管理体制及び危機管理体制を点検・評価し、・病院規則及び医療安全管理部規程の見直しを行い、医療安全に係る部
管理体制を見直し、その強化に取 更なる強化に取り組む。 門の独立性を明確にした。
り組む。 ・医療事故等防止対策委員会の審査結果に基づいて、医療安全管理部が

医療安全のために多くの施策を行った。
［施策例］

①与薬・点滴のオーダーを簡素化し、かつ、複数段階チェックを実施
してミスを減少させた。

②大きな事故につながりうる事例を詳細に分析して対策をサブリスク
マネージャ会議で毎月提示し、院内職員に有意義な情報を常時提示
しうるシステムを構築した。

【9-8】 【9-8】
環境に配慮した医療サービスを ・山形大学における「環境配慮促進法」対応への ・医療廃棄物の取り扱いは感染制御部が中心となって実際に現場を見回

提供する。 提言に適合した基本的な環境管理マニュアルを作 り、確認を行うとともに、企画管理ユニットにおいて廃棄物の管理を厳
成し、それに基づいた医療サービスを提供する。 重に行った。

【10-1】 【10-1】
病院内外の案内板や掲示物を見 ・病院内外の案内板や掲示物の更なる充実を図る。・病院内外の案内板（正面入り口左に顔写真入り案内板）や掲示物等（各

直し、総合案内を充実させる。 病棟の看護師の顔写真入り掲示等）を見直し、総合案内の充実を図った。

【10-2】 【10-2】
患者給食の選択メニューの充実 ・患者給食の選択メニューの充実・拡大等により ・患者給食の選択メニューを拡大をした。24時間営業のコンビニ及び

・拡大等により食堂、売店等の利 食堂、売店等の利便性向上の努力を継続する。 コーヒーショップの開店などにより患者サービスを充実した。
便性を向上させる。 また、ワゴンサービス（院内のコンビニによる訪問販売）を開始した。

【10-3】 【10-3】
診断書等の発行窓口を設置する。・窓口機能の点検・評価、改善充実を図る。 ・患者サービス向上を図るため、クレジットカード及びデビットカード

決済導入の平成19年９月稼働開始に向けて準備を行った。また併せて、
カード決済機能を有した自動支払機の設置を予定している。
・患者との窓口対応のための接遇教育を毎月１回実施した。

【10-4】 【10-4】
図書室の設置やコミュニケーシ ・収蔵図書の増加など院内図書室（飯田文庫）の ・収蔵図書の増加など院内図書室（飯田文庫）の一層の整備充実を図る

ョンギャラリーの有効活用等によ 一層の整備・充実を図るとともに、患者アメニテ とともに、患者アメニティーの改善を図った。
り患者接遇の改善を図る。 ィーの改善を図る。 ・ネットワークを利用した患者サービス提供を病院再整備時に導入する

・ネットワークを利用した患者サービスの提供を ための準備として、インフラの整備を行った。
病院再整備時に導入するための準備に取り組む。

【11-1】 【11-1】
地域医療連携センターの機能の ・地域医療連携センターの機能の強化のため、ス ・「地域医療連携センター」は、①地域医療機関との連携強化のための検

強化並びに病病連携、病診連携シ ペースの改善を図るとともに、病診連携等システ 討会を開催し連携の状態を調査・検討した。②その結果、紹介数などの
ステムの整備・充実を図る。 ムの一層の改善と活用の促進を図る。 長足の増加があり、センター機能の充実が判明した（医事相談1,958件、

看護相談1,532件）。今後、地域医療機関からの紹介受入れと同時に、急
性期医療の経過により地域医療機関と療養を連携して行う必要性がある
ことから、ソーシャルワーカーを配置した。③地域医療機関との連携強
化のため連携機関のリストアップをし、クリニカルパスの整備を開始し
た。

【11-2】 【11-2】
在宅医療、遠隔病理診断並びに ・在宅医療、遠隔病理診断並びに画像診断の支援 ・在宅療養推進に向け、地域医療福祉機関(開業医・訪問看護師・ケアマ

画像診断の充実を図る。 システムの構築に基づき更なる充実を図る。 ネージャー等)との拡大カンファレンスを開催し、できるだけ安心して退
院後の療養生活が継続できるよう支援している(訪問看護利用者 64件)。
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・平成16年に県内の遠隔地の医療機関と遠隔医療システムを構築すると
ともに連絡会を設置し、画像病理診断を継続して実施した。

【11-3】 【11-3】
地域医療機関とのオープンカン ・地域医療機関とのオープンカンファレンスの効 ・各診療科において、活発な症例研究会を実施した。

ファレンスを企画する。 果的な活用を図る。 第２内科：総回診・外来・肝癌・消化管・内視鏡の各症例検討会
第３内科：糖尿病症例検討会
精神科：医師間及び医師・看護師間における検討会
皮膚科：県内の開業医・病院勤務医で構成される山形皮膚科勉強会
第１外科：術前・死亡・山形肝胆膵の各症例検討会
第２外科：呼吸器カンファレンス
脳外科：術前検討会、また大学医局員と近隣病院医師が参加する術後

症例検討会
整形外科：各診療班における診療技術・研究に関するミーティング
産婦人科：産科・術前・術後の各症例検討会
眼科：山形眼科研究会、山形眼科先進医療研究会、山形緑内障セミ

ナー、山形オキュラーサーフェス研究会、やまがたＤＭミーティ
ング

泌尿器科：協力病院が来院して行う術前術後症例検討会
麻酔科：定期的検討会、緊急性のある症例等は臨時に開催
歯科口腔外科：顎変形性検討会、山形県内や宮城県内の矯正歯科専門

医との合同症例検討会

【11-4】 【11-4】
脳卒中相談室、遺伝カウンセリ ・脳卒中相談室、遺伝カウンセリング室等を点検 ・「脳卒中相談室」を原則月１回（第４土曜）開設し脳卒中全般にわたる

ング室等の機能強化を図る。 ・評価し、更なる整備を図る。 幅広い相談に応じている。
・「遺伝カウンセリング室」は、遺伝性疾患に係るカウンセリングや診断
・治療についての情報提供及び臨床遺伝専門医制度研修施設としての専
門医の養成を行った。

また、遺伝カウンセリング・カンファランス（毎月１回定例）を開催
し、遺伝性疾患その他に関する講演会（勉強会）を実施した。

【11-5】 【11-5】
平成14年８月に山形県が策定し ・「やまがた子どもプラン実施計画」（子育て支援 ・平成14年８月に山形県が策定した「やまがた子どもプラン実施計画」（子

た「やまがた子どもプラン実施計 ４カ年計画）に対応し、県内の小児医療の向上に 育て支援４カ年計画）に対応し、県内の小児医療の向上に向けた研究会
画」（子育て支援４カ年計画）に対 向けた研究会や講演会を定期的に開催する。 及び講演会を定期的に開催した。（山形小児難病研究会２回開催、山形小
応し、母子保健医療分野で積極的 児内分泌代謝研究会、山形小児神経研究会、山形小児アレルギー・喘息
推進・連携を図る。 研究会各１回開催）

・山形県の医療資源（人材・機器）の分析を行い、現状報告書をまとめ
た。これを基に医学部長を中心に山形県の医療への提案を行った。

【12-1】 【12-1】
地域医療人（医師、コ・メディ ・薬剤師、診療放射線技師、臨床検査技師、理学 ・積極的に受託実習生を受け入れ、研修体制の整備・充実に努めた。（受

カルスタッフや救急救命士等の受 療法士、視能訓練士、栄養士、救急救命士等を受 入部門別人数は、看護部215人、ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ部10人、医事課１人、薬剤部
託研修生等）の受入れ体制の充実 託実習生として容易に受入れることができる研修 ５人、眼科１人、歯科口腔外科37人、栄養管理室２人）
と整備を図る。 体制の整備・充実を図り、地域医療へ貢献する。

【12-2】 【12-2】
「山形県医療グランドデザイン ・「山形県医療グランドデザイン作成室（仮称）」 ・生命環境医科学専攻に医療政策学講座を開設し、教育研究活動を開始

作成室(仮称）」を創設する。 の創設に向けて具体的な検討を行う。 した。
・医学部・県・医師会による山形県医療対策協議会の設置に基づき、今
後の活動を通して情報ネットワーク構築を図る。
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【13-1】 【13-1】
病院広報誌（平成14年10月創刊） ・読者の視点から不断の改善に努めるとともに、 ・病院広報誌の読みやすい紙面づくりを目指して、余裕のある記事配置

の充実を図る。 掲載内容の充実を図る。 のため６ページ編成とし、記事配置を定常化した。本誌のターゲットを
・附属病院ホームページの改善充実を図る。 部内の関係者のコミュニケーション、関連医療機関への情報の提供と定

め、病院でのイベント、各診療科の取組などを紹介する紙面づくりを行
った。
・附属病院ホームページを改訂し、各診療科の診療内容・治療成績など
に加え、情報のアップデートを頻繁に行い、大学病院ニュースの記事の
掲載、各種の外部監査の情報を掲載して、大学病院の取組を明らかにし
た。
・がんセンター広報業務の一環として、ホームページ上にがん診療の内
容、成績を開示した。

【13-2】 【13-2】
ホームページの内容充実（英文 ・患者サービスの一環として、ホームページの内 ・ホームページに治療成績を掲載し、診療情報の提供を行い「大学病院

ホームページを含む）を図る。特 容充実を図る。 ニュース」を充実させ、患者サービスの充実を図った。
に社会へ向けた診療内容について
の情報発信を充実し、患者サービ
スの一環とする。

【13-3】 【13-3】
本院の先端医療や施設設備など ・本院の先端医療や施設設備などを「オープンキ ・「オープンキャンパス」の機会を捉えて、病院の業務・設備などを積極

の積極的公開と「地域住民見学会」 ャンパス」の機会を捉えて積極的に公開するとと 的に社会に公開した。具体的には８月の医学部見学会に合わせて病院見
を企画し、実施する。 もに、「地域住民見学会」の更なる充実を図る。 学を行い、ＭＥＧ導入時に報道機関へ公開した。

【13-4】 【13-4】
定期的に報道機関等との対話の ・報道機関等との対話の機会（病院長記者会見） ・医学部及び附属病院での記者会見を12回行い、情報の正確な伝達に努

機会（病院長記者会見）を設け、 を拡充し、病院情報の積極的な公開と発信を行う。 めた。また、医学部長から、山形大学及び附属病院の活動についてのマ
病院情報の積極的な公開と発信を スコミ各社への情報提供（インタビュー、寄稿依頼など25件）を積極的
行う。 に行った。

【13-5】 【13-5】
公開講座や健康相談などを積極 ・地域住民や医療従事者を対象に、本年９月から ・公開講座「がん医療のフロンティア～最先端の予防・治療・患者ケア

的に開設し、地域住民のニーズに 開催予定の公開講座「がん医療のフロンティア～ を探る～」の開催（65人受講）を始め、各種公開講座、説明会並びに健
対応した病院資源やノウハウの提 最先端の予防・治療・患者ケアを探る～」を始め、 康相談などを開設した。
供を行う。 各種公開講座、説明会並びに健康相談などを積極 ・山形医事関係裁判協議会を開催し、病院活動について紹介した。参加

的に開設し、地域住民のニーズを踏まえた資源の 者は山形地方裁判所11人、弁護士会15人、山形大学医学部附属病院６人
提供を行う。 であった。

【14-1】 【14-1】
中期目標、中期計画、年度計画 ・ホームページの活用などにより、年度計画等に ・本学の中期目標、中期計画、年度計画については、病院のホームペー

を院内外に情報提供を行う。 関する情報を院内外に提供する。 ジにリンクした本学のホームページに詳細に掲載し公表した。

【14-2】 【14-2】
高度先進医療の取組状況や各診 ・高度先進医療の取組状況や各診療科の診療内容 ・附属病院ホームページを医学部ホームページとともに情報のアップ

療科の診療内容をホームページで 等をホームページで積極的に公開するとともに、 デートを頻繁に行い、各診療科の診療内容・治療成績などに加え、大学
公開する。 定期的にリニューアルを図り、最新の医療情報を 病院ニュース、各種の外部監査情報を掲載して、大学病院の取組を明ら

提供することに努める。 かにした。
・がんセンター広報業務の一環として、ホームページ上にがん診療の内
容、成績を開示した。
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【15-1】 【15-1】
利用者のニーズに対応するシス ・患者ニーズに対応するため、患者相談室、地域 ・患者ニーズに対応するため、患者相談室は相談内容の取りまとめと分

テムを構築する。 医療連携センター、臓器別診療科を設置して、ト 析を行った。さらに、「地域医療連携センター」では、地域医療機関との
ータルな対応システムを構築するとともに、ホー 連携強化のための検討会を開始した。
ムページで意見を徴することにより、更なる改善 ・臓器別診療科を創設し、患者にとってわかりやすい診療内容の提示に
を図る。 努めるとともに、新たな診療科（救急科）を追加して診療内容の充実を

図った。

【15-2】 【15-2】
病院機能や診療レベルの外部評 ・既に実施した病院機能や診療レベルの外部評価 ・ISO9001については更新審査を受けて、更新を達成し、結果をホーム

価を積極的に実施する。 （財団法人日本医療機能評価機構及びＩＳＯ９０ ページで公開した。
０１の外部評価）の結果について公開する。 ・財団法人日本医療機能評価機構の認定期限は2008年１月（平成19年度）

であることから、更新を医学部教授会及び病院運営委員会で決議し準備
体制を整え、更新のための受審申込（Ver.5.0）を行った。

【16-1】 【16-1】
教員の任期制の効果的な運用を ・教員の任期制の効果的な運用に向け、具体的取 ・教員の任期制を導入し、効果的運用を図った。現在、中間審査を実施

図る。 組を図る。 中である。

【16-2】 【16-2】
診療体制等の特性に応じた医師 ・診療体制等の特性に応じた医師の適正配置を継 ・臓器別診療体制を実施し、継続して適切な医師の適正配置を行い、診

の適正配置を図る。 続する。 療体制の更なる充実に努めた。

【16-3】 【16-3】
職員の能力開発と評価制度の確 ・職員のスキルアップや能力の開発等のため、医 ・院内の年間教育・訓練として、通年で技術部及び新採用職員を含む全

立を図る。 学部技術部職員研修及び新採用職員研修を始めと 職員を対象とした14回の講演会を開催した。
する教育・訓練・研修に関する年間計画を実施す ・新研修医・新入看護師等を対象としたオリエンテーション及び処置・
るとともに、医学部自己評価委員会を中心とした 検査、フィジカルアセスメントを実施しスキルアップを図った。
教員評価制度を確立させる。 ・４月当初２日間にわたり新規職員研修を開催した（学部長・病院長講

話、各部署における説明）。
・看護部は、認定看護師資格取得を積極的に推奨し、その結果５人が取
得した。
・検査技師については、毎年各種大会及び講習会・講演会等に延べ30人
の技師を派遣し（自費参加を除く。）技術修得に努めた。
・薬剤師については、ＩＣＤ資格（３人）及び日本臨床薬理学会認定薬
剤師資格（１人）を取得した。

また、がん専門薬剤師研修施設に認定され、研修生を受け入れて３月
の研修を実施した。平成19年度は、がん専門薬剤師資格の更なる取得に
努める。
・教員個人評価制度を確立し、助手の個人評価における中間評価を開始
した。

【16-4】 【16-4】
業務内容に応じた人材の重点配 ・院内医療機器の安全かつ効率的・体系的な運用 ・ＭＥセンター（臨床工学技士部門）を設立し、医療機器管理部門、透

置を図る。 を図るためにＭＥセンターに改組し、それぞれの 析室業務、手術部及び集中治療部の機器の管理補修点検業務を効率よく
業務の特性等に応じた有為な人材の重点配置を積 実施し、高度医療機器の管理を一元的に行った。
極的に行う。 ・ソフト面では人工呼吸器使用患者の病棟ラウンドを定期的に実施し、

職員への啓発と医療機器操作法の周知を図った。
・電気メス講習会、人工呼吸器及び微量輸液シリンジポンプ使用のため
の院内教育セミナーを年２回開催し、有為な人材の重点配置を図った。

【17-1】 【17-1】
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姉妹校との交流の活発化を図る。・欧米の大学等、特にヨーロッパ圏の姉妹校締結 ・平成19年１月にスウェーデン・ウプサラ大学との学部間協定書案を来
に向けて交流の活発化を図る。 日した同大学担当教授に提示し、協定締結に向けた手続を開始した。

【17-2】 【17-2】
国際的な共同研究、人事交流、 ・国際的な共同研究を積極的に推進するとともに、・英国医科大学へ１人の医師を共同研究のため派遣した。また、外国か

医療支援の推進と体制整備を図る。人事交流、医療支援の推進と体制整備を図る。 らは３人の研究者を受け入れた。

【18-1】 【18-1】
高度先進医療を実践する診療体 ・高度先進医療を実践する診療体制を推進するた ・平成17年度に設立した「医学部がんセンター」の活動を通して、地域

制を推進するため、附属病院施設 め、平成17年度に着手した附属病院の再整備計画 の関連病院とのネットワーク化を図り、がん診療の均てん化を目指した。
の再整備計画の推進に努める。 を更に進める。 ・高度先進医療を実現するための病院再整備を推進した。
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Ⅱ 教育研究等の質の向上の状況
(3) その他の目標

③ 附属学校に関する目標

中 １）教育・研究活動の基本方針
期 大学・学部における児童、生徒及び幼児の教育又は保育に関する研究に協力し、学生の教育実習に当たる。
目 １．大学・学部と附属学校園の連携・協力を強化し、共同研究の推進を図る。
標 ２．学部学生の教育実習の効果的な実施と実習生の資質の向上に努める。

３．附属学校園が目指す教育理念・目標を明確にし、その実現に向けた教育を実践する。
４．附属学校園の在り方について検討を進める。

２）学校運営の改善の方向
１．自己点検評価を定期的に行い、開かれた学校園づくりを推進する。
２．教育研究面での附属学校園間の連携強化を推進する。
３．入学者選抜に関して、客観的かつ合理的な方法を構築する。
４．安全管理体制を整備し、安全教育を推進する。

３）地域社会との連携等
１．地域貢献を積極的に行うとともに地域社会との連携を強化する。

中期計画 年度計画 計画の進捗状況等

（３）附属学校に関する目標を達
成するための措置
1) 教育・研究活動の基本方針
【1-1】 【1-1】

大学・学部と附属学校園との共 ・地域教育文化学部と附属学校園以外にも共同研究 ・附属学校研究推進委員会の下に組織されている21の共同研究部会ごと
同研究部会の発展・充実を図ると 部会員の拡大を図り、より一層共同研究部会の発展 に、大学教員と附属学校園の教員が共同研究を推進した。その成果を
ともに、研究成果を年１回報告書 ・充実を図るとともに、研究成果を報告書に取りま 「18年度大学と附属学校園の共同研究報告書」（全77頁）にまとめた。
に取りまとめ、附属学校園での応 とめ、応用実践等に活用できるようにする。 ・共同研究部会以外の共同研究も数多く進め、授業研究・教材研究・附
用実践について具体化を図る。 属学校の授業を大学の授業において紹介し、大学教員の著書の分担執筆

の例等の成果について同報告書に掲載した。
・研究成果を、各附属学校園が開催する研究協議会（公開研究会）での
理論研究・公開授業等に反映させて、応用実践に活用した。

【2-1】 【2-1】
大学・学部の教育実習計画に基 ・効果的実習が行えるよう、教職研究総合センター ・「教育実習専門委員会」（構成員：地域教育文化学部・附属学校園・教

づき、効果的実習が行えるよう協 を中心とした全学の「教育実習ノート」（仮）を統 職研究総合センター教員、年４回開催）の委員が効果的実習を行えるよ
力するとともに、教育実習に関す 一する作業を支援する。新しく設置計画中の大学院 う企画・立案した。
る全学組織を通じて、教育実習の における教育実習の試行を実施する。 ・全学組織の「教員養成機構運営委員会」において「教育実習の手引き」
方法改善に努める。 と「教育実習日誌」を全学的に統一する作業を支援した。また、母校実

習を行っている人文学部・理学部の事前・事後指導を効果的に実施し
た。
・「教育実習運営委員会」（構成員：山形市教育委員会・公立学校・地域
教育文化学部・附属学校園教員）を年２回開催し、公立学校との連携・
協力を深めた。特に、指導後のアンケート実施により、実習の評価と課
題を整理し、更なる改善に向けて検討を行った。
・新大学院設置に向けた調査研究を行い、大学院生を教育実習に受入れ、

山形大学
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大学・学部と連携して試行的に実習指導を行った。

【2-2】 【2-2】
幼児・児童・生徒の理解・支援 ・教職研究総合センターを中心とした全学の「教育 ・全学の「実習の手引き」並びに地域教育文化学部学生用の「教育実習

について、教育実習生がより効果 実習ノート」（仮）の統一とともに、「実習の手引き」 の手引き」を改訂し、教育実習生がより効果的に学べるよう改善を図る
的に学べるようプログラムの改善 （仮）の統一と改訂を行う作業を支援する。 作業を支援した。
を図る。 ・幼稚園で「各年齢ごとの幼児理解ディスカッション」を実施するなど、

各学校園で子ども理解を深めるためのプログラムの改善工夫をした。

【3-1】 【3-1】
附属小学校においては、個々の ・研究テーマ「自ら学びをもとめ続ける子どもの育 ・附属小学校では、「自ら学びを求め続ける子どもの育成（３年次）」を

児童の学びの実感と集団の高まり 成」の３年目に入り、「子どもたちの学び」を重点 研究テーマに教育実践を行い、研究の成果を「授業の創造61号」及び「ク
を目指し、日常における評価を特 的に検証し、更に課題を追求する。 レアーレ３号」にまとめた。
に重視して児童の具体的な姿で効 ・日常の子どもの学びの具体的な姿を捉えるために、校内の全体研究会、
果を捉えながら、教育の一層の充 実践研究会、授業研究会、部会研究会を恒常的に開催した。
実とより実践的な研究の推進を図 ・公開授業や研修会を通して外部講師等の助言を取り入れ授業研究を深
る。 め、学びの実感の検証を次の課題とした。

【3-2】 【3-2】
附属中学校においては、教育目 ・学ぶ楽しさを実感させ、かつ困難を乗り越えなが ・授業研究や大学・学部教員との共同研究を行い、総合的な学習の時間

標である「豊かな知性と社会性を ら意欲的に学ぶ学習活動を展開する。 においては活動を重視した学習を追求し、必修教科は実感を伴う授業の
持ち自主的で実践的な生徒の育成」・力を合わせて互いに高め合うことによって共に成 展開に努めるなど年度計画をほぼ達成した。
に向けた学校運営を図る。 長していることを実感できる関わり合いやコミュニ ・附属幼稚園や附属養護学校の児童生徒との交流活動を積極的に取り入

ケーション活動を展開する。 れることにより、人に対する思いやりの心の醸成を図った。
・人に対する関心や愛着、信頼感を高める交流活動 ・上記報告書で、①「基礎学力定着の確認」②「学習効果の検討」③「生
を展開する。 活能力・社会性の涵養の分析」④「学校経営上の効果の検討」⑤「少人
・校舎の全面改修が予定されているが、その間の学 数教育の効果が認められない領域とその原因の追及」の５つの課題につ
校の教育活動を保障するため、大学の教室を活用す いて、分析検討を行った。
る。 ・校舎の全面改修工事においては、大学の夏季休業期間中の教室を借用

して授業を行い、生徒の安全と効果的な教育活動の保障に努めた。
・文部科学省の教職員配置に関する調査研究委託事業『附属学校におけ
る少人数教育の教育的効果について』を受け、１年生の後期は５教科に
おいて１クラス32人に編成（５学級）して少人数指導を実施し、成果を
報告書にまとめた。

【3-3】 【3-3】
附属養護学校においては、児童 ・新たに導入した他校園との交流教育が、児童・生 ・「一人一人の思いや願いに応える支援の在り方をさぐる（２年次）」を

生徒のニーズと主体性とを尊重す 徒のニーズと主体性にどう係われるかをよく観察 研究テーマにし、他校園との交流教育も合わせて主体的に活動に取り組
る授業づくりに取り組み、「個別 し、「個別支援計画」に活かすとともに、同計画の もうとする児童生徒の育成を目指して実践研究を行い、「個別支援計画」
支援計画」がより適切なものとな 見直しを年２回行う。 がより適切なものとなるよう工夫した。
るよう工夫するために、同計画の ・児童生徒の実態に即して「個別の支援計画」を作成し、年２回の見直
見直しを年２回行う。 しをしながら進路移行が円滑に進むよう、行政（市の福祉担当者）、福

祉施設と学校で、生徒の進路指導に関わる連絡会を３回行った。

【3-4】 【3-4】
附属幼稚園においては、「生き ・幼児の個性的な発達や遊びの多様性と、より的確 ・毎週定期的に位置づけた保育ディスカッションを通して保育者間の共

る力」の基礎を育むことを目標と な幼児理解を図るために、ティームティーチングの 通理解・幼児理解を図り、ティーム保育を基本に研究実践を推進した。
して、主体的で多様な遊びを通し 考え方を導入するなど、豊かな教育環境の創造に努 ・附属小学校・附属中学校・附属養護学校児童生徒との交流学習機会を
た教育を柱に、一人ひとりの個性 める。 積極的に行った。
に応じた総合的な幼稚園教育の実 ・自然環境における活動や異年齢交流の機会を重視 ・現行の指導計画に、評価や改善点を記入していく「指導録」の形式を
現を目指す。 して柔軟なカリキュラムの編成に努める。 用い、柔軟で機能的なカリキュラムをデザインすることができた。

・開かれた幼稚園教育の一環として、山形県教育委 ・私立幼稚園教員との人事交流について検討し、課題の抽出を行った。

山形大学
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員会との交流人事を基本としつつ、他の採用方法を
検討する。

【4-1】 【4-1】
附属学校園の在り方については、・大学、学部と附属学校園の連携の在り方について、・大学附属となって、種々の課題を踏まえながら、今後の附属学校の在

「国立の教員養成系大学・学部の 更に検討を進める。 り方並びに大学・学部との連携の在り方について検討を行い、大学教員
在り方に関する懇談会報告書」に ・附属学校園の在り方の根幹の１つである「校園長 との共同研究の拡大及び地域教育文化学部以外の学部からの教育実習生
基づき更に検討を進め結論を得る。専任制」（仮）について検討する。 受入についての検討を開始した。

・学部教員の兼務である附属学校園長のあり方については、附属学校担
当理事を委員長とする全学ＷＧで検討を開始した。

2) 学校運営の改善の方向
【1-1】 【1-1】

自己点検評価を年１回以上行う ・自己点検評価については、評価項目を再検討しつ ・各学校園ともに、自己点検評価を実施し、各学校園において、保護者
とともに、外部評価の在り方を検 つ年１回以上実施する。 アンケートなどを参考にしつつ、各教員による自己点検・評価を行ない、
討する。 ・外部評価については、評価項目・評価者及び評価 職員会議において自己点検・評価を取りまとめた。

組織の在り方について検討を進める。 ・外部評価については、文部科学省の学校評価ガイドラインに沿って、
本学附属学校園のガイドラインを策定し平成19年度から実施することと
した。

【1-2】 【1-2】
学校評議員会を年２回開催し、 ・学校評議員会を年２回開催し、そこでの意見を附 ・各学校園ともに学校評議員会を年２回開催し、各学校園の課題に対す

意見を学校園の運営に活かす。 属学校園の運営、連携に活かす。 る意見等を学校運営に活かした。特に小学校では、これらの評価を踏ま
え、ＰＴＡ活動の見直しに着手した。

【2-1】 【2-1】
附属幼稚園・小学校・中学校の ・幼小中連携の一貫性に配慮したカリキュラムにつ ・附属学校園では「四附連携委員会」（年４回開催）及び「四附合研」（年

連携による一貫性に配慮したカリ いて、附属連携委員会を中心に検討する。 １回開催）の機会に、教科ごとに話し合い、交流学習や連携に活かすと
キュラムの工夫を図る。 ともに、幼・小・中の一貫性に配慮したカリキュラムの在り方について

更に検討を行い、一部の教科（算数と理科）の小中一貫教材配列表を作
成した。平成19年度は、それらの学習の系統性と整合性について検討を
行う。

【2-2】 【2-2】
教員が各学校園の授業研究に参 ・各学校園の公開研究会、校内授業研究会、共同研 ・各附属学校園の教員は、他の附属学校園の公開研究会・校内授業研究

加する等の相互交流を図る。 究部会に参加し合い、相互交流を一層促進する。 会に相互に参加し合い、互いの教科理論と実践や子どもの見方等につい
て研修し理解を深めた。（各３回）
・また、幼小連絡会、小中連絡会を開催し、幼稚園から小学校への移行、
小学校から中学校への移行を円滑に進めるため互いの授業参観を行うな
ど、連携・交流を深めた。（各３回）

【2-3】 【2-3】
附属養護学校児童・生徒と附属 ・これまでに実施してきた「交流教育」の実践を系 ・附属養護学校の児童生徒と附属幼稚園、小学校及び中学校の児童生徒

幼稚園・小学校・中学校の幼児・ 統的に整理し、附属連携委員会を中心に一層推進す 等との恒常的な交流を意図して相互に訪問し、障碍者への理解・啓発を
児童・生徒との恒常的な交流と共 る。 図るための交流を深めた。（計13回）
生を図るシステムを構築する。 ・交流と共生の場として増設予定の附属中学校多目 ・附属中学校の改修工事が９月末に終了し、附属学校園全体の「交流と

的ホールを活用する。 共生」の場として多目的ホールの設備整備・充実を進め、今後の活用計
画を検討した。

【3-1】 【3-1】
入学志願者の保護者に対し、附 ・学校説明会と学校参観日の持ち方を工夫するとと ・附属小学校では市内幼稚園・保育園保護者に、附属中学校では市内小

属学校園の目的・使命を十分に周 もに、ホームページの活用を図るようにする。 学校５・６年保護者に学校説明会の案内を配布し、さらには開催日を入
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知するよう努める。 試募集要項の公示日と同日にすることや、小・中学校とも休日に開催す
るなどの工夫することにより多くの保護者が参加できるように改善し
た。
・一般参観可能な「学校参観日」を設けた。特に養護学校では、「学校
公開週間」を設定し、福祉施設の方や学校の教員を始めとした地域住民
へ学校の日常を公開した。

また、募集要項の他に、各附属学校園の教育理念や教育目標等を明示
するなど、ホームページの充実を図った。

【3-2】 【3-2】
幼児・児童・生徒の多様な能力、・幼児・児童・生徒の多様な能力、適性など多面的 ・幼児・児童・生徒の多様な能力、適性など多面的に評価する選抜方法

適性などを多面的に評価する選抜 に評価する選抜方法を検討する。 について、その方法を模索しつつ継続検討課題とした。
方法を具体化する。 ・帰国子女を含む転・編入学の在り方について、学 ・転・編入学の受入について、受入学年や受入人数の見直しを行い規則

校規則の見直し作業を進める。 を改正した。

【3-3】 【3-3】
附属養護学校においては、新た ・就学後の教育をより適切なものとするため、就学 ・就学後の教育をより適切なものとするため、就学前の保育・教育施設

な就学基準に対応した選抜方法を 前の保育・教育施設との連携を深める。 との連携を深め、教員が市内の幼稚園・保育園を訪問し、特別支援教育
具体化する。 ・学校説明会に就学前関係者、小学校・中学校特殊 に関する啓発並びに学校の教育活動等の広報に努めた。

学級担当者、特別支援教育コーディネーター、行政 ・学校説明会に就学前関係者、小学校・中学校特殊学級担当者、特別支
関係者の参加を促し、より適切な進路指導を図る。 援教育コーディネーター、行政関係者の参加を促し、より適切な進路指
・新たな就学基準に対応した選抜方法の具体化のた 導を図った。
め「学校説明会」の充実を推進する。 ・新たな修学基準に適応した選抜方法の具体化のため、「学校説明会」

に、上記の関係者の参加を促し、学校の特別支援教育に関する理解を深
めながら連携を図った。

【4-1】 【4-1】
警備員の立哨・巡回等、各種セ ・警備員の立哨・巡回等、各種セキュリティ対策（刺 ・常時警備員を配置すると共に、新たに防犯ガススプレー等の整備を行

キュリティ対策を講じることによ 股、防犯ガススプレー、防犯ベル、防犯カラーボー い校地内及び校舎内の安全対策を継続した。特に、附属小学校では、通
り、附属学校園の安全確保に努め ルの整備等）を講じて、附属学校園の安全確保に努 学路危険箇所の点検や教員と保護者による巡回パトロールを実施した。
る。 める。附属小学校では、ＰＴＡの協力を得、下校時

の巡回パトロールを実施する。

【4-2】 【4-2】
学校安全マニュアルに不断の見 ・学校安全マニュアルに不断の見直しを加えなが ・学校安全マニュアルの見直しを行うとともに、不審者対策・火災・地

直しを加えながら、安全管理体制 ら、安全管理体制を整備し、年数回の避難訓練等の 震等の避難訓練を実施し、安全指導を行った。特に附属小学校では、身
を整備し、年数回の避難訓練等の 安全教育を実施する。 を守るためのＣＡＰ講習会（ＣＡＰ子どもワークショップ(１回、毎年
安全教育を進める。 特に附属小学校では、身を守るためのＣＡＰ（Ch ４年生を対象に実施)・おとなワークショップ(１回)）を実施した。

ild Assault Prevention＝子どもへの暴力防止プロ
グラム）講習会（ＣＡＰ子どもワークショップとお
となワークショップ）を年度計画として継続的に実
施する。

3) 地域社会との連携等
【1-1】 【1-1】

地域学校園の研究やカリキュラ ・県・市と地域教育文化学部共同の新大学院カリキ ・県・市と地域教育文化学部共同の新大学院カリキュラム開発プロジェ
ム開発等のニーズに対して応える、 ュラム開発プロジェクトを積極的に推進する。 クトに参画し、教育機能を中心としたカリキュラムの検討を行った。
先進的な研究を継続する。

【1-2】 【1-2】
紀要等の刊行、公開研究会の開 ・紀要や公開研究会要項等をより読みやすくするよ ・研究紀要や公開研究会要綱等をより読みやすくするよう検討・改善し

催を通じて研究成果を地域社会に う見直す。地域学校教員の研修に寄与するため、新 た。地域学校教員の研修に寄与するため、新たに立ち上げた附属小学校
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公開し、地域学校教員の研修に寄 たに立ち上げた附属小学校Ｅメールネットワークを Ｅメールネットワークでは、研究情報の発信を行うと共に、地域学校教
与するよう努める。 充実させる。 員からの授業構想相談に応じるなど会員数が50人となった。

【1-3】 【1-3】
幼児・児童・生徒個々及び集団 ・平成17年度に取りまとめた少人数学級の第一次案 ・四附運営経営部会や附属学校運営会議等で少人数学級について更に検

へのきめ細かで柔軟な指導が可能 を地域教育文化学部や附属学校運営会議等で更に検 討を行い第一次案をとりまとめた。その結果を役員会に報告し、概算要
になる教育の在り方を研究するた 討を行い、その結果を大学に報告する。 求書案にまとめた。
め、公立学校で進められている少
人数学級の導入の具体化について
検討する。

【1-4】 【1-4】
養護学校では、特別支援教育や ・特別支援教育と進路指導のための研修会やセミナ ・特別支援教育と進路指導のための研修会やセミナーを企画し、大学や

高等部卒業後の進路指導のための ーと、新たにワークショップを企画し、大学や関係 関係機関の協力を得、児童生徒の指導に資するとともに、地域の公立学
研修会を年２、３回開催し、地域 機関の協力を得、児童生徒の指導に資するとともに、校教員の研修にも寄与する次のようにセンター的機能を強めた。
の学校にも開放し、公立学校教員 地域の公立学校教員の研修にも寄与するセンター的 ①研修会（対象は、一般市民、教員、保護者等）を４回開催した。
の研修に寄与する。 機能を強める。 ②「つくし教室」（対象は、幼児（保護者））子どもの自立を図るための

支援活動を10回開催した。
③教育相談（対象は地域の児童生徒等及びその保護者）は約50件の相談

（電話・訪問）に対応した。
④公開研究会（対象は、教員、学生等）は１回開催した。

【1-5】 【1-5】
幼稚園では、地域のニーズに応 ・未就園児親子を対象にした子育て支援事業は、子 ・子育て支援「すこやか広場」を６月、７月、９月、10月の４回実施し

え、未就園児親子を対象に子育て 育ての悩みや相談等のニーズにより一層応えるた た。園庭園舎を親子が遊び交流し合う場として解放し、子育て相談に応
支援事業を年３回程度行う。 め、年３回以上の実施を目指し、園の良さを周知す じたり啓発したりするなど成果があった。

る。
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Ⅱ 教育研究等の質の向上の状況に関する特記事項

１．特記事項
【 教育研究組織 】 (3) 地域ネットワークＦＤ「樹氷」において、学生モニターによる「大学生
(1) 人文学部の総合政策科学科を「法経政策学科」に改組し、カリキュラム ＦＤ会議」を実施し、授業評価の活用について検討した。

の改編を行った。
(2) 平成17年度に設置した「医学部がんセンター」を全学組織の中に正式に ３ 学部学生及び大学院学生の成績評価方法等の改善のための組織的取組状況

位置付けた。 (1) ＧＰＡを活用して授業科目区分や領域ごとの成績分布について調査を行
(3) 農学部附属農場及び演習林を改組して、より有機的・統合的活動を可能 い、それを基に成績評価の基準設定について継続的に調査し研究を深めた。

とする｢農学部附属やまがたフィールド科学センター｣を設置した。 (2) 教養教育では教育目標・カリキュラム・授業実施状況等の点検・評価を
(4) 医学系研究科看護学専攻博士後期課程を平成19年度から設置することを 実施するための「領域別授業担当者会議」を設置し、平成19年度から運営

決定した。 する。また、学生からの質問に適切・かつ迅速に対応できるシステムを工
(5) 理工学研究科の先端材料デバイス工学専攻（博士前期・後期課程）及び 夫し、平成19年度からの実施に向けて準備した。

ものづくり技術経営学専攻（博士後期課程）の設置並びに工学部所属教員
を研究科所属とする改組案を策定し、平成19年度から行うことを決定した。 ４ 各法人の個性・特色の明確化を図るための組織的取組状況

(6) 「高等教育研究企画センター」の教育評価分析部門に新たに専任教員を (1) 「大学コンソーシアムやまがた」の強化と運営
１人配置し、教育方法の改善についての研究と実践の促進を図った。 山形県内の全ての高等教育機関(９機関)と山形県で構成する「大学コン

さらに、平成19年度から個々の教員の授業方法改善のための｢ＦＤ・授業 ソーシアムやまがた」の加盟機関間における単位互換制度をｅ－ラーニン
支援クリニック部門｣を設置することを決定した。 グ講義の配信などを通して活発化した。また、高大連携に関するフォーラ

(7) 研究プロジェクト戦略室及び評価分析室に専任教員を配置した。また、 ムの開催、加盟機関が有する研究論文のデータベース化など、新たな事業
エンロールメント・マネジメント室に平成19年度から専任教員を配置する を展開した。
こととした。 (2) 「山形大学エリアキャンパスもがみ」の活動

(8) 教育委員会の検討結果を踏まえ、英語教育及び初修外国語教育の中心と 平成16年度に、山形県内で唯一高等教育機関が設置されていない最上地
なる新たな組織として「外国語教育センター」を平成19年度に設置するこ 域の８市町村との間で連携に関する協定を締結し、「エリアキャンパスも
とを決定した。 がみ」を設立した。

(9) 中央教育審議会答申（平成17年９月）を踏まえ、小白川地区における大 平成18年度は、新たに開講した学生主体の体験型授業「フィールドワー
学院の検証と今後の構想について、基本構想委員会で検討を開始した。 ク 共生の森もがみ」及び「もがみ自然塾」(小・中学生を対象に学生が

講師を講師を務める）などを実施した。
○ 教育方法等の改善 これらの活動が認められ、日本計画行政学会第11回計画賞の最優秀賞に

選ばれた。また「エリアキャンパス未来遺産創造プロジェクト－大学初年
１ 一般教養教育の指導方法改善のための組織的取組状況 次教育と地域の人材育成を相乗的に活性化していく現地体験型授業」が平
(1) 学生主体の問題解決型授業を増やす方向で、教育委員会で教養教育の見 成18年度「現代的教育ニーズ取組支援プログラム」に採択された。

直しを検討した結果、平成19年度から教養セミナーを10コマ増加し、新規 なお、「エリアキャンパスもがみ」の活動については、(社)国立大学協
にスポーツセミナーを２コマ開講するなどの質的充実を図ることを決定し 会が役員クラスを対象に開催したマネジメントセミナーで、学長が先進的
た。 な取組として事例報告を行った。

(2) 学生主体の問題解決型授業として「フィールドワーク 共生の森もがみ」
（現代ＧＰ）を新たに開講した。

(3) 高等教育研究企画センターを中心に、教養教育ワークショップ、教養教
育ＦＤ合宿セミナー、公開授業及びその検討会などを実施し、内容の一層
の充実とＦＤの推進を図った。

２ 学部教育及び大学院教育の指導方法改善のための組織的取組状況
(1) 学生（教育学・医学系・農学各研究科）及び卒業生（理工学研究科）を

対象としてアンケート調査を実施し、結果を教育改善に反映させた。
(2) 学部学生・大学院生・教員による授業評価アンケートを実施し、その結

果の分析・フィードバックにより授業改善の努力を継続した。これらを冊
子にまとめて公表した。

山形大学
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○ 学生支援の充実 ○ 研究活動の推進

１ 学生に対する学習・履修・生活指導の充実や学生支援体制の改善のための １ 研究活動の推進のための有効な法人内資源配分等の取組状況
組織的取組状況 (1) 独創的・萌芽的な教育・研究推進のために「１学部・部門１プロジェク
(1) 全国初の修学支援システムとして、平成16年度に始動した「ＹＵサポー ト」を昨年度に引き続き学内公募し、８プロジェクトを採択・支援した。

ティングシステム」の点検・評価に基づく改善を継続的に実施した。 昨年度の採択プロジェクトの中で、特に世界遺産｢ナスカの地上絵｣に関
また、教員マニュアルの改訂を行い、内容の改善を図るとともに、就職 する研究は、新たな地上絵を発見するなど世界的に注目を集めた。

指導・個人情報保護を増補することにより、指導内容の充実・改善を図っ (2) 平成18年度に試行的に実施した｢組織評価｣の結果に基づき、部局に対し
た。 計10,000千円の傾斜配分を行った。
①学生20人に対して配置した１人のアドバイザー教員（総計136人）による また、評価項目の追加・評価基準の明確化などにより評価システムの改

きめ細かい学習・学生生活支援 善を図り、平成19年度から傾斜配分の金額を増加することとした。
②平日の16時20分から 40分間「学習サポートルーム」に待機する学習サ (3) 平成17年度に全建物面積の5.8％の共有スペースを確保し、時限付きで

ポート教員（22人）による学習相談 重点研究を推進するための研究スペースとして配分した。
③授業実施日に「何でも相談コーナー」に待機する事務職員（25人）によ
る学生の多様な相談受付（相談件数3,784件) ２ 若手教員等に対する支援のための組織的取組状況

④ＧＰＡに基づく電子サポートファイルを活用した学習指導 (1) 若手教員（ポストドクター含む）が、独立して教育研究を行うために必
(2) 成績優秀な入学者に対し入学料及び授業料を全額免除するとともに、月 要な能力の向上を図ることを目的として、海外の大学・研究機関に１年以

額５万円の奨学金を給付（奨学生１人当たり480万円相当、医学部医学科学 内の派遣をする｢ＹＵ海外研究グローイングアッププログラム｣を構築し平
生は710万円相当）する制度「山澤進奨学金『山形俊才育成プロジェクト』」 成19年度から実施することとした。
を創設し、平成19年度の募集を開始した。 同プログラムでは、派遣教員への渡航費等の経費支援に加えて、派遣教

(3) 山形大学学生支援基金を基に「学生支援基金奨学金」を創設し、授業料 員に代わる非常勤講師雇用に必要な経費も措置する。
等の支払いが困難な学生に５万円を単位とし上限30万円を貸与する制度を
平成19年度から開始することとした。 ３ 研究活動の推進のための有効な組織編成の状況

(1) 研究プロジェクト戦略室へ専任教員を配置した。
２ キャリア教育・就職支援の充実のための組織的取組状況 また、戦略的研究プロジェクトに対する任期付教員の支援制度を用いて、
(1) 低学年からのキャリア教育に力を入れ、教養教育において既に開講され 「先進的研究支援のための教員配置を伴うプロジェクト｣を学内公募し、

ていた「山大マインド」（１年前期）に加えて、「自分の未来を描いてみる ヒアリングを含む厳正な審査により３件を採択した。
－キャリア形成論」（１年後期）及び全学年を対象とした「新しい山形を作 (2) 教育研究活動をより円滑に実施し、部局横断的な共同研究組織の編成・
る人々」（後期）を開講し、職業意識の啓発を図った。 支援を推進するため、理・医・工・農の４学部連携によるより、｢山形大

(2) 工学部にキャリアサービスセンターを設置した。また、平成18年度現代 学生命・環境科学交流セミナー｣を定期的に開催した。
ＧＰのテーマである「実践的総合キャリア教育の推進」に本学の取組が採
択された。 ４ 研究支援体制の充実のための組織的取組状況

(3) 教員採用試験・公務員試験などの模試・対策説明会の充実、面接トレー (1) 研究プロジェクト戦略室に専任教員を配置するとともに、事務組織を再
ニング講座、東京サテライトを活用した企業説明会、就職相談等の就職支 編し、企画部へ研究支援ユニット（課相当）を設置し、研究支援部門の充
援の強化を図った。平成18年度の就職率は、過去最高の98.6％であり、３ 実を図った。
年連続で全国平均を上回った。

３ 課外活動の支援等、学生の厚生補導のための組織的取組状況
(1) 学生による大学活性化を目指して立ち上げた「山形大学・元気プロジェ

クト」に５件を採択し各プロジェクトを実施した。採択課題には地域と連
携して大学周辺の除雪を行う「つるはし隊」のように、学生による地域貢
献を推進するものもある。

(2) 平成16年度に実施した「学生生活実態調査」で得られた課題「学生相談
窓口の充実」に対する改善策として、投書箱「みなさんの自由な声」を平
成18年４月に設置した。平成18年度は60件の学生の投書があり、個々の投
書に全て丁寧に回答し改善を行った。

山形大学
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５ 特色的研究の推進・成果 (4) 「大学コンソーシアムやまがた」の活動
(1) 世界遺産｢ナスカの地上絵｣の新たな地上絵の発見、がん細胞が酸素を使 ｢大学コンソーシアムやまがた｣参加機関の学術情報を一元的に蓄積し、

わずにエネルギーを作り出す理由の解明、抗ガン剤創製につながる菌類特 情報を発信するシステム｢学術成果発信システムやまがた（ゆうキャンパ
有の遺伝子の発見など、世界的研究を推進した。 スリポジトリ）｣を構築しホームページ上で公開した。

(2) ｢核子の構造研究｣が、文部科学省科学研究費補助金の｢特別推進研究｣に (5) ＮＰＯ法人と連携して、星空案内人（星のソムリエ）資格認定制度を設
採択された。 け、最新の天文学研究と市民を結ぶ仲介者となる人材の養成を開始した。

(3) 平成15年度に採択された21世紀ＣＯＥプログラム「地域特性を生かした
分子疫学研究」の研究成果の応用・実用化のために、平成15年度に設立し ２ 産学官連携、知的財産戦略のための体制の整備・推進状況
たベンチャー企業を通じ、民間企業とパーキンソン病治療に関する共同研 (1) 産学官連携の推進
究を実施した。 地域共同研究センターに４つめのサテライトを山形県庄内総合支庁内に

(4) 社会的ニーズに適応する共同研究を推進した結果、世界初となる｢衝撃プ 設置し、キャンパスのない最上地方も含め、山形県全地域(村山・置賜・
ラスチック｣、蛍光灯並みに発光効率を引き上げた｢白色光有機ＥＬパネル｣ 庄内・最上)で活動できる体制を整えた。また、既設の｢東京サテライト｣
の開発に成功した。 に加えて、｢大田サテライト｣を新設し、首都圏における本学の産官学の拠

点を強化した。
６ 研究成果の社会への発信 (2) 知的財産本部で、大学組織及び発明者の利益を守ることを念頭に、知的
(1) 「山形大学機関リポジトリ運用指針」を制定し、教員の研究成果を蓄積 財産の帰属等の判断を行った。

・公開するための基盤整備を行い、学位論文・科学研究費補助金・紀要論 今年度の実績は、発明届出79件、うち職務発明43件、大学帰属３件、出
文等をホームページで公開した。 願３件であった。

(2) 平成19年度に｢山形大学出版会｣を設立し、本学教職員の知的生産物を社
会へ頒布することにした。 ３ 国際交流、国際貢献の推進のための組織的取組状況

(1) 大学間交流協定の締結
７ 研究不正行為対策等の実施 河北医科大学、華北煤炭医学院（以上、中国）、仁済大学校（韓国）、ラ
(1) 文部科学省不正対策チームの｢研究活動の不正行為への対応のガイドライ トビア大学（ラトビア）、タリン大学（エストニア）の５大学と大学間交

ン｣を受け、｢研究活動における行動規範に関する規則｣を制定した。 流協定を締結し、本学の大学間交流協定は合計11大学となり、中期計画を
また、研究費不正使用の防止対策について、学内説明会を通じ教職員に 達成した。現在、具体的交流を推進中である。

周知徹底を図ることとした。 (2) 研究交流の推進
なお、平成19年度に｢業務改善等推進室｣を設置し、学内にコンプライア 平成18年度は新規２件を含む計８件の国際共同研究プロジェクトを継続

ンスの浸透を図ることとした。 した。
(3) 学生交流の推進

○ 社会連携・地域貢献、国際交流等の推進 ①協定校への短期派遣留学制度により平成19年度から３カ国４大学へ７人
の本学学生を派遣することを決定した。

１ 大学等と社会の相互発展を目指し、大学等の特性を活かした社会との連携、 ②英語圏への留学意欲向上を図るため、ＴＯＥＦＬ試験の団体向けテスト
地域活性化・地域貢献や地域医療等、社会への貢献のための組織的取組状況 プログラムを２回実施した。

(1) 「山形大学エリアキャンパスもがみ」（現代ＧＰ採択)の活動 ③ＹＵ－ＳＵＮＹ特別プロジェクトによる「Japan Studies Program」と
平成16年度に設立した「エリアキャンパスもがみ」で、学生のフィール して本学への英語による短期留学プログラムを開発し、平成19年度後期

ドワーク、もがみ自然塾(小・中学生を対象に学生が講師を務める。）及び から受け入れることとした。
大学祭などを実施した。

(2) 地域に根ざしたプロジェクト型共同研究推進を目指して、次の事業のほ
か多くの活動を実施した。
①最上地域をフィールドとした｢食農の匠｣育成プログラム（科学技術振興
調整費「地域再生人材創出拠点形成事業」）

②村山総合支庁と「山形仙台交流圏研究会｣を定期的に開催
③山形県教育委員会との共同プロジェクト「教職10年研修」講座の開講
④21世紀ＣＯＥプログラム｢地域特性を生かした分子疫学研究｣の推進
⑤置賜地区の企業技術調査実施に基づく研究会の立ち上げ

(3) 出張講義等の高大連携
大学の教育内容を高校生等に理解してもらう努力を継続・強化した。平

成18年度の出張講義を81校において実施した。また、トワイライト講義及
びサイエンスセミナーを実施し高校生に開放した。
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(4) 平成16年度から３年間の期間で設置されていた寄附講座「眼細胞工学講
４ 附属学校の取組状況 座」の更新を行い存続期間を３年間延長した。
(1) 附属中学校では、文部科学省の研究委託事業『附属学校における少人数

教育の教育的効果について』を受け、少人数指導を実施し成果を報告書に ２ 教育や研究の質を向上するための取組状況
まとめた。 (1) クリニカルクラークシップ充実のため５年後期から６年生にかけての参

(2) 附属小学校では、ＣＡＰ講習会を継続的に実施した。 加型臨床実習の期間を４か月から６か月に延長し、以下の方法で臨床実習
(3) 附属幼稚園では、子育て支援「すこやか広場」を４回開催して子育ての の充実を図った。

悩みや相談に応じ地域に貢献した。 ①外科系、②内科系、③整形・泌尿器・救急、④放射線・臨床検査・麻
(4) 附属養護学校では、①研修会の開催（４回）②「つくし教室」の開催 酔、⑤小児・産婦人・精神、⑥眼・耳鼻・皮膚の６コースを設定し、それ

（10回）③教育相談（50件の相談に対応）を実施し、地域における特別支 ぞれのコースで選択を行うことにより満遍なくもれの少ない実習システム
援教育のセンター的役割を果たした。 を構築し実施に移した。

(5) 不審者対策及び火災・地震などの避難訓練を実施し、安全指導を行った。 (2) 「臨床教育研修センター」でプログラムを常時見直し、履修内容の強化
特に、附属小学校では、通学路の危険箇所の点検や、教員と保護者によ を図った。昨年度から外科系で脳外科を選択できるようにした。

る巡回パトロールを実施して、登下校時の安全対策を充実させた。 (3) 総合医学教育センターに専任教授を配置し、退職医師及び現職の専門医
(6) 施設設備及び教育環境の整備充実を図り、本年度は附属中学校校舎改修 の中からgeneral physician（一般医）として地域医療に貢献する医師を

工事を実施した。 養成する「医学部リフレッシュ教育プログラム」の企画を行い、平成19年
度の特別教育研究経費を獲得した。平成20年度から実施予定であるが平成

○ その他 19年３月の時点で既に３人の本プログラム参加申込があった。
(4) 予防医療における遺伝子診断を実用化することを目指す「21世紀ＣＯＥ」

１ 上記の事項に関する他大学等との連携・協力についての状況 の成果を学術専門誌に発表した。
(1) 地域ネットワークＦＤ「樹氷」の活動 (5) 高水準・先進的医療を提供するために、「高度先進医療」の開発と実用

山形県内の大学・短期大学（６大学）で構成する『地域ネットワークＦ 化推進を目標に高度先進医療推進プロジェクトチームを設置し、実務に当
Ｄ「樹氷」』の中核機関として、授業改善アンケートの実施、合同ＦＤ研修 たった。
会、授業改善ハンドブックの作成等を行い、構成機関の教育力の向上を図
った。 ○ 質の高い医療の提供のための必要な取組（診療面の観点）

(2) 「大学コンソーシアムやまがた」の運営
山形県内の全ての高等教育機関（11機関）と山形県とで構成する「大学 １ 医療提供体制の整備状況

コンソーシアムやまがた」の中核機関として、県内各地域での合同説明会 (1) 急性期病院としての機能を積極的に高め、かつ患者中心の質の高い医療
及び公開講座の開催や学生の交流研修合宿を実施した。さらに、高大連携 を提供するため病院再整備事業を推進した。
に関するフォーラムの開催、加盟機関が有する研究論文のデータベース「ゆ (2) 平成17年度に生体肝移植に係る院内体制を整備し、脳死臓器移植に対応
うキャンパスリポジトリ」を構築・公開するなど、新たな事業を展開した。 するためのマニュアルを改訂した。これを基に以下の医療を行った。

①平成18年２月に第二内科において、日本国内では第二番目となる幹細胞
移植を行った。

２．共通事項に係る取組状況 ②第一外科において、県内初となる生体肝移植を成功させた。
③角膜移植を推進するために山形県アイバンク事業を積極的に支援すると

（附属病院） とともに、角膜移植・羊膜移植を行った。
(3) 平成17年１月に本院の高水準・先進的医療を提供するために高度先進医

○ 質の高い医療人育成や臨床研究の推進等、教育・研究機能の向上のため 療推進プロジェクトチームを設置し業務に当たった。現在承認されている
の必要な取組（教育・研究面の観点） 先進医療技術は次のとおりである。

①第３内科：遺伝性コプロポルフィリン症のＤＮＡ診断、神経変性疾患の
１ 教育や臨床研究推進のための組織体制の整備状況 遺伝子技術
(1) 総合医学教育センターに専任教授を配置し、医学教育、初期研修医教育 ②眼科：難治性眼疾患に対する羊膜移植術

の更なる充実を図るための体制を整備した。 (4) 救急部機能充実の一環として、救急科を創設し、中毒・重症やけどを治
(2) 総合医学教育センターにおいて、地域医療の実態調査・分析を通して「医 療対象として診療の高度化を図った。今後の病院再整備に伴って、ＩＣＵ

療グランドデザイン」を医師育成の観点から分析し戦略策定を行った。 （６床）、ＨＣＵ（14床）を確保し、手術部12室と増加することに伴う最
(3) 地域の医師等450人に対して、従来の生涯教育セミナーに対する意見及び 新の検査機器を導入するスキームの策定を行った。

今後のセミナーに対するニーズ調査を行った。これらの結果は、広報誌
「生涯教育と地域医療」の第７号、第８号に掲載し、改善の方向性策定に
資した。



- 117 -

山形大学

２ 医療事故防止や危機管理等安全管理体制の整備状況 ○ 継続的・安定的な病院運営のための必要な取組（運営面の観点）
(1) 科学的根拠に基づいた医療（ＥＢＭ）の推進

各診療科・部門でクリニカルパスの作成・運用、エビデンスに基づいた １ 管理運営体制の整備状況
診療手順見直しを行い、医療安全の推進、医療レベルの検証に活用した。 (1) 経営企画部（副病院長が部長兼任）が医療情報部と共同で病院の財務運

(2) インフォームド・コンセントの院内相互チェックを行い、その結果に基 営状況を把握・分析し、４回の「経営ヒアリング」を行った。その際に現
づいてインフォームド・コンセントの内容の変更を診療科ごとに必要に応 状分析情報、財務上の問題点とその対処法を必ず用意して診療科・診療部
じて行った。 門に提示した。これにより診療単価の上昇、診療報酬請求増加効果も上げ

(3) 患者相談室の相談内容の取りまとめと分析を行い、医事業務の改革、医 た。
療安全の対応・対策を行った。 (2) 24時間保育できる保育所「すくすく」を開設・運用を開始した。

また、医療事故防止対策マニュアルの改訂を行うとともに、相互点検機 (3) 平成19年度から診療従事教員等特別手当及び看護職員教育指導手当を新
能を強化した。 設するための調査・分析を行った。

(4) 院内感染防御のために感染制御部を設置し、医療安全管理部と協力し対
応した。 ２ 外部評価の実施及び評価結果を踏まえた取組状況

医療安全管理部では、医療事故等防止対策委員会の審査結果に基づいて、 (1) 外部機関（ISO）による定期的な業務監査を受け、病院業務の定期的見
医療安全のために多くの施策を行った。 直しを図った。また、外部評価の結果については、ホームページ等に掲載
［施策例］ し公表した。
①与薬・点滴のオーダーを簡素化し、かつ、複数段階チェックを実施して
ミスを減少させた。 ３ 経営分析やそれに基づく戦略の策定・実施状況

②大きな事故につながりうる事例を詳細に分析して対策をサブリスクマネ (1) 経営企画部及び医療情報部では、毎月の合同会議を行い、包括的医療に
ージャー会議で毎月提示し、院内職員に有意義な情報を常時提示しうる 対応するとともに、附属病院運営状況を検討して、きめ細かな経営分析を
システムを構築した。 行った。その成果を年４回の診療科・診療部門ヒアリングにおいて伝達し、

職員へ情報を提供して診療活動の指針とした。
３ 患者サービスの改善・充実に向けた取組状況
(1) 入院中の看護サービスが行き届くよう、19年度から７：１看護を実施す ４ 地域連携強化に向けた取組状況

ることとした。 (1) 地域医療機関との連携システムを整備・充実するため、地域医療連携セ
(2) 患者アメニティーの改善のため、院内の売店及び喫茶コーナーについて、 ンターにソーシャルワーカーを配置し陣容を強化した。

企業の参入など民間資金導入による24時間コンビニ、コーヒーショップの
整備を行い稼働させた。

(3) 患者満足度調査を12回行い、前年度との比較を行った。その結果、食事
についての満足度が低いことがわかり、限られた経費の中で改善に取り組
んだところ、満足度の改善が見られた。

４ がん・地域医療等社会的要請の強い医療の充実に向けた取組状況
(1) 平成17年度に設立した「医学部がんセンター」を全学組織の中に正式に

位置付けた。
さらに、がん患者登録システムを構築するとともに、がん化学療法セン

ターに放射線治療を専門とする教授を迎え、がん診療のレベルアップを図
った。

また、重粒子線治療装置の導入に向けて「重粒子線治療装置設置推進室」
を発足させ、導入準備を進めた。

(2) 東北地区のがん医療の均てん化を推進するため、平成19年度に「東北が
ん診療連携ネットワーク（仮称）」を設立することを目指し、準備を進めた。

(3) 地域医療連携センターは、地域医療機関との連携の状態を調査した結果、
紹介数などの長足の増加があり、センター機能の充実が判明した（医事相
談1,958件、看護相談1,532件）。さらに、連携機関のリストアップをし、ク
リニカルパスの整備を開始した。
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Ⅲ 予算（人件費見積りを含む。）、収支計画及び資金計画

※ 財務諸表及び決算報告書を参照

Ⅳ 短 期 借 入 金 の 限 度 額

中 期 計 画 年 度 計 画 実 績

１ 短期借入金の限度額 １ 短期借入金の限度額 ・該当なし
３１億円 ３１億円

２ 想定される理由 ２ 想定される理由
運営費交付金の受入れ遅延及び事故の発生等 運営費交付金の受入れ遅延及び事故の発生等

により緊急に必要となる対策費として借り入れ により緊急に必要となる対策費として借り入れ
することも想定される。 することも想定される。

Ⅴ 重要な財産を譲渡し、又は担保に供する計画

中 期 計 画 年 度 計 画 実 績

・平清水寄宿寮の土地の一部（山形県山形市大字 ・医学部附属病院施設・設備整備に必要となる経 ・医学部附属病院病棟及び基幹環境整備に必要となる経費
平清水字フカウ99番ほか、600.00㎡）を譲渡する。費の長期借入れに伴い、本学病院の敷地及び建物 の長期借入に伴い、山形市飯田西二丁目３９番１ 宅地152,

について担保に供する。 704.62㎡を対象とした抵当権設定契約を締結した。
・医学部附属病院施設・設備整備に必要となる経
費の長期借入れに伴い、本学病院の敷地及び建物
について担保に供する。

Ⅵ 剰 余 金 の 使 途

中 期 計 画 年 度 計 画 実 績

決算において剰余金が発生した場合は、教育研 決算において剰余金が発生した場合は、教育研 ・平成17年度において剰余金（目的積立金）603,327千円が
究の質の向上及び組織運営の改善に充てる。 究の質の向上及び組織運営の改善に充てる。 発生し、平成18年度において教育研究の質の向上及び組織

運営の改善として146,031千円を使用した。

山形大学
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Ⅶ そ の 他 １ 施設・設備に関する計画

中 期 計 画 年 度 計 画 実 績

施設・設備の内容 予定額（百万円） 財 源 施設・設備の内容 予定額（百万円） 財 源 施設・設備の内容 予定額（百万円） 財 源

総額 施設整備費補助金 総額 施設整備費補助金 総額 施設整備費補助金

･小規模改修 ８２３ (３９０) ･附属中学校校舎 ４，９４５ (２，０１２) ･附属中学校校舎 ４，９４５ (２，０１２)

･生体磁気計測装置 長期借入金 改修 改修

(４３３) ･工学部校舎改修 ･工学部校舎改修

･アスベスト対策 ･アスベスト対策

･医学部附属病院 長期借入金 ･医学部附属病院 長期借入金

施設整備 (２，８６８) 施設整備 (２，８６８)

･小規模改修 国立大学財務・ ･小規模改修 国立大学財務・

経営センター施 経営センター施

設費交付金 設費交付金

(６５) (６５)

（注１）金額については見込であり、中期目標を達 （注）金額は見込みであり、上記のほか、業務の実施
成するために必要な業務の実施状況等を勘案 状況等を勘案した施設・設備の整備や、老朽度合
した施設・設備の整備や老朽度合等を勘案し い等を勘案した施設・設備の改修等が追加される
た施設・設備の改修等が追加されることもあ こともあり得る。
る。

(注２) 小規模改修について平成17年度以降は平成
16年度同額として試算している。

なお、各事業年度の施設整備費補助金、船
舶建造費補助金、国立大学財務・経営センタ
ー施設費交付金、長期借入金については、事
業の進展等により所要額の変動が予想される
ため、具体的な額については、各事業年度の
予算編成過程等において決定される。

山形大学
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Ⅶ そ の 他 ２ 人事に関する計画

中 期 計 画 年 度 計 画 実 績

○人事に関する方針について
（教員） ・教員については、各学問領域の特徴に配慮すると 教員については、学問領域の特徴に配慮するととも

・教育研究の活性化等の観点から、人事交流を積 ともに、教員評価基準等の策定を踏まえ、各部局の に、教員評価基準等の策定を踏まえ、各部局の特性に
極的に図り、任期制を導入するなど、効率的かつ 特性・方針に応じた人事制度の設計を計画する。 応じた人事制度の設計について検討を行った。
効果的な運用を図る。 また、既に任期制を導入している部局に対して、 また、個別の契約により任期を定めて教員を採用す

（事務） 一層の充実と効果的な運用を図るよう要請するとと る体制を構築し、任期制未導入の部局において、任期
１．業務の見直しを推進し、事務の効率化と合理 もに、任期制未導入の部局に対しては、学問分野に 制導入を促すとともに個別契約による任期付教員を採

化を図り、法人化後の大学運営に適切に対応で 応じて任期制の導入を促す。さらに、個別の契約に 用し、一層の流動性を高めた。
きる事務体制の整備を図る。 より任期を定めて雇用する教員を採用する。 事務職員については、東北地区国立大学法人等職員

２．効率的かつ機能的な職員の配置を行うととも ・事務職員については、国立大学法人としての組織 採用試験実施委員会による統一採用試験合格者からの
に、事務職員の資質向上を図る。 的基盤の充実強化を図るため、専門職能集団として 採用を継続しつつ、法律、経営、労務、医療関係等高

の機能を発揮できる適材適所の人員配置を行う。 度な専門的知識が必要となる職種については選考採用
（参考） また、ジョブローテーション制度・キャリアアッ を検討するとともに、図書館業務の専門的知識を有す

中期目標期間中の人件費総額見込み プ制度を構築し、職員の業務に対する能力の高さや る者を選考採用し適材適所の人員配置に努め、職員の
９７，１７５百万円 意欲、勤務実績、当該職への適性等を十分考慮して、専門的な知識、技能及び資質を十分考慮した配置を行

（退職手当は除く） 優秀な職員については、上位職へ積極的に登用する うため、ジョブローテーション制度を構築した。
ことにより人材の有効活用に努め、計画的な人事管 また、本学主催の新規採用者に対する「大学職員と
理を図る。 しての自覚・啓発」を中心とした研修、事務職員に対

する企画・立案能力を高める「ＳＤ研修」、事務職員
（参考１）平成１８年度の常勤職員数 等の大学運営能力を高める「ＹＵ大学経営10回連続セ

１，５１６人 ミナー」、新任管理職員の大学運営能力を高める「管
また、任期付職員数の見込みを 理職員研修」、管理職員の説明能力等を高める「プレ

３０９人とする。 ゼンテーション能力向上講座」、人事院主催の「係長
級研修」、「中堅職員研修」、係長級の女性職員を対象

（参考２）平成１８年度の人件費総額見込み とした「女性のためのパワーアップ研修」、「課長級研
１６，２０４百万円 修」、「課長補佐級研修」、東北地区国立大学法人等主

（退職手当は除く） 催の「係長研修」、「中堅職員研修」、「補佐研修」、「研
究協力担当職員研修」、文部科学省及び独立行政法人
国立大学財務・経営センター主催の「国立大学病院経
営セミナー」、国立大学協会主催の役員・幹部職員を
対象とした「大学マネージメントセミナー（企画・戦
略編）・（研究編）・（教育編）」、「部長級研修」、「課長
級研修」に参加させ、職務の遂行に必要な知識・能力
の向上を図った。

山形大学
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○ 別表 （学部の学科、研究科の専攻等）

学部の学科、研究科の専攻等名 収容定員 収容数 定員充足率

(a) (b) (b)/(a)×100
(人) (人） (％)

人文学部 １，２４０ １，３７２ １１０．６
人間文化学科 ３５５ ４１６ １１７．２
総合政策科学科 ６４５ ７０２ １０８．８
法経政策学科 ２００ ２０７ １０３．５
学部共通(３年次編入学) ４０ ４７ １１７．５

（人間文化学科） (２９)
（総合政策科学科） (１８)

地域教育文化学部 ４８０ ５０４ １０５．０
地域教育学科 １６０ １６５ １０３．１
文化創造学科 １５０ １６２ １０８．０
生活総合学科 １７０ １７７ １０４．１

教育学部 ４８０ ５５４ １１５．４
学校教育教員養成課程 ２４０ ２９４ １２２．５
生涯教育課程 １５０ １６１ １０７．３
人間環境教育課程 ９０ ９８ １０８．９
中学校教員養成課程 １

理学部 ７４０ ８２０ １１０．８
数理科学科 １８０ ２０９ １１６．１
物理学科 １４０ １５８ １１２．９
物質生命化学科 １８０ １９４ １０７．８
生物学科 １２０ １２２ １０１．７
地球環境学科 １２０ １３７ １１４．２

医学部 ８６０ ８７４ １０１．６
医学科 ６００ ６１５ １０２．５
看護学科 ２６０ ２５９ ９９．６

工学部 ２，８０６ ３，２７６ １１６．７
機能高分子工学科Aコース ４６０ ５１８ １１２．６

同 Bコース ４６ ４７ １０２．２
物質化学工学科Aコース ４６０ ５２６ １１４．３

同 Bコース １３０ １４２ １０９．２
機械システム工学科Aコース ４８０ ５６４ １１７．５

同 Bコース １３０ １５３ １１７．７
電気電子工学科Aコース ３２０ ４１６ １３０．０

同 Bコース ８８ １１４ １２９．５
情報科学科Aコース ３２０ ３６５ １１４．１

同 Bコース ８６ １０２ １１８．６
応用生命システム工学科Aコース ２４０ ２７０ １１２．５

学部の学科、研究科の専攻等名 収容定員 収容数 定員充足率

応用生命システム工学科Bコース ４６ ４６ １００．０
物質工学科Bコース １
電子情報工学科Aコース １０

同 Bコース ２

農学部 ６２０ ７３８ １１９．０
生物生産学科 ２２０ ２５９ １１７．７
生物資源学科 ２００ ２５２ １２６．０
生物環境学科 ２００ ２２７ １１３．５

学士課程 計 ７，２２６ ８，１３８ １１２．６

社会文化システム研究科 ２４ ３４ １４１．７
文化システム専攻 １２ １９ １５８．３
社会システム専攻 １２ １５ １２５．０

教育学研究科 ７８ ８５ １０９．０
学校教育専攻 １２ ３１ ２５８．３
教科教育専攻 ６６ ５４ ８１．８

医学系研究科 ５２ ６２ １１９．２
生命環境医科学専攻 ２０ １９ ９５．０
看護学専攻 ３２ ４３ １３４．４

理工学研究科 ５３８ ７２７ １３５．１
数理科学専攻 ２８ ２０ ７１．４
物理学専攻 ２２ ３７ １６８．２
物質生命化学専攻 ２２ １７ ７７．３
生物学専攻 ２２ ２２ １００．０
地球環境学専攻 ２０ １９ ９５．０
機能高分子工学専攻 ６４ １１２ １７５．０
物質化学工学専攻 ７６ １１０ １４４．７
機械システム工学専攻 ７６ １０７ １４０．８
電気電子工学専攻 ５０ ６６ １３２．０
情報科学専攻 ５０ ６２ １２４．０
応用生命システム工学専攻 ３８ ４７ １２３．７
ものづくり技術経営学専攻 １２ ２３ １９１．７
生体センシング機能工学専攻 ５８ ８１ １３９．７
物質工学専攻 １
電子情報工学専攻 ３

農学研究科 ９６ ８２ ８５．４
生物生産学専攻 ３２ ２６ ８１．３
生物資源学専攻 ３６ ３５ ９７．２
生物環境学専攻 ２８ ２１ ７５．０

修士課程 計 ７８８ ９９０ １２５．６
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学部の学科、研究科の専攻等名 収容定員 収容数 定員充足率

医学系研究科 １２６ １６１ １２７．８
医学専攻 １０８ １３５ １２５．０
生命環境医科学専攻 １８ ２６ １４４．４

理工学研究科 ９９ １３６ １３７．４
地球共生圏科学専攻 ２１ ２８ １３３．３
物質生産工学専攻 ２１ ６０ ２８５．７
システム情報工学専攻 １８ ２５ １３８．９
生体センシング機能工学専攻 ３９ ２３ ５９．０

博士課程 計 ２２５ ２９７ １３２．０

養護教諭特別別科 ４０ ４０ １００．０

附属小学校 ７６８ ７３７ ９６．０
同 (普通) ７２０ ６８９ ９５．７
同 (複式) ４８ ４８ １００．０

附属中学校(普通) ４８０ ４７８ ９９．６

附属養護学校 ６０ ５３ ８８．３
同 (小学部) １８ １２ ６６．７
同 (中学部) １８ １６ ８８．９
同 (高等部) ２４ ２５ １０４．２

附属幼稚園 １６０ １４３ ８９．４
同 （３歳児保育） ２０ ２４ １２０．０
同 （４歳児保育） ７０ ５９ ８４．３
同 （５歳児保育） ７０ ６０ ８５．７

○ 計画の実施状況等

１ 定員充足率115％以上の学科は以下のとおり。
人文学部人間文化学科（３年次編入学含む）、教育学部学校教育教員養

成課程、理学部数理科学科、工学部機械システム工学科Ａコース、同機械
システム工学科Ｂコース、同電気電子工学科Ａコース、同電気電子工学科
Ｂコース、同情報科学科Ｂコース、農学部生物生産学科及び同生物資源学
科

（考え方）
例年、合格者の他大学への流出があり、辞退率を予測して合格者を発表

しているが、僅かに予測を外れる場合もあり、その累積として過度の充足
率となった。

２ 定員充足率115％以上の専攻は以下のとおり。
社会文化システム研究科文化システム専攻、同社会システム専攻、教育

学研究科学校教育専攻、医学系研究科医学専攻、同生命環境医科学専攻（博
士後期課程）、同看護学専攻、理工学研究科物理学専攻、同機能高分子工
学専攻、同物質化学工学専攻、同機械システム工学専攻、同電気電子工学
専攻、同情報科学専攻、同応用生命システム工学専攻、同ものづくり技術
経営学専攻、同生体センシング機能工学専攻（博士前期課程）、同地球共
生圏科学専攻、同物質生産工学専攻及び同システム情報工学専攻

（考え方）
①入学年度によってはかなり成績の良い受験者が集中し、合格者の質保証

の観点から入学定員を超える合格者を発表している。
②他大学院研究科への合格者の流出を勘案して、定員数を超える合格者を

発表しているが、入学年度によって辞退者に変動がある。
以上、①及び②の条件が累積した結果、過度の充足率となった。

３ 定員充足率85％以下の専攻は以下のとおり。
教育学研究科教科教育専攻、理工学研究科数理科学専攻、同物質生命化

学専攻、同生体センシング機能工学専攻（博士後期課程）、農学研究科生
物生産学専攻及び同生物環境学専攻

（考え方）
①理工学研究科物質生命化学専攻は、本学理学部からの内部進学者が多い

専攻であるが、最近２か年は学部卒業生の就職率が向上していることか
ら、同専攻への進学者が減少した。

②教育学研究科教科教育専攻、理工学研究科数理科学専攻、同生体セン
シング機能工学専攻（博士課程後期）、農学研究科生物生産学専攻及び
同生物環境学専攻については、志願者が少なく入学定員を満たしてい
ない状況が続き、定員充足率が低下した。
なお、平成19年4月に学長の下に「大学院入試緊急対策ＷＧ」を設置し、

平成20年度大学院入試における志願者増に向けた緊急対策を検討して
いる。

山形大学
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